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計画見直し年度
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第１ 農用地利用計画 

 

１ 土地利用区分の方向 

 

（１）土地利用の方向 

 

ア 土地利用の構想 
 
本市は松江市から１３０km、隣県広島市からは約１１０km、北緯３４°５３′８″東

経１３２°０４′４８″の地点に位置する。市域の東部で邑南町と、東北部では江津市と

接し、南部では広島県と接する。また、市の西部では益田市と接し、北部には日本海が広

がる。市の総面積は６８９．４４k ㎡でこの内、農業振興地域は５２４．７３ｋ㎡と市域
の約７６％を占める。気候は浜田地区の平野部で平成１７年の平均気温が１５．８度と、

県下では比較的温暖であるが、弥栄地区では同年の平均気温が１２．６度と浜田地区に比

べ３．２度低く、市域でも標高により差が見られる。 
 
人口は減少傾向にあり、中でも農家人口の減少率が大きく、総人口に占める農家人口の

割合は平成７年の２２％から平成１７年には１１％まで半減している。こうした状況とと

もに、山間傾斜地の農地や河川沿の狭小な農地が多いという条件も重なって農地の遊休化

が進む状況にある。そして、市域の開発が進む一方で森林等の農地開発も進まなかった状

況から農用地面積が減少傾向にある。 
 
こうした状況を鑑み、認定農業者など担い手の育成に向けては優良な耕作条件の農地確

保に向けた造成や基盤整備、農業用施設用地の導入などを推進するとともに、既存の農地

については可能な限り認定農業者や集落営農組織への集約化を進めることで農用地として

の利用を目指していく必要がある。一方で、農家人口が大幅な減少傾向にある状況を鑑み、

農業に興味を持つ企業や市民といった新たな担い手を視野に入れて、優良な農地の活用と

保全に努めていくことが求められている。 
 

（単位：ha） 

農用地 
農業用 

施設用地 
山林原野 その他 計 

区分 

 

 

 

年次 

実
数 

比
率 

実
数 

比
率 

実
数 

比
率 

実
数 

比
率 

実
数 

比
率 

現在 

H1８年 
3,651 7.0％ 13 0.0％

38,506

（6）

73.4％

（0.0％）
10,303 19.6％ 52,473 100.0％

目標 

H27 年 
3,639 7.0％ 25 0.0％

38,506

（6）

73.4％

（0.0％）
10,303 19.6％ 52,473 100.0％

増減 0  0 0 0  0 

（注）（  ）内は混牧林地面積である。 
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イ 農用地区域の設定方針 
 
（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針 

本地域の現況農用地約３，６５１ｈａのうち、次の農用地以外のａ～ｃに該当する農用地

約３，２８２ｈａについて、農用地区域を設定する方針である。 
・ 自然的条件から近代化を図ることが困難な農用地約３６９ｈａ 

ａ 集団的に存在する農用地 
          ２０ha以上の集団的な農用地 
  ｂ 土地改良事業又はこれに準ずる事業（防災事業を除く。）の施行に係る区域内にある土地 
        ・ 農業用用排水施設の新設又は変更（いわゆる不可避受益地を除く。） 
        ・ 区画整理 
        ・ 農用地の造成（昭和35年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。） 
        ・ 埋立て又は干拓 
    ・ 客土、暗きょ排水、深耕、れきの除去、心土破砕、床締め、切盛り等 
  ｃ ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るた

めその土地の農業上の利用を確保することが必要である土地 
    ・ 果樹や茶等の地域の特産物を生産している農地で産地の形成上確保しておくことが

必要なもの 
    ・ 高収益をあげている野菜のハウス団地 
    ・ 国が補助を行わない土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地 
    ・ 農業生産基盤整備事業の実施が予定されている土地 
    ・ 周辺の優良農地の保全や農業水利上の悪影響を防止するため確保する必要がある農

地 
    ・ 農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者等の担い手の経営地に隣接する一定規模の土地

等、将来当該担い手に集積することによって、経営規模の拡大と農業経営の合理化を図ることが
適当な土地 

    ・ 農業経営基盤強化促進法に基づく特定農業法人が集積することとされている農用地 
    ・ 都市住民の農業理解を深めるためのいわゆる棚田オーナー制度の対象地 

 
(イ)土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針 

本地域内にある土地改良施設のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現況

農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要があるものを農

用地区域に設定する。 
 
（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針 

本地域内にある農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした

現況農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要があるも

の約１４ｈａを農用地区域として設定する。 
 
（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針 
   本地域内なし。 
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（２）農業上の土地利用の方向 
 
ア 農用地等利用の方針 

 
中山間地域に位置する本市は地形的な条件から、規模の拡大が進み難く、兼業農家の小

規模な農業が中心を占める状況にある。そして、高齢化により労働力の減少が進み、後継

者の確保難も続く状況から、条件の厳しい農地から遊休化が進む状況にある。 
 
これまでもこうした状況に対し、弥栄地区における集落営農の組織化、三隅地区での農

業支援センターを設立するなど土地の有効利用に向けた体制面の充実を図ってきた。また、

金城地区では認定農業者に加え、地区独自の準認定農業者制度を創設することで規模拡大

志向の農家に集積を図るなど、農地の利用集積と土地の有効利用に向けた対策を進めてき

た。 
 
しかしながら、アンケート結果からは規模拡大を目指す農家に対し、規模縮小や引退を

考える農家が上回り、今後も労働力の減少が予測される状況にあることから、土地の有効

利用を図るためには、さらに耕作体制面の充実を図るとともに、利用集積を進めることが

求められている。また、品目横断的経営安定対策など土地利用と担い手育成に関わる情勢

が変化する中、今後の農地利用集積に向けては、新たな制度への対応を見据えながら、担

い手を確保・育成していくことが求められている。 
 
こうした状況を踏まえ、本市では、国制度に対応した担い手の確保・育成を図るととも

に、この担い手への利用集積を進め、土地利用を図る方針である。 
 

単位：ha 

農地 採草放牧地 混牧林地 
農業用施設 
用地 

計 
森林･原野 

等 区分 
地区名 現

況 

将
来 

増
減 

現
況 

将
来 

増
減 

現
況 

将
来 

増
減 

現
況 

将
来 

増
減 

現
況 

将
来 

増
減 現 況 

浜田地区 1,106 1,106 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 1,123 1,123 0 0

金城地区 685 720 35 95 48 △47 3 3 0 2 14 12 785 785 0 0

旭地区 511 511 0 3 3 0 2 2 0 3 3 0 519 519 0 0

弥栄地区 428 428 0 23 23 0 1 1 0 6 6 0 458 458 0 0

三隅地区 411 411 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 416 416 0 0

計 3,141 3,176 35 141 94 △47 6 6 0 13 25 12 3,301 3,301 0 0
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イ 用途区分の構想 
 
（ア）浜田地区 

 
美川地区、佐野地区及び宇野地区の一部では基盤が整備されているが、他の地区では

基盤が整備されていない農地が多い。このため、基盤が整備された地区を中心に集落営

農の組織化を進めることで土地利用を図る方針であるが、作業受託を希望する農家が少

ないなど、集落営農の組織化を図ることが困難な状況も予測される。このため、集落営

農の組織化を基本としつつ、集落営農の設立が困難な地域において農地の利用を図る体

制として、広域的作業受託組織の設立に向けた検討を進める。 
 
また、水稲以外の主力作物として、軟弱野菜や西条柿などが生産されているが、畑地

の多くは自家消費作物の生産に利用されるにとどまり、遊休化が懸念される状況である。

この地区では、新規就農に向けた研修に取り組まれているとともに、消費者人口が多い

地区であるため、新規就農による畑地利用を推進するとともに、小規模な畑地について

は、直売施設への出荷など、地産地消を推進することで有効利用を図っていく。 
 
（イ）金城地区 
 

これまで積極的に農地の基盤整備に取組、地形上困難なところを除き、概ね基盤が整

備された状況である。そして、認定農業者への利用集積とともに、地区独自の準認定農

業者制度に基づく利用集積を進めてきた結果、地区内では比較的生産規模の大きな農家

が多い地区である。また、集落営農の組織化を支援してきた結果、波佐地区で集落営農

組織が形成されているとともに、今後の集落営農の組織化に向けては、地区内で最も意

欲の高い地区である。一方で、山間傾斜地の農地も多い状況から、基盤整備された農地

でも遊休化が進む状況もみられる。 
 
このため、集落や地区の担い手状況を鑑み、認定農業者等の規模拡大と集落営農の推

進を基本方針として土地の有効利用を推進する。一方で、遊休地の拡大を防止すべく、

集落営農組織の支援や補完的機能を担う組織として、また、集落営農では利用集積でき

ない優良な農地の保全を図る体制として広域的な組織による耕作体制の整備に向けた検

討を進めていく。 
 
また、雲城地区の七条、下来原では、約 42ｈａの新開団地の整備を進めている。この
農地は、畑地や農業用施設用地としての利用を進め、施設園芸や施設果樹、観光農園な

どの企業的農業経営の実践を推進していく。 
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（ウ）旭地区 
 

地形上困難な農地を除き、概ね基盤整備が完了した状況にあるが、基盤整備に取り

組んだ年代が古いことから狭小な基盤も少なくない。また、水稲が基幹作物である一

方、大規模に水田を耕作する農家は少数であり、集落営農の組織化も重富地区のみに

とどまっている。他の作物では、梨、しいたけの生産が活発であるが、野菜について

は生産者が少なく、また自給的な生産が中心である。 
 
このため、水田については土地の有効利用に向けた体制面の整備を進める必要があ

るが、アンケート結果からは、作業の受託を希望する農家と委託を希望する農家のバ

ランスが崩れた集落が多い状況にあるといった問題がみられる。一方で、地区内では

比較的作業の受託を希望する農家が多く、少数ながら水稲を経営の柱とした担い手が

存在する。したがって、この地区では意欲的農家の労働力を広域的に活かす受託組織

等の整備を基本方針として、併せて集落営農の組織化を進めることで土地利用を図る。 
 
また、この地区には、「島根あさひ社会復帰促進センター」の誘致が決定し、平成 20
年度の整備が予定されている。このため、施設誘致に併せて定住する刑務官などを対

象に、地産地消を進めることで畑地利用を促進するなど、施設との連携に基づく農地

の有効利用方策を検討していく。 
 
（エ）弥栄地区 
 

地区内で最も良好な生産基盤が整備された地区であり、暗渠排水などの転作に向け

た条件も比較的整った地区である。これまで、積極的に集落営農の組織化を進め、12
の集落で 14の営農組織が整備されている。 

 
今後は、後継者が存在するなど、担い手条件の整っている集落では引き続き、集落

営農の組織化を進めるとともに、担い手が不在であるため組織化が難しい集落への対

応として、既存集落営農の広域化を進め、土地の有効利用を図っていく。 
 
併せて、既存集落営農組織同士の話し合いを進め、弥栄地区全体での組織力強化の

方策について検討を行っていく。 
 
（オ）三隅地区 
 

井野地区では平成元年に約 73ｈａのほ場整備が完了しているが、他の地区では基盤
整備された農地が少ない。また、地区内では比較的水稲生産への依存度が低く、果樹

などを所得作物として生産する農家が多く、このため、水田では小規模な農家が多い。

集落営農組織が整備されているのは基盤が整備された井野地区が中心であり、他の地
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区ではしろやま営農組合が組織化された。 
 
こうした中、三隅地区では、優良農地の利用を図る組織として農業支援センターを

設立し、作業受託に取り組んできており、現在、この組織の農業生産法人化を進めて

いる。このため、本組織を中心に優良農地の利用を図っていく。 
 
また、樹園地では、西条柿の生産が活発であるが、生産者の高齢化が進み、放任園

の拡大が懸念されている。このため、新規耕作者の確保対策を進めるほか、企業参入

も視野に入れた担い手の確保対策を推進し、有効利用と生産量の維持・拡大を図って

いく方針である。 
 

２ 農用地利用計画 

 
別記のとおりとする。 
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画 

 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 

 
浜田地区、三隅地区で未整備な農地が存在するほか、振興作物である大豆生産に向けても、排

水条件の悪い農地が残されているなど、良好な生産基盤の整備に向けて課題を残している。一方、

傾斜地に位置する農地も多く、労働力も不足する状況から、基盤が整備された農地においても遊

休化が進む状況にある。 
 
こうした中、今後の本市の生産基盤の整備に向け、次の取組を推進していく。 

 
（１）守り、活用する体制の整備された農地への集中的な基盤の整備 

 
基盤整備に取り組む農地の将来にわたる利用を図るため、農用地利用規程制度を推進し、

認定農業者等の担い手への利用集積、集落営農の組織化、農業支援センターなど広域的な

農業生産法人や作業受託組織への集積など、地域の農地を効率的に利用していくことにつ

いての合意形成を支援する。そして、合意が形成された地区において、必要な生産基盤の

整備を進めていく。 
 
（２）転作作物生産の振興に向けた生産基盤の整備 
 

品目横断的経営安定対策の支援対象となる担い手が、品質の良い大豆を安定して量産し

ていくためには、排水条件の良い農地が必要となる。このため、国の支援対象となる認定

農業者や集落営農組織を育成するとともに、こうした担い手が耕作する土地の転作作物生

産に向けた基盤整備を進めていく。 
 
（３）地区別の整備方向 
 
（ア）浜田地区 

 
集落営農の組織化や大豆の導入に向けた検討を進めるとともに、大豆生産の導入に向

けた排水設備が整備されていない場合、暗渠排水などの整備を検討していく。併せて、

必要となる生産基盤の整備を推進していく。 
 
（イ）金城地区 
 

認定農業者や準認定農業者への利用集積と集落営農の組織化の両面から土地の利用集

積を進めるため、こうした担い手の育成に向けて必要となる生産基盤の整備を推進して
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いく。特に、本地区では、排水対策を求める希望が多いことから、集落営農単位や担い

手農家の大豆生産を振興するための暗渠排水の整備を検討していく。 
 

（ウ）旭地区 
 

意欲的農家による広域的な作業受託組織の整備と集落営農の組織化を進め、本地区農

地の有効利用を図る方針である。このため、こうした取組の実現に必要となる生産基盤

の整備を推進していく。 
 
（エ）弥栄地区 
 

既存集落営農組織が他集落から作業を受託する等の集落営農の広域化、また、広域化

とともに大豆生産を拡大するなど、集落営農組織の広域化と多角化を推進するため、こ

うした取組の実現に向けて必要となる生産基盤の整備を検討していく。 
 

（オ）三隅地区 
 

農業支援センターの農業生産法人化とともに、品目横断的経営安定対策の支援対象と

なる担い手として育成し、本地区農地の利用を図る方針である。このため、この組織の

規模拡大に必要な基盤整備や大豆の導入に必要な排水対策を検討していく。 
 
２ 農業生産基盤整備開発計画 

【浜田地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

農道整備 農道安全施設 一式 那賀東部 75.9 Hg○1
団体営基盤整備促進事業 

(一般) 

農道整備 農道 2,500m 7.00m 
はまだ 

中央 
303.0 Hc○2

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業 

農道整備 農道 排水 1,200m 800m 天神 17.0 Hf○3
団体営基盤整備促進事業 

(一般) 

農道整備 農道 300m 宇野南 10.3 Hg○4
団体営ふるさと農道 

整備事業 

農道整備 農道 500m 櫟田原 7.5 Hc○5
団体営ふるさと農道 

整備事業 

農道整備 農道 170m 折居 5.6 Ｈａ○6
団体営ふるさと農道 

整備事業 

農道整備 農道 排水 500m 1,000m 和田 20.0 Ｈａ○7
団体営基盤整備促進事業 

(一般) 

農道整備 農道 800m 田原 30.0 He○8
団体営基盤整備促進事業 

(一般) 

農道整備 農道 1,900m 内田 6.0 Hc○9
団体営ふるさと農道 

整備事業 

農道整備 農道 1,700m 7.00m 
はまだ 

中央２期 
303.0 Hd○10

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業 

農道整備 農道 3,632m 5.00m 
小山２期 

小山 3期 
311.0 He○33

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業（基礎資料付図 1号）
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【金城地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図 

番号 
備 考 

農道整備 広域農道 1,834m トンネル 397m 那賀西部 4期 4670.0 Kh-1ki-1○1 － 

農道整備 農道 810m  上長屋 263.0 Kh-2○2 県農免農道 

農道整備 農道 1,590m  皆合越沢 24.0 Kh-3○3 基盤整備（一般） 

農道整備 農道舗装 1,000m 安全施設 1式 那賀東部 75.9 Kh-2.3○4 基盤整備（一般） 

農業用排水施設整備 用排水施設 岩塚 0.7 Kh-2○5 中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 宇栗 0.5 Kh-1○6 中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 金田 4.2 Ki-2○7  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 吉留 1.6 Ki-2○8  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設（頭首工） 東 0.4 Ki-1○9  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 東 1.6 Ki-1○10  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 西 4.5 Ki-1○11  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 下の原 8.6 Ki-1○12  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設（排水路） 青原 0.6 Ki-3○13  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 小国郷 0.6 Kj-3○14  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 馬場 1.0 Kj-2○15  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 新井屋原 0.6 Kj-2○16  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 亀谷原 1.7 Kj-2○17  中山間地域総合整備事業 

農業用排水施設整備 用排水施設 新開 11.0 Ki-2○18  中山間地域総合整備事業 

農道整備 農道 新開 19.8 Ki-2○19  中山間地域総合整備事業 

ほ場整備 ほ場整備 柚根 0.9 Kj-3○20  中山間地域総合整備事業 

ほ場整備 ほ場整備 小国郷 1.0 Kj-3○21  中山間地域総合整備事業 

ほ場整備 ほ場整備 東谷上 0.7 Kj-2○22  中山間地域総合整備事業 

ほ場整備 ほ場整備 新開 11.0 Ki-3○23  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 入野・越沢 5.4 Kh-3□1 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 元谷 1.8 Kh-2□2 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 小瀬原 1.3 Kh-2□3 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 岩塚 2.8 Kh-2□4 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 久佐川 0.9 Kh-2□5 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 
山根原 

久佐郷 
3.8 Kh-1□6 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 浄光寺谷 1.1 Kh-1□7 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 小原谷 1.1 Ki-1□8  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 宇栗 1.0 Kh-1□9 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 下長屋・金田 2.1 Ki-2□10  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 今田 1.8 Ki-2□11  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 大谷 1.1 Ki-1□12  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 東 1.7 Ki-1□13  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 西 2.7 Ki-1□14  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 水上谷・小笹 6.9 Ki-3□15  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 伊木 1.2 Ki-3□17  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 青原 1.8 Ki-3□18  中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 柚根 4.5 Kj-3□19 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 小国郷 2.4 Kj-3□20 中山間地域総合整備事業 

暗渠排水対策 排水対策 郷 1.6 Kj-2□22 中山間地域総合整備事業 

 
【旭地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

農道整備 農道 L=350m W=5.0m 小場田 － Ak○1 ふるさと農道整備 

農道整備 農道 L=854m W=5.0m 美又 160.0 Ak○22
基盤整備 

一般農道整備事業（基礎資料付図 1号）

 
【弥栄地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

－ － － － － － 
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【三隅地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

農道整備 広域農道 L=5,170m  石見西部 25.0 Mu○1 － 

農道整備 農免農道 L=2,000m W=7.0m 室谷３期 308.0 Mt○6
基盤整備 

農免農道整備事業（基礎資料付図 1号）

 
【付図 2・3号 農業生産基盤整備開発計画図・農用地等保全整備計画図参照】 
 
３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 
浜田市森林整備計画を平成１７年度に策定し、自然の維持・保存、林産物の生産、水源涵養、

人との共生を推進方向とした森林整備を進め、隣接農用地に悪影響が及ばないよう施策を実施す

る。 
 
４ 他事業との関連 

 
該当なし。
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第３ 農用地等の保全計画 

 

１ 農用地等の保全の方向 

 
本市では森林と接する農地や傾斜地の農地が多く、こうした農地の保全・利用に向けて、ため

池などの水の確保対策や棚田の保全対策、また、農地防災対策などを推進してきた。しかしなが

ら、労働力の減少、有害鳥獣による農作物被害の深刻化の中、厳しい条件の農地から遊休化が進

む状況にある。本市においては、農業経営基盤強化促進基本構想の中で遊休農地の農業上の利用

増進を図るため要活用農地を定めている。この要活用農地の農業上の利用増進を図るための具体

的施策として、浜田市を実施主体とする特定法人貸付事業を実施している。 
こうした中、全ての農地を守る方針で保全整備を推進することは困難であり、集落営農が組織

化された地区など、効率的土地利用の合意形成と耕作体制が整備された地区における生産振興を

図ることを目的に、有害鳥獣対策などの保全対策整備を推進していく。 
 

２ 農用地等保全整備計画 

【浜田地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

地すべり防止 地すべり防止 浜田 216.8 Hb□1  

地すべり防止 地すべり防止 浜田第二期 947.9 Hｃ□2 － 

 
【金城地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

－ － － － － － 

 
【旭地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

里地棚田保全整備 里地棚田保全整備 来尾 9.6 Ao□1 元気な地域づくり交付金 

 
【弥栄地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

地すべり防止 地すべり防止 
上野坂 

上野坂第 2期
33.8 Yq□1 － 

 
 
 
 



 

 12

浜田農業振興地域整備計画書 

【三隅地区】 

受益の範囲（ha） 
事業の種類 事業の概要 

受益地域 受益面積

対図

番号
備 考 

地すべり防止 地すべり防止 平原・井野 731.1 Mw□1 － 

【付図 2・3号 農業生産基盤整備開発計画図・農用地等保全整備計画図参照】 
 
３ 農用地等の保全のための活動 

 
これまで本市では、中山間地域等直接支払制度による共同活動を進め、農地の保全に取り組ん

できた。そして、この活動により共同で農作業に取り組むなど積極的な活動に取り組まれている

例もみられる。このため今後も、中山間地域等直接支払制度を活用し、農地保全に寄与する活動

を推進するとともに、国の新たな制度として 19年度より始まる農地・水・環境保全向上対策を視
野に入れた活動により、農地の保全を図るべく、次の取組を推進していく。 
 
（１）市民の環境意識の高揚と市民パワーの活用 

 
農地・水・環境保全向上対策では、農業者だけではなく、農業者以外の構成員を巻き込

み、活動組織を形成することが重要とされている。本市においても、条件の厳しい農地を

保全するためには、農家の農業生産のために土地を利用するのみでは困難な状況にあり、

農業者以外の活力を活かし、保全へと結び付けていくことが求められる。 
一方、厳しい条件の農地を抱える地区の多くは、非農家が少ない状況であり、住民を巻

き込んだ組織化が難しい状況にもある。このため、非農家の多い浜田地区の団塊の世代な

どを対象に、山間部の農地の現状を知ってもらう取組を進め、農地と農地がもたらす環境

の保全に意識の高い市民を育成する。また、こうした市民を含めた農村集落での共同組織

の形成方策を検討し、市内の都市住民と農業者が一体となって農地保全を図る仕組みをめ

ざす。 
 
（２）都市との交流による農地の保全・活用方策の研究 
 

本市では金城地区における広島県の公民館との交流など、他県の都市住民との交流の取

組があるが、現在では、都市とのパイプを持つ一部の地区に限られている。全国では、こ

うした都市とのパイプを利用し、棚田のオーナー制度など農地の体験的な利用に取り組ま

れている。今後、本市においてもこうした農地の体験的な利用による保全・活用の方向性

を探るべく取組方策についての研究を進めていく。 
 

（３）省力化作物の研究 
 
条件の厳しい農地を少ない労働力で保全する方策の一つとして、省力化作物についての

研究を進めていく。 
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４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 
浜田市森林整備計画を平成１７年度に策定し、自然の維持・保存、林産物の生産、水源涵養、

人との共生を推進方向とした森林整備を進め、隣接農用地に悪影響が及ばないよう施策を実施す

る。
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第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的 

な利用の促進計画 
 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 
 
（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標 

 
中山間地の地理的条件や農地の資産的な保有傾向が根強い状況から、本市では、兼業農

家の水稲生産により農地の大部分が耕作されてきた。こうした状況に加え、基幹作物であ

る米価の低下傾向が加わり、農業による平均所得と他産業の平均所得の差は拡大する傾向

である。一方、農業を取り巻く諸情勢の変化とともに、本市でも、高齢化、後継者不足、

また、不在地主の問題等から遊休地の拡大が懸念され、農業を担うものへ農地を集積する

ことは大きな課題となっている。 
 
このため、水稲を経営の中心とした専業農家に加え、集落営農組織の育成・法人化によ

り、本市農地の大部分を担う担い手と位置づけるとともに、優良な畑地や樹園地を新規就

農者や既存の専業農家など個別経営体が利用できる環境を整備していくことが必要である。 
 
こうした方針と市の基本構想に基づき、主たる農業従事者一人当りの年間農業所得を概

ね 360万円、年間労働時間を 2,000時間に設定し、効率的かつ安定的な経営体への集積率
40％を目標として育成していく。 

 
－表 営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標－ 
 

 営農類型 目標規模 作目構成 戸数 
（経営体数） 流動化目標面積 

①水稲+大豆 
12ｈａ

水稲、大豆、作業受

託 20 240

②水稲+肉用牛 

（繁殖） 4ｈａ
水稲、肉用牛 

3 12

③水稲+菌床椎茸 
2.6ｈａ

水稲、菌床椎茸 
10 26

④水稲+露地野菜 
8.2ｈａ

水稲、キャベツ、作

業受託 10 82

⑤水稲+西条柿 
4.5ｈａ

西条柿 
10 45

⑥水稲+施設果樹 
3ｈａ

水稲、ピオーネ 
5 15

⑦梨 
１ｈａ

梨 
8 8

家族 
経営 

⑧施設花卉 

 （バラ） 0.3ｈａ
バラ 

4 1
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⑨施設野菜 
0.5ｈａ

軟弱野菜 
20 10

 

⑩施設花卉 

（シクラメン） 0.1ｈａ

シクラメン、花壇用

苗物 5 1

A タイプ 

（単一集落） 13ｈａ

水稲、大豆、作業受

託 20 260法人 
経営 

⑪水稲

+大豆 B タイプ 

（複数集落） 30ｈａ

水稲、大豆、作業受

託 9 270

⑫梨 
7ｈａ

梨 
2 14

⑬養豚 
－
養豚 

2 －

組織 
経営 

⑭施設果樹 
2ｈａ

ピオーネ 
5 10

 
（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

 
水田については農用地利用規程を推進し、個別集落単位で効率的な土地利用向けての合

意を形成するとともに、この合意に基づいて、担い手農家への利用権設定の推進、並びに

集落営農組織、広域的作業受託組織及び農業生産法人への作業規定委託や利用権設定を推

進する。 
 
また、新規就農に向けて農地の確保が課題であるため、特に畑については新規就農者が

農地を利用できるよう、集積を推進していく。 
 
遊休化のおそれのある農地については、農外企業の参入も視野に入れ、特定法人貸付事

業による、農外企業への貸付による利用を検討していく。 
 
２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るた

めの方策 

 
農業者の高齢化、他産業への就業機会の増大等により、遊休農地が増えつつあるため、農業経

営基盤強化促進法に基づく、農用地の有効利用を計画的かつ総合的に図るため、農用地の利用関

係の調整を進め、認定農業者や集落営農組織、その他の担い手の育成を図る中で、農地が円滑に

流動化できるよう支援していく。 
 
また、農業委員会活動を中心に農地の売買、利用権の設定等の掘りおこしを次の観点から促進

していく。 
 
（１）調査及び広報活動 

 
本計画策定に関わる調査の一環として実施した一筆調査結果を活用し、農地流動化の基

礎資料として活用していく。 
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（２）農業経営基盤強化促進事業 
 
農業協同組合、農業委員会等を構成員とする浜田市農業担い手育成総合支援協議会との

連携、検討を通じ、農地の利用改善を計画的に推進する。 
 
（３）農地移動適正化あっせん事業 

 
農地移動適正化あっせん基準に基づき、円滑かつ適正な制度の運用を図り、農地の利用

集積を推進する。 
 
（４）農地保有合理化促進事業 

 
（財）しまね農業振興公社や関係機関との連携のもと、円滑な事業の推進を図り、農地

の利用集積を推進する。 
 
（５）浜田市農地保有合理化促進事業 

 
浜田市農地保有合理化事業により保有している、集積された農地（新開団地）を新規就

農者や認定農業者、農外企業などの大規模経営・企業的農業経営志向者に提供していく。 
 
 
３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

浜田市森林整備計画を平成１７年度に策定し、自然の維持・保存、林産物の生産、水源

涵養、人との共生を推進方向とした森林整備を進め、隣接農用地に悪影響が及ばないよう

施策を実施する。
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第５ 農業近代化施設の整備計画 

 

１ 農業近代化施設の整備の方向 

 
これまで、集出荷施設や農業機械等の施設整備、また、地域農家の施設や機械導入を支援して

きたが、老朽化から更新が必要な施設がある。また、農業を取り巻く情勢の変化を見据えた土地

利用の実現や本市の担い手育成に向けて残された課題は少なくない。 
 
こうした状況をとらえ、本市では、次の方針に基づいて近代化施設の整備を推進する。 

 
（１）転作作物の導入を実現する機械化支援方策の検討・整備 

 
これまでも本市では、一部の集落で大豆が生産されてきたが、大豆生産の機械には高価

なものもあるため、多くの集落営農組合や担い手が借りた機械で収穫作業等を行っている

状況にある。今後、生産振興を図るためには、排水条件等の土地条件と並び、近代化施設

の整備が求められるが、中山間地の本市では、一経営体の規模で、大豆生産に必要な全て

の機械を導入することは困難である。 
 
このため、地区ごとの大豆の導入予定に即して、生産農家、集落営農組合、農業協同組

合及び農業支援センターとの連携のもと、自治区を単位とした 5地区など広域的な単位で、
大豆の機械導入を検討していく。 

 
（２）集落営農の多角的経営支援の検討・整備 

 
弥栄地区を中心に集落営農組合が組織化され、一部の集落ではオーナー制など、水稲以

外の作物を収益にかえる農業にも取り組まれているが、こうした活動を行う集落は現在の

ところ少ない。一方、アンケートの結果から、集落営農の活動として地域作物を活かした

加工などに期待がみられるとともに、集落座談会では、水稲の生産・出荷に依存した集落

営農を心配する見解もみられ、加工などの多角的な集落営農組織をめざすべきとの見解は

強い。 
 
このため、意欲的な集落の意向に応じ、加工品生産など、集落営農の多角化に必要とな

る施設の整備について、対象となる国庫事業の導入などの支援方策を検討していく。 
 
（３）意欲的農家の育成に向けた近代化施設整備支援の検討 

 
平場の農地が限られた本市は、専業農家の多くが、軟弱野菜や果樹、椎茸など水稲以外

の作物を経営の柱とする。農業を取り巻く情勢は、農地の大部分を認定農業者に集積し、
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こうした農家に支援することが一つの柱となっているが、本市では、この流れに基づく支

援のみでは多くの専業農家を支援することは困難である。 
 
そして、専業農家の中には、新規就農者の研修や加工事業を展開して地域に雇用の場を

創出するなど、公益性の高い役割を担う農家も存在する。また、国でも、意欲的農家組織

のアグリビジネスなどを支援する事業もあり、本市では、こうした事業の活用も視野に入

れて、意欲的専業農家の育成に向けた支援を推進することが求められる。 
 
このため、地区の特性に応じ、認定農業者を始めとした専業農家の連携と組織化を進め、

こうした農家組織が新たな事業や公益性も期待できる事業に取り組む場合、必要な施設に

ついて、国事業の導入を支援するなどの対策を講じていく。 
 
ア 浜田地区 

 

水稲の集出荷・貯蔵施設が老朽化しているため施設の整備を行う。また、美川地区で集

落営農に向けた検討が行われており、今後他の地区でも集落営農の組織化に向けた話し合

いなどを進めていくため、こうした検討に即して、必要に応じて集落営農の組織化や多角

化に必要な整備の支援を検討していく。 

 

イ 金城地区 
 

この地区では意欲的農家や集落営農組合等により大豆やピオーネの加工に向けた取組を

検討しているため、こうした取組への情報提供などの支援とともに、必要に応じて施設の

整備に向けた支援を検討していく。 

 
ウ 旭地区 

 
旭地区の専業農家では、梨、椎茸を経営の柱とする農家が多く、椎茸では生産量の拡大、

品質の向上に向け共選化が必要であり、梨では、出荷量が増加傾向にあることから、集出

荷施設における機能の拡充が求められている。このため、生産者や関係機関と検討を進め

るとともに、必要に応じて施設の整備を検討していく。 
 
また、本地区では、島根あさひ社会復帰促進センターの誘致を契機に、刑務官等を対象

とした地産地消を推進する予定にあるため、この実現に向けた検討を推進するとともに、

必要に応じて、直売施設及び集出荷施設の整備を検討する。 
 
エ 弥栄地区 
 

この地区では既に、集落営農組合で大豆の生産に取り組まれており、今後、さらに拡大
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することが予定されている。このため、農業協同組合を中心に機械を導入するとともに、

機械作業の受託体制を整備していくことで、さらに大豆生産を振興していく。 

 

オ 三隅地区 

 

三隅地区では、農作業の受託を行っている農業支援センターの農業生産法人化を図り、

この法人により、土地利用型農業を推進する予定にあるため、この法人の規模拡大を支援

すべく、防除機等の機械導入を支援する。また、独自の販路を構築して有利販売を展開す

るなど、本法人が付加価値の高い農業を展開するために必要となる施設整備等の検討を行

っていく。また、課題となっている育苗センター、ライスセンターの修繕、補修について

の検討を行っていく。 

 

 

２ 農業近代化施設整備計画 

 
【浜田地区】 

受 益 の 範 囲 

施設の種類 
位置及び 

規模 
受益地域 受益面積(ha)

受益戸数 

(戸) 

利用組織 
対図

番号 
備考 

水稲集出荷施設・貯蔵施

設 
1ヶ所 管内全域 － － 農業協同組合 － 中核施設 

パイプハウス  13棟 内村 0.3 1
いわみ地方有機野菜の

会 
Hc① H19 

 
【金城地区】 

受 益 の 範 囲 

施設の種類 
位置及び 

規模 
受益地域 受益面積(ha)

受益戸数 

(戸) 

利用組織 
対図

番号 
備考 

集出荷施設 新開 － － － 農業協同組合 
Ki-3

○1  
－ 

パイプハウス 8棟 入野 0.2 1
いわみ地方有機野菜の

会 

Kh-3 

② 
H18 

パイプハウス 4棟 波佐 0.1 1
いわみ地方有機野菜の

会 

Kj-2 

③ 
H19 

 
【旭地区】 

受 益 の 範 囲 

施設の種類 
位置及び 

規模 
受益地域 受益面積(ha)

受益戸数 

(戸) 

利用組織 
対図

番号 
備考 

農産物産地直売施設兼

集出荷施設 
1ヶ所 管内全域 － － 農業協同組合 Ak○1  － 
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【弥栄地区】 

受 益 の 範 囲 

施設の種類 
位置及び 

規模 
受益地域 受益面積(ha)

受益戸数 

(戸) 

利用組織 
対図

番号 
備考 

大豆コンバイン・乾燥機 一式 弥栄 － － 農業協同組合 － － 

パイプハウス 
2棟 

2棟 
稲代 

0.1

0.1 1
いわみ地方有機野菜の

会 
Yp① 

H18 

H19 

 
【三隅地区】 

受 益 の 範 囲 

施設の種類 
位置及び 

規模 
受益地域 受益面積(ha)

受益戸数 

(戸) 

利用組織 
対図

番号 
備考 

防除機等 一式 三隅 － － 農業支援センターみらい Mw○1  － 

農業集落排水汚泥堆肥

センター 
一式 三隅 － － 新規 － － 

パイプハウス 2棟 東平原 0.5 1
いわみ地方有機野菜の

会 
Mt② H18 

【付図 4・5号 農業近代化施設整備計画図・生活環境施設整備計画図参照】 
 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 
浜田市森林整備計画を平成１７年度に策定し、自然の維持・保存、林産物の生産、水源涵養、

人との共生を推進方向とした森林整備を進め、隣接農用地に悪影響が及ばないよう施策を実施す

る。 
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第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 

 

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向 
 
農業の担うべき者の育成・確保施設について特段の整備の予定はない。農業を担うべき者の確

保・育成に向けては、近代化施設の整備の方向に基づく検討と施設整備等により、意欲的農家、

農家組織の育成を図る方針である。 
 
２ 農業就業者育成・確保施設整備計画 

 
該当なし。 
 

３ 農業を担うべき者のための支援の活動 

 
本市では、農業を担うべき者の確保・育成について、新規就農者の確保・育成に関しては、市

内の専業農家による研修に取り組まれているが、研修修了後の就農・定着に向けて課題が残され

ている。また、国の制度改革を踏まえた土地利用型農業を推進し、農地を活用するためには、集

落営農組織を育成することが重要となっている。同時に、生産者の高齢化が進む状況や兼業農家

が多くを占める状況を鑑みれば、こうした農家が意欲的に農業に取り組む環境を整備することが

求められる。さらに、本市は、県西部の中核的な都市としての側面も持ち、いわゆる農村と都市

が両立するのが特徴であり、農業を担うべき者の確保・育成に向けてはこうした特徴を踏まえた

取組が求められる。 
 
こうした状況を踏まえ、農業を担うべき者を確保・育成するため、次の取組を行っていく。 
 
（１）集落営農の組織化に向けた支援体制の構築 

 
今後、集落営農の組織化に向け、前提条件となる、集落単位での土地利用についての合

意形成を進めるとともに、次の取組を推進する。 
 
ア モデル集落の設置と組織化支援 

 
集落営農組織が多い弥栄地区や営農振興室により組織化を支援してきた金城地区と他の

地区では集落営農に向けた熟度に差がみられ、集落営農についての理解が浸透していない

状況もみられる。また、組織化を検討する上では、経営として成立するか否かが、最大の

焦点となるが、集落の自助努力のみではこうした試算や組織化方策などの検討を行うこと

も困難な状況がみられる。 
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このため、既に地域で活躍する集落営農組合の代表者による講演会など、集落営農を身

近に感じる取組を推進するとともに、各地区でモデル集落を設置し、徹底的な検討、支援

のもとモデルとなる集落営農の組織化をめざす。 
 
イ 集落営農の育成に向けた支援 

 
水稲を基幹作物とする本市では、水稲を基本に組織化を図りつつも、段階的に大豆の導

入や農産加工など多角化をめざす必要がある。また、任意組織から取組、最終的には法人

化をめざすといった組織面での育成を図ることも求められる。 
 
このため、こうした集落営農組織の発展に向けた生産指導、また、帳簿記帳の研修会

など専門的な支援を推進していく。 
 
（２）意欲的農業者への支援、指導体制の充実 

 
本市における意欲的農業者の育成に向けては次の取組を推進していく。 

 
ア 新規就農者の定着に向けた総合的支援 

 
新規就農に向けて研修を受けた研修修了者が実際に就農し、地域に根付いていくために

は住居、農地の確保とともに、生産設備にかかわる初期投資等の経営不安定期における支

援が求められている。このため、認定就農計画に基づく県補助事業等の導入を支援すると

ともに、初期投資の軽減に向けた支援方策のあり方について検討を行っていく。 
 
イ 地産地消の促進に向けた専門的指導の検討 

 
地産地消を推進することにより、高齢農家や農家女性の農業生産を活性化し所得向上を

図るため、各地区での出荷者の組織化とともに、地産地消向けの生産指導や袋詰めなどの

商品化にかかわる指導など、専門家による指導の実施を検討していく。 
 
ウ 有利販売の促進 

 
本市の専業農家には自ら構築した販路に農作物を供給し、農業を営む農家が少なくない

が、アンケート結果からも、さらに有利な販路を求める意向は強い。今後、本市の専業農

家や新規就農者が農業経営を続けていくためには、こうした農家が生産するこだわりの作

物を高く評価する需要者に特定の販路を構築することが求められる。 
 
このため、農業協同組合等の関係機関を含めた検討により、消費地での販売促進活動や

販売業者との接点づくり等、有利な特定販路の構築に向け支援方策を検討していく。 
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エ 若手農家の交流の場づくり 
 
若手農家の多くが自らの販路に農作物を供給するといった独立した農業を営むことから、

若手農家相互の交流や情報交換の場が少ない状況にある。こうした中、金城地区では若手

農家の交流組織が形成され、相互交流、情報交換の場として有意義に活かされている。こ

のため、こうした組織を全市的に広げていくなど、若手農家の交流の場づくりを推進する。 
 
（３）浜田市農業担い手育成総合支援協議会との連携による担い手の育成 
 

本市農業の担い手の確保・育成に向け、浜田市農業担い手育成総合支援協議会との連携

により、新規就農者、認定農業者の確保・育成対策及び集落営農の組織化・育成対策につ

いて、外部の専門家も交えた総合的な支援や指導を講じていく。 
 

（４）市独自の新たな担い手の確保・育成 
 
ア 農外企業の参入促進 

 
農業経営基盤強化促進法が改正され、特定法人貸付事業により、農外の企業が農業に参

入することが容易になりつつある。本市には農外の企業が農業生産法人格を取得して、企

業参入が実現している事例があるとともに、「石見産業支援センターいわみぷらっと」に相

談窓口が設置されているといった強みを持っている。今後は、こうした関係機関との連携

も図り、企業の参入を促進していく。 
 
イ 市民による農家支援体制の検討 

 
農村と都市の両面を持つ本市の特性を活かし、浜田地区で農業に興味のある市民や農地

と農地がもたらす環境保全に意識の高い市民を確保し、基礎的な農業知識の習熟等の上、

農家の労働力などとして供給するシステムを検討していく。 
 
４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 

森林整備計画の基本方針により、森林整備の推進方向に沿った植林や除間伐などの育林

を推進している。しかしながら、林業に携わる関係者は高齢化してきている。こうした状

況の中で、林業や椎茸栽培を組み合わせた受け入れ体制を整える。 
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第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 

 

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標 
 
本市では、第一次産業への就業者数、また、第一次産業就業者数のうち農業への就業者数がと

もに減少する傾向にある。この背景には、農業を取り巻く厳しい状況から、農家の農業経営規模

が縮小し、他産業への就業が進んだこと等があげられる。 
 
こうした中、新産業創出を推進し、就業の場を確保する等、農外分野の雇用機会を確保するた

めの対策を推進する。一方、大規模な農家などに労働力を派遣するシステムの整備を検討するな

ど、農業従事者が持つ技術を活かした就業を促進すべく環境整備を進めていく。 
 
また、団塊の世代が定年退職の時期を迎え、都市の労働力として生活の柱を農業以外において

きた世代が農村に帰ってくる時代となっている。このため、こうした人材を、不足する農村の労

働力として活かす環境の整備をめざす。 
 

（単位：人） 
区分 従業地 

市町村内 市町村外 合計 
Ⅰ Ⅱ 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

農業 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

林業 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建設業 74 3 77 5 0 5 79 3 82 

製造業 53 7 60 3 0 3 56 7 63 

電気・ガス・水道業 9 0 9 1 0 1 10 0 10 

情報通信業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

運輸業 23 1 24 1 0 1 24 1 25 

卸売・小売業 22 0 22 1 0 1 23 0 23 

不動産業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

金融・保険業 3 0 3 0 0 0 3 0 3 

飲食店・宿泊業 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

医療・福祉 5 7 12 0 0 0 5 7 12 

教育・学習支援業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

複合サービス業 8 0 8 1 0 1 9 0 9 

サービス業 34 4 38 2 0 2 36 4 40 

公務 58 3 61 4 0 4 62 3 65 

恒常的 

勤務 

その他 19 0 19 1 0 1 20 0 20 

計 324 27 351 19 0 19 343 27 370 

農業 13 0 13 1 0 1 14 0 14 

林業 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建設業 46 0 46 3 0 3 49 0 49 

製造業 8 2 10 1 0 1 9 2 11 

電気・ガス・水道業 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

日雇い・臨時雇用 

情報通信業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
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運輸業 9 0 9 1 0 1 10 0 10 

卸売・小売業 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

金融・保険業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

飲食店・宿泊業 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

医療・福祉 3 2 5 0 0 0 3 2 5 

教育・学習支援業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

複合サービス業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

サービス業 9 1 10 1 0 1 10 1 11 

公務 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

 

その他 21 0 21 1 0 1 22 0 22 

計 136 7 143 8 0 8 144 7 151 

農業 27 4 31 2 0 2 29 4 33 

林業 10 1 11 1 0 1 11 1 12 

漁業 2 2 4 0 0 0 2 2 4 

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建設業 41 0 41 3 0 3 44 0 44 

製造業 9 0 9 1 0 1 10 0 10 

電気・ガス・水道業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

情報通信業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

運輸業 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

卸売・小売業 13 2 15 1 0 1 14 2 16 

不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

金融・保険業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

飲食店・宿泊業 5 1 6 0 0 0 5 1 6 

医療・福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

教育・学習支援業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

複合サービス業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

サービス業 8 2 10 0 0 0 8 2 10 

公務 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

自営業 

その他 16 2 18 1 0 1 17 2 19 

計 145 14 159 9 0 9 154 14 168 

農業 11 2 13 1 0 1 12 2 14 

林業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

建設業 7 0 7 0 0 0 7 0 7 

製造業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

情報通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

運輸業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

卸売・小売業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

不動産業 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

金融・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

飲食店・宿泊業 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

医療・福祉 1 2 3 0 0 0 1 2 3 

教育・学習支援業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

複合サービス業 2 0 2 0 0 0 2 0 2 

サービス業 2 1 3 0 0 0 2 1 3 

公務 8 0 8 1 0 1 9 0 9 

その他 

その他 79 13 92 5 1 6 84 14 98 

計 120 19 139 7 1 8 127 20 147 

総計 725 67 792 43 1 44 768 68 836 
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２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 

 
農業従事者の安定的な就業の促進を図るため、次の取組を推進する。 

 
①認定農業者などの専業的な農家の育成とともに、こうした農家の労働力需要を、農業について

の知識や技術をもつ人材の雇用の場として活かしていけるよう、実現に向けた検討を推進する。 
 
②団塊の世代を集落営農組織のオペレーターとして活用するための人材指導の継続支援を検討す

るなど、団塊の世代が農村に戻った後、農業に従事できる環境の整備に向けた検討を推進する。 
 
③県やハローワーク、市内企業、誘致企業などとの連携を図り、雇用安定対策を推進する。 
 
３ 農業従事者就業促進施設 

 
該当なし。 

 
４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 
該当なし。 
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第８ 生活環境施設の整備計画 

 

１ 生活環境施設の整備の目標 
 
農村の生活環境は、道路環境の向上や上下水道施設の整備等により改善が進みつつあるが、山

間の集落を中心に、道路の危険箇所や上下水道についても未普及地域が残されている。また、テ

レビ、ラジオ等の基礎的な情報通信環境や高速情報通信基盤の整備に遅れがみられる。このため、

高速情報通信の基盤整備とともに、農村集落の特徴、生活環境上の課題に応じた整備を推進する。 
 
２ 生活環境施設整備計画 

 
【全地区】 

利用の範囲（ha） 
施設等の種類 位置及び規模 

関係集落番号 受益戸数(戸)

対図

番号
備 考 

情報通信施設（CATV） － － － － － 

 
【浜田地区】 

利用の範囲（ha） 
施設等の種類 位置及び規模 

関係集落番号 受益戸数(戸)

対図

番号
備 考 

－ － － － － － 

 
【金城地区】 

利用の範囲（ha） 
施設等の種類 位置及び規模 

関係集落番号 受益戸数(戸)

対図番

号 
備 考 

農業集落道整備 皆合 Kｈ-2 － Kh-2□1  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 追原 Kｈ-3 － Kh-3□2  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 上長屋 Kｈ-2 － Kh-2□3  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 金田 Ki-2 － Ki-2□4  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 久佐郷 Kｈ-1 － Kh-1□5  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 雲城 Ki-2 － Ki-2□6  中山間地域総合整備事業 

防火水槽施設 小国郷 Kj-3 － Kj-3□7  中山間地域総合整備事業 

下水道施設 雲城 Ki-2・Ki-3 － Ki-3□8  農業集落排水事業 

下水道施設 今福 Kｈ-2・Ki-2 － Kh-2□9  農業集落排水事業 

下水道施設 波佐 Kj-2 － Kj-2□10  農業集落排水事業 

 
【旭地区】 

利用の範囲（ha） 
施設等の種類 位置及び規模 

関係集落番号 受益戸数(戸)

対図

番号
備 考 

下水道施設 旭東部 Ao・An － An□1 農業集落排水事業 

下水道施設 旭和田 Am － Am□2  農業集落排水事業 

下水道施設 木田 Ai － Al□3 農業集落排水事業 

下水道施設 戸川 Am － Am□4  農業集落排水事業 
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【弥栄地区】 
利用の範囲（ha） 

施設等の種類 位置及び規模 
関係集落番号 受益戸数(戸)

対図

番号
備 考 

－ － － － － － 

 
【三隅地区】 

利用の範囲（ha） 
施設等の種類 位置及び規模 

関係集落番号 受益戸数(戸)

対図

番号
備 考 

下水道施設 岡見 Mr － Mr□1 農業集落排水事業 

下水道施設 河内 Mu・Mv － Mu□2  農業集落排水事業 

 
【付図 4・5号 農業近代化施設整備計画図・生活環境施設整備計画図参照】 
 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

 
該当なし。 

 
４ その他の施設の整備に係る事業との関連 

 
該当なし。
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第９ 付図 

 
 
別 添 

 
１ 土地利用計画図（付図１号） 

 
２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号） 

 
３ 農用地等保全整備計画図（付図３号） 

 
４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号） 

 
５ 生活環境施設整備計画図（付図５号） 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

別記 農用地利用計画 

 
（１）集落の区域について 
  集落の区域は本地域の位置、地勢、農用地の立地条件により、次のとおりに設定する。 
 

区 域 番 号 区 域 名 地 区 名 自 治 区 名 

Ha－１ 折居 

Ha－２ 西村 

Ha－３ 吉地 

Ha－４ 穂出・和田 

a 周布 

Hb－１ 長浜・熱田 b 長浜 

Hc－１ 井野 

Hc－２ 鍋石 

Hc－３ 櫟田原 

Hc－４ 横山 

Hc－５ 田橋 

Hc－６ 内村 

Hc－７ 内田 

Hc－８ 中場 

c 美川 

Hd－１ 長見 

Hd－２ 三階 

Hd－３ 河内 

Hd－４ 野原 

Hd－５ 原井 

Hd－６ 高佐 

Hd－７ 生湯 

d 石見 

He－１ 後野 

He－２ 佐野 

He－３ 宇津井 

e 佐野 

Hf－１ 上府 

Hf－２ 下府 

Hf－３ 国分 

Hf－４ 久代 

f 国分 

Hg－１ 宇野 

Hg－２ 下有福 

Hg－３ 大金 

ｇ 宇野 

H 浜田 

Kh－１ 久佐 

Kh－２ 今福 

Kh－３ 美又 

ｈ 今福 

Ki－１ 上来原 

Ki－２ 下来原 

Ki－３ 七条 

i 雲城 

Kj－１ 若生 

Kj－２ 波佐 

Kj－３ 小国 

j 波佐 

K 金城 
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Ak－１ 八ツ木 

Ak－２ 坂本 

Ak－３ 今市 

Ak－４ 丸原 

k 今市 

Al－１ 木田 

Al－２ 山之内 
l 木田 

Am－１ 和田 

Am－２ 重富 

Am－３ 本郷 

m 和田 

An－１ 都川上 

An－２ 都川下 
n 都川 

Ao－１ 来尾 

Ao－２ 市木 
o 市木 

A 旭 

Yp－１ 長安本郷 

Yp－２ 三里 

Yp－３ 程原 

Yp－４ 大坪 

Yp－５ 稲代 

Yp－６ 高内 

Yp－７ 門田 

Yp－８ 小坂 

Yp－９ 栃木 

p 安城 

Yq－１ 木都賀 

Yq－２ 野坂 

Yq－３ 田野原 

q 杵束 

Y 弥栄 

Mr－１ 岡見 r 岡見 

Ms－１ 古市場 

Ms－２ 西河内 
s 三保 

Mt－１ 白砂 t 白砂 

Mu－１ 三隅 

Mu－２ 向野田 

Mu－３ 河内 

Mu－４ 矢原 

u 三隅 

Mv－１ 上古和 

Mv－２ 下古和 

Mv－３ 黒沢 

v 黒沢 

Mw－１ 井野 

Mw－２ 芦谷 

Mw－３ 室谷 

w 井野 

M 三隅 

 
（２）農用地区域 
ア．現況農用地等に係る農用地区域 
下表の「区域の範囲」欄に掲げる区域内に含まれる土地のうち、「除外する土地」欄

に掲げる土地以外であって現況宅地、境内内、墓地、鉄塔敷地、河川、道路、鉄道、池

沼、保安林及び保安施設であるものを除いた土地を農用地区域とする。 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈａ－１ 

（折居） 

 

①国道9号線と市道大麻33

号線、34 号線を結び県道一

ノ瀬折居線に囲まれた区

域の農地 

 

②県道一ノ瀬折居線と 194

林班は 5.12.10.17.に囲ま

れた区域の農地 

 

9-5.13-1.14-1.15.16. 

17.18-1.20-1.20-2. 

51-5.56-1.56-3.905. 

1000.1005-2. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈａ－２ 

（西村） 

 

③国道 9号線、市道大麻 26

号線と 193 林班い 27.23. 

24.30.ろ 8.10.の山林の交

点を結び、市道大麻 24 号線

を西進し、193 林班は 37. 

46.54.59.63.194 林 班 い

4.8.10.11.14.16.19.20. 

21.27.34.33.29.35.32. 

28.30.194 林班ろ 24.25. 

26.23.19.13.3.5.7.8.の山

林と再び市道大麻 24 号線

を結び 193 林班 30.29.26. 

22.の山林と国道 9 号線に

囲まれた区域の農地 

 

④192 林班は 53.に 5.14. 

11.ほ 10.の山林に囲まれ

た区域の農地 

 

⑤市道大麻 15 号線と 191

林班ろ 27.25.22.15.191 林

班い 10.11.12.14.21.22. 

24.28.32.35.37.の山林と

再び市道大麻 15 号線の交

点を北進し、191 林班は 7.

6.5.ろ 30 の山林に囲まれ

た区域の農地 

 

⑥市道大麻 15 号線と 191

林班ろ 14.21.19.17.13 に

囲まれた区域の農地 

 

⑦国道 9 号線と 189 林班ろ

10.12.15.21.27.23.22.19.

13.16.18.17.24.26.25.は 

3.6.5.4.11.9.8.17.25.32.

31.27.35.19.10.191 林班 

い 1.4.5.2.3.7.10.ろ 11. 

4.3.14.5.8.9.10.12.13. 

17.23.24.26.は 3.1.2.に

1.3.10.8.7.9.18.15.20. 

19.21.193 林班い 12.11.4.

ほ 12.8.5.7.4.3.2.192 林

班に 9.4.3.191 林班ほ 1 と

192 林班は 41.33.31.28. 

21.12.ろ 39.37.40.38.31. 

35.26.32.の山林を結んだ

区域の農地 

 

113-2.129.201-2. 

201-6.222.228.296-3. 

299.309-1.310-2.342. 

343.344.345.346.347. 

351-6.369-1.382-5. 

391-1.410-1.418-4. 

418-7.427-1.518 内 1. 

518-2.527.668.748. 

749.800.801-1.802. 

803-1.805-1.806-1. 

830-2.831-2.831-3. 

833.834-2.835.836-1. 

836-2.837.838.845-1. 

845-3.858.859. 

859内1.859内3.860-1.

860-2.860-3.933-2. 

938-2.950.960-1. 

964-1.966-2.1311-2. 

1312-2.1356-2.1370-5.

1383.1383-1.1384-1. 

1384 内 1.1384-3. 

1461-3.1470 内 1. 

1776-1.1776-2.1778-2.
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈａ－２ 

（西村） 

 

⑧137林班に33.35.27.23.

29.28 の北側境界線と 151

林班に 28.38.の交差点か

ら直線で 137 林班に 18.30

の交差点をとおり国道9号

線までと国道9号線を直進

し市道大谷線を南進し市

道周布 41 号線交差点まで

と188林班ろ1.2.3.4.7.9.

13.17.20.137 林班ろ 50. 

51.49.42.46.36.33.29. 

24.20.15.13.11.は 32.30. 

31.36.38.22 の山林の境界

線を結び市道周布 41 号線

に囲まれた区域の農地 

 

⑨188林班い10から青川を

上り 25.30.ろ 11 の山林の

西縁を結び市道大谷線を

南進し 188 林班は 2 から

3.4.5.6.9.15.19.12.18.2

3.29.27.37.46.187 林班い

9.7.15.ろ 3.4.1.5.1.い 1.

44.4.5.の山林と 186 林班

い5との交点から市道大谷

線を南進し 186 林班い 31. 

34.38.ろ 1.190 林班い 34. 

37.29.23.11.4.1.3.10.8.

6.16.40.41.191林班は31.

28.29.27.23.20.17. の 山

林と１91 林班い 42 から市

道大麻15号線を東進し190

林班ろ12から9.4.6.5.187

林班ろ 6.190 林班ろ 1.は

26.27.18.15.14.12.11.8.

6.5.2.1.に 21.17.15.13. 

12.10.7.6.4.3.2.1.189 林

班い 1.2.5.ろ 1.2.の山林

と国道9号線に囲まれた区

域の農地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈａ－３ 

（吉地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈａ－３ 

（治和） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈａ－３ 

（日脚） 

 

⑩県道美川周布線と市道

周布 46 号線に囲まれた区

域の農地 

 

⑪139林班は 1.2.い 9に囲

まれた区域の農地 

 

⑫139林班い26.25.27.35.

36.30.33.31.34.37.40. 

38.39.46.51.48.50.43. 

44.ろ 12.9.7.5.2.3に囲ま

れた区域の農地 

 

イ 30-1.イ 6.イ 123. 

ロ 259.イ 228-1.イ 239.

イ 224.イ 311. 

イ 360 内 1.イ 374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 227.ロ 228-1. 

ロ 228-2.ロ 228-3. 

ロ 228-4.ロ 229-1. 

ロ 229-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-3.13-3 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈａ－４ 

（穂出・和田） 

 

⑬市道内田周布線と周布

川に囲まれた区域の農地 

 

ロ 136-1.ロ 137.ロ 138.

ロ 139-1.ロ 140-1. 

ロ 192-9.ロ 196-続 1. 

ロ 197 ロ 201.ハ 101-1 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｂ－１ 

（長浜・熱田） 

 

⑭県道浜田美都線と熱田

町、内田町(上)との境を西

に進み、ゴルフ場用地と農

用地境界線を更に西進し

144 林班に 8.9 の交点と市

道西浜田 64 号線終点を結

び日脚町境を国道9号線ま

で北進、国道 9号線と都市

計画用途地域の境に囲ま

れた区域の農地 

 

⑮132林班ほ38.45.51.52.

55.58.59.60.61.と 17.19. 

14.へ 100.99.101.102.98. 

95.91.82.76.に囲まれた

区域の農地 

 

223 続 1.286-3.324-1. 

324-2.324-4.324-5. 

354-1.445.502-1. 

502-2.502-3.504. 

525-ﾉ 1.525-ﾉ 2.543. 

543-1.544-1.564-1. 

564-4.564-5.663. 

798-1.799.804-1.879. 

880.881-1.882-1. 

882-2.1042-8.1058-2. 

1095-3.1096-1.1112-1.

1126-1.1134-1.1166-2.

1166-4.1172-1.1174. 

1175-1.1176.1182-2. 

1210-1.1210-2.1210-3.

1214-3.1300-3.1328-3.

1332-3.1353-4.1393-1.

1393-2.1476-1.1476-2.

1478.1491-7.1491-8. 

1502-1.1513-1.1513-2.

1514-1.1514-2.1628-1.

1628-3.1045-3. 

286-1.423-1（一部） 

1066-1.1392-1.1053-8.

1042-9. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－１ 

（井野） 

 

⑯173 林班い 2.8.12.11. 

13.22.25.24.28.38.30. 

27.23.19.17.ろ 12.7.9. 

10.172 林班い 16.6.3.5. 

173 林班は 46.45.44.42. 

41.40.39.33.43.に囲まれ

た区域の農地 

 

⑰170林班い14.13.19.23.

24.ろ 1.3.4.5.6.10.14. 

20.13.22.23.25.31.30. 

29.24.19.16.17.15.は 1. 

2.3.4.5.171林班い1.2.3.

5.7.8.9.10.15.14.20.24.

32.34.ろ 4.2.3.1.は 21. 

17.7.9.4.2.1.に 25.20. 

13.18.17.12.ほ 35.34.31. 

30.25.28.24.19.12.11.8.

9.6.2.1.3.4.へ 48.46.41. 

39.36.35.30.27.20.19. 

17.13.18.14.9. の山林と

農地の境界線に囲まれた

区域の農地 

 

イ 68.イ 114. 

イ 133 内第 1.イ 136. 

イ 137.イ 138.イ 140. 

イ 140-1.イ 140-2. 

イ 144.イ 154-1.イ 155.

イ 158.イ 159.イ 173. 

イ 174.イ 174-1. 

イ 174-2.イ 175.イ 177.

イ 177-1.イ 179.イ 180.

イ 181.イ 182.イ 184. 

イ 184-1.イ 186. 

イ 186-2.イ 187.イ 190.

イ 198.イ 201.イ 204. 

イ 206.イ 217. 

イ 217 続 1.イ 217 続 2.

イ 218.イ 218 内 1. 

イ 218 内 2.イ 300. 

イ 481-1.イ 492 内 1. 

イ 504 内 1 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－２ 

（鍋石） 

 

⑱県道一ノ瀬折居線と 174

林班は6.14.13.と169林班

い6と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

⑲県道一ノ瀬折居線と 174

林班は 17.25.26.19.28. 

20.23.ろ 16.4.10.7.12. 

13.に囲まれた区域の農地 

 

⑳165 林班ろ 1.12.18.23. 

27.26.は 8.5.1.2.4.10. 

15.22.28.27.26.33.40. 

36.50.45.31.43.166 林班

い 2.5.7.8.3.21.20.22. 

32.34.は 4.3.2.1.5.6.167

林班い 1.5.8.18.21.27.ろ

4.1.6.7.9.は 8.17.10.3.

に 35.39.40.36 は 2.7.9. 

12.11.4.に 24.22.27.33. 

34.32.29.23.19.12.10. 

13.16.21.68林班い30.22.

20.18.16.17.15.は 41.39. 

61.60.33.29.62.63.27. 

22.64.15.16.55.52.56. 

12.8.51.49.に 57.61.53. 

50.46.41.42.36.40.34. 

32.30.29.26.24.20.21. 

22.23.17.19.15.11.10.8.

の山林と農地の境界に囲

まれた区域の農地 

 

○21 170林班い14.13.12.11.

9.7.5.6.4.3.2.169 林班は

1.174 林班ろ 11.1.2.9.6.

い 24.26.27.20.175林班は

38.173 林班は 47.い 2.171

林班へ 1.3.2.4.5.7.8.11. 

9.12.の山林と農地の境界

線に囲まれた区域の農地 

 

○168 林班ろ 1から 28 

 

2.6-2.6-3.48.112. 

230-1.233-2.276-4. 

311.362.487-1.488-1. 

614-11.615-8. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－３ 

（櫟田原） 

 

○22 172林班い1.3.4.13.11.

15.22.24.29.ろ 1.6.7.は

16.8.7.12.176 林班い 20. 

16.14.ろ 14.12.は 23.14. 

21.16.10.7.8.4.3.1.に 

36.32.24.13.17.25.31. 

26.23.19.15.9.4.175 林班

い21.7.6.ろ 40.43.46.44.

49.36.34.28.26.17.19. 

21.29.32.35.42.48.は 24. 

31.29.25.32.37.40.39.17

3林班は1.6.5.7.11.4.10.

14.20.30.29.33.34.40. 

41.42.の山林に囲まれた

区域の農地 

 

8.9.146-1.153-2. 

159-2.181.408.410. 

410 内第 1.411.411-1. 

441.441-1. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－４ 

（横山） 

 

○23 184 林班い 17.26.34.ろ

1.2.3.は 8.16.21.23.20. 

13.11.9.7.10.6.5.4.の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

○24 179林班ろ20.19.23.22.

14.17.24.25.26.27.29. 

28.30.33.35.36.37.38.は 

14.16.10.6.17.21.20.7. 

8.9.13.12.11.に 5.6.3.1. 

154林班い4.5.6.ろ34.33.

32.30.26.29.155林班ろ4.

8.は 2.4.7.8.6.178林班い

10.19.22.24.25.26.32.ろ 

7.4.6.5.1.は 9.11.10.12. 

13.15.19.48.49.16.14. 

17.21.22.47.20.25.24. 

26.28.35.44.43.41.37. 

30.31.32.33.34.36.39. 

177 林班い 1.3.4.6.7.13. 

16.19.29.20.22.ろ 1.2.3.

は 23.25.27.29.24.20.13. 

10.14.7.3.1.6.11.12.15.

21.32.37.36.42.39.41. に

1.3.2.4.6.8.11.15.16. 

182林班い7.16.12.15.13.

14.6.2.1.5.ろ 15.6.4.2. 

1.3.5.10.12.20.は 20.15. 

14.16.17.18.183 林 班 い

1.2.3.4.5.6.8.7.11.10. 

9.ろ 2.1.3.8.は 12.14.8. 

6.2.1.に 52.47.48.43.45. 

46.53.41.42.39.36.31. 

24.16.10.184 い 2.1.3.5. 

10.9.17.に 41.18.12.7.8.

ほ 39.37.35.38.42.43.41. 

40.31.25.27.18.29.32. 

24.13.8.1.185 林班い 42. 

43.35.21.20.18.13.8.7. 

5.1.ろ 53.48.52.55.44. 

32.36.49.70.62.63.64. 

58.57.46.51.37.24.14. 

13.9.15.20.19.38.39.27.

11.1.180 林班ろ 60.40. 

36.22.21.23.31.35.18. 

17.12.5.3.4.2.1. の 山 林

と農地の境界線に囲まれ

た区域の横山分の農地 

 

47.47 内第 1.103-3. 

198.200.200-1.200-2. 

200 内第 1.200 内第 2. 

200 内第 3.200 内第 5. 

201.202-1.202-2.235. 

235内第2.417-3.498-2.

505.510-3.556.570. 

593-7.621.622.637. 

646.669.902-3.1030-1.
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－４ 

（横山） 

 

○25 180 林班い 33.51.35. 

39.32.40.49.50.53.185 林

班ろ 41.42.43.46.37.30. 

24.17.に囲まれた区域の

農地 

 

 

  

 



 

 43

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－５ 

（田橋） 

 

○26 155 林班ろ 6.7.20.23. 

29.27.25.17.18.14.155 林

班は2の山林と農地の境界

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

○27 179林班ろ20.19.23.22.

14.17.24.25.26.27.29. 

28.30.33.35.36.37.38. は

14.16.10.6.17.21.20.7. 

8.9.13.12.11.に 5.6.3.1. 

154林班い4.5.6.ろ34.33.

32.30.26.29.155林班ろ4.

8.は 2.4.7.8.6.178林班い

10.19.22.24.25.26.32.ろ 

7.4.6.5.1.は 9.11.10.12. 

13.15.19.48.49.16.14. 

17.21.22.47.20.25.24. 

26.28.35.44.43.41.37. 

30.31.32.33.34.36.39. 

177 林班い 1.3.4.6.7.13. 

16.19.29.20.22.ろ 1.2.3.

は 23.25.27.29.24.20.13. 

10.14.7.3.1.6.11.12.15.

21.32.37.36.42.39.41. に

1.3.2.4.6.8.11.15.16. 

182林班い7.16.12.15.13.

14.6.2.1.5.ろ 15.6.4.2. 

1.3.5.10.12.20.は 20.15. 

14.16.17.18.183 林 班 い

1.2.3.4.5.6.8.7.11.10. 

9.ろ 2.1.3.8.は 12.14.8. 

6.2.1.に 52.47.48.43.45. 

46.53.41.42.39.36.31. 

24.16.10.184 い 2.1.3.5. 

10.9.17.に 41.18.12.7.8.

ほ 39.37.35.38.42.43.41. 

40.31.25.27.18.29.32. 

24.13.8.1.185 林 班 い

42.43.35.21.20.18.13.8.

7.5.1.ろ 53.48.52.55.44. 

32.36.49.70.62.63.64. 

58.57.46.51.37.24.14. 

13.9.15.20.19.38.39.27.

11.1.180林班ろ60.40.36.

22.21.23.31.35.18.17. 

12.5.3.4.2.1.の山林と農

地の境界線に囲まれた区

域の田橋分の農地 

 

7.8.26.148-2.325.326.

337.338.401.409. 

443-2.463.500.516. 

518-丁.518-甲内 3. 

518-甲内 5.556.625. 

628.630.632.640.643. 

643 内第 1.645.646. 

647.649.650.653. 

660-1.1111.1211-1. 

1812 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－５ 

（田橋） 

 

○28 県道三隅井野長浜線か

ら 178林班い 39.ろ 20.21.

22.26 及び 178 林班い

34.33.159 林班い 21.22. 

23.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－６ 

（内村） 

 

○29 周布川と 161 林班ろ

9.11.は 26.24.22.21.14. 

16.15.11.18.13.19.23. 

30.39.45.48.51.52.54. 

53.124 林班い 5.山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○30 県道浜田美都線と周布

川(一ノ瀬橋北側)に囲ま

れた区域の農地 

 

○31周布川と 156 林班い 2. 

7.8.9.159 林班ろ 1.い 1. 

160林班は1.5.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○32市道美川北 28 号線、市

道百万騎髻谷線と県道浜

田美都線に囲まれた区域、

147林班ほ12.11.18.い23.

の山林の境界線と市道百

万騎髻谷線及び県道浜田

美都線に囲まれた区域、

148 林班い 22.21.19.17. 

18.の山林の境界線と市道

百万騎髻谷線に囲まれた

区域及び 149 林班に 35.ほ

1.2.4.7.15.11 の山林の境

界線と髻谷川に囲まれた

区域の農地 

 

○33 153 林班い 8.12.10.15. 

17.19.31.154 林班は 5.6. 

12.155 林班い 12.2.4. 

1.156林班は3.4.5.と周布

川に囲まれた区域の農地 

 

○34内村町838番地前の用水

路を西進し岩本酒店まで

と市道美川北 40 号線及び

周布川に囲まれた区域の

農地 

 

○35 567 番地 1 から 572 番地

2までと市道美川20号線と

153 林班に 6.5.4.3 の山林

の境界線と周布川に囲ま

れた区域の農地 

 

･574.575.580.588.590.

593.594.595.598.600. 

601.602.603.604.605. 

606.607.612.650.667. 

668.670.671.680.762. 

764.765.766.767.769. 

770.771.773.774.775. 

776.778.779.780.782. 

786.794-1.796.797.798

. 

 

800.841.842.843. 

 

○161 林班は 24.25.26.

27.28.29.30.31.32.34.

36. 

 

87.88.89-1.100-1.102.

131.132.133.134.166. 

167.168-1.171-1. 

172-2.173.174.175. 

176.177.177-1.178. 

178-1.179.180.181-3. 

182.183-1.186-1. 

187 内 1.187内 2.187-3.

188-1.203-1.205-3. 

218.219.229.233-4. 

236-3.236-4.236-5. 

237.238.239-1.239-2. 

239-5.240-1.249-3.252

.253.253-3.253-4. 

254-1.254-2.254-3. 

254-4.254-5.255-1. 

255-2.255-3.255-4. 

255-5.257.258.278-1. 

278-4.280.388.388-1. 

388-2.393.394.394-1. 

394-2.395.395-1.396. 

396-1.396-2.397. 

397 第 1.397-2.440. 

440-1.441.441-1.442. 

442-1.442-2.443. 

443-1.446.447.448. 

449.450-1.453.453-1. 

455.456.459.459-1. 

460.460-1.461.465. 

468.468-1.475-1.480. 

485. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－６ 

（内村） 

 

○36 第二牛谷橋から県道三

隅井野長浜線を南進し、

152林班ろ22と179林班い

3との交点と 151林班い 70

と 69 の交点を結び 72.66. 

59.と市道美川北23号線を

北進し第一牛谷橋までと、

牛谷川、周布川に囲まれた

区域の農地 

 

○37 121 林班い 11.8.13.15. 

17.20.19.ろ 19.16.9.6.8. 

4.1.2.3.5.10.13.15.22. 

27.25.26.23.24.29.28.は 

2.1.3.120林班い15.123林

班は 1.7.13.122 林班ろ

25.123林班ろ4.6.122林班

は 9.5.い 21.は 2.1.い 17.

16.12.15.14.19.157 林班

ろ 21.19.5.6.9.13.15.17.

い 1.2.150 林班は 34.32. 

21.20.18.13.6.3.1.ろ 24. 

149 林班は 17.12.9.10.7.

ろ35.32.い17.19.148林班

ほ17.16.18.19.122林班ろ

2.1.4.148 林班に 34.33. 

23.27.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の内村分の農地 

 

486.567.568.773. 

787-1.794.795.806. 

807-1.875.876.880-1. 

943-2.945-1.945-2. 

962.1101-1.1114-1. 

1135-1.1177.1181-1. 

1182-1.1183-1.1184-1.

1185.1187.1188. 

1338-1.1355-3.1592-1.

1004-4. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－７ 

（内田） 

 

○38 市道美川北７号線終点

ま で と 145 林 班 い

46.35.37.38.26.31.ろ 23. 

24.146林班は5.9.4.11.1.

2.12.3.147 林班い 2.1.4. 

3.6.12.11.15.17.ろ 1.4. 

5.7.8.9.12.17.19.21.は 

4.8.11.7.9.10.14.16.15.

18.19.23.に 26.18.22.16. 

7.15.5.4.12.2. の山林と

県道浜田美都線と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○39 143 林班い 3.1.ろ 29. 

23.31.30.26.16.19.25. 

21.13.36.の山林の境界線

と市道美川北 12 号線と県

道三隅井野長浜線、市道内

田周布線と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○40 143林班い20.12.16.25.

29.32.31.35.27.28.30. 

33.36.24.34.142 林班ろ 

21.の山林の境界線と市道

内田周布線と農地の境界

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

○41 ゴルフ場用地と市道西

浜田 51 号線、美川北 3 号

線長浜内田線、県道浜田美

都線、市道美川北 5号線、

144 林班に 22.21.15.10. 

16.19.17.18.11.2.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

○42 144林班ろ3.1.2.4.5.6.

7.12.8.11.15.10.は 7.に

53.50.51.52.48.42.41. 

40.39.32.27.24.36. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

14.15.84.109.116.138.

139.140.141.142.143. 

241-3.276-2.295. 

295-1.295-2.295-3. 

295-4.295-5.295-6. 

295-7.297.298.299. 

300.301.302.303.304. 

305.306.307.308. 

308-2.309.310.311. 

330.331.332.333.334. 

335.336.337.338.339. 

340.341.342.343.345. 

346.347.348.349. 

349-1.355.364 の一部. 

365-2.378.379.380. 

381.382.383.384. 

385-1.436-1.436-3. 

440-1.497.577-1. 

577内第1.579.589.612.

613.614.615.616.617. 

623-1.633-1.633-2. 

633-3.645.646.647. 

648.649.650.651.652. 

653.654.655.656.657. 

658.659.660.661.662. 

663.664.665.666.669. 

672.673.750.751.752. 

753.754.755.756.757. 

758-1.1022.1023.1024.

1025.1026.1028.1040. 

866.867.867-1.790-2. 

790-3.790-4.1055. 

1059-1.1065-1.1099-1.

1101-3.1110.1117-2. 

1118-1.1120-2.1120-3.

1120-4.1120-5.1120-6.

1120-7.1120-8.1315. 

1316.1317.1340.1344. 

1345.1346.1347.1348. 

1349.1350.1351.1352. 

1361.1362.1363.1364. 

1365.245-4. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－７ 

（内田） 

 

○43 144 林班に 49.43.23. 

9.13.6.25.31.34.47.54 の

外周に囲まれた区域及び

144 林班に 56.は 6.12.16. 

22.26.30.31.30.31.33. 

32.28.25.24.18.19.27. 

23.14.3.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○44市道美川北 1 号線と 133

林班い 102.144 林班に

2.1.3.7.12.5.6.の山林と

ゴルフ場用地と農地の境

界線に囲まれた区域の農

地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｃ－８ 

（中場） 

 

○45 151 林班ろ 4.5 の交点か

ら 151 林班は 6.11 の西側

交点までの間、県道美川周

布線と市道周布 48 号線と

周布川に囲まれた区域の

農地 

 

ロ 93.ロ 94.ロ 95. 

ロ 123.ロ 124.ロ 125. 

ロ 126.ロ 144.ロ 145. 

ロ 150.ロ 151.ロ 155. 

ロ 156.ロ 159. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－１ 

（長見） 

 

○46 市道石見南 44 号線と

109 林班は 19.17.22.26. 

24.30.25.33.37.38.42. 

40.39.36.34.29.27.31. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

○47 110 林班い 5.8.18.21. 

20.17.12.9.10.11.14.15.

16.22.26.28.39.27.34. 

38.36.23.13.ろ 24.25.8. 

7.12.15.16.17.21.20.19.

までと 111 林班ろ 28.30. 

29.110 林班ろ 14.13.9.8.

の山林と農地の境界線を

結び囲まれた区域の農地 

 

○48 111林班い13.19.17.16.

15.21.10.44.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○49 109林班に19.21.23.25.

26.20.22.27.28.29.33. 

111 林班い 40.38.109 林班

ほ 13.8.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

○50 111林班い36.41.37.38.

40.直進しろ 3.1.4.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

○51 115林班ろ1.3.5.7.8.9.

11.12.13.114 林班い 2.1. 

111 林班は 1.直進し、ろ 5.

直進し、い 39.36.34.の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

37-3.208.211.291.293.

295.295 内第 1.296-1. 

296-2.297.300 内第 1. 

301.301 内第 1.302. 

302 内第 1.306.377-2. 

397.399.400.400-1. 

401.491-1.492.496-1. 

496-2.497.498.498-1. 

708.935-1.944-2. 

1652-3. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－１ 

（長見） 

 

○52 県道黒沢安城浜田線と

110 林班に 13.直進しは 1. 

3.4.7.8.ろ 1.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○53 110 林班に 34.直進し

35.37.38.39.は 19.20.24. 

21.22.17.直進し 15.直進

し 14.の山林と農地の境界

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

○54 111 林班ろ 9.8.13.11. 

17.7.8.4.6.の山林と農地

の境界線を結び円石橋ま

での囲まれた区域の農地 

 

○55 110 林班に 17.11.10. 

6.9.14.に囲まれた区域の

農地 

 

○56 112 林班ろ 6.9.4.3.7. 

5.8.10.は 10.8.4.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

○57 111林班は24.20.19.18.

22.26.25.27.28.114 林班

い 28.27.24.の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

○58 113 林班は 2.3.114 林班

ろ 36.40.42.33.28.21.23. 

30.32.39.43.51.47.53. 

52.48.46.44.は 3.4.6.10. 

12.17.21.26.24.18.20. 

23.31.30.27.28.25.19. 

16.15.14.11.9.8.5.1.ろ 

37.41.45.38.35.31.19 直 

進し 13.17.26.24.29.27. 

20.15.18.8 直進し 7.6.5. 

11.12.14.16.25.の山林に

囲まれた区域の農地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－１ 

（長見） 

 

○59 市道石見南 27 号線と

114 林 班 に 9 直 進 し

7.6.4.5.1.14.115 林班い

16.15.14.13.12.10.8.7.6

.の山林と県道黒沢安城浜

田線に囲まれた区域の農

地 

 

○60 113 林班は 7.5.6.114 林

班ろ 51.113 林班は 10.ろ

5.7.6.9.12.8.4.1.の山林

と農地の境界線を結びに

囲まれた区域の農地 

 

○61 117林班い22.26.27.29.

32.114 林班に 21.117 林班

い 36.38.46.127 林班い 4. 

8.5.2.1.113林班ろ19.23.

128 林班い 1 と 127 林班い

19 を結び 127 林班い 23. 

15.13.16.29.31.40.42. 

54.53.49.36.37.18.12. 

117 林班い 47.45.ろ 34. 

35.36.127 林班い 14.20. 

118林班い33.44.12.9.117

林班ろ 24.27.29.31.32. 

33.い35.30.28.ろ28.26に

囲まれた区域と127林班い

35.37.ろ 4 と 11 を結び 17

と18を結び直進し17と18

を結び直進し 19.10.14.5. 

2.と1を結び3.の山林と農

地の境界線を結びに囲ま

れた区域の農地 

 

○62 127林班ろ35.34.38.37.

54.41.42.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－１ 

（長見） 

 

○63 116 林班い 11.9.14.10.

山林と市道高城線に囲ま

れた区域の農地 

 

○64 119 林班い 1.2.4.29.8. 

5.20.1.6.9.7.26.17.16. 

21.30.13.10直進23.15.ろ

1.6.117 林班い 3.116 林班

は 9.3.2.1.ろ 9.8.5.直進

96林班い24.31.34.38.37.

33.32.28.22.12.直進 19. 

25.30.35.120 林班ろ 5.8. 

9.11.13.15.17.18.12.21.

20.19.16.い 35.36.48.45. 

43.42.47.38.39.46.44. 

41.18.16.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○65 119 林班い 22.28.ろ 1. 

2.3.5.10.6.123 林班い 2.

は 22.21.20.18.19.17.16. 

14.と119林班ろ16.15.19.

18.24.22.25.28.125 林班

ろ 3.9.12.119 林班ろ 30. 

29.27.26.20.21.23.17. 

14.11.12.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○66 125林班い2.5.6.4.の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－２ 

（三階） 

 

○67市道石見南 4 号線と 104

林班い 18.19.14.直進 28. 

30.33.32.直進43.36.42直

進58.62.68.71.77.78直進

81.80.ろ 61.57.52.54.56. 

77.13 直進 84 直進 79.75. 

67直進62.59.53.50.47.41

直進 37 直進 49.43.35.31. 

27.26.22.18.16.14.13.8.

5.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○68 105 林班い 21.28 直進、

103 林班ろ 1.3.2.5.4 直進

105 林班い 40.103 林班ろ

21.16.11.18.12.17.32. 

37.35.15 の山林と農地の

境界線と市道石見南 51 号

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

○69 106林班ろ46.43.39..い

22 直進 36.37.44.ろ 3.4. 

10.13.14 直進.104 林班い

39.34.25.10 直進 106 林班

い 45.40.34.30.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

○70 99 林班ろ 9 直進 16.19

直進に 1.10.6.11.9 直進 3

直進105林班い16.12.9.6.

4.3.2.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

126.132-1.138.161. 

188.189.189-2.200. 

201.201 内線 1.204-1. 

208.211.240.651.652. 

697-1.1062.1166.1169.

1170-1.1171.1301. 

1364.1646-2.1652-1. 

1652-3.2276-2.2291. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－２ 

（三階） 

 

○71 98 林班は 48.46.51.52. 

53.55.58.60.62.57.54. 

50.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○72 107林班ろ37.39.41.38.

35.30.29.27.24.21.16. 

23.26.15.19.22.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

○73 107 林班い 4.8.11.12 直

進 16.17.21.24.26.30.25. 

14.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○74市道竹迫野原線と 92 林

班ろ 1.2.3.7.10.16.25. 

107林班は11.15.92林班ろ

27.19.は 37 の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域三階分の農地 

 

○75 96 林班ろ 5.1.は 20.16. 

25.15.へ 17.19.18.97林班

い 33.30.31.34.の山林と

農地の境界線と市道高城

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

○76 98 林班ろ 25.34.36.45. 

97 林班は 8.9.98 林班ろ

52.49.55.61.59.48.58.63

直進 97 林班は 13.18.19. 

23.26.29.24.32.28.35. 

36.37.ろ 3.4.5.い 17.20. 

24.26.27.25.21.23.22. 

18.16.11.14.10.7.100 林

班い 63.58.57.51.49.41. 

38.31.23.22.99林班は52.

41.53.55.98林班ろ38.41.

57.100 林班い 24.28.35. 

40.36.33.29.39.47.43. 

46.48.97 林班は 25.21.98

林班ろ 62直進 35の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－２ 

（三階） 

 

○77 100 林班い 17.23.38.ろ

5.9.11.10.15.14.19.20. 

28.35.96 林班へ 3.4.2.5. 

20.9.7.100 林班ろ 40.39. 

38.37.34.29.32.35.26. 

24.19.15.12.20.16.101 林

班ろ 27.28.31.35.34.25. 

23.14.10.4.5.8.7.9.3. 

100 林班ろ 13.101 林班ろ

17.100林班ろ23.21.22.18

直進 8.7.4.3.2.1.41 の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

○78 100林班は18.19.26.25.

23.22.21.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○79 100林班は13.17.23.25.

101 林班い 39.37.32.29. 

27.22.20.15.19.14.16. 

17.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○80 96 林班に 2.6.7.12.10. 

5.3.8.16.20.24.33.29. 

23.19.15.4.ほ 42.39.41. 

44.43.40.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○81 96 林班ほ 28.15.6.3.5. 

7.14.12.10.17.16直進25.

30.36.41.39.は 29.28.26.

の山林と農地の境界線を

結び囲まれた区域の農地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－２ 

（三階） 

 

○82市道今井迫長見線、河内

細谷線と101林班ろ11.13.

21.24.25.26.29.30.33. 

36.23.25.34.35.39.38. 

36.37.96林班ほ2.8.12.7.

5.3.1.43.41.40.101 林班

は2.7.4.5.ろ 44.46.47.は

9.11.12.16.14.10.8.6.1.

に4.2.102林班い1.10.13.

16.19.11.18.20.24.23. 

21.ろ 63.62.い 17.15.14.

ろ 51.57.61.56.48.103 林

班い 40.32.102 林 班は

10.11.9.15.14.17.ろ 15. 

19.16.10.11.3.20.31.36.

43.45.い 1.ろ 21.い 2.6. 

5.3.4.7.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○83 102 林班ろ 1.9.18.25. 

17.26.21.7.8.6.3.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

○84 102林班い27.26.25.22.

31.32.33.37.42.49.48. 

44.40.41.39.36.34 直進ろ

60.52.56.65.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－３ 

（河内） 

 

○85浜田川と 87 林班に 26. 

22.16.8.1.4.7.6.は 59. 

56.54.53.46.40.41.38. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

○86市道河内細谷線と105林

班い 1.2.3.4.6.9.16.直進

し 99 林班に 3.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○87浜田川と 84 林班い 34. 

36.37.ろ 35.34.31.37.38.

は 46.47.50.85 林班ろ 12. 

9.10.14.21.86林班ろ2.1.

3.5.い 1の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

1701-8.1706.1855. 

1868-2.1872-1. 

1872 内 1.1983-8. 

1983-9.1983-10. 

1856-5.1856-6.1856-7.

1856-8.1860-3.1976-3.
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－４ 

（野原） 

 

○88市道竹迫野原線と 92 林

班ろ 1.2.3.7.10.16.25. 

107林班は11.15.92林班ろ

27.19.は 37 の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の野原分の農地 

 

887.1644-2.1649-2. 

1816-2.1821-1.1822-1.

1955-1.1955-2. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－５ 

（原井） 

 

○89 93 林班ろ 44.51.57.は

26.44.43.54.53.51.55. 

47.40.の山林と市道浜田

369 号線と農地の境界線を

結び囲まれた区域の農地 

 

○90 94 林班ろ 6.8.9.10.12. 

11.14.16.21.22.23.24. 

28.29.に 61.54.49.44.42. 

38.32.25.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○91 94林班は15.11.10.6.7.

ろ 34.38.は 14.16.18.132

林班ほ 8.9.12.22.31.28. 

21.の山林と市道青川長見

線と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

○92 94 林班に 52.55.56.57.

の山林と市道青川長見線、

132 林班に 16.14.10.6.7. 

8.4.は34.市道西浜田12号

線と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

○93 94 林班に 24.27.95 林班

い 48.47.の山林と市道青

川 長 見 線 、 95 林 班 い

44.40.37.34.30.26.19. 

17.7.3.2.5.8.9.12.13. 

14.23.21.29.35.41.42. 

132林班ろ2.4.9.11.5の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

804-1.1109-1.1109-2. 

1110.1111-1.1114-1. 

1159-1.1416.1463-1. 

1466.1467-内 1.1467-2.

1467-4.1468-内 1. 

1468-内 2.1468-3.1479.

1480.1481.1498-1. 

1853-4.1860-1.2321-3.

2322-1.2350-1. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－６ 

（高佐） 

 

○94 都市計画用途地域境界

と80林班い1.17.9.13.12.

11.16.19.4.8.7.ろ36は42

の山林と農地の境界線、80

林班は 25.20.の境界線と

82林班い1と2の境界線を

結んだ線、82 林班い 2.3. 

4.19.10.15.17.23.20.28.

25.33 の山林と農地の境界

線、市道黒川上府線、82 林

班ろ1.3.4.15.6.8.9.22の

山林と農地の境界線及び

82林班ろ22.16の境界線と

538番地12先を結び囲まれ

た区域の農地 

 

○95 81林班い34.30.28.の山

林と農地の境界線、81 林班

ろ 16と 25の境界線を市道

黒川上府線まで延長した

線、81 林班に 1.2.6.7.4 の

山林と農地の境界線を結

んだ線に囲まれた区域の

農地 

 

569-1.569-3.570-1. 

685.685 内線 1.686. 

748-2.809-4.1109-11. 

1109-12.544-1.545. 

546-1.547-1.548 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－７ 

（生湯） 

 

○96 69 林班い 7.10.13.17. 

22.24.25.21.18.15.14. 

12.16.は 30.27.24.18.の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

○97 69 林班は 32.28.26.22. 

20.19.17.18.21.25.29. 

33.37.44.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

○98 10 林班に 6.11.14.70 林

班い1.7.12.ろ1.は6.の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

○99市道長沢下府線と 70 林

班は 2.5.8.9.10.11.15. 

17.19.23.26.28.29.ろ 9. 

14.13.16.19.23.28．32. 

34.33.31.26.25.20.17. 

18.は 38.36.33.に 30.29.

の山林と農地の境界線を

結び囲まれた区域の農地 

 

70 林班は 12.と ろ 5

を直線で結び ろ 5.6.8. 

9.7.10.15.9.は 12.13.16．

20.21.23.26.28.29. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

70 林班ろ 36.42.44. 

43.は 41.42.の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

 70林班い47.41.39.ろ

8.い 23.26.30．29.23．

33.40.43.42.44.49.36. 

69 林班は 36.35．46.50．

51.53.47.41.39.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

594.853続 1.934.934-2.

934-3.935.935-1. 

935-2.935-3.935-4. 

935-5.935-7.935-8. 

935-9.935-10.998-1. 

1000.1004 甲. 

1006.1007.1008. 

1008 第 1.1008-3.1009.

1009-2.1026-1.1026-5.

1026-2.1027-1.1024-1.

1057.1101.1109. 

1109 内第 1.1110. 

1116-1.1158.1158-1. 

1160.1161.1161-1. 

1162-甲.1163 続 1. 

1163 続 2.1196.1197-3.

1215-乙.1207.1217-1. 

1218.1218-1.1218-2. 

1219-1.1224-1.1227-2.

1234-1.1235.1235 続 1.

1236.1319-3.1330. 

1340 内第 1.1812 第 1. 

1812 第 2.1814-1. 

1828-2. 

1871-2 の一部 7,805 ㎡ 

1015-4. 

  

 

100 

101 

102 



 

 63

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｄ－７ 

（生湯） 

 

 71 林班ろ 1.5.12.8. 

23.27.31.39.34.33. の 山

林と農地の境界線を結び

さらに浜田海岸自然公園

との境界線に囲まれた区

域の農地 

 

 71 林班ろ 4.3．7.17．

24.13.11.10.9.2. 山 林 と

農地の境界線を結びさら

に浜田海岸自然公園との

境界線に囲まれた区域の

農地 

 

 72 林班い 27.28.30. 

35.37.39.42.ろ 9.10.12. 

13.17.21.32.34．31.30．

26.23.20.15.16.18.は 20. 

22.28.25.27.23.の山林と

農地の境界線を結び市道

浜田 11号線から 72林班は

17.11．15.14.12.10.13.8.

4.1.2.3.6.ろ 7.8.6.4.3. 

2.1.の山林と農地の境界

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

 72 林班ろ 67.63.60. 

52.56.49.47.57.74.77 の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 市道長沢下府線、73

林班い24.27.74林班い14.

19.23.26 の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

 市道浜田 14 号線と 73

林班い 51.49.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

 

  

 

103 

104 

105 

106 

107 

108 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－１ 

（後野） 

 

市道石見北 2 号線と

市道後野高佐線、66 林班い

20.ろ 1.2.4 の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

 68林班ろ21と34を結

ぶ道路と 68 林班ろ 22. 

25.65林班ろ14.15.17.16.

18.20.21.い 25.18.19.8. 

12.13.26.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

 52 林班い 1.3.4.5.6. 

7.10.15.13.8.52.ろ 1.3. 

4.7.9.8.12.15.17.23.53

林班い 1.4.ろ 1.54 林班い

1.2.3.4.5.7.9.15.11.8. 

6.13.17.18.ろ 4.8.9.11. 

15.22.55林班い42.28.27.

25.26.23.22.21.20.19. 

17.15.13.10.7.5.3.4.ろ 

2.1.4.6.8.7.5. と金城町

境、59 林班い 1.市道美田

谷雲城線、59 林班ろ 19.51

林班い 77.75.76.72.73. 

71.70.64.63.61.55.53. 

49.48.41.36.35.33.34. 

31.30.26.24.22.21. 県 道

波佐芸北線、51 林班い

32.33.34.35.36.37.38.51

林班ろ 23.12 い 17.14.15. 

16.19.18.20.ろ 52.49.55. 

54.46.57.42.45.43.39.50

林班は32.30.29.51林班ろ

30.28.21.50 林班は 24.46

林班い 68.67.60.54.51. 

41.42.27.37.25.17.6.8. 

23.32.36.43.44.50.51 林

班ろ 1.3.7.13.16.18.27. 

29.31.33.36.32 の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地の後野分

の農地 

 

○51 林班ろ 15.22.50 林

班い 41.44.45.43.64 林

班ろ 4.5.9.10. 

 

17-5.66-1.66-3.110. 

111.111-3.249. 

249 内第 1.250.251-1. 

284.284-2.401.449. 

451.494-4.550.552. 

648-2.659-1.699. 

719-1.719 内 1. 

719内 2.769.769-1.802.

802 内第 1.803.803-1. 

812.833-2.833-8. 

835-内 1.1206-4. 

1233-2.1271.1272. 

1273.1345.1345 内第 1.

1345-2.1345 内第 2. 

1346.1347.1348.1349. 

1351.1359.1371.1373. 

1563-3.1577-2.1648. 

2524-2. 

  

 

109 

110 

111 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－１ 

（後野） 

 

 50 林班は 34.33.31. 

30.28.27.26.25.21.17. 

14.20.22.19.18.13.11.5.

4.ろ 2.3.4.7.8.9.14.12. 

15.17.18.21.25.27.30. 

29.32.35.39.57林班い10.

26.27.29.23.18.31.30.51

林班い 1.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の後野分の農地 

 

 50 林班ろ 37.36.34. 

31.28.40.38.33.32.27. 

24.19.22.い 40.34.28.27. 

30.31.32.36.37.38.39. 

42.43.41.44.45.57 林班い

2.4.7.11.8.19. 山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の後野分の農地 

 

 49 林班い 10.8.ろ 28. 

27.25.24.23.22.26.56 林

班い4の山林と農地の境界

線を結び囲まれた区域の

農地 

 

 62 林班は 16.17.18. 

19.ろ 22.20.の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

 62 林班ろ 17.18.21. 

23.28.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

 63 林班ろ 27.24.23. 

21.20.19.17.11.8.12.18.

15.16.7.9.の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

 67 林班い 6.3.8.19. 

27.49.26 の山林と農地の

境界線を結び.県道浜田八

重可部線と 67 林班い 25. 

26.ろ 12・67 林班ろ 13.20.

23.27 の山林と農地の境界

を結び囲まれた区域の農

地 

 

 

  

 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 



 

 66

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－１ 

（後野） 

 

 56 林班ろ 1.2.3.5.6. 

7.8.9.10.58林班は3.5.6.

13.21.20.25.38.34.31. 

35.32.29.40.41.42.50. 

48.56.58.52.61.59.58. 

62 ろ 5.7.8.9.16.15.21. 

26.44.49.56.63.62.58. 

52.43.40.32.68.69.72. 

73.75.76.市道石見 21 号

線、い 39.41 ろ 66.64.53. 

36.24.20.10.4.3.1.57 林

班ろ 1.い 14.13.6.5.3.1. 

4.50 林班い 42.49 林班い

27.24.25.26.23.24 の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 県道浜田八重可部線

と 57 林班ろ 15.24.21.15. 

17.20.30.29.の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

 64 林班ろ 13.10.8. 

11.12.19.26.20.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 

  

 

119 

120 

121 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－２ 

（佐野） 

 

 52 林班ろ 10.11.13. 

16.52林班い35の山林と農

地の境界線を結び囲まれ

た区域の農地 

 

 52 林班い 52.50.30. 

29.26.35.43.39.38.45. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 52 林班ろ 20.24.33. 

28.31.32.30.22.18. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

 県道浜田八重可部線、

53 林班ろ 14.15.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 54 林班ろ 28.26.25. 

16.23.29.34.35.31.30. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 52 林班い 1.3.4.5.6. 

7.10.15.13.8.52.ろ 1.3. 

4.7.9.8.12.15.17.23.53

林班い 1.4.ろ 1.54 林班い

1.2.3.4.5.7.9.15.11.8. 

6.13.17.18.ろ 4.8.9.11. 

15.22.55林班い42.28.27.

25.26.23.22.21.20.19. 

17.15.13.10.7.5.3.4.ろ 

2.1.4.6.8.7.5. と金城町

境 59 林班い 1.市道美田谷

雲城線 59 林班ろ 19.51 林

班い 77.75.76.72.73.71. 

70.64.63.61.55.53.49. 

48.41.36.35.33.34.31. 

30.26.24.22.21.県道波佐

芸北線、51 林班い 32.33. 

34.35.36.37.38.51 林班ろ

23.12 い 17.14.15.16.19. 

18.20.ろ 52.49.55.54.46. 

57.42.45.43.39.50 林班は

32.30.29.51林班ろ30.28.

21.50 林班は 24.46 林班い

68.67.60.54.51.41.42. 

 

･51 林班ろ 15.22 

イ 6-4. 

イ 87-10.イ 168-4. 

イ 172-4.イ 191-10. 

イ 330.イ 330-1. 

イ 337-1.イ 337-2. 

イ 338-1.イ 339-1. 

イ 342-1.イ 343. 

イ 344-1.イ 344 内第 1.

イ 346-1.イ 347-1. 

イ 348-1.イ 350-2. 

イ 350-3.イ 351-2. 

イ 360-1.イ 365-5. 

イ 368-2 イ 441.イ 442.

イ 450.イ 466-2. 

イ 475 続 1.イ 489-3. 

イ 491-1.イ 492-2. 

イ 496.イ 544 内第 2. 

イ 564.イ 996.ロ 40. 

ロ 119.ロ 119 内 1. 

ロ 180.ロ 186.ロ 202. 

ロ 267-1.ロ 286.ロ 287.

イ 40-8. 

  

 

122 

123 

124 

125 

126 

127 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－２ 

（佐野） 

 

27.37.25.17.6.8.23.32. 

36.43.44.50.51 林班ろ 

1.3.7.13.16.18.27.29. 

31.33.36.32 の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の後野分の農地 

 

 59 林班い 2.4.5.6.7. 

9.11.は 66.65.61.55.57.

ろ 49.48.46.44.43.37.31. 

28.26.24.22.23.の山林と

の農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 

  

 

128 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－３ 

（宇津井） 

 

県道佐野波子停車場

線と宇津井元谷線の交点

より 42 林班い 21.17.24. 

20.25.27.28.29.30.ろ 13. 

17.12.7.15.23.44 林班ろ

12.20.22.25.29.26.27. 

19.5.3.2.7.10.47 林班い

2.1 の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

県道佐野波子停車場

線と 45 林班ろ 35.29.24. 

28.25.23.14.18.17.8.9. 

15.13.20.45林班い18.17.

12.13.14.9.10.7.6.4 の山

林と農地の境界線に囲ま

れた区域の農地 

 

 48 林班い 28.29.30. 

31.39.38.43.44.45.46. ろ

46.47.42.43.49.48.45. 

44.41.39.37.34.32.35. 

31.26.22.20.18.15.10. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 52 林班い 1.3.4.5.6. 

7.10.15.13.8.52.ろ 1.3. 

4.7.9.8.12.15.17.23.53

林班い 1.4.ろ 1.54 林班い

1.2.3.4.5.7.9.15.11.8. 

6.13.17.18.ろ 4.8.9.11. 

15.22.55林班い42.28.27.

25.26.23.22.21.20.19. 

17.15.13.10.7.5.3.4.ろ 

2.1.4.6.8.7.5. と金城町

境、59 林班い 1.市道美田

谷雲城線、59 林班ろ 19.51

林班い 77.75.76.72.73. 

71.70.64.63.61.55.53. 

49.48.41.36.35.33.34. 

31.30.26.24.22.21. 県 道

波佐芸北線、51 林班い

32.33.34.35.36.37.38.51

林班ろ 23.12 い 17.14.15. 

16.19.18.20.ろ 52.49.55. 

54.46.57.42.45.43.39.50

林班は32.30.29.51林班ろ

30.28.21.50 林班は 24.46

林班い 

 

○51 林班ろ 15.22 

 

365-1.368.377. 

526-2.556-2.621-4. 

623-内 1.714-5.714-6. 

771-2.871. 

  

 

129 

130 

131 

132 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｅ－３ 

（宇津井） 

 

68.67.60.54.51.41.42. 

27.37.25.17.6.8.23.32. 

36.43.44.50.51 林班ろ 

1.3.7.13.16.18.27.29. 

31.33.36.32 の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の宇津井分の農地 

 

 50 林班は 34.33.31. 

30.28.27.26.25.21.17. 

14.20.22.19.18.13.11.5.

4.ろ 2.3.4.7.8.9.14.12. 

15.17.18.21.25.27.30. 

29.32.35.39.57林班い10.

26.27.29.23.18.31.30.51

林班い 1.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の宇津井分の農地 

 

 43林班い16.18.19.ろ

13.14.16.20.22.44 林班い

23.28．41.35.20.15.12. 

7.5.2.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

 44 林班ろ 13.17.45 林

班い 1.2.と県道佐野波子

停 車 場 線 、 46 林 班 ろ

1.2.3.4.7.林班い 41.40. 

38.37.33.29.27.22.19. 

21.15.14.11.12.16.10. の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 48 林班は 2.3.6.10. 

7.13.18.21.22.17.49.48.

ろ 46.47.50.53.51.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 

  

 

133 

134 

135 

136 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｆ－１ 

（上府） 

 

 都市計画用途地域の

境界線と9林班ろ24.25.17

林班い 27.26.25.23.27. 

21.20.18.14.11.13. の 山

林と市道帯石線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 市道帯石線、下府上府

線、国分 170 号線、171 号

線、179 号線、県道下府江

津線、下府川に囲まれた区

域の農地 

 

 13 林班い 1.2.3.5.ほ

11.9.8.6.3.5.1.14 林班は

5.3.4.6.1.2.15.に 18.13. 

14.8.11.7.6.4.2.1. の 山

林と市道国分181号線に囲

まれた区域の農地 

 

 府中橋東詰を起点と

し、県道下府江津線と下府

川に囲まれた区域の農地 

 

 14 林班い 1.2.3.4.7.

ろ8.10.4.は30.31.29林班

い1.2.ろ1.7.6.11.は4.3.

の山林と下府川に囲まれ

た区域の農地 

 

 23 林班い 2.3.12.ろ

8.11.7.1.の山林に囲まれ

た区域の農地 

 

 23 林班ろ 12.13.14. 

17.15.16.18.19.22.24. 

28.30.34.62 林班い 1 ろ 2

は 39.35.23.20.65 林班は

14.11.2.1.6.23 林 班 は

17.15.9.の山林に囲まれ

た区域の農地 

 

 14 林班い 13.14.11. 

15.21.22.27.31.35.23 林

班は 22.20.21.18.13.14. 

8.10.16.14 林班い 37.36. 

38.32.30.29.24.19.16. 

12. ろ 39.42.66 林 班は

3.5.7.8.11.13.15.19.12.

から直線 4.2.直線 14 林班

い 37.直線 23林班は 21.に

囲まれた区域の農地 

 

イ 91-11.イ 91-12. 

イ 104.イ 107.イ 116. 

イ 127-1.イ 156-1. 

イ 158.イ 159.イ 161. 

イ 162.イ 167.イ 168. 

イ 169.イ 170.イ 172. 

イ 176.イ 178.イ 179. 

イ 180.イ 181.イ 182. 

イ 183-1.イ 309-3. 

イ 435-3.イ 504-2. 

イ 517-2.イ 517-5. 

イ 518-1.イ 535-2. 

イ 549.イ 550-2. 

イ 557-3.イ 570-5. 

イ 570-6.イ 570-7. 

イ 586-4.イ 593-1. 

イ 627-1.イ 627-2. 

イ 628-2.イ 638-5. 

イ 641-1.イ 641-4. 

イ 642-1.イ 643-1. 

イ 646-3.イ 654-1. 

イ 655-3.イ 659. 

イ 706-1.イ 730-1. 

イ 813.イ 816-1. 

イ 816-5.イ 818-1. 

イ 819-1.イ 826-2. 

イ 827.イ 837-1. 

イ 838-4.イ 838-8. 

イ 838-11.イ 838-12. 

イ 838-16.イ 838-17. 

イ 840.イ 850.イ 851. 

イ 851-2.イ 852-5. 

イ 830-5.イ 917.イ 914.

イ 928-1.イ 928-7. 

イ 947-5.イ 947-14 

イ 929-2.イ 930-1. 

イ 933-1.イ 933-5. 

イ 933-6.イ 933-14. 

イ 933-16.イ 940-2. 

イ 942-4.イ 944-6. 

イ 944-11.イ 947-1. 

イ 947-5.イ 947-13. 

イ 948-2.イ 949. 

イ 953-1.イ 953-4. 

イ 957-2.イ 957-4. 

イ 960.イ 979.イ 993. 

イ 994.イ 1009. 

イ 1022-1.イ 1634-3. 

イ 996-5. 

  

 

137 

138 

139 

140 

141 

143 

142 

144 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｆ－１ 

（上府） 

 

 市道国分 17 号線と 17

林班に 1.4.6.2.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 市道帯石線を東進し、

21 林班は 1.3.4.5.6. 

8.11.14.25.15.13.12 と農

地の境界線を進み、21 林班

い 13.11.9.8.5.4.3.2.1. 

20 林班ほ 1.2.3.7.5.20 林

班に 1.18 林班ろ 44.43. 

42.39.40.36.37.34.38. 

33.23.の山林と農地の境

界線を結び囲まれた区域

の農地 

 

 ＪＲ山陰線と8林班ろ

4.7.5.8.11.12.18.15. 

17.19.30.33.31.34.37. 

38.40.48.45.43.41.47. 

50.51.53.52.49.44.39. 

35.32.26.25.21.23.22. 

24.20.16.は 4.1 の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の上府分の農地 

 

 2 林班ろ 2直進 4.6. 

7.9.11.8 直進 14.13.15. 

18.19.21.3 林班い 22.25. 

6.2.1.3.4.5 直進 9.ろ 16. 

13.15.14.12.10.9.7.6.3.

5.2.1.は 3.8.2.1.とＪＲ

山陰線に囲まれた区域の

上府分の農地 

 

 13 林班ろ 4.6.5.9.8. 

7.10.11.12 か ら 直 線

14.15.18 直線 24.22.21. 

19.は 25.23.22.20.19.18. 

17 を結び囲まれた区域の

農地 

 

ロ 50-1.ロ 387-2. 

ロ 395-1.ロ 442. 

ロ 562-1.ロ 563-1. 

ロ 602-5.ロ 946-1. 

ロ 1095. 

  

 

145 

146 

147 

148 

149 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｆ－２ 

（下府） 

 

 都市計画用途地域の

境界線と 8林班に 10.12. 

13.16.19.9 林班い 3.4.5. 

12.15.17.14.11.23. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の下府分の

農地 

 

○谷田谷都市計画用地

域境界線を市道大池尻

まで直線で結び市道谷

田山陰と大池尻線に囲

まれた区域 

 

171-1.286-1.287. 

288-1.288-2.296-2. 

296-3.334-1.335-6. 

620-1.1376.1377. 

1377-1.1379.1394-1. 

1396-1.1397-2.1698-1.

1698-2.1713-3.1718. 

1719.1735-1.1735-2. 

1745-10.1770-4. 

1770-8.上ノ浜 1773-1. 

1774-1.1801.1820-04. 

1820-200.1820-283. 

1383-5. 

  

 

150 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｆ－３ 

（国分） 

 

 市道国分 24 号線と 7

林班い 42.44.41.45.42. 

37.40.39.36.33.27.28. 

20.19市道国分22号線と石

見海浜公園の境界を経て

市道国分 22 号線まで東進

し 6林班は 73.72.67.55. 

62.60 を結び市道下府久代

線に囲まれた区域の農地 

 

 都市計画用途地域の

境界線と 8林班に 10.12. 

13.16.19.9 林班い 3.4.5. 

12.15.17.14.11.23. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の国分の農

地 

 

･国分町の国分地区 

 

876-1.876-2.911-1. 

924-6.924-10.928-8. 

946-2.946-3.946-4. 

946-5.954-1.955-1. 

1209-2.1219-1.1265-1.

1267-1.1267-2.1765-3.

1766-1.1766-3.1767-3.

1768-1.1770-1.1771-1.

1771-3.1774-1.1777-5.

1779-6.1781-1.1785-2.

1787-3.1790-4.1794-4.

1795-2.1797-7. 

1797-37.1820-49. 

1820-56.1820-57. 

1820-134.1820-135. 

1820-156.1820-278. 

1820-367.1820-386. 

  

 

151 

152 



 

 75

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｆ－４ 

（久代） 

 

 1 林班い 5.10.12.16

山林と農地の境界線と国

道 9号線、市道国分 2号線

に囲まれた区域の農地 

 

 1 林班い 24 の山林と

農地の境界線を結び国道 9

号線を東進し、都市計画用

途地域から江津市境、ＪＲ

山陰線、市道久代帯石線を

北上し、市道国分 5号線を

久代橋まで進み久代川、市

道国分2号線で囲まれた区

域の農地 

 

 2 林班ろ 2直進 4.6. 

7.9.11.8 直進 14.13.15. 

18.19.21.3 林班い 22.25. 

6.2.1.3.4.5 直 進 9. ろ

16.13.15.14.12.10.9.7. 

6.3.5.2.1.は 3.8.2.1.と

ＪＲ山陰線に囲まれた区

域の久代分の農地 

 

 5 林班ろ 24.19.14.8. 

3.7.6.4.の山林及び707番

地、11.15.17.21.34.35. 

42.45.46.51.の山林と農

地の境界線を結びさらに

53.56.の山林と農地の境

界線を通って徒歩道まで

西進し、徒歩道を 40 の山

林と農地の境界線まで北

進し、33 の山林と 24 の山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域 

 

 国道9号線と市道国分

8 号線と石見海浜公園の境

界線、5林班は 26.21.18. 

25.16.15.19.13.23.17. 

14.の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

○1林班い 29.38.45. 

46.48.49.ろ 1 から 9.は

1から 49 

 

7-2.25-4.73-1.89-1. 

111-1.113-1.149-2. 

150.386-7.386-6. 

387-1.388-1.389. 

425-1.482.586.649-9. 

650-2.791.792-1. 

792-2.794-1.795-3. 

992-1.993-1.993-2. 

994-2.1051-26. 

  

 

153 

154 

155 

156 

157 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｇ－１ 

（宇野） 

 

 県道下府江津線大橋

東詰を東進し、下府川とに

囲まれた区域の農地 

 

 25 林班へ 4.5.7.10. 

13.15.19.25.21.22.24. 

28.23.26.17.14.の山林と

県道下府江津線に囲まれ

た区域の農地 

 

 市道有福 41 号線、26

林班へ 25.24.23.20.22. 

19.18.30.13.17.21. の 山

林と農地の境界線を結び

囲まれた区域の農地 

 

 26 林班ほ 2.7.12.11

直進 13.18.19.に 59.57. 

56.55.53.50.48.46.43. 

35.32直進63.25.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 27 林班い 13 直進 16

直進8.4.3.直進13.の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 中橋から県道下府江

津線を東進し市道有福 29

号線、28 林班に 18 まで、

31林班は26.24.19.15.16.

13.21.23.25.に 1..4.2.5.

までと 6.7 の交点と 30 林

班はと結び29林班いろは、

25 林班いにほの山林と農

地の境界線を中橋まで結

び囲まれた区域の農地 

 

 市道有福 26 号線、25

号線、28林班ほ1.2.3.4.5.

の山林と農地の境界線を

結び囲まれた区域の農地 

 

 市道有福 26 号線、25

号線、28 林班ほ 28.23.25.

直進 19.16.の山林と農地

の境界線を結び囲まれた

区域の農地 

 

20-2.34.44.49-1.49-2.

91.173.213-1.233-1. 

279-2.279-3.370-1. 

377-1.378-1.383-1. 

383-3.405.480-2. 

481-1.482-1.492. 

519-2.522-2.566-9. 

581-2.677-2.678-2. 

900.1103.1189-1.1311.

1312.1525-3.1526. 

1528-1.2197-13. 

2377-1.1087-5. 

  

 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｇ－２ 

（下有福） 

 

 41 林班はの山林を結

び囲まれた区域の農地 

 

 41林班い18直進11を

結び 16 と加志岐川と県道

田所国府線、市道有福 5号

線、有福 3号線、有福 1号

線に囲まれた区域の農地 

 

 県道田所国分線と生

越橋、加支岐川の山林と江

津市境、41 林班に 14.22. 

23.13直進26.27.29の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

 市道有福 10 号線、9

号線、40 林班は 2.5.6.7. 

8.10.12.13.14.15.16.17.

1920.23.30.31に1.39林班

に 1.5.5.9.13.34 林班い

1.2.3.5.6.8.40 林 班 に

3.4.5.6.8.9.10.11 の山林

と農地の境界線を結び囲

まれた区域の農地 

 

○41 林班は 

50.51.52.53.54 

 

38-1.41-3.43-4.105-2. 

108-1.194-2.195-1. 

195-2.350-1.351-1. 

355-2.389-2.422-1. 

526.529-1.531-1. 

536-2.536-3.536-5. 

536-6.539-1.567-1. 

568-3.573-2.576-10. 

578-1.584-8.579-1. 

579-2.582-3.619. 

681-5.681-6.687-1. 

690.691.691-1.691-3. 

691-4.692.692-2.710. 

723.723-1.738.739. 

743.748.803-7.3570-2.

399-1.528-2 

  

 

166 

167 

168 

169 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｇ－３ 

（大金） 

 

 県道下府江津線と県

道田所国分線と加支岐川

に囲まれた区域の農地 

 

 39 林班い 110.11 直進

14.15 直進 8.7.6.12.5.4. 

3.2.加支岐川に囲まれた

区域の農地 

 

 34 林班は 7と 11 を直

進 14.10.33 林班ろ 1.2.4. 

6.9.15.は 2.16.1.に 2.4. 

3.5.ほ 9.8.7.5.4.3.2.1直

進 32 林班は 33.26.29.23. 

22 直進 18.13.35 林班ろ

52.33 林班い 10.12.11.35

林班ろ 18.44.45 と那賀西

部広域農道と 35 林班ろ

35.53.42.49.51.50.33 林

班い 9.8.5.6.4.3.2.34 林

班は 9.8.の山林と農地の

境界線を結び囲まれた区

域の農地 

 

 那賀西部広域農道と

35 林班ろ 38.32 直進は

21.35林班に15.19.32林班

は3の山林と農地の境界線

を結び囲まれた区域の農

地 

 

 35林班い6.5.4直進1

直進 7.9.10.13.ろ 1.2. 

3.5.9.8.6.4.5.い 11.7 直

進 1.39 林班に 25.22.18. 

16.34 林班い 8.11.13.14. 

35 林班い 3.8.ろ 7.10.11. 

15.17.14.13.23.25.24. と

那賀西部広域農道を結び

35林班ろ 16直進は 5.3.2.

14.9.14.17.19.10 直進 36

林班は 36.33.34.35.30 直

進 29 とと市道有福 55 号

線、那賀西部広域農道に囲

まれた区域と 39 林班ろ 32

直進 25直進 27と市道有福

11 号線とに 7.11.12.直進

18.17.19.25.24.28.26.20

と那賀西部広域農道に囲

まれた区域の農地 

 

242-1.242-2.243.256.

イ 279-1.イ 279-4. 

イ 280.イ 281.イ 283-1.

イ 284-2.イ 353 

イ424-3.イ524.ロ33-3.

ロ 109.ロ 158-3.ロ 198.

ロ 208.ロ 209.ロ 310-1.

ロ 328. 

  

 

170 

171 

172 

173 

174 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｈｇ－３ 

（大金） 

 

 37 林班ろ 2.7 直進 8

を含み 6.5.1.3.4.の山林

と那賀西部広域農道を結

び囲まれた区域の農地 

 

 37 林班は 8.6.9.15 を

含み 15 直進 12.10 を含み

16.と那賀西部広域農道に

囲まれた区域の農地 

 

 38 林班ろ 2.8.7.13. 

10.5.と江津市境とは 9. 

15.11.14.18.19.16.17. の

山林と農地の境界線と市

道有福 21 号線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 県道下府江津線と 38

林班に22.は 20.21.の山林

と農地の境界線と市道有

福 21 号線を結び囲まれた

区域の農地 

 

 県道下府江津線と 19

林班ろ 12.6.38 林班い 6直

進 4.8.19 林班ろ 10.14.の

山林と農地の境界線を結

び囲まれた区域の農地 

 

 市道久代帯石線と 19

林班に 6.7.8.9.10.の山林

に囲まれた区域の農地 

 

 34 林班に 8.10.14. 

13.33林班ろ17.14.13.15.

10.8.7.5.3.34 林班は 13. 

17.16.15.14.11.の山林と

農地の境界線を結び囲ま

れた区域の農地 

 

 市道有福 10 号線と 34

林班い 12.14.15.の山林に

囲まれた区域の農地 

 

 

  

 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｈ－１ 

（久佐） 

 

久佐区域 

 

第 17 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

422 林班い 28.ろ 5 

441 林班い 6.27.ろ 25. 

は 2.17 

442 林班い 5.45 

443 林班い 6.19.66. 

ろ 2.18.39 

444 林班い 13 

445 林班い 30 

446 林班い 29 

447 林班い 25.は 18 

449 林班ろ 1 

450 林班い 15 

452 林班ろ 2.8.は 10.に 31

454 林班ろ 16 

455 林班ろ 1.7 

456 林班い 5.ろ 6.17 

457 林班ろ 9.に 6 

459 林班い 6.は 3 

460 林班ろ 12 

461 林班い 6.29 

462 林班い 5.は 11.27 ろ 6 

463 林班い 9 

 

久佐 

イ 1018.イ 142-1. 

イ 142-2. イ 992. イ

992-1. イ 992-3. イ

992-8.イ 993.イ 993 内

1.イ 995-5.イ 1386-1. 

イ 1386 内 2.イ 1386-5.

イ 900-1.イ 1073-1. 

イ 1169 内 1.イ 1169-2.

イ 1169 内 2.イ 1169-3.

ロ 245.ロ 246.ロ 247. 

ロ 247-1.ロ 248.ロ 248

内 1.ロ 248 内 2.ロ 249.

ロ 249-1.ロ 250. 

ロ 250 内 1.ロ 250 内 2.

ロ 250 内 3.ロ 250-4. 

ロ 252.ロ 253.ロ 253-1.

ロ 253 続 1.ロ 254. 

ロ 313-5.イ 1384-15. 

ロ 14.ロ 112.ロ 135. 

ロ135-1.ロ135-2.ロ98.

ロ 133.ロ 133 内 2. 

ロ302.ロ1384-1.イ381.

イ 690-6.イ 1077-7. 

イ 817.イ 818.イ 828-2.

イ 828-3.イ 828 ツ 1. 

イ662.イ663.イ1077-2.

ハ 56-11.ハ 295-1. 

イ 888-1 イ 586-1. 

イ 589-1.イ 576-1. 

イ 1124-6.イ 575-2. 

イ 960-3.イ 961-1. 

イ 963-1. 

イ 1000-1 の一部. 

イ 1003-1 の一部. 

イ 575-1.イ 575-7. 

イ 576-1.イ 576-9. 

イ 586-1.イ 586-9. 

イ 1138-1.イ 649. 

イ 1078-6.イ 1095-2. 

イ 50.イ 344-4.イ 803-5
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｈ－２ 

（今福） 

 

今福区域 

 

第 4団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

433 林班い 2.10.23 

434 林班ろ 25.43 

436林班い13.ろ17.は1.12

468 林班い 4.は 6 

469 林班い 12.ろ 21 

470 林班い 15.16.ろ 9 

 

第 5 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

466 林班い 19.ろ 10.30. 

は 3.9.19 

467 林班い 1.14.21. 

ろ 1.10.17 

 

第 6 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

437 林班ろ 32.は 1.13 

463 林班い 15 

464 林班い 22 

465 林班い 31.ろ 16. 

に 15.31 

490 林班い 7 

491 林班は 18.22 

492 林班ろ 18.は 6 

 

第 7 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

430 林班い 35.は 3.に 1 

431 林班ろ 34 

432 林班ろ 13 

433 林班い 33 

436 林班は 30 

437 林班い 4.ろ 32.は 13 

438 林班い 16.ろ 10 

439 林班い 8.26. 

は 12.32.34 ほ 10.15 

440 林班い 43.ろ 37.は 10 

 

①主要地方道浜田八重

可部線、県道今福芸北線

及び市道今福旧県道線

の交点から下来原界ま

で、主要地方道浜田八重

可部線と、437 林班い 17

～35 までの農地境界線

を順次結び囲んだ地域

の農地 

 

②毛利子橋を基点とし、

市道今福旧県道線、主要

地方道浜田八重可部線

と、438 林班い 1～7 ま

で農地境界を順次結び、

同7に接した165番 8の

農道で基点に結び囲ん

だ地域の農地 

 

・465 林班ろ 6と 7の接

点先から 8、19～23 の農

地境界線を順次結び、主

要地方道浜田八重可部

線で囲んだ区域 

 

・主要地方道浜田八重可

部線と、464 林班い 4、6

～19、20～21 で囲んだ

区域 

 

・439 林班ろ 8と 9の接

点から 1～8地 35、36 の

農地境界線を順次結び、

市道上長屋線、県道今福

芸北線で囲んだ区域 

 

・今福 1085.1262.614. 

614内14.614内2.335-1

久佐 

ハ 72-3.ハ 63-2 

今福 

742.742 内 3.742 内 4. 

742 内 5.316.321-1. 

320.1180.1180-1.1036.

1041-1.1041-2.1656-3.

1151.1151-1.1152.193.

200.1149.173.622-5. 

767-2.773-2.1150. 

1150 内 1.1150 内 2. 

1449.1452.201.201-1. 

312.313 

宇津井 

728-1.728-2.728-3. 

728-4.728-5. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｈ－２ 

（今福） 

 

 

 

今福 

322-2.278-1.273-2. 

229.327-1.285-3. 

849-1.850.851-1.863. 

1357-3.1359-2.1362-2.

1356-4.1377-4.1378-4.

1355-3.768-1.117-1. 

119-1 の一部 

久佐 

ハ47-5.ハ48-5.ハ48-6.

ハ50-3.ハ60-1.ハ60-4.

ハ 62-1.ハ 63-4ハ 64-2.

ハ 65-8.ハ 68-1.ハ 68-4

久佐 

ハ 69-1.ハ 70-3. 

ハ 70-8 の一部.ハ 62-3.

ハ64-1.ハ64-3.ハ64-4.

ハ69-3.ハ69-4.ハ70-6.

ハ 71-5.ハ 71-6.ハ 71-7

今福 

346-1.1899-2.1382. 

129-1.165-4.119-6. 

1219.1217-7.313-3. 

280-4.1359-4 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｈ－３ 

（美又） 

 

美又区域 

 

第 1団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

480 林班い 3.26.34. 

ろ 2.22.は 5.55.に 6.48 

481 林班い 3.10. 

は 2.15.19.33.36.48. 

に 4.11.25.55.57 

 

第 2 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

477 林班は 17 

478 林班い 16.ろ 6.は 6 

479 林班は 12 

481 林班ろ 30 

483 林班は 15.42.に 12.28 

485 林班ろ 22 

487 林班い 1.53.ろ 15. 

は 32 

488 林班ろ 14 

 

第 3 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

471 林班に 22.31.は 14.27 

472 林班い 4.は 9.11 

473 林班ろ 1.は 17 

474 林班い 20.は 9.10.に 8

475 林班は 10.15.17.24. 

に 3 

476 林班ろ 37.38.は 40. 

に 35 

 

①477 林班い 1～12 まで

と 489林班い 1～21まで

と 491 林班い 8 と 12 の

接点から491林班ろはと

490 林班ろの農地境界線

を順次結び囲んだ区域 

 

②追原 

127-1.175-2.737.354-2

357.357 内 1.931-2. 

1061.2231-2.1081. 

1071.1076.1054. 

1556-6.1425-1.1425-2.

837.838.839 内 1. 

1838 内 1.309-1.308-3.

306-1.283-5.1283.176.

1642-2 

 

入野 

イ 247-1.イ 260.イ 262.

イ 259.イ 586 内 2. 

イ 341 内 1.イ 761. 

ロ 328-1.ロ 135.イ 754.

イ 766.イ 777.イ 778. 

イ 458-3.イ 597. 

イ 607-2.イ 608. 

イ 613-1.イ 616. 

イ 617-3.イ 618.イ 769.

イ 436-2.ロ 351-2 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－１ 

（上来原） 

 

上来原区域 

 

第 18 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

421 林班ろ 24. 

に 3.29.40.69 

423 林班い 32 

461 林班ろ 19.は 1.25 

 

第 19 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

414 林班い 17.ろ 39. 

は 10.28 

415 林班い 13.ろ 30.は 10 

416 林班ろ 18 

417 林班は 33 

418 林班ろ 16 

419 林班は 7.33.ろ 5 

420 林班い 19 

428 林班は 87 

429 林班ろ 28.は 33 

 

上来原 

627.626-2.265.897内 1.

546.767-4.767-5. 

392 内 2.150-1.633-2. 

962-2.4-4.81-4.219-1.

138-3.414-1.69. 

610-1 の一部. 

424-2 の一部 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－２ 

（下来原） 

 

下来原区域 

 

第 14 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

423 林班は 7.9 

424 林班は 8 

425 林班い 27.は 7.24 

426 林班は 2 

431 林班は 16.36.に 26 

 

第 15 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

407 林班い 8.ろ 3.は 1 

414 林班は 1 

425 林班は 1.28 

426 林班い 2.5.は 7.13 

427 林班ろ 5.は 16 

428 林班い 25.は 50 

429 林班ろ 16 

 

第 16 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

422 林班い 29.は 10.31. 

ほ 18 

423 林班い 31 

424 林班ろ 13.24.は 22 

431 林班に 35 

 

①国道 186 号、市道下来

原久佐線、主要地方道桜

江金城線三又路を基点

とし、国道 186 号沿いに

東側巾 40ｍで、下来原

192-1 番地に結び、428

林班ろ 12 と同林班い 2

～22 までを、農地境界線

で結び、主要地方道桜江

金城線と国道186号で基

点に結び囲んだ区域 

 

・下来原 1057 番 3 地を

基点とし、主要地方道桜

江金城線と主要地方道

浜田八重可部線に沿っ

て、今福界までを南側巾

70ｍで囲んだ区域 

 

・999 と同番内 2、3、4、

5、1067～2、1067～4 の

区域 

 

下来原 

17.58.197.724.867.995

895-2.896.921.918. 

919.918内 1.922.922-2.

922 続 1.922 内 1.923. 

924.925.894-2.520-1. 

520-4.1334-3.1334-9. 

1334-4.37.417.419-1. 

421.1401-1.1041-3. 

1042-3.521.1079-5. 

521内 1.1334-4.1562-2.

989.990-3.988.1039-3.

1084-7.1084-8.1084-9.

1084-2.938 内 1.939. 

106.1088-1.1088-2.103

.922-1.923-1.925-1 

1106-7.437-3. 

439-1.439-2.977-6. 

1556-1.1557-2.25.501.

439-1.438-1.1338-1. 

イ 1339-2.438-4. 

1507-4.1111-14. 

イ 1339-3.1111-18. 

1107-5.1335-17. 

1335-13.1335-14. 

1334-1.1334-5.1336-2 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－２ 

（下来原） 

 

 

 

1105-2.1106-5.1106-6.

350 番内 2.351. 

1107-10.1104-1. 

1107-8.985-1.2.232. 

360-1.360-2.1385-1. 

1385-2.1389-3.1107-6.

298.1111-20.1162-23. 

554-6.233-5.282-1. 

285-7 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－３ 

（七条） 

 

七条区域 

 

第 8団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

402 林班い 21.28. 

ろ 5.27.42.は 2.21 

403 林班い 6.ろ 3.8 

404 林班い 13.23.ろ 13 

 

第 9 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

405 林班い 2.9.17.18 

406 林班ろ 8 

425 林班は 1 

426 林班は 7.13 

430 林班い 45.63 

 

第 10 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

402 林班ろ 43 

404 林班い 24.に 21 

405 林班い 17.18 

406 林班ろ 8.は 9 

407 林班は 5.30 

 

第 11 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

401 林班ろ 9.は 12.に 13 

410 林班ろ 5.は 12.に 10 

411 林班い 10 

 

第 12 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

408 林班い 7.10.15. 

ろ 16.33 

409 林班い 9.ろ 14.37 

413 林班い 18.25. 

ろ 8.13.15.16. 

は 5.16.28.36 

 

①国道 186 号旧市町界

(後野町)から、403 林班

ろ 40 の地点まで、国道

186 号敷地から南側、巾

40ｍの区域 

②国道 186 号沿い、ハ

364-1 番地地点から、七

条イ487-1番地地点まで

南側巾 30ｍの区域七条

の除外する土地の中で

②に記してある範囲の

中の次の地番は除外し

ない。 

ハ 212.ハ 421-3. 

ハ 568 内 1.イ 490. 

イ 489-1.イ 489-2. 

イ 488-1.イ 488-2. 

イ 488-3.イ 487-1. 

イ 497.イ 497-1. 

イ 497-2.イ 498-1. 

イ 498-2.イ 498-3. 

イ 498-4 

・国道 186 号沿い、ハ

363-4 から 404 林班ろ 8

と 9の接点を結び、同林

班ろの9～18の農地境界

を経て市道若林長迫堤

線で結び、国道 186 号で

囲まれた区域 

・406 林班は 11 と国道

186 号接点を基点とし、

同林班は 13～23 まで、

農地境界を経て、国道

186 号と主要地方道桜江

金城線で結び囲まれた

区域 

・七条イ 663 番地を基点

とし、浜田川沿いにのぼ

り、国道 186 号と主要地

方道桜江金城線三叉路

に接し、これを国道 186

号で結び囲まれた区域 

・七条ロ 181.ロ 161-1.

ロ 161-2.ロ 162.ハ 187.

ハ 188-2.イ 986-1. 

イ 986-2.イ 986-5. 

ハ 568-11.イ 986-7. 

イ 986-9.イ 986-10. 

ハ 568-19.イ 986-11. 

ニ 87-4.イ 1041-3. 

ハ 568-26.ハ 559-5. 

ロ 160.ロ 160-1. 

ロ 160-2.ロ 160-3. 

ロ 483-8.ロ 483-9 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－３ 

（七条） 

 

第 13 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

411 林班は 15.19.23 

412 林班い 6.12.23.29. 

ろ 4.9.は 5.10.17.に 3.8 

 

③大字七条イ 636. 

ハ 585-1.ハ 585-2. 

ハ 585-3.ハ 585-5. 

ハ 585-7.ロ 150-1 

ロ 153-1.ロ 154-2. 

ロ 221.ロ 158-2. 

ロ159-1.ロ159-2.イ50.

ロ 436-1.ロ 437-1. 

ハ 573-5.ニ 184. 

ニ 186-2.ハ 182. 

ハ 182 ツ 1.ロ 155-2. 

ハ 184.イ 888.イ 889. 

イ 890-1.ハ 183. 

イ 890-2.イ 896-4. 

イ 880.ニ 165-2. 

イ 1046-5.ハ 548-3. 

ハ 548-5.ニ 132-1. 

ニ123-3.イ1026.ニ124.

ニ 124-1.ニ 123 内 1. 

ロ 940-3.ハ 576-4. 

ハ 568-10.ハ 576-5. 

ハ 568-14.ハ 568 内 5. 

イ 940-2.イ 940-5. 

イ 940-6.イ 940 内 2. 

ニ 217.ハ 558-9. 

ハ 558-7.イ 948 内 1. 

ハ 558-5.ハ 574-1. 

ハ 575-1.ハ 574-4. 

ハ 574-5.ハ 576-1. 

ハ 579.ハ 576-6. 

ハ 577-2.ハ 574-3. 

ロ 122.ハ 575-2. 

ハ 577-1.ロ 120-2. 

イ 679-1.ニ 216-2. 

ハ 574-2.イ 1027-1. 

イ 679-3.イ 680-4. 

イ 1020-12.イ 1044-8. 

イ 989-4.イ 1046-16. 

イ 1046-13.ニ 171 

イ 1042-1.イ 986-6. 

イ 986-18.イ 986-19. 

ハ 558-13.イ 1046-10 

イ 510.イ 510-2.イ 729.

イ 726.イ 725. 

イ 723 ツ 1.イ 723. 

イ 727 ツ 1.イ 727 ツ 2.

イ 720.イ 722-1.イ 724.

イ 724 ツ 1.イ 724 ツ 2.

イ 726 内 1.イ 726 内 2.

イ 726 内 3.イ 982 ツ 1.

イ 982 ツ 2.ニ 177-2. 

ハ 236-2.ニ 151.ニ 150.

イ 1046-15.イ 1021-6. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｉ－３ 

（七条） 

 

 

 

イ 1025.イ 1027-9 

イ 1027-10.イ 501-1. 

イ 611-1.ニ 177-1 

 

④七条ハ 1-10.ハ 1-5. 

ハ 3-5.イ 1016-4. 

ハ 240-1.ハ 241-2 

ハ 241-3.イ 1034-7. 

ニ 195-1.ニ 195-3. 

ハ 548-37.ハ 559-14 

イ 648-1.ハ 559-13. 

ロ 195.ハ 237-3.ハ 238.

ハ 238-1.イ 887-3. 

ハ 237-1.ハ 237-4. 

イ 588-2.イ 1021-8. 

ロ 201-2.ハ 388-2. 

ハ 387.ハ 383-1.ハ 386.

ニ 196-3.ニ 182. 

ハ 208-3.ハ 587-4 

ハ 558-15 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｊ－１ 

（若生） 

 

若生区域 

 

第 27 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

542 林班い 2 

543 林班い 2 

545 林班は 3 

559 林班い 8.は 13 

 

第 28 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

528 林班い 28.ろ 23 

549 林班い 4.ろ 9.は 4 

555 林班い 13.ろ 1.12 

558 林班ろ 32 

 

波佐 

イ 881.イ 1024.イ 1047.

イ 1052-2.イ 1053. 

イ 1053 内 1.イ 1056. 

イ 1358 内 1.イ 1022. 

イ 1025 番内第 1. 

イ 1350-2.イ 981-1. 

イ 1319-51. 

イ 1319-30. 

イ 1319-31. 

イ 1319-48 

イ 1042-2 

イ 1043-3 

 

  

 



 

 91

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｊ－２ 

（波佐） 

 

波佐区域 

 

第 23 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

516 林班ろ 26.34 

517 林班い 9.に 7 

518 林班ろ 13.15.は 17 

519 林班い 5.ろ 10 

520 林班い 6 

 

第 24 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

567 林班い 6.11 

568 林班い 9 

569 林班い 2.ろ 5.に 3 

 

第 25 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

515 林班は 18 

521 林班い 12.17.49 

ろ 25.36 

522 林班い 29 

525 林班は 3 

527 林班い 55.ろ 21 

531 林班い 25.ろ 4 

532 林班は 15 

534 林班い 19 

536 林班は 22 

537 林班ろ 20.は 8 

538 林班ろ 6 

539 林班ろ 33 

540 林班い 43.ろ 29.は 33 

561 林班ろ 10 

562 林班ろ 25.は 13 

563 林班に 36 

564 林班い 64.ろ 21.に 33.

ほ 13.45 

565 林班い 2 

 

①イ 367-1 を基点とし、

国道 186 号沿いに巾 30

ｍを、128 林班ろ 18 地点

までの区域 

 

②市道弋手原線、国道

186 号で囲まれた区域 

 

③新大橋から南側で、周

布川、長田川、市道常盤

橋線及び国道186号で結

び囲まれた区域 

 

④イ 270-3 の区域 

 

⑤波佐 

イ 583.イ 583-1.イ 584.

イ 27 内 1.イ 28 内 1. 

イ 622.イ 623 内 2. 

イ 623 内 3.イ 33.イ 35.

イ 30-1.イ 34.イ 32-1.

イ 31-1.イ 91 内 1. 

イ 91-3.イ 92-3. 

イ 259-1.イ 259-3. 

イ 264-1.イ 549-4. 

イ 365-1.イ 365-2. 

イ 367.イ 370-1.イ 405.

イ 385.イ 386-1. 

イ 389-2.イ 369. 

イ 382-1.イ 389-1. 

イ 403.イ 492.イ 492-3.

イ 108.イ 522-5. 

イ 565-2.イ 565-1. 

イ 519.イ 292-1. 

イ 293-1.イ 294-4. 

イ 295.イ 296-1. 

イ 297-1. イ 298-1. イ

441-3.4.5.ロ 52-2. 

ロ 55-2.イ 583 内 1. 

イ 98-1.イ 92 番内 5.イ

334-2.イ 836-2. 

イ 99-1.イ 467-3. 

イ 267-1. イ 267-2. イ

268-1.  
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｊ－２ 

（波佐） 

 

第 26 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

523 林班い 6 

522 林班ろ 37.41 

524 林班い 20.ろ 2 

525 林班い 9 

 

長田 

イ 361-6.イ 37-3. 

イ 504-1.イ 497. 

イ 507-1.イ 294-10. 

イ 341-3.イ 190-1. 

イ 457.ロ 290-6. 

ロ 191 内第 3. 

ロ 191 第 5. 

ロ 191 内第 2. 

ロ 191 内第 4. 

ロ 192 内第 2.ロ 196. 

ロ 189-1.ロ 200.ロ 205.

ロ 198.ロ 206-1. 

ロ 287-1.ロ 289. 

ロ 189-2.ロ 199 内第 5.

ロ 199 内第 3. 

ロ 191 内 1. 

ロ 199 内第 4.ロ 197. 

ロ 191.194 

長田 

ロ 290-7.ロ 190-1. 

ロ 290-3. 

ロ 195.ロ 194 内第 1. 

ロ 192-4.ロ 190-2 

波佐 

イ 463-7.イ 463-8. 

イ 1319-35.イ 1319-45.

イ 1319-44.イ 550-4. 

イ 441-1.イ 442-1. 

イ 446-9.イ 447-4. 

イ 598-1.イ 686-4. 

長田 

イ95-2.イ16-1.イ16-2.

イ 71-1.イ 306-9. 

ロ 103-4 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｋｊ－３ 

（小国） 

 

小国区域 

 

第 20 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

503 林班ろ 10.は 5 

504 林班い 12 

505 林班い 2 

507 林班は 12.53 

508 林班い 10.は 12 

509 林班い 10.に 5.22 

 

第 21 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

456 林班は 14 

497 林班い 19 

498 林班い 11.は 11 

500 林班い 9.ろ 7.は 18 

501 林班い 15 

502 林班い 8.22.は 7 

510 林班い 3.に 25 

512 林班ろ 27 

513 林班ろ 20.は 4.に 3 

514 林班い 11 

 

第 22 団地 

以下の林班番号を順次

結んだ地域の農地 

 

496 林班い 9.13.21. 

は 13.18 

 

小国 

イ 746.ハ 94.ハ 440-11.

イ 544.イ 544 内 1.イ

540-2.イ 545-1.ロ 36-2.

イ 319-2.ハ 89.ハ 386.

ハ 282.ハ 346-1. 

イ 184-5.ロ 195-1. 

ロ 194-1.ロ 36-4. 

ロ 36-3.ロ 196-1. 

ロ 196-3.ロ 196-8. 

ロ 200-2.ロ 200-3. 

イ 466-1. 

イ 192-2 の一部. 

ハ 226 内 3.イ 141 番続 1
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｍ－２ 

（重富） 

 

① 269林班○い12を基点に、

263 林班○は 30.265 林班○い

8.266 林班○い8.266 林班○ろ

15.266 林班○は20.268 林班

○い36.12.268 林班○ろ8 から

和田地区界を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

(1) 412 番地先から 261

番までの県道浜田作木

線を中心に左右20mの区

域 

 

(2) 260 番から 380 番ま

での市道下重富線右側

20m の区域 

 

(3) 851-4.662-3.601. 

635-2.564.637-1. 

637-2.472-1.475-2. 

473-3.68.76.104.108. 

67.591-2.280-1.238-6.

576.の地番の区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｍ－３ 

（本郷） 

 

① 264 林班○い40 を基点に、

279 林班○い 35.264 林班○ろ

14.264 林班○は30.261 林班

○い1.263 林班○は5 を基点と

結ぶ線に囲まれた区域の農

地 

 

② 263 林班○は30 を基点に、

263 林班○は15.8.261 林班○ろ

47.263 林班○ろ21.262 林班

○い29.256 林班○ろ39.262 林

班○ろ 32.46.66.262 林班○は

84 を基点と結ぶ線に囲ま

れた区域の農地 

 

③ 255 林班○い6 を基点に、

255 林班○い2.256 林班○い4. 

15.市道戸川線を通り 1078

番地宅.256 林班○は61.51. 

40.34.19.6 から八戸川左

岸を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の農地 

 

④ 253 林班○ろ13 を基点に、

254 林班○い12.17.18.254 林

班○ろ 26 から八戸川右岸を

基点と結ぶ線に囲まれた区

域の農地 

 

⑤ 257 林班○い9 を基点に、

257 林班○い11 から下戸川川

右岸が市道八戸線との交点

を市道八戸線沿いに基点と

結ぶ線に囲まれた区域の農

地 

 

⑥ 262 林班○は38 を基点に、

262 林班○は45.53.49.41.40

を基点と結ぶ線に囲まれた

区域の採草放牧地 

 

⑦ 262 林班○は42 を基点に、

262 林班○は68.56.37 を基点

と結ぶ線に囲まれた区域の

混牧林地 

 

(1) 387 番地先から 921

番 1 までの県道浜田作

木線を中心に左右 20m

の区域 

 

(2) 本郷停留所から 690

番までの県道田所国府

線を中心に左右 20m の

区域 

 

(3) 1085 番から 1297-3

番までの市道八戸線を

中心に左右 20m の区域 

 

(4) 563-1.1455.1037. 

1036-1.1865-1.555.20.

21.39.997.996.649. 

650.22.1028-1.1028-3.

58.254.1444.1448. 

1449.1945-11.11-1. 

1868-3.445.7.1214. 

94-2.503-1.17-2.18. 

41.19-1.708-1.1464. 

444.445.883.883-1. 

884.885-1.887-1. 

887-3.889.1030.1486. 

1487-1.1489-1.521-1. 

1239.1240.1241-3.289.

290-1.1276-1.1276-2. 

1432.524.1841.165. 

166.190.191.1430. 

1446.1447.1268-6. 

1262.1247.276-1.362. 

363.364.367.368. 

372-1.429.1668-1. 

1668-2.375.369.370. 

372-2.416.1667-2. 

1657-1.384-1.373.374.

377.378.381-1.381-4. 

381-5.382-2.382-3. 

371-1.379.379-3.380. 

381-2.381-3.383-2. 

384-2.384-7.300-6. の

地番の区域 

 

(5) 778 番の一部区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｍ－１ 

（和田） 

 

① 268 林班○ろ8 を基点に、

269 林班○い86.68.270 林班

○い26.271 林班○い19.101. 

16.270 林班○い12.272 林班

○い5.39.272 林班○は38.5. 

273林班○い61.46.19から県

道浜田作木線との交点を

県道浜田作木線沿いに基

点と結ぶ線に囲まれた区

域の農地 

 

② 273林班○い84を基点に、

274 林班○い94.55.275 林班

○ろ 36.9.278 林班○い 14.278

林班○ろ 35.2.6.279 林班○い

35.52.58.61.87.269 林班

○い61.264 林班○い40.269 林

班○い3.263林班○は30.269林

班○い 12 から重富地区界が

県道浜田作木線との交点

を県道浜田作木線沿いに

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

 

(1) 751 番地先から 1299

番 1までの県道浜田作木

線を中心に左右20mの区

域 

 

(2) 724 番地先から 152

番 1までの県道浜田作木

線を中心に左右20mの区

域 

 

(3) 290-2.287-2.559. 

561.560.554-2.555-1. 

603.609.610.610-3. 

1112-1.1113.1123-1. 

1125-2.1171-2.915. 

685.687.694-3.695-2. 

696.411-1.412-1. 

414-2.186.613.186-2. 

145.612.197.284-3. 

168-1.169-1.511.701. 

253.646-1.233-1. 

1219-2.1020.1031. 

1955-2.216-2.217. 

220-3.222.223.224. 

224-1.226-2.237. 

237-1.240-1.240-3. 

240-5.241-1.224-3. 

226-1.228-1.228-2. 

231.232-2.611-3. 

340-2.340-4.688.1164.

265.265-1.839.839-2. 

839-3.839-4.1859-3. 

353.285-2.834.835-1. 

1168.230-2.1404-2. 

611-2.1398-1. 

370-2.371-3.316-2. の

地番の区域 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｎ－１ 

（都川上） 

 

① 291 林班○ろ5 を基点に、

295 林班○い 27.295 林班○ろ

39.32.12.225 林班○い6.288

林班○い14.288 林班○ろ5.11. 

20.22.288林班○は10.289林

班○は4.290林班○い36.290林

班○ろ67.65.291 林班○い7 を

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

 

② 296林班○ろ39を基点に、

296 林班○ろ 34.287 林班○い

33.288林班○い32.24を基点

と結ぶ線に囲まれた区域

の農地 

 

③ 298林班○ろ14を基点に、

298 林班○い 14.297 林班○い

24.2.296 林班○ろ22.286 林

班○に28.286 林班○い60.25. 

2.285 林班○は7.286 林班○い

15.285 林班○は35.285 林班

○い13.284 林班○は50.35.12. 

40.284 林班○ろ31 から都川

上下地区界沿いに都川川

右岸を基点と結ぶ線に囲

まれた区域の農地 

 

④ 299林班○い11を基点に、

300 林班○は 23.301 林班○い

46.301林班○ろ1.302林班○い

60.16.302 林班○ろ73.64. 

24.302 林班○は28.30.69. 

303林班○い50から都川上下

地区界沿いに都川川左岸

を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の農地 

 

(1) 梅ノ木橋から799番

1 までの県道浜田八重可

部線を中心に左右20mの

区域 

 

(2) 918.919.920.920-1.

1559.1541.2646-7. 

2541-4.1344.1531-3. 

1351-4.1532.2543-5. 

2544-2.2544-5.1508. 

1512.1525.1526.116. 

115-1.115-2.1730. 

1739-3.1754.1755. 

1756-1.1757.1765. 

1765-1.1768.2694-1. 

2694-4.1774.1792. 

1795.1390.1598-1. 

2605-11.2604-9.1404. 

1404-1.1406-1.1406-2.

1410.1775.1776.1778. 

1812.1817.1820.1822. 

1506.2565-4.1738. 

1412.2611-6.2611-7. 

1495.1500.1501. 

2641-2.1507.596-2. 

606-1.1695.1697-2. 

957.1002-1.1153.1169.

1174.1754-1.125.142. 

149.147.2544-14.1134.

1139.1726-1.1743-2. 

1528.1531-1.1534. 

728-1.267.191.95. 

95-2.96.99.100.102. 

103.105.107.108.110. 

111.2269-1.2273-5. 

2255-11.175.176-2. 

1552-2.2255-7.990. 

991-1.991-3.922.1000.

1251.1116.1003. 

1004-1.1952.1976.64. 

66.2257-8.32.1822. 

1776.22.55-8.1.67.70.

71.72.73.78.22.58-2. 

2258-5.2258-1.2257-4.

2257-6.2257-2.2257.2.

232-1.1401-6.1401-7. 

1759.1746.1748.1752. 

726.726-1.411.413. 

2208-4.1807.2201-1. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｎ－１ 

（都川上） 

 

 

 

2199-1.2199-2.2209-1.

2226-2.1135-1.1138-1.

2543-1.2543-8.1145. 

2271-4.2271-6.1142-1.

1142-2.2542-2.1145-1.

1400.2035.1672-1. 

1672-2.1673.701. 

912-1.913-1.1273-1. 

1650-1.の地番の区域 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｎ－２ 

（都川下） 

 

① 282林班○ろ19を基点に、

283 林班○い 22.283 林班○ろ

46.283 林班○は 2.5.33.283

林班○に 11.26.18.10.2.283

林班○ほ74.41.39.19.2.6. 

284林班○い20.18.10.284林

班○ろ 31 から都川上下地区

界沿いに都川川右岸を基

点と結ぶ線に囲まれた区

域の農地 

 

② 都川川左岸と都川上下

地区界の交点を基点に、

303 林班○い50.37.14.4.303

林 班 ○ろ 30.303 林 班 ○は

20.28.304 林班○い35.27. 

13.21.304林班○ろ18.305林

班○い54.43.26.22.8 から都

川川左岸を基点と結ぶ線

に囲まれた区域の農地 

 

③ 320林班○い23を基点に、

市木地区界沿いに281林班

○い11.30.280 林班○い41.28. 

280 林班○ろ57.43.280 林班

○い16.280林班○ろ2.306林班

○ろ34.307 林班○ろ18.19.307

林班○に7 を基点と結ぶ線に

囲まれた区域の農地 

 

(1) 780 番 2 先から境橋

までの県道浜田八重可

部線を中心に左右20mの

区域 

 

(2) 2372-1.2375-2. 

2375-8.657.2187-8. 

2187-9.の地番の区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｏ－１ 

（来尾） 

 

① 317林班○ろ51を基点に、

大石谷川左岸沿いに、308

林 班 ○い 16.309 林 班 ○い

3.21.44.309 林班○ろ 3.309

林班○は 13.県道戸河内線沿

いに、309 林班○は18.310 林

班○い7.42.311 林班○は9.311

林班○ろ19.313 林班○い15. 

313 林班○ろ 21.314 林班○ろ

46.315林班○ろ36.14.317林

班○い39.15 を基点と結ぶ線

に囲まれた区域の農地 

 

② 319林班○ろ11を基点に、

市木地区界沿いに、319 林

班○い 3.7.来尾川左岸沿い

に、319 林班○い17.県道戸河

内線沿いに、336 林班○い

33.319 林班○い42 から来尾

川左岸沿いに、市木地区界

を通り、336 林班○ろ69.18.

市木地区界沿いに、市道十

通り線を通り、317 林班○ろ

2.318林班○い23.318林班○ろ

44.318 林班○は9.13.319 林

班○い38.24 を基点と結ぶ線

に囲まれた区域の農地 

 

(1) 170.171.761.772. 

226.229-2.938-1.376. 

549.550.551.552.555. 

556.556-1.704-1.706. 

708.713.713-1.715. 

716.704.925-2.807-10.

807-14.494.378.720. 

718.721.858-2.816-4. 

283-2.285.288.288-2. 

392.379.284.320.326. 

916-4.811-4.292.338. 

409.406.411.282.286. 

278.126-1 の地番の区域
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｏ－２ 

（市木） 

 

① 335林班○い28を基点に、

大石谷川右岸沿いに、308

林班○い 16.335 林班○い 22.9

を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の農地 

 

② 335林班○い49を基点に、

335 林班○い77.52 を基点と

結ぶ線に囲まれた区域の

農地 

 

③ 317林班○ろ51を基点に、

317 林班○ろ39.18 から来尾

地区界沿いに、336 林班○ろ

18.335 林班○い28 を基点と

結ぶ線に囲まれた区域の

農地 

 

④ 336林班○い33を基点に、

336林班○ろ5.69から来尾地

区界を通り、来尾川右岸を

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

⑤ 336 林班○い5 を基点に、

336 林班○い22.33.来尾地区

界を通り、319 林班○い17 か

ら来尾川右岸を基点と結

ぶ線に囲まれた区域の農

地 

 

⑥ 320林班○い23を基点に、

324 林班○い42.55.72.90. 

324 林班○ろ 88.71.100.333

林班○は4.337 林班○い29.337

林班○は2.336 林班○い1.来尾

川右岸沿いに、319 林班○い5

から来尾地区界を通り、

319林班○ろ7.281林班○い16.

都川地区界を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

(1) 境橋から 2270 番地

先までの県道浜田八重

可部線を中心に左右 20

ｍの区域 

 

(2) 3367.7795.7796-4.

7683-2.7684-1.7684-2.

7685.3265.3643. 

3643-1.3644.3310. 

3310-3.2743.3011. 

3063.3064.3073. 

3073-1.3081.3061. 

3062.3403.3403-1. 

3403-2.3404.3029. 

3047.7221-3.7221-4. 

3232.3258-2.3239. 

7501-4.3653.7930-1. 

7930-2.3092.3069. 

7407-3.2576.3666-2. 

3666-3.2660.7044-3. 

7050-2.2276.2283. 

6745.3309.3310-1. 

3310-2.2515.2974. 

3601.8007-3.7890-12. 

7890-16.7890-19. 

3067-1.2915-12. 

2419-1.2535.2378-2. 

2272-1.2369-1.2369-2.

2404-1.2419-1.2455-2.

2434-2.2560-1.2559-1.

2732.2739.2742.2616-2

の地番の区域 

 

(3) 2275-1番の一部の区

域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｏ－２ 

（市木） 

 

⑦ 324 林班○ろ 100 を基点

に、323 林班○い79.323 林班

○ろ77.323 林班○は31 から邑

南町界沿いに、325 林班○い

4.325 林班○ろ8.9.325 林班

○は 16.6.326 林班○い 23.326

林班○ろ 8.326 林班○は 2.331

林班○ろ28.331 林班○は41. 

31.24.7.332 林班○い3.13. 

27.38.20.337 林班○ろ14. 

337林班○は94.61.43.337林

班○い57.333林班○は4を基点

と結ぶ線に囲まれた区域

の農地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｋ－１ 

（八ツ木） 

 

① 228林班○ろ45を基点に、

227 林班○い 11.228 林班○い

15.228 林班○ろ41 を基点と

結ぶ線に囲まれた区域の

農地 

 

② 226林班○い23を基点に、

227 林班○い 3.228 林班○ろ

18.1.224林班○い63.54を基

点と結ぶ線に囲まれた区

域の農地 

 

(1) ロ 63-1.ロ 106-8. 

ロ 1-1.ロ 1-4.ロ 3-1. 

ロ 5.ロ 11-2.ロ 11-3. 

ロ 14 の地番の区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｋ－２ 

（坂本） 

 

① 222林班○ろ45を基点に、

222 林班○は 25.223 林班○ろ

24.229 林班○い14.229 林班

○ろ12.5.1.229 林班○は46. 

58.39.42.34.8.230 林班○い

6.230林班○ろ8.11.230林班

○い19.25.229 林班○は44.230

林班○ろ 12.27.231 林班○い

43.89.5.1.232 林班○い58. 

100.41.52.232 林班○ろ41. 

37.10.8.2.222 林班○い53. 

44.30.1 を基点と結ぶ線に

囲まれた区域の農地 

 

② 231林班○い21を基点に、

231 林班○い27.28.32.30.24

を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の採草放牧地 

 

(1) 県道浜田八重可部

線イ 829-1 からイ 204-2

の間県道中心に左右 20m

の区域 

 

(2) 県道浜田八重可部

線イ 90-1 からバイパス

道路沿いにイ113番まで

の片側 20m の区域 

 

(3) 上坂本停留所から

下坂本停留所までの県

道浜田八重可部線を中

心に左右 20m の区域 

 

(4) イ 280.281-1. 

イ 453.イ 8714-1. 

イ 867-1.イ 611. 

イ 610-2.イ 612-2. 

イ 614.イ 614-4. 

イ 627-1.イ 637. 

イ 607-1.イ 615.イ 616.

イ 618.イ 625.イ 627-2.

イ 628.イ 629-1.イ 733.

イ 735.イ 256.イ 253. 

イ 251-2.イ 252-3. 

イ 254.イ 466.イ 267-2.

イ 711-1.イ 705.イ 704.

イ 109.イ 109-2.イ 385

の地番区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｌ－２ 

（山ノ内） 

 

① 251林班○ろ52を基点に、

251 林班○い 31.235 林班○い

12.234 林班○ろ11.246 林班

○ろ 36.山ノ内梨園幹線道路

沿いに、233 林班○い38.244

林班○い2.244 林班○ろ36.245

林班○い 38.32.246 林班○ろ

18.248 林班○い18.249 林班

○い16.247 林班○い14.249 林

班○い 32.247 林班○い 45.250

林班○い17.246 林班○ろ31 を

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

 

② 251林班○ろ46を基点に、

251 林班○ろ30.23.21.31. 

28.40 を基点と結ぶ線に囲

まれた区域の採草放牧地 

 

③ 251林班○ろ46を基点に、

251 林班○ろ30.23.19.18. 

24.32.38.49 を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の混牧

林地 

 

(1) 1030.1034.1039. 

677.1019.1025.1087. 

1088.1086.651.652. 

968.970.1031.798. 

1617-2.1053.726.693. 

728.729.755.736. 

947-1.978-1.941.723. 

725.951-1.549.568. 

574-2.574-4.576.550. 

581.582.625.645-1. 

640.647.469.861-1. 

839.989.990.997.1017.

707.983.984-1.986-1. 

987-1.914.917 の地番の

区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｌ－１ 

（木田） 

 

① 240林班○い60を基点に、

今市地区界沿いに、274 林

班○い7.241林班○い30.205林

班○い9.丸原地区界沿いに、

241 林班○ろ59.54.238 林班

○は5.239林班○い39.240林班

○い1.7.239林班○い37.240林

班○い 14.239 林班○い 64.240

林班○い48.45 を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

② 239林班○ろ16を基点に、

241林班○ろ16.30.15.242林

班○い 41.243 林班○い 72.242

林班○い 19.18.242 林班○ろ

49.51.243林班○ろ50.242林

班○ろ15.233 林班○い45.59. 

233林班○ろ36から県道桜江

旭インター線沿いを基点

と結ぶ線に囲まれた区域

の農地 

 

③ 238 林班○は3 を基点に、

238 林班○は4.25.13.11.28. 

49.239 林班○い17.238 林班

○ろ19.22.32.39.44.40.53. 

238 林班○い 24.240 林班○い

12.238 林班○い39.237 林班

○ろ13.237 林班○は13.10.237

林 班 ○ろ 11.237 林 班 ○い

10.237林班○は16.28.237林

班○い8.15.236 林班○ろ4.236

林 班 ○い 3.21.25.26.23.16

から県道田所国府線沿い

を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の農地 

 

④ 233林班○ろ36を基点に、

233 林班○ろ5.51.48.234 林

班○い15.33.68.79.51.40. 

44.234林班○ろ22.10.246林

班○ろ5.234林班○ろ11.235林

班○い35.76 から県道田所国

府線沿いに、県道桜江旭イ

ンター線との交点沿いを

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

 

(1) 60番地先から下木田

停留所までの県道田所

国府線を中心左右20mの

区域 

 

(2) 954 番地先から 1037

番ノ先までの市道木田

線を中心に左側20mの区

域 

 

(3) 983.1123.829.756.

778.1496-1.1015.945. 

1418.341.341-1.341-2.

1923-2.1016.169. 

172-1.1369.1316. 

1239-1.934-1.934-2. 

819-1.819-2.1292. 

1588.1413.1413-1. 

1414.808.267-1.377. 

378.829-2.1193-1. 

1199-2.801.801-3.721.

724-1.729.720.728-3. 

1368-2.1370-1.1861. 

10-1.12-3.12-4.12-5. 

10-5.11.12-2.1537-1. 

1005-1.1005-2.1005-7.

1073-1.1006-1.1006-4.

1008-1.1008-3.295-10.

719.715-4.718-1.724. 

727.729-1.728-4. 

728-2.726-1.726-4. 

451-5.451-18.294-3. 

294-4.296.297.298-1. 

299.453-5.1479-1. 

1479-2.1479-3.1479-5.

1479-6 の地番の区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｌ－１ 

（木田） 

 

⑤ 233林班○い38を基点に、

233 林班○い 55.233 林班○ろ

29.234 林班○い15.33.68. 

79.32.12.234 林班○ろ14. 

10.246林班○ろ5.234林班○ろ

11.246 林班○ろ36 から山ノ

内梨園幹線道路沿いを基

点と結ぶ線に囲まれた区

域の農地 

 

⑥ 236 林班○い6 を基点に、

236 林班○い8.10.21.25.27. 

24.20.16 を基点と結ぶ線

に囲まれた区域の農業用

施設用地 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｋ－４ 

（丸原） 

 

① 211 林班○に4 を基点に、

211 林班○に 28.211 林班○は

2.21.211 林班○ろ21.210 林

班○は20.211林班○ろ1.210林

班○は30.210林班○ろ1.210林

班○い6.209 林班○は10.16. 

208 林班○は8.24.38.209 林

班○い32.208 林班○ろ40.14. 

16.35.36.30.11.2.208 林

班○い 31.26.22 から今市地

区界沿いに、加古屋川左岸

との交点を基点と結ぶ線

に囲まれた区域の農地 

 

② 金城町界と加古屋川右

岸の交点を基点に、206 林

班○い20.37.206 林班○ろ3. 

38.206林班○は30.32.203林

班○い39.207 林班○い19.27. 

207 林班○ろ25.22.207 林班

○は10.15 から、加古屋川右

岸と基点と結ぶ線に囲ま

れた区域の農地 

 

③ 201林班○ろ23を基点に、

201 林班○ろ 13.201 林班○い

15.201 林班○ろ46.35.41 を

基点と結ぶ線に囲まれた

区域の農地 

 

④ 202林班○い10を基点に、

202 林班○ろ36.38.202 林班

○は5.38.50.201 林班○い58. 

52.43.30.20.16.7.201 林

班○は24.13.3 を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

⑤ 203林班○は60を基点に、

203林班○い36.30.10.203林

班 ○ろ 57.52.203 林 班 ○は

41.47 を基点と結ぶ線に囲

まれた区域の農地 

 

⑥ 243林班○い89を基点に、

243 林班○い48.76.203 林班

○ろ33.20 を基点と結ぶ線に

囲まれた区域の農地 

 

(1) 1番地先より1217番

地先までの県道浜田八

重可部線を中心に左右

それぞれ 20m の区域 

 

(2) 1252-1 番地先より

1273 番地先までの市道

上城線を中心に左右そ

れぞれ 15m の区域 

 

(3) 

452.442-1.451-1.439. 

1397-4.1405-2.1411-1.

1411-2.302-1.207. 

273-1.1554-2.1554-7. 

336-2.332.1375.1376. 

1376-1.1080-4.1001. 

1359.1360.1373.1372. 

1331.1459.543.549-1. 

612-1.1633-3.554. 

1334-4.1361-1.1371. 

1371-2.554-1.586.585.

587-2.1665-1.1156. 

1158.1321.664-1. 

1109-1.1473-6.1113-1.

1322-2.481-2.481-3. 

482-2.483-3.497-4. 

499-1.499-2.500. 

500-1.500-2.1586-6. 

897.897-1.901-1. 

901-2.502.901.1021. 

1473-13.437-1.1038. 

1108.1473-13.437-1. 

1038.1108.1473-30. 

1039-1.1481-2.259. 

265-1.265-2.1217. 

503-1.444.392-1.441. 

448.498.1617-2.508. 

935.936.937.937-1. 

942.943.945-2.945-3. 

945-4.945-7.945-8. 

946.947.623.878-1. 

900.787.788.435-1. 

435-2.254-2.670. 

480-1.484-1.485. 

494-1.894-4.894-5. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｋ－４ 

（丸原） 

 

⑦ 205林班○い39を基点に、

205 林班○ろ 27.市道半蔵線

沿いに、205 林班○は 4.205

林班○い67.35 を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

⑧ 204林班○ろ59を基点に、

木田地区界沿いに、205 林

班 ○い 9.40.205 林 班 ○に

13.204 林班○い29.26.33. 

204林班○ろ22を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

896-1.283.1041.146-1.

156-1.160-1.161-2. 

161-1.161-3.205-1. 

208-1.275-2.282-1. 

278-1.280.279-1.281. 

276.268.207.276-1. 

300-1.1554-2.872-1. 

873-1.433-1.431. 

407-2.426.407.407-1. 

405.468.467.473-2. 

465-2.470-5.469. 

470-1.402.396.396-1. 

394.754-1.755.756-3. 

757.758-1.758-2. 

759-1.760-1.909-1. 

910-1.910-3.911-2. 

911-3.の地番の区域 

 

(4) 292-1.301-1.285-4.

283.271-1 の各一部区域

 

(5) 833-1 番の一部区域
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ａｋ－３ 

（今市） 

 

① 212 林班○ろ4 を基点に、

212 林班○ろ 85.213 林班○い

26.51.214林班○い23.214林

班○ろ14.214林班○は2.214林

班 ○に 14.44.215 林 班 ○い

49.6.216 林班○に82.55.37. 

28.6.3 を基点と結ぶ線に

囲まれた区域の農地 

 

② 885-3 番地を基点に、

690-1.676-3.666.657-1.6

61-2.217 林班○い 1.34.217

林班○ろ8.18.38.219 林班○い

28.14.219 林班○ろ52.30. 

13.10.220 林班○い85.52. 

220 林班○ろ10.11.966-1 番

地.972-5 番地.975-1 番地

を基点と結ぶ線に囲まれ

た区域の農地 

 

③ 208林班○い22を基点に、

丸原地区界沿いに、加古屋

川左岸を通り、221 林班○ろ

6.17.市道小畑線と県道浜

田八重可部線との交点を

県道浜田八重可部線沿い

に、市道浄念寺線を通り、

221 林班○い30.28.5.221 林

班 ○ろ 34.27.208 林 班 ○ろ

30.221林班○ろ9.208林班○い

29.36 を基点と結ぶ線に囲

まれた区域の農地 

 

④ 278 林班○い1 を基点に、

278 林班○い 14.275 林班○ろ

9.36.274 林班○い55.274 林

班○ろ 33.14.4.丸原地区界

沿いに、205 林班○ろ27.274

林班○い 15.7 を基点と結ぶ

線に囲まれた区域の農地 

 

(1) 1146-14.から 

1145-2.1150-1.1151-3.

1155-3.1155-4.1156-1.

1157.1158-3.1160-2. 

1161-11.1164-1. 

1165-3.1168.1169-12. 

1169-13.1170-5. 

1170-1.1169-10. 

1169-8.71-2.73-2. 

75-1.75-2.75-4.392-2.

393-2.392-1.248.816. 

1295-1.20-1.20-2.21. 

845.755.766.381-2. 

1169-33.122-2.814. 

763.1131-6.794-5. 

968-1 の地番の区域 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－１ 

（長安本郷） 

 

長安本郷 

645 林班ほ 2 と接する長安

川を起点とし、674 林班は

1.645 林班ほ 3.646 林班い

15.ろ 3.646 林班は 43.に 5

に接する農道線.8.674 林

班い 8.634 林班小角い 32

に接する主要地方道弥栄

旭インター線を北上して

645 林班ほ 2 に接する長安

川を結んだ線に囲まれた

農地 

 

県道黒沢安城浜田線と

市道長安小角線分岐点

より長安川に沿って上

り市道安城保育園線、市

道稲代線を南進し県道

長安野坂線市道長安本

郷線に囲まれた区域

3-1.3-2.3-3.4-1.5. 

742-1.392-1.393-1. 

629-1.206-1.209-2. 

247.260.722-4.17-1. 

413-1.414-1.415-1. 

469-1.469-11.471-2. 

426-3.612.549-1. 

550 内 1.550-2.550-4. 

551-2.552.554.555-1.5

83-2.211-1.212-1. 

219.220-1.221.221-1. 

222.246-1.249-1. 

252-1.254-1.255. 

256-1.257.269-1. 

269-3.446-3.546-1. 

386-1.393-1.394.395. 

396.397.398-1.399-1. 

400-1.487-6.488-1. 

575-2.575-3.576. 

577-1.579-1.579-3. 

580-1.292.322-1. 

323-1.333-1.335-4. 

388-1.154-1.533. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－２ 

（三里） 

 

Ⅰ横谷 

660 林班は 5 を起点とし、

659 林班ろ 7.658 林班ろ

22.657林班は5.654林班い

27.653 林班は 21.656 林班

ろ 3.12.い 9.660 林班は 5

を結んだ線に囲まれた農地

 

Ⅱ小角 

647 林班い 14 を起点とし、

648 林班ろ 12.は 35.651 林

班ろ 2.652 林班い 6.652 林

班に 23.655 林班ほ 19.669

林 班 ほ 30.661 林 班 ろ

13.669 林班ほ 20.647 林班

い 14 を結んだ線に囲まれ

た農地 

 

イ 256.イ 337-15. 

イ 338-4.イ 341-3. 

イ 342-12.イ 342-13. 

イ 343-9.イ 246.ハ 77. 

ハ 78-1.ハ 78-2. 

ハ 78-3.ハ 79.ハ 80-1. 

ハ 81.ハ 82-1.ハ 82-2. 

ハ 83.ハ 84-1.ハ 84-2. 

ハ 80-2.ハ 86-2. 

ハ 206-3.ハ 206-10. 

ハ 214.ハ 214-1.ハ 216 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－３ 

（程原） 

 

程原 1 

669 林班ろ 12 を起点とし、

い 20.665 林班は 11.い

3.664林班は25.664林班ろ

33.い26.663林班い17.661

林班ろ 19.669 林班ほ 20.

ろ 12 を結んだ線に囲まれ

た農地 

 

程原 2 

669 林班ろ 1 を起点とし、

11.12.670林班い70を結ん

だ線に囲まれた農地 

 

398-2.399.601.602. 

910-2.912.686.692. 

693.687-1.627.628. 

628-1.628-2.629. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－４ 

（大坪） 

 

大坪 

646 林班に 5 に接する農道

小角線を起点とし、8.671

林班に2.は5に接する市道

大坪稲代線.672 林班い

36.671 林班ろ 3.い 15.38. 

670 林班に 46.は 35.ろ 27.

い 62.39に接する農道小角

線に囲まれた農地 

 

416.418.421.421-3. 

421-4.423.422-1. 

423-1.425.425-1.424. 

434.435.435-1.435-2. 

436.436-2.438.438-1. 

439.439-1.440.443. 

444.441.764-2.419.72.

146-2.147-2.147-3. 

794-4.797-6.577. 

577-1.588.589.596. 

600-1.814-1.382-1. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－５ 

（稲代） 

 

稲代 

672 林班は 5 を起点とし、

47.671林班ろ3.673林班い

36.671林班は5に接する市

道大坪稲代線.671 林班に

2.646 林班に 8.674 林班い

8.634林班は50.672林班は

5に囲まれた農地 

 

224-1.342-2.344-1. 

344-2.254-1.263. 

103-1.103-2.68-1. 

177-1.373.48-2 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－６ 

（高内） 

 

高内 

Ⅰ日高 

683 林班ろ 32 と 20 に接す

る主要地方道弥栄旭イン

ター線を起点とし、643 林

班ろ3に接する主要地方道

主要地方道弥栄旭インタ

ー線.642 林班は 8.13.641

林班ろ 48.51.642 林班い

2.4.ろ9.い24と25の境界

に接する主要地方道弥栄

旭インター線.643 林班は

34 に接する主要地方道弥

栄旭インター線.643 林班

は 1.44.644 林班ろ 12.643

林班ろ 32.683 林班ろ 32と

20 の境界に接する主要地

方道弥栄旭インター線に

囲まれた農地 

 

Ⅱ西河内 

638林班は17に接する主要

地方道弥栄旭インター線

を起点とし、638 林班は

15.639 林班い 21.638 林班

い 25.639 林班は 14.640 林

班い 3.43.62. 

642 林班い 2 に接する県道

黒沢安城浜田線.642 林班

い 4.642 林班ろ 9.24 と 25

の境界に接する主要地方

道弥栄旭インター線と 638

林班は 17 に接する主要地

方道弥栄旭インター線に

囲まれた農地 

 

ロ 162-2.イ 329-1. 

イ 329-2.ロ 289-1. 

ロ 288-8.ロ 288-1. 

ロ58-1.ロ10-2.ロ56-1.

ロ57.イ155-1.イ139-1.

イ 135.イ 134-甲. 

イ 134-2.イ 134-1. 

イ 329.イ 269-2. 

イ 269-5. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－７ 

（門田） 

 

門田 

Ⅰ門田 

645 林班ほ 2 と接する長安

川を起点とし、645 林班ほ

1.13.646 林班い 15.645 林

班い 40.は 7.644 林班ろ

12.643林班は44.1.34に接

する主要地方道弥栄旭イ

ンター線.645林班ほ2に接

する長安川に囲まれた農

地 

 

Ⅱ青尾 

695林班ろ35に接する主要

地方道弥栄旭インター線

を起点とし、695 林班ろ

27.14.い 8.12 に接する主

要地方道弥栄旭インター

線に囲まれた農地 

 

491-甲.742-1.742-6. 

774-2.775-2.783-2. 

224-3.588-1.589-1 

  

 



 

 118

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－８ 

（小坂） 

 

小坂 

Ⅰ小坂 

642 林班い 2 に接する県道

黒沢安城浜田線を起点と

し、 640 林班い 62. い

43.18.688 林班ろ 16.い

34.641林班い4.683林班ろ

32 と 27 に接する主要地方

道弥栄旭インター線.643

林班ろ3に接する主要地方

道弥栄旭インター線.642

林班は 8.13.641 林班ろ

48.51.642 林班い 2 に接す

る主要地方道弥栄旭イン

ター線に囲まれた農地 

 

Ⅱ畑 

688 林班い 11 を起点とし、

687 林班い 10.685 林班は

69.い 7.684 林班ろ 12.686

林班ろ9.688林班い25.688

林班い 11 を結んだ線に囲

まれた農地 

 

695林班ろ35に接する主要

地方道弥栄旭インター線

を起点とし、27.14.695 林

班い 8.12 に接する主要地

方道弥栄旭インター線に

囲まれた農地 

 

301-2.948-2.1160-2. 

611.615-1.616.617-1. 

122-1（一部）.292-5. 

726.725.724.723-2. 

723-1.190-1.250-1. 

335-2 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｐ－９ 

（栃木） 

 

栃木 

Ⅰ栃木 

634 林班は 55 を起点とし、

634 林班は 50.674 林班い

8.634林班い32と接する主

要地方道弥栄旭インター

線.638 林班は 17.639 林班

い 21.638 林班い 25.639 林

班は 14.637 林班に 2.は 3.

ろ 22.636 林班ろ 10.635 林

班ろ 28.い 17.634 林班は

55 を結んだ線に囲まれた

農地 

 

Ⅱ山賀 

690 林班ろ 34 を起点とし、

い 21.689 林班い 6.690 林

班に 15.3.は 2.ろ 34 を結

んだ線に囲まれた農地 

 

694 林班は 10 を起点とし、

15.ろ 8.い 37.25.21.は 10

を結んだ線に囲まれた農

地 

 

693 林班い 5 を起点とし、

16.692 林班は 36.693 林班

い4.5を結んだ線に囲まれ

た農地 

 

127-7.965-2.987-2. 

987-12.987-13.967-21.

887-3.888-5.1106-2. 

1102-28.1130-17. 

1130-18.389-4.390-2. 

390-3.6-2.16.17. 

274-5.274-6.573.160-1

576-1. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｑ－１ 

（木都賀） 

 

木都 

賀Ⅰ木都賀 

633 林班ろ 29 を起点とし、

632林班に 60.ろ 53.624 林

班 ろ 21.6.623 林 班 は

10.607 林班は 15.607 林班

ろ 1.606林班は 4.605林班

ろ 15.604 林班い 5.601 林

班ろ 26と 30に接する農道

木都賀線.16.633林班ろ29

を結んだ線に囲まれた農

地 

 

623 林班ろ 2 を起点とし、

い 18.622 林班い 6.い

13.628 林班い 39.627 林班

ろ53.628.ろ15.626林班い

23.623林班ろ2を結んだ線

に囲まれた農地 

 

Ⅱ小熊 

629 林班ろ 9 を起点とし、

628 林班ろ 15.627 林班ろ

53.628 林班い 39.629 林班

い 6.ろ 27.9 を結んだ線に

囲まれた農地 

 

610 林班ろ 9 を起点とし、

22.い 20.4.609 林班い 40

と 610林班ろ 9を結んだ線

に囲まれた農地 

 

Ⅲ熊の山 

619 林班に 6 を起点とし、

621 林班い 12.は 13.ろ

17.617林班に29.20.618林

班い 16.619 林班に 6 を結

んだ線に囲まれた農地 

 

イ 305-1.イ 306-1. 

イ 2074-2.イ 2074-1. 

イ 2062-2.イ 2062-1. 

イ 2036-1.イ 1611-1. 

イ 1609-1.イ 1609. 

イ 1608.イ 1604. 

イ 1602-1.イ 1589-1. 

イ 1588-2.イ 1588. 

イ 617.イ 617-1.イ 621.

ロ 195-2.ロ 199. 

ロ 199-2.ロ 202-2. 

ロ 202-3.ロ 202-4. 

ロ 202-5.ロ 202-6. 

ロ 202-7.ロ 373-4. 

ロ 366-1.イ 1756-1. 

イ 1756 イ 1738-1. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｑ－１ 

（木都賀） 

  

イ 1763-1.イ 1744. 

イ 1757-1.イ 1753. 

イ 1738.イ 1762. 

イ 2112-1.イ 1747. 

イ 1757-2.イ 1734-3. 

イ 1761.イ 1756-1. 

イ 1744.イ 2113-2. 

イ 1764.イ 1763. 

イ 1738-1.イ 1745. 

イ 1750-2.イ 1769. 

イ1760.イ1730.イ1746.

イ 1740-1.イ 1748. 

イ1765.イ1760.イ1741.

イ 1740-2.イ 1752. 

イ 1763-1.イ 1734-3. 

イ1742.イ1739.イ1530.

イ 1748.イ 2114-1. 

イ 1757.イ 1750. 

イ 1768-1.イ 1765. 

イ 821.イ 821-1. 

イ 823-2.イ 823-3. 

イ 824-2.イ 824-4. 

イ 826-1.イ 826-2. 

イ 826-3.イ 2692-1. 

イ 1096-1.イ 1096-4. 

イ 1106-1.イ 1106-2. 

イ 1107.イ 1109-1. 

イ1115-1.イ210.イ221.

ロ 280.イ 631-3.イ 995.

イ 419-1.イ 775-1. 

イ 779-1.イ 145-2. 

ロ 97-6.イ 1159. 

イ 1159-1.イ 1558. 

イ 1558-1.イ 1627. 

イ 1627-2.イ 1627-3. 

イ 1664.イ 1664-1. 

イ 1556-3.イ 1557. 

イ 1559-1.イ 1627-1. 

イ 1619.イ 1621. 

イ 1621-1.イ 1622. 

イ 1623.イ 2073-1. 

イ 2073-2.イ 2073-3. 

イ 2073-4.イ 1628. 

イ 542-2.ロ 45-3. 

ロ 170-1.イ 1999-3. 

イ 2005-2.イ 1278-3. 

イ 1978-2.イ 713 内 2. 

イ 739.イ 264-1. 

イ 493-2. イ 493-4. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｑ－１ 

（木都賀） 

  

イ 493-5.イ 492-11. 

ロ 375-2.ロ 382. 

ロ 163-1.ロ 163-3. 

イ 418-1.イ 1556-3. 

イ 540-5.ロ 336-1. 

イ 903-6.ロ 282-3. 

ロ 191.イ 540-1.イ 208.

イ 905.イ 905-1. 

イ 906-1.イ 906-2. 

ロ 276.ロ 280-1. 

ロ 280-4.ロ 281-1. 

ロ 281-2.ロ 281-3. 

ロ 283-2.ロ 332-1. 

ロ 333-1.イ 522-4. 

イ 523-1.イ 524-3. 

イ 525-1.イ 526-1. 

イ 527.イ 530-1. 

イ 531-1.イ 532.イ 533.

イ 534.イ 535-1.イ 536.

イ 537-1.イ 538. 

イ 539-1.イ 540-1. 

イ 540-2.イ 540-9. 

イ540-10.イ542.イ644.

イ 843-3.ロ 210. 

イ 811-2.イ 811-4. 

イ 811-5.イ 813. 

イ 814-1.イ 815-1. 

イ 815-3.イ 816. 

イ 817-1.イ 818-2. 

イ 819-1.イ 822-1. 

イ 827-1.イ 833-2. 

イ 834-1.イ 835-3. 

イ 837-1.イ 838-1. 

イ 838-3.イ 521-2. 

イ 522-1.イ 522-2. 

イ 524-1.イ 540-3. 

イ 540-4.イ 1556-3. 

イ 540-5.ロ 336-1. 

イ 903-6（一部）. 

ロ 282-3（一部）.ロ 191.

イ 540-1. 

イ 592-4（一部）. 

イ 463-3.ロ 268-2. 

イ 921-7. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｑ－２ 

（野坂） 

 

野坂 

602 林班ほ 25 を起点とし、

に 51.601 林班ほ 34.は 33.

ろ.26と30の境界に接する

農道木都賀線.604 林班い

5.603 林班は 28.ろ 6.い

14.602 林班ほ 25 を結んだ

線に囲まれた農地 

 

510-1.41-3.466-3 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｙｑ－３ 

（田野原） 

 

田野原 

Ⅰ下田野原 

612 林班ろ 11 を起点とし、

613 林班い 14.617 林班い

3.19.614林班ろ64.53.611

林班ろ37.52.612林班ろ11

を結んだ線に囲まれた農

地 

 

Ⅱ上田野原 

617 林班い 19 を起点とし、

79.616林班は32.18.615林

班 に 15.614 林 班 ろ

53.64.617林班い19を結ん

だ線に囲まれた農地 

 

397.397-1.606.601. 

611.618.619.503.504. 

505-1.2-2.5-2.503-1. 

506.506-1.606-2.510. 

510-1.501.501-1. 

501-2.501-3.501-4. 

507.508.508-1.40-5. 

41-3.40-4.469-1.471. 

471-1.471-2.476-2. 

476 続 1.476続 2.448-2.

488-1.488 続 2.489. 

490-2.491.492-2.494. 

494-1.495-1.874-5. 

876-6.879-3. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

 

岡見の現況農用地 

 

①776林班い39に接する浜

田・益田市界を基点とし、

776 林班ろ 32、772 林班ろ

19、773 林班い 52、771 林

班ろ 21、771 林班ろ 35 に

接する浜田・益田市界を結

んだ直線と浜田・益田市界

で囲まれた区域の農地 

 

②773林班い50に接する国

道 9 号線を基点とし、773

林班ろ 16、773 林班い 1と

接する国道９号線を結ん

だ直線と国道9号に囲まれ

た区域の農地 

 

③770 林班に 2 と接する県

道益田種三隅線を基点に

771林班い29と接する国道

9 号線を直線で結び、国道

9 号線と県道益田種三隅線

で囲まれた区域の農地 

 

④776 林班い 4 に接する岡

見川右岸を基点とし、776

林班い 22、776 林班い 24

に接する岡見川右岸を結

んだ直線と岡見川に囲ま

れた区域の農地 

 

⑤770林班に15に接する県

道益田種三隅線を基点と

し、767 林班は 6、767 林班

は 32、767 林班に 23、768

林班い 39、769 林班に 11、

770 林班ろ 33、770 林班に

28 と基点を結んだ直線に

囲まれた区域の農地 

 

⑥767 林班ろ 12 を基点と

し、767 林班ろ 4、767 林班

ろ 33、767 林班に 2、767

林班は 30、767 林班は 11、

767 林班は 8 と基点を結ん

だ直線に囲まれた区域の

農地 

 

1091.1092.1048.782. 

947.1916.1451.1455. 

1487.1488.4967-1. 

3506.3507.1465.1466.

1467.1516.1478.1408.

1132.868.1193.1037. 

1291.1165.1164.1121.

1122.1122 の内の 1. 

181.426.425.1539. 

1540.361.447 の 1. 

448 の 1.605.604.450. 

2012 の 3.440 の 3. 

440 の 6. 

  

 



 

 126

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

 

⑦765林班は45に接する国

道 9 号線を基点に 765 林班

は 22、765 林班は 10、765

林班は 12 と接する国道 9

号線を結んだ直線と国道 9

号線に囲まれた区域の農地

 

⑧768 林班ろ 27 を基点と

し、769 林班い 24 と接する

岡見川左岸、769 林班い 9、

769林班に37と基点を結ん

だ直線に囲まれた区域の農

地 

 

⑨775林班い16に接するJR

山陰本線を基点とし、775

林班い 33、775 林班は 33、

776林班い 4に接するJR山

陰本線を結んだ直線と JR

山陰本線で囲まれた区域の

農地 

 

⑩744 林班ほ 12 を基点と

し、774 林班ほ 24、774 林

班ろ 4、774 林班は 4と基点

を結んだ直線で囲まれた区

域の農地 

 

⑪岡見郷高杭橋左岸を基点

に 764 林班は 23、773 林班

ほ 35 の県道益田種三隅線

の交点を直線で結び県道益

田種三隅線、市道岡見川堤

防線に囲まれた区域の農地

 

⑫764林班い42に接する市

道松原岡見郷線を基点に

764 林班ろ 35、765 林班い

32、765 林班い 48 に接する

市道高杭寺戸線を結んだ直

線と市道高杭寺戸線、市道

松原岡見郷線に囲まれた区

域の農地 

 

440 の 1.440 の 4. 

2012 の 4.1256.1257. 

3175 の 5.578.4229. 

3374.3247.4223. 

4223-1.4466.4420. 

3220.3221.1807-1. 

2867.2061.1001.2758. 

2719.2493.2495. 

2635-1.3103.3104-1. 

3105-1.2051-1.2052. 

2424.3528.4359.3529. 

3063-4.3064.3077.7-1.

1003.3564-1.3531. 

2425.2601.2602.2815. 

2823-1.2829.2831-1. 

4229-1.3687.3780. 

4314.4249.329.407. 

2885.2886.2889.444-2.

1108.3444.3654-3. 

3529-1.4312.3320. 

3321.3852.3851 内 1. 

2047.2047-2.2047-3. 

2082.2830.2831.2836. 

389.390.387.388.4171.

3414.3415.3287.3288. 

4416.4415.367.368. 

369.370.2876.3660. 

3661 内 1.4172.4305. 

352.353.365.3455. 

3454.3447.3446.3449. 

3448.3392.3392 内 1. 

3394.3395 内 1.3418. 

3395.2822.2823. 

2815 内 1.152.153.425.

426.742.743.774. 

7 内 1.3654-3.3299. 

3303.3313.3303 内 2. 

877-1.3314 内 1. 

3147-1.4035.4036. 

4004.4007.4000. 

5827 内 1.629-1.630-3.

2171-1.2167-2.2166. 

2520 内 1.2855.2424-1.

2856.4583-3.4584-2. 

444-1.2760.4187.4220.

4308.150.2839.2840. 

328-1.327-2.2060. 

2761.2762.2763.3274. 

3277.3278.3063-4. 

2081.2081-1.2085. 

2056.2057.2058.2059. 

3298.3301.3290.3292. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

 

 

 

1607.1608.1609.1618. 

2071.2072.2863.2864. 

2865.2866.2868.2869. 

2869 内 1.2870.1557. 

1558.1599.5086 内 1. 

1746.1754.1801-1. 

1798.2062.2063.2066. 

1342-1.2521.1511. 

1512.1513.2565-2. 

2047-5.2047-6.2497. 

325-1.326-1.315. 

314-1.306-6.311-1. 

312-1.313-1.320-1. 

319 内 1.324内 1.318-1.

309-1.306-2.543-1. 

544-1.316-1.4196. 

4198.4216.3610.3611. 

3612.3619.3608. 

5602 内第 1.2853.2854.

2857.2858.2859.3493. 

3494.3471.3473.3475. 

3522.3523.344-2. 

4723-5.3074.3075-1. 

2871.2872.2873.2874. 

2875.3337.3990.4054. 

4218.4220.4814-1. 

2249-3.2051-4.2051-5.

3176.159 内 1.159 内 3.

2928-2.2047-9. 

2047-10.2046-3. 

2047-1.629-5.630-2. 

631-2.2051-6.2047-7. 

3194-1.4527.4564-1. 

4528.4511.4512.4513. 

4496.4451.4189.4197. 

3290.3296.3298.3300. 

3301.3292.3170-1. 

3393.3435.3436-1. 

2565-3.3248.3990. 

3186-1.327-2.328-1. 

4310.4250.362.360. 

349.348.4740.347-3. 

363.351.361.350. 

350 内 1.4742.358.357.

359.542内 2.354.580-1.

581-1.3184-1.3172-3. 

339.340.341.2898. 

2899.2900.339 内 1. 

2969.3142-4.3150-1. 

3152-1.3468.3469. 

3456.3472.3504.3794. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

  

3796.116-2.2051-7. 

2736-1.2740.2742-1. 

2737-3.2737.2735-1. 

3150-6.3464-1.3464-4.

3501-1.3502.3503-1. 

3506-1.1517.1571 内 1.

1508.4922 内 1.1507. 

1670-2.1792-3.1797-1.

1870-5.1679-2.1680-2.

4893.1660.1661.1662. 

1664 内 1.1669.1717-1.

1592-2.1837.1664-2. 

1670-1.1805.1809. 

1636-1.1710.1838-1. 

1869-4.1870-6.1871-5.

1812.1815.1830-1. 

1838-2.1833.1834. 

1861.1610.1614.1615. 

1724-1.1723.1724-2. 

1616.1581-2.1826. 

1859.1842.1874-2. 

1875-1.1730-2.1827. 

1828.1828 内 1.1825. 

1835.1836.1623.1831. 

1611.1612.1665-2. 

1666-2.1617.1845-3. 

1867-1.1868-2.1816-2.

1846-1.1633-1.1636-3.

1673.1822.1832.1725. 

1726.4906.4911. 

1601-1.1601-5. 

1664 内 2.1600-2. 

1601-2.1601-4.1817. 

1845-4.1867 内 1. 

1868-1.5079 内 1. 

1850-1.1729.1729-2. 

1794-1.1795-1.1795-2.

1845-2.1860-1.1572. 

1792-1.1589.1590. 

1593.1604. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

  

1605.1606.1592-1. 

1641.1642.1619. 

1839-1.1840-1.1626. 

1624.1785-6.1787-4. 

1787-3.1594.1620. 

1621.1711-1.1711-2. 

1712-3.1713-1.1788. 

1789-2.1791.1810. 

1830-2.1637.1638. 

1639.1640.1720-1. 

1720-2.1721.1727. 

1728.1806.1813. 

1863-1.1864-1.1865. 

1866-1.1845 内 1. 

1851-1.5073-4.1714-2.

1715-2.1716-1.1722. 

1789-1.1849.1869-3. 

1586.1843.1803. 

1804-1.1627.1628. 

1629-1.1856-1.1857. 

5068.1790.1634-1. 

1821-2.1823.1824-1. 

1672.1674.1674 内 1. 

1675.1847.1556-3. 

1681-3.1707-2.4891-4.

4891-5.4891-3.4892. 

1595.1613.1631-1. 

1631-4.1787 内 1.1671.

1676.1708.1709.1814. 

1667.1668.1796-1. 

1829.1802-1.1862-1. 

1841.1844.1453.1502. 

1368.1400 内 1.1436. 

1438.1461.1463-3. 

1475.1489.1514. 

1530-2.1531.1534-4. 

1534-2.4924.4925. 

4925 内 1.1430.1517-2.

1347.1365.1347 続 1. 

1366.1379-1.1441. 

1443.1478-1.1492. 

1433.1464-4.1498. 

1350-1.1448.1480. 

1481.1528-2.1476. 

1500.1432.1444. 

1348-1.1381-1. 

5040 内 1.1382-1. 

1360-1.1447.1458. 

1493.1496.1470.1471. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

 1520-2.1478-2.1371. 

1372.1392.1460. 

1479-1.1503.1349-1. 

1367.1370.1375-1. 

1376-1.1441 内 1.1446.

1483.1449.1459-1. 

1449 内 1.1468-3.1486.

1505.1409.1409 内 1. 

1437.1473.1474.1477. 

1477 内 1.1445.1484. 

1485.1520-3.1525-2. 

1435.1440.1454.1501. 

1469-1.1469-7.1491. 

1495.1439.1442. 

1518-2.1373-1.1374. 

1431.1504.1346.1499. 

1361-1.1559.4907. 

4908.4912.4914.4915. 

4916.1634-2.1635-1. 

1582.1596.1598-1. 

1598-2.1643.1644. 

4921 内 1.4921 内 2. 

1659-2.1583.1584. 

1585.4905 内 1.1576. 

4917-2.1562.1563. 

4910.1490.1509.1510. 

1564.1565.1566.1567. 

1568.1580-2.1532-2. 

1569.1570.1799-4. 

1820-1.1830.1848. 

1854-1.1587.1677. 

1591.1793-1.1808. 

1819-1.1657-2.1811. 

1663.1597.1588. 

1600-1.1601-3.1602-1.

1602-2.1622.1630-1. 

1630-2.1718.1876-2. 

1876-3.1434-2.1362-1.

1363-1.1364-1.1450. 

1457-1.1462.1625. 

1719.1807.1573.1482. 

1515.1515-1.4927. 

1533-2.4918-2.1519. 

1816 内 1.1858.1753-2.

1755-2.1755-3.603-4. 

1780-3.4721-6.1758-2.

1781-1.1783-4.1738-4.

1758-1.5088-4.5088-3.

1738-3.1745-2.1752-2.

1752-3.1748-2.1785-7.

1787-2.1883-1.1884-2.

1875-2. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

  

4750-2.371-3.371-6. 

379-2.4785-6.1750-2. 

1748-3.1748-4.4821-2.

1881-9.1786.1794-3. 

1801-2.1851-2.5073-5.

1850-2.5073-2.1853. 

1839-2.1840-2.1862-2.

1867-2.1800.1804-2. 

1864-2.1866-2.1863-2.

1860-2.1856-2.1856-3.

4741 内 1.4739-2. 

4738-2.4737-2.4737-3.

4736-2.4735-3.4735-4.

609-2.1756.1759-2. 

1760-1.1700-2.1701-2.

4822-3.4885-2.1704-2.

4887-2.4887-3.4885-3.

4887-6.1702-2.1703-2.

4818-2.1742-2.1852. 

1854-2.1738 続 1. 

1739-2.1799-2. 

1799 内 1.371-5.372-3.

4741-2.4741-3.335-4. 

343-1.342-1.1876-4. 

1846-2.1749-2.1757. 

1087-2.1094-4.1090-4.

1090-2.1093-2.1093-4.

1144-2.1099.1099-1. 

1100-3.1101-2.1153. 

1152-2.1142-2.1143-2.

1150-4.1004-2.1151-5.

1005-2.1006-2.926-2. 

930-4.1420-2.959-3. 

963-3.1423-2.1428. 

1556-2.1647-2.1581-3.

1645-3.1654-2.1656-2.

1681-2.1731-2.1733-2.

1775-3.1775 内 1. 

1939-4.1773-2.1780-1.

1761.1762-2.1764-2. 

5083-1.1779-6.1781-2.

1759-3.1760-2.638-5. 

768-2.1428-4.579. 

932-4.4072.4073.4079.

1552-3.3792.641-3. 

3793-1.3155-2.693-5. 

694-.1.695-1.694-2. 

1770-1.1770-2.1770-3.

2286-1.2045-2.2046-4.
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

  

2047-7.2711-2.2775-3.

3154-1.2593-5.2610-1.

319-1.2287.2288. 

2742-2.2419.2148-2. 

2151 内 1.2151.2181. 

2153 内 1.2152.2168-1.

2169-1.2171-1.2171-2.

2165.2164-1.2163-1. 

2174.2175-1.2176. 

2177-2.2091-1.2090-1.

2088-2.3173-3.2641. 

2565-1.2889.2890. 

548-1.163 内 1.561. 

3444.3644-7.560-3. 

560-4.560-5.572-1. 

573-1.574-1.3031-1. 

3032.2553-9.2051-1. 

1389-1.1389-3.1390-2.

1390-3.1390-4.637. 

2523.541-1.542.546-1.

545-1.571.840-1. 

5172-10.5172-8. 

5171-3.5169-1.5169-4.

5167-1.2203-1.2203-3.

5198-2.2253.2254. 

2275.2276.2252. 

5184-3.5184-2.5199-1.

5149-4.5149-6.5149-1.

2177-1.2177-2.2178. 

2179.5163-4.1881-1. 

1881-5.1893-2.1893-3.

1893-10.1893-11. 

1893-12.1893-13. 

1893-14.1894-1. 

1894-2.1894-3.1777-2.

1777-3.1777-7.1773-1.

1775-2.1772.2103. 

2104-1.2125.2132. 

2136-1.2137.2139. 

2100.2104-2.2130. 

2102.2131.2153-4. 

2153 内 2.2126. 

2126 内 1. 2119-1. 

2101.2105-1.2105-2. 

2105-3.2166-1.2106. 

2110-3.2111.2141-2. 

2122-2.2124.2104-3. 

2119-2.2147-1.2128. 

2128 内 1.2157-1. 

2136-3.2140.2117. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｒ－１ 

（岡見） 

  

2117 内 1.2122-1. 

2123-2.2127.2136-2. 

2120.2121.2133.2135. 

2134.2098-2.2129. 

2113-1.2114-3.2141-1.

2147-2.2114-5.2106-1.

2099-5.2125 内 1.2343.

2344-2.5221 第 2. 

2723-1.3185-2.3185-3.

3153-3.2208-2.493内 1.

493-2.494-2.1280-1. 

2169-1.2170-1.2172-1.

2180-1.2184-1.2185-1.

2187.2188-1.2275-1. 

2270.2270 続 1.2272. 

2256.2259.2261.2262. 

2255.2263.2264. 

2250-4.2250-3.2250-1.

5181-4.2238.2237-1. 

5181-1.2249-5.2249-1.

2249-6.2249-4.2239-1.

2246-1.2237-2. 

2242 内 1.2242.2241-1.

2240.2237-3.2558-1. 

1099-24.2210-1.2212. 

2214.2215-1.2233-1. 

207-1.733-3.733-2. 

738-2.739-2.733-1. 

738-1.739-1.739 内 1. 

740.736.737-1.737-3. 

737-2.711-1.2048-1. 

2331-1.2337-1. 

4398 内 1.309-1.543-1.

545-1.541-1.2660 内 1.

2915.2916.2726-1. 

2726-3.2540-2.1389-6.

1389-7.1389-8.209. 

1648.1648 内 1.576-1. 

576-1.2940.2943. 

2943-1.2945.2945 内 1.

5359-2.5359-3. 

3033-3.2938-4. 

2938-3.2616-3. 

2723-1.2722.2722-1. 

2469-2.3197-2. 

  

 



 

 134

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－１ 

（古市場） 

 

古市場の現況農用地 

 

①714 林班い 3 と接する市

道安徳寺明光寺線を基点

とし 714 林班ろ 12、715 林

班ろ 8、716 林班い 40、717

林班い 12、717 林班ろ 10

と接する市道滝見線を直

線で結び、市道滝見線、市

道ひじゃ線、市道古湊向野

田線、市道安徳寺明光寺線

で囲まれた区域の農地 

 

古市場 

 

904～912.913 の 4. 

914～921.922 の 1. 

923 の 1.924 の 1. 

925 の 2. 

930～936.939.949. 

942～946.950～954. 

992.1003～1006. 

1012～1017.1019.1020.

779 の 1.780 の 1.781. 

782.783 の 1.784 の 1. 

785.786.789 の 1. 

790 の 1.795 の 1. 

796 の 1.797～800. 

802～804.805 の 1. 

806 の 1.807 の 1. 

808 の 1.809 の 1. 

814 の 1.814 の 2. 

326-2. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－１ 

（古市場） 

  

815～820.836～840. 

853.854. 

874～876.892.893. 

958～961 の 2. 

970 の 1～972.974 の 1.

1605～1609 の 2. 

1694 の 5.1695. 

1642 の 2.1696. 

1697 の 1.1697 の 4. 

1702 の 3.1702 の 4. 

1703.1750 の 1. 

1749 の 3.1749 の 2. 

1749 の 1.1748 の 2. 

1743 の 4.1742 の 1. 

1740 の 1.1740 の 2. 

1120.1189.1873.286. 

316.961.1772.1816の 1.

1819.1818.739.1102. 

1767.1766.1097. 

1100 の 2.1096.2793. 

2791.1100.1098. 

2797 の 2.2792 の 1. 

1089.1316 の 1.286 の 2.

239 の 3.1264.1265 の 9.

1757.858.284.1845-1. 

1707-1.581.450.608. 

662.627.627-2.641. 

240-1.1697-2.1876-2. 

1789-1.528.2003.2004.

2006.2008.2009.2033. 

616 内 1.1998.2001. 

2036.2034.2035. 

2110-1.592.543-1.540.

532.431.1674.543-2. 

523 内 1.523.1522-2. 

1820.1822.1897.1757. 

430.451.1899.1882. 

1714.1145-1.1145-2. 

1731.1876-2.1476-1. 

1503.1519.1521. 

1521-1.302-2.251-2. 

304.305.1594.1597-2. 

1563-2.1727.419.424. 

115.7-5.1159 内 1. 

961-2.910.911.671-1. 

678 内 1.679.720-1. 

1646-1.511-2.1543-7. 

683-2.720-4.1597-3. 

234-2.200.244-1. 

1560-3.709-2.705. 

709-1.1795-4.1602-4. 

678.740 内 1.676. 

677 内 1.320.1560-2. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－１ 

（古市場） 

  

1481-6.508-3.663-5. 

1481-5.1481-2.1521-1.

1804-2.295-1.1811-1. 

1811-2.462.1798-2. 

306.323-1.323-2. 

322-4.616-2.713-6. 

1629-2.1629内 1.734-3.

734-6.298-2.307-3. 

892-1.955-13.975. 

955-14.900-1.901.909.

917.1804-1.1804-2. 

313.266-1.267.268. 

275.276.277.278.287. 

288.289.290.291.292. 

293.294.446.447 内 1. 

451.455.456.457-2. 

458.640.876-1.876-2. 

901-1.909-1.1798-1. 

1802-1.304-2.783-1. 

784-1.515-1.301-1. 

327-1.751-3.874. 

375-1.158-10.1703-1. 

958-1.959-2.1795-3. 

2086-2.2087-2.1646-1.

1457 内 1.1457. 

1417 内 1.1418 内 1. 

1418.1420.1440-2. 

1444.1421 内 1.1421. 

1422 内 1.1423.1440-1.

1424.1447.1438.1456. 

1445.1445 内 1.1455-2.

1454 続 1.1454.1446. 

1445-1.1452-2.1452-3.

1748-2.460.459.2085. 

2088.2089.1690-1. 

1692-1.1890-3.1688. 

1689 続 1.1689.264-1. 

154-1.265-1. 160-1. 

157-1.156-1.156-2. 

2-2.1-4.317.318. 

319-1.511-1.515-2. 

515-5.552-1.508-3. 

316.2253-5.747-2. 

751-3.751-5.751-6. 

752-6.756-1.755-1. 

773-1.752-1.758-1. 

759-3.762-1.763-1. 

771-1.782-1.789-2. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－１ 

（古市場） 

  

251-1.632-3.642 続 1. 

727.728-1.729-3.2-2. 

4-2.156-1.6-1.8-1. 

10-1.12-1.154-1.153. 

151-2.151-1.273.274. 

1628-1.1742-1.325-1. 

323-3.1626-8.672-1. 

327-2.328-1.1600-1. 

1135-3.1135-4.563-1 

1970-4. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－２ 

（西河内） 

 

西河内の現況農用地 

 

①711 林班い 52 と接する

JR 山陰本線を基点とし、山

陰本線を下り県道益田種

三隅線の接点から八曽橋、

三隅川放水路右岸、JR 山陰

本線の交点を結び710林班

に 36 と基点を直線で結ん

だ区域の農地 

 

②712 林班ろ 6 と接する県

道益田種三隅線を基点と

し、713 林班い 30、713 林

班ろ 22、713 林班ろ 36、711

林班い 8、711 林班ろ 35、

711 林班ろ 26 の山陰本線、

細田川の交点までを結ん

だ直線と細田川を上り、市

道今浦線交点から基点を

結んだ区域に囲まれた区

域の農地 

 

619 の 1.1247 の 1. 

553 の 1.553 の 3. 

554 の 1.555 の 1. 

556 の 1.557 の 1. 

557 の 2.561.561 の第 1.

562.645.1411.1415-1. 

1415.514-1.1050.1604.

767.829.530.1117. 

1080.1083.1134.1135. 

827.824 続 1.1410. 

743.739.1013-1. 

1013-3.817. 

818.404.1363-1.1363. 

507-3.1163.1161. 

1568-2.1110.1179-3. 

1179-1.1189-1.1189-2.

1571-6.1180-1. 

1181 内 1.1181-2. 

1579 続 2.546.547. 

546 内 1.548.549. 

448-5.448-6.543-7. 

758.758 内第 1.1237. 

1238.1239.1240 内第 1.

1240-1.1288-1.1289-1.

2081.1290.1291-1. 

1317.1291-2. 

1292.1313.1317 内第 1.

l314.1292 続 2.1293. 

1292 続 1.1312.1315. 

1312 内第 1.1316. 

1319-1.1319-2.1320. 

1321.1318-2.1318-1. 

1493-1.1493-2.1323. 

1323 内第 1.1324.1327.

1328.2006 続 1.1287-1.

1289-2.1491.1492. 

1494-1.1114.606-1. 

606-4.490-1.528. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－２ 

（西河内） 

 

 

 

528 内 1.830.1113.831.

880.815-1.879.261-1. 

262.1241-4.1241-5. 

1241-6.506-1.506-2. 

282.508.988-1.1086. 

1236.1236 内 2.1060. 

1061.1062.1065.1066. 

1067.1070-内 1.1073. 

1073 内 1.1074.1075. 

1075 内第 1.1077. 

1077 内第 1.1078.1079.

1079 内第 1.1079 内第 2.

1080.1119-2.1121. 

1125.1125 内第 1.1126.

1133.1134.1135. 

1135 内 1.1136.1137. 

1138-1.1139.1141. 

1141 内第 1.1145-1. 

1145 内 2.1149. 

1145 内第 1.1145-2. 

1147-1.1147-3.1150. 

1155.1156.1157. 

1157内第1.1158.289-2.

294-1.1044.1044内第1.

1045.1068.1081-1. 

1081 内第 1.1081-2. 

1081-3.1082.1083. 

1084.1084 続 1.1086. 

1087.1088.1089-1. 

1089-2.1090.1090-1. 

1090 内第 1.1090-2. 

1091.1092.1093. 

1093 内第 1.1104. 

1104 内第 1.1105.1106.

1107.1108.1109.1110. 

1111.1112.1113.1114. 

1115.1116.1117-1. 

1117-2.1118.1118-1. 

1118-2.1119甲.1119乙.

1120.1133-1.1134. 

1135.1135 内第 1. 

1136-1.1157-1.1158. 

1160-1.1161. 

1161 内第 1.1162. 

1163.1164.1179-1. 

1179-4.1186 内第 1. 

1568-1.1568 続 1. 

1568-2.1569.1597. 

1598.1598 内第 1.1599.

1599 続 1.1600-2. 

1601-1.1601-2.1601-3.
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｓ－２ 

（西河内） 

  

1602.1603.1604. 

1638-1.1638-2.1638-3.

1639.1639 内第 1. 

1640 続 1.1640-2. 

1641.1641 内第 1. 

1641 続 1.1642.1643. 

1644-1.1645.1063. 

1063 内 1.1064 内 1. 

1064 内 2.443-1.504. 

505.817-5.1044-1. 

1086.545.896.695. 

934-2.902.1278-1. 

283-8.503.503-1. 

502-1.512.1182-3. 

538-1.536-1.542-1. 

569-1.578-1.582-1. 

581-2.584-1.584-2. 

587.580-2.594-1.753. 

898.1073.1070-1 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｔ－１ 

（白砂） 

 

東平原折居の現況農 

用地 

①703 林班い 99 を基点に

703 林班い 68、709 林班い

15、702 林班ろ 4、702 林班

ろ 42、703 林班は 60 と接

する細田川を直線で結び

細田川、市道今浦線の交点

より基点を結んだ区域に

囲まれた区域の農地 

 

②701林班い 5と接する JR

山陰本線を基点に701林班

い 22 と接する国道 9 号線

を直線で結び国道9号線を

701林班は18と接するまで

下り、701 林班は 43、701

林班ほ 24、701 林班に 30

と接する JR 山陰本線を直

線で結び JR 山陰本線に囲

まれた区域の農地 

 

③704林班は41と接する室

谷農免農道を基点に704林

班は 35、705 林班い 40 の

室谷農免農道の接点を結

んだ直線と室谷農免農道

に囲まれた区域の農地 

 

④787林班ろ25と接する室

谷農免農道を基点に787林

班ろ 7、706 林班に 20、706

林班に 16、704 林班は 49

の室谷農免農道の接点を

結んだ直線と室谷農免農

道に囲まれた区域の農地 

 

⑤706 林班ほ 17 を基点と

し、706 林班に 24、707 林

班い 35、707 林班い 104、

707 林班い 43、707 林班ろ

28、707 林班ろ 6 と基点と

を結んだ直線に囲まれた

区域の農地 

 

東平原 

627.628 の 1.627 の 2. 

1291.98.94.96.99.89. 

95.1136 の 2.510. 

511.1013.102.106-15. 

418.658-1.658-2.569. 

106.464.256-1.251-1. 

78.276.277.1001 内 1. 

874.839.838.511.510. 

497-1.499.504.631. 

544-1.79.80.852-2. 

856.825 続 1.825. 

827.844.775.937. 

922 続 1.938.938-1. 

940.1486 内 1.570. 

570 内 1.570内 2.570-3.

522 続 1.1243-1. 

541-2.608-2.868.899. 

902.177.177内 1.289-2.

290.291.348-1.349. 

1547-4.350-1.351-1. 

127.129-2.130.131. 

134.217.437-1.438-1. 

59.436.435.439-1. 

563-2.435.436.1559-2.

1559-5.205-1.273-6. 

792.783-3.879-1. 

881-4.876-1.881 内 1. 

881-3.881-2.557. 

558-1.567.560-1. 

560-2.561-2.561-4. 

561-5.561-6.563.589. 

555-2.564.554.562続 1.

188.256-3.840.841. 

601.644.644-1.645. 

647.648-1.566-1. 

568-1.571-1.565-1. 

1559-8. 

折居 

739.272 の 3.317. 

318.319-2.321.608. 

510.511.70.75.1291. 

89.95.99.323.778. 

778-1.791.687.1006. 

1007.1008.1009.1011. 

1012.20-3.22-1.22-3. 

1435-5. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｔ－１ 

（白砂） 

  

999-6.358-1.358-2. 

447.447 内 1.480.684. 

684 内 1.892.655-2. 

1470-1.720.720 内第 1.

473.473 内第 1. 

655-3.798.303-3.720. 

720 内 1.722 続 1.441. 

863.862.500-内 1. 

770-1.234-1.280-3. 

227-1.228-1 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－１ 

（三隅） 

 

三隅の現況農用地 

 

①720林班に49に接する国

道 9 号線を基点とし、704

林班は 65、706 林班ほ 5、

707 林班は 22、707 林班は

48を結んだ直線と国道9号

線に囲まれた区域の農地 

 

②720林班は74に接する県

道三隅停車場線を基点に

720 林班は 28、720 林班に

57と接する国道9号を直線

で結び国道 9号、県道三隅

停車場線に囲まれた区域

の農地 

 

③722林班ほ26と接する市

道神本線を基点とし、723

林班い1に接する市道小野

線を結んだ直線と市道小

野線、旧国道小野線、国道

９号線、市道神本線に囲ま

れた区域の農地 

 

④737 林班い 4 と接する市

道日野原堤防１号線を基

点に 714林班い 4と市道日

野原堤防１号線の接点を

結んだ直線と市道日野原

堤防１号線に囲まれた区

域の農地 

 

⑤市道岡崎線、市道岡崎水

源地線、県道益田種三隅線

に囲まれた区域の農地 

 

現況農用地 

564 の 1.764.802 の 2. 

750 の 2.765.763. 

763 の 1.732.433 の 3. 

402.406 の 2.407 の 2. 

402 の 3.327 の 4. 

405-8.801.1583. 

1135-2.1613 の内 1. 

1586 内 1.36-1.767. 

768.769-2.801-1. 

1605-4.1604.1611. 

1612.2009-1.164 内 1. 

731.1605 内 3.752. 

753.753-1.753-2.757. 

760.754.756.755.758. 

759.763.762.751.761. 

870.869.866.865.733. 

734-1.1784-2.426-3. 

501.162.732-1.768. 

769.776.368-5.368-9. 

65-1.501-5.566-1. 

881-1.881-3.899-1. 

899-3.902-2.902-3. 

910-1.909-1.912-1. 

912-2.911-1.911-2. 

913-1.81-5.898-1. 

908-1.786-1. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－１ 

（三隅） 

  

891-3.899-10.957-1. 

887-1.903-1.194-1. 

195-1.891-1.898-2. 

898-3.914-1.915-1. 

916-1.561-3.561-4. 

893-1.914-2.914-3. 

509-4.616-3.192-3. 

20-1.191-2.920-1. 

920 内 1.203-1.5-1. 

1009-3.205-3.584-2. 

584-3.501-1.80-1. 

502-1.611-2.611-3. 

605-1.605.586.327-5. 

899-3.703-2.705-3. 

79-5 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－２ 

（向野田） 

 

向野田の現況農用地 

 

①733林班ろ2を基点とし、

733 林班ろ 19、728 林班ろ

7、732 林班い 36、735 林班

は 51、735 林班は 32、735

林班ろ2と基点を結んだ直

線で囲まれた区域の農地 

 

②731 林班は 41 を基点に

し、731 林班は 44、731 林

班は 50、731 林班は 45、と

基点を結んだ直線で囲ま

れた区域の農地 

 

向野田 

11.1083.1264.286の 14.

542 の 2.540 の 1. 

446 の 2.538.570 の 5. 

552 の 1.1737 の 1. 

171.172.697.26. 

1342-1.1263.1300. 

1620.1622.1622-1. 

1232.1498-3.1507-1. 

122-1.730.731.732. 

510-3.510-4.510-5.27.

1622 内 1.147.885.887.

888.1339.1264.1332. 

997 内 1.1718.1719. 

1720.1722.1723.1724. 

1332-1.1499.1500 内 1.

1616.1383.1383 内 1. 

1503.901.901 内 1. 

1467.1619.1233.513-2.

520.521-1.799.1431. 

1432.1005-7.744.743. 

1023.763-2.1286. 

1286 内 1.1287.1290. 

1290 内 1.733.739. 

740-1. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－２ 

（向野田） 

  

1482.916-2.979.979-2.

978-2.797-2.797-8. 

797-9.797-7.797-3. 

797-4.797-5.797-6. 

57-3.58-3.751.752. 

722-3.774-1.868.869. 

900.920-1.984.1211. 

1231.1258.722 内 1. 

722-2.871.871 続 2. 

872.630.110-5.24-1. 

1613.1614.63-3.110-6.

522-2.749-2.749-1. 

48-6.61-13.122.123. 

717-1.717-2.718-1. 

721-1.792-6.12-3. 

39-2.40-2.45-9.721-7.

753.771-1.21.57-1. 

58-1.81-1.82-1.83-1. 

84-1.86-1.719-2. 

719-3.1-1.5-2.8-1. 

9-1.9-4.11-1.13-4. 

14-4.15-4.16-1.36-1. 

38-7.42-2.43-2.59-1. 

60-1.60-2.61-2.73-1. 

75-1.75-4.76-1.77-1. 

78-1.79-1.87-1.88-1. 

88-2.88-5.89-1.90-1. 

91-1.93-1.95-1.45-7. 

633-2.633-3.633-5 

.633-4.679-1.679.678.

1793 内 1.681 内 1. 

681.633-1.685.691. 

690 内 1.697.699-1. 

698.696.45-1.680-2. 

1-1.724.724-3.1581-1.

1601-4.725-1.725-2. 

726-1.727-2.743. 

731-1.732-1.742. 

741-1.740-1.739-1. 

734-1.735-1.736-2. 

736-1.738.1026 内 1. 

747.748-1.105-10. 

161-5. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－３ 

（河内） 

 

河内の現況農用地 

 

①744 林班い 5 に接する市

道河内松柄線を基点とし、

744 林班ろ 10、748 林班ろ

32 と基点を結んだ直線で

囲まれた区域の農地 

 

②744 林班ろ 1 に接する県

道三隅美都線を基点とし、

744林班い 8、748林班は 3、

749 林班は 8 を結んだ直線

と県道三隅美都線に囲ま

れた区域の農地 

 

③739林班い41に接する三

隅川右岸を基点とし、739

林班い 43、739 林班い 75

を結んだ直線と三隅川右

岸に囲まれた区域の農地 

 

④739林班い53に接する三

隅川右岸を基点とし、784

林班ろ 18、790 林班に 8、

791林班ほ 7、740林班ろ 3、

740林班は31を結んだ直線

と三隅川右岸に囲まれた

区域の農地 

 

⑤743林班い68に接する県

道三隅美都線を基点とし、

743 林班い 57、743 林班い

28、743 林班い 4 を結んだ

直線と県道三隅美都線に

囲まれた区域の農地 

 

⑥740林班に16に接する三

隅川右岸を基点とし、740

林班に 10、740 林班と 2、

740林班と23に接する三隅

川右岸を結んだ直線と三

隅川右岸に囲まれた区域

の農地 

 

⑦741林班い46に接する県

道三隅美都線を基点とし、

西方寺橋まで下り、三隅川

左岸に囲まれた区域の農

地 

 

74-5.74-2.74 内第 1. 

74-3.71 内第 1.879. 

495.390.72.723 内 4. 

225-3.225-4.113.955. 

160-1 内 1.164-1 内 2. 

165-1 内 2.622-2. 

1145 内 1.648 内 1.616.

622-3.648.622-5. 

622-8.622 内 1.625-5. 

626.1217.1223.1218. 

1219.1220.1155. 

1214-1.723 内 4. 

723 内 1.121.325-2. 

252-1.1326.391.392. 

451.454.453.458.461. 

452.455.456.457.459. 

460.449.502-1.1008-2.

90.90 内 1.90 内 2. 

90 内 3.93.98.98 内 1. 

99.100.101.100-2. 

4-乙.5-乙.91.91 内 2. 

91-3.91-4.91 内 5.94. 

94 続 3.95 内 1.96. 

100-1.102.102内 1.103.

215-1.1396内 1.1396-2.

1397 内 1.1397-2. 

1397 内 2.1398 内 1. 

1398 内 2.1399 内 1. 

66-1.210-10.284-8. 

372.373.436-1.1062-4.

1276-1.1276 内 3. 

288 内 2.74-3.l98-2. 

198-6.253-13.253-14. 

256-1.302-1.1079. 

1079 内 2.1135-2. 

1138-1.1138-2.1307-1.

284-1.243-2.1097-11. 

1097-12.560-1.874-10.

462-1.463-1.464-1. 

465-1.466-1.467-1. 

468-1.469-1.470-1. 

471-1.472-1.477.478. 

479.480.481.487.488. 

489.490.210-2.46-2. 

723-13.874-2.1095-4. 

291 内 1.40-1.281-1. 

1182-2.284-2.601-1.60

2-1.39-7.945-7.945-8.

945-6.874-16.874-17. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－４ 

（矢原） 

 

矢原の現況農用地 

 

①757林班ほ6を基点とし、

757 林班は 4、757 林班に

14 と基点を結んだ直線で

囲まれた区域の農地 

 

②750林班い6を基点とし、

750 林班ほ 6、751 林班い

14、751 林班い 6、752 林班

い 10、752 林班ろ 3、752

林班ろ 29、758 林班い 14、

753 林班い 3、756 林班ろ

10、756 林班は 5、756 林班

は 12、757 林班は 41、757

林班ほ 15、757 林班ほ 21

と基点を結んだ直線で囲

まれた区域の農地 

 

③758 林班ろ 23 を基点と

し、758 林班は 6、758 林班

に 2、759 林班は 36、759

林班は 29 と基点を結んだ

直線で囲まれた区域の農

地 

 

④745 林班ろ 46 を基点と

し、759 林班は 17、759 林

班い 16、759 林班ろ 9と基

点を結んだ直線で囲まれ

た区域の農地 

 

⑤755林班は3を基点とし、

759 林班い 24、755 林班は

14、755 林班は 13 と基点を

結んだ直線で囲まれた区

域の農地 

 

矢原 

34-1.414.9-2.9-3.8-4.

8-2.7-1.11.1073.1074.

1076.1076 内 1.1077. 

1078.1079.1082. 

1082 内 1.1083.1084. 

1085.1155.1155 内 1. 

1191.1192-7.1428.37. 

37-1.480.481.1186. 

1046.1368.1237-l. 

1238.1185-3.1726-1. 

1286.1701.l729. 

1189-1.1190.1190-1. 

1186-1.1165.1166. 

1173-1.1527.1033. 

1034.1150-1.1150-2. 

1191-1.932.1249. 

1249-2.2002.2008. 

2009.1185-5.865.866. 

871.872.875.2256. 

1934.1933.1935-1. 

1936-2.1928-2.1928-3.

1932-1.1928 内 l.686. 

1799.1800.1800 内 1. 

1802.1803.1805-2. 

1807-2.2926内 1.301-7.

301-8.118.118内 1.119.

120.121.121 内 1.123. 

123 内 1.124 内 1. 

2289-5.2289 内 3.2255.

1186-2.1187.1994. 

1995.2002 内 1. 

2008 内 1.2010. 

2830 内 3.2830 内 4. 

1999.1999 続 1.2829-2.

2829-3.195.189.191. 

192.193.193 内 1. 

193 内 2.196.197.198. 

250.2319 内 1.2319 内 2.

2320 内 2.2320 内 3. 

2321 内 1.2325 内 1. 

1288.1290.235.238. 

552-1.1046-1.1685. 

1685 内 1.1287-2. 

332-l.482-1.1328-1. 

1333.1620-1.1620-2. 

1241-2.1242.1243. 

1916-2.379-1. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｕ－４ 

（矢原） 

  

369-1.383-2.378-1. 

377.365-1.340-2. 

340-1.332-6.332-2. 

332-3.376-1.373-1. 

375-2.374-3.371-2. 

363-2.360-2.372-1. 

347-4.328-1.370-2. 

352-2.352-3.948-1. 

333-3.333-4.364-1. 

363-1.351-1.350-1. 

334-1.335-2.333-2. 

335-l.349-1.341-2. 

368-2.366-2.364-6. 

1784.1784 続 2. 

2955 内 2.2956-1.1783.

1783 続 1.1785-1. 

1785-2.1784 続 1.1786.

2955 内 1.2957 内 3. 

40-2.1249.1249-2. 

1035.1038.1744-1. 

1745.1762-1.1763-1. 

1813.1814.1815. 

2925-2.2925-4.2925-5.

2944-1.1880-1.469-5. 

327.328-2 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｖ－１ 

（上古和） 

 

上古和の現況農用地 

 

①845林班に23に接する三

隅川右岸を基点とし、845

林班に 22、846 林班い 32、

846林班ろ24に接する三隅

川右岸を結んだ直線と三

隅川右岸で囲まれた区域

の農地 

 

②859林班い16に接する三

隅川左岸を基点とし、862

林班い 23、831 林班い 4に

接する三隅川左岸を結ん

だ直線と三隅川左岸で囲

まれた区域の農地 

 

863.1858.1585 続 1. 

1858 の 1.330.331.333.

331-1.337.351-1. 

351-4.624.626.641. 

384-2.419-1.419-2. 

849.72.73.231.254. 

255.382.383.341.340. 

339.332.372.373.314. 

1861-1.1863-2.524. 

585.598.600.295. 

295 内 1.296.296 内 1. 

298.299.300.308. 

308 内 1.309.309 内 1. 

311.312.312 内 1.306. 

307.310.310 内 1.313. 

384.385.507.510. 

510 内 1.510 内 3.511. 

277.142 内 1.142.792. 

664.1137 内 2.1137 内 1.

10 続 1.700.701. 

701 内 1.701内 2.701-2.

665 内 6.665.689.680. 

698.681.690.690 内 1. 

692.693.696.1147 内 1.

1145 内 1.22.22-1.22-2
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｖ－２ 

（下古和） 

 

下古和・井川の現況 

農用地 

 

①832 林班は 8 に接する三

隅川左岸を基点とし、833

林班い3に接する県道三隅

美都線とを結んだ直線と

県道三隅美都線、三隅川左

岸で囲まれた区域の農地 

 

②835林班い30に接する矢

原川左岸を基点とし、835

林班い 11、835 林班ろ 22、

835林班は15を結んだ直線

と矢原川左岸で囲まれた

区域の農地 

 

③838 林班い 6 に接する瀬

丸橋右岸を基点とし、829

林班い 42、830 林班ろ 23

に接する三隅川右岸を結

んだ直線と三隅川右岸に

囲まれた区域の農地 

 

④827 林班い 9 に接する三

隅川右岸を基点とし、828

林班は 29 に接する井川川

右岸を結んだ直線と三隅

川・井川川で囲まれた区域

の農地 

 

⑤831 林班は 1 に接する三

隅川左岸を基点とし、832

林班ろ 36、832 林班は 17

に接する三隅川左岸を結

んだ直線と三隅川左岸で

囲まれた区域の農地 

 

⑥829林班い16に接する平

野橋左岸を基点とし、829

林班い 37、830 林班ろ 7、

829 林班ろ 7 に接する井川

川左岸を結んだ直線と井

川川で囲まれた区域の農

地 

 

下古和 

351 の 1.453.454. 

473 の 1.385 の 4.888 

887 の 1.351 の 4.799. 

799-1.510-2.1607. 

1608.1609.128.132. 

2-2.482.391.651-1. 

130.133.372.373.105. 

106.736.735-2.612内 1.

34.927.355.417 甲. 

417 甲内 1.1323 内 1. 

1323-2.301-3.1245内 2.

165-1.166.167.168-3. 

172 内 4.168-1.926-5. 

926-4.846-2.172. 

691 内 1.692.692 内 1. 

302-1.355-1.364. 

364 内 1.366.377. 

1262-2.1262 内 1.367. 

361.467.468.376. 

933-4.935 内 1.935-4. 

943-1.943 内 2.936-1. 

943-4.998-1.998-3. 

38-1.936-3.305-4. 

926-3.926-9.1000-7. 

38-1.416-6.1000-1. 

612-2.685-2.993-3. 

60-1.56-1.53-1.89-1. 

74-1.112-2.60-1.109. 

72-1.62-1.3-1.347-2. 

347-3.347-7.348. 

360-3.360-5.860-1. 

228-1.233-1.234.244. 

245.991-5.975-1.976. 

385-2.385-6.389-1. 

554-1.1539.538-3. 

537-3.536-1.538-1. 

535.237.860-1.860-2. 

898.731 内 1.733-1. 

735 甲.735 乙.736.737.

738.739.740.742.743. 

745.745-1.746 乙.749. 

750 甲.750 乙.1417-2. 

747-1.井川 35-1.153. 

155.253.913.916-1. 

917-1.918-1.919.920. 

946-3.946-4.950-3. 

362-3.486-2 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｖ－３ 

（黒沢） 

 

黒沢の現況農用地 

 

①854 林班い 2 を基点とし

854 林班に 32、851 林班い

27、822 林班は 31、822 林

班に 7、853 林班に 42 と基

点を結んだ直線に囲まれ

た区域の農地 

 

②853林班ろ7を基点とし、

853 林班い 4、853 林班い

51、853 林班へ 5 と基点を

結んだ直線で囲まれた区

域の農地 

 

③854林班に43に接する弥

栄界を基点として、854 林

班に 29、854 林班ろ 22、854

林班い 28 と接する弥栄界

を結んだ直線と弥栄界に

囲まれた区域の農地 

 

④851 林班は 20 を基点と

し、822 林班い 11、851 林

班ろ2と基点を結んだ直線

で囲まれた区域の農地 

 

⑤850林班い8を基点とし、

850 林班い 25、850 林班い

6、850 林班ろ 20、849 林班

は 8、838 林班い 29、849

林班は1と基点を結んだ直

線で囲まれた区域の農地 

 

⑥839 林班ろ 16 を基点と

し、839 林班い 6、839 林班

い 44、848 林班は 1、848

林班は 21、848 林班は 25、

844 林班ろ 20、839 林班ろ

22 と基点を結んだ直線で

囲まれた区域の農地 

 

⑦849 林班い 7 を基点とし

848 林班ほ 28、848 林班に

20、848 林班ほ 2 と基点を

結ぶ直線で囲まれた区域

の農地 

 

1858.1858 続 1.1858-1.

946.888.887-1.100. 

907..91O.1084.6692-1.

421.759-4.1279.1396. 

539 続 1.500.332.342. 

140.148.81内 2.158.51.

52 内 1.52.231.248. 

1079.361-3.301.303. 

368-1.1388.302. 

324 内 2.328.421-1. 

717続 1.718.719-2.720.

311.723-2.720 内 1. 

721-5.1399.2270 内 1. 

419-1.637 続 1.400. 

2238 内 1.400 内 1. 

402 内 1.401.402 内 2. 

384 内 3.385.386. 

388 内 4.388 内 5.384. 

384 続 1.384 内 1. 

384 内 2.384内 4.399-1.

500 内 1.508.510.512. 

303-1.313.500.412. 

417 内 1.417-2.419-2. 

500.337.280-2.367-2. 

368-1.369-1.369-3. 

367-1.845-1.1211-1. 

1300-2.1300-3. 

1300 続 1.324-1.170-1.

171-1.1221-10.371-4. 

371-5.493-1.493-2. 

1405.1408.1408 内 1. 

1408 内 2.1409.1455. 

2634 内 1.3634 内 2. 

1406.179-1.178-1. 

180-1.180-2.1330. 

1410.1411.1454. 

2272 内 1.1450.1451. 

1452.493-2.201-1. 

737-4.732 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｖ－３ 

（黒沢） 

 

⑧837林班ろ4を基点とし、

837 林班ろ 24、837 林班ろ

14、841 林班い 5、842 林班

い 6、842 林班は 1、828 林

班は 26、828 林班は 4、836

林班い 20、836 林班い 6、

836 林班は 2、825 林班に

10、837 林班い 2、837 林班

い 18 と基点を結んだ直線

で囲まれた区域の農地 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－１ 

（井野） 

 

井野の現況農用地 

 

①809 林班ろ 77 を基点と

し、809 林班ろ 51、809 林

班ろ 11、809 林班ろ 21、809

林班い3と基点を結んだ直

線で囲まれた区域の農地 

 

②806林班は39に接する井

川川と大谷川が合流する

地点を基点とし、806 林班

は 32、807 林班は 33、807

林班ろ 56,808 林班ろ 24、

808 林班ろ 5、809 林班は

53、809 林班は 85 に接する

県道一の瀬折居線を結ん

だ直線と県道一の瀬折居

線で囲まれた区域の農地 

 

③810林班い14と接する県

道一の瀬折居線を基点と

し、810 林班ろ 16、811 林

班い 17、811 林班は 54 と

接する大谷川を結んだ直

線と大谷川、県道一の瀬折

居線に囲まれた区域の農

地 

 

④大谷川と井川川が合流

する地点を基点とし、812

林班ろ 54 と接する大谷川

まで上り 813 林班ろ 8、814

林班は 15、814 林班は 1、

814 林班ほ 16、815 林班は

7、814 林班に 37、814 林班

い 2、805 林班い 28、806

林班ろ 31、806 林班は 45、

大谷川・井川川が合流する

地点とを結んだ直線で囲

まれた区域の農地 

 

ロ 734.84 続 1.84. 

 32 の 2.32.116. 

 115 の 2.106.107. 

 925 の 2.925 の 3. 

 538.515.525.524. 

 518 の 1.518.487. 

 487 の 1.933 の 2. 

 557.554.499 の 1. 

 39.42 の 2.42 の 3. 

 44 の 2.43.44 の 1. 

 50.50 の 1.87.307. 

 311 の 1.311 の 3. 

 311 の 4.309.117. 

 118.18-2.104 の 1. 

 574 続 1.580. 

 636 内第 2. 

 636 内第 1. 

 579 内第 1.579.577.

 576.636.73 内 1. 

 73 内 3.53.686 の 2 

ハ 755.757 続の 2. 

 754.195.194.133. 

 169.180.158 の 3. 

 531 ニ 909.178.79. 

 361.316.89 の 2 

ホ 885 の 1.885. 

 886 の 1.189.190 

へ 286.277.276. 

 170 の 2.170 の 1. 

 408.408 の 1. 

 407 続の 1.407. 

 176.183.177.181. 

 171.181 の 2.178. 

 182.182 の 2. 

 182 の 1.180.108. 

 1692.201.152. 

 143 の 3.170 の 3. 

 267.210.212. 

 213 内 1.188.278. 

 206.207.207 の 1. 

 208.209.283 の 1. 

 188 続の 1.107. 

 2810.238.200.1221 

ト 59.350.343-1.110. 

 111.346.343. 

 1235 内 2.621.835. 

 836.836-1.1280 

ロ 416.417.686-2. 

 1280.444.110.111. 

 346.540.506.507. 

 508 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－１ 

（井野） 

 

⑤804林班ろ17に接する県

道一の瀬折居線を基点と

し、県道一の瀬折居線を

805林班ろ51に接する点ま

で上り 815 林班に 28、815

林班に 47、815 林班ろ 3、

815 林班は 43、816 林班は

12、816 林班ほ 23、803 林

班い 55、803 林班は 58、803

林班は 36 と基点を結んだ

直線で囲まれた区域の農

地 

 

⑥802 林班ほ 6 を基点とし

817 林班い 26、816 林班ほ

2、816 林班は 13、816 林班

い 18、816 林班い 5、819

林班は 6、820 林班い 2 と

基点を結んだ直線で囲ま

れた区域の農地 

 

⑦804林班ろ21に接する市

道中筋線を基点に市道清

水浴上今明線、塩頭２号幹

線農道、県道一の瀬折居線

に囲まれた区域の農地 

 

⑧794林班ろ15を基点にし

794 林班ろ 8、802 林班ほ

45、802 林班ほ 24、802 林

班ほ 5、820 林班い 12、820

林班い 16、820 林班は 7、

820 林班は 25、823 林班い

2、823 林班ろ 3、823 林班

は 18、823 林班は 4、824

林班は 4、824 林班い 5、825

林班に 6、825 林班に 10、

836林班は 2、792林班は 5、

794林班ろ21と基点とを結

んだ直線で囲まれた区域

の農地 

 

⑨798 林班ろ 4 と接する県

道一の瀬折居線を基点に

782 林班ろ 60、799 林班い

3、799 林班い 59、805 林班

は 20、804 林班は 29 と接

する県道一の瀬折居線を

結んだ直線と県道一の瀬

折居線に囲まれた区域の

農地 

 

ハ 1037-1.648.754-3. 

 755.757.755-2 

ニ 789.817.823.976. 

 1438  

ホ 185  

へ 1941-5.1481-1. 

 1467-1.1482-2. 

 1200.1150.585. 

 628-2.636.638-1. 

 1941-5.1756.375. 

 112.504.506.507. 

 508 

へ 546.553.553 内 1. 

 167 

ホ 174.189.2134 

ホ 176.185 

ホ 575.91.94.94-1. 

376.290-イ.290-0.62. 

ハ 332.331.541.ハ 669.

867.870.ニ 975.976. 

1970.1971.1045. 

1280-イ.1280-口.1545.

1089.28.241.169.180. 

98.ニ 1888.769-1.965. 

582.582-1.629.583. 

583-1.583-2.584.626. 

627.970.970-1.1410. 

1414.174-1.426.350. 

ロ 590.ホ 190.174. 

ロ 145-2.146-1.773-2. 

へ 112.ト 271.272. 

口 187.ニ 669.1878-甲.

へ.599-1.ト 82.ホ 286.

へ 1701-2.1701-1.277. 

276.ロ 426-2.426-1. 

427.420.ニ 327. 

卜 138-1.二 10-3.10-1.

19.1430.1430-2.1431.1

432.1434.1435.1549. ホ

90.ハ 483.ロ 486.へ 20.

28.174 内 1.ニ 975.976.

へ 1545.ホ 582.582 内 1.

ホ 629.80.ロ 686-2. 

574 続 1.ハ 706-4. 

へ 866.873.1017.546. 

548.548 内 1.553. 

553 内 1.ハ 446.527.69.

70.ニ 1488.1486. 

1442-1.ト 361-2.ニ 371.

405.ハ 1280.へ 267. 

ハ 364.へ 1760-3. 

1760-4.ト 173-2.へ 204.
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－１ 

（井野） 

 

⑩798林班い23に接する市

道今明線を基点とし、798

林班ろ 44、798 林班ろ 17

に接する県道一の瀬折居

線を結んだ直線と県道一

の瀬折居線、塩頭 2号幹線

農道、中今明農道に囲まれ

た区域の農地 

 

⑪803林班に15と接する市

道中筋線を基点とし、803

林班い 30、802 林班い 11

と接する県道三隅井野長

浜線までを結んだ直線と

県道三隅井野長浜線、市道

中筋線に囲まれた区域の

農地 

 

⑫796林班ろ46と接する県

道三隅井野長浜線を基点

とし、796 林班に 12、797

林班い 4、797 林班ろ 26、

797 林班ろ 20、798 林班い

59、798 林班い 23 と接する

市道今明線まで結んだ直

線と中今明農道、市道清水

浴上今明線、市道中筋線、

県道三隅井野長浜線で囲

まれた区域の農地 

 

⑬796 林班い 8 と接する県

道三隅井野長浜線を基点

とし、776 林班い 60、下今

明矢部農道にかかる橋、県

道三隅井野長浜線芦谷大

橋を直線で結び、県道三隅

井野長浜線で囲まれた区

域の農地 

 

⑭782林班ろ29と接する折

居川を基点とし、782 林班

ろ 50、782 林班ろ 64、798

林班ろ 10、783 林班い 46、

783 林班ろ 76、783 林班ろ

15 の折居川左岸との接点

を結んだ直線と折居川左

岸に囲まれた区域の農地 

 

404.ハ 793.838-1. 

838-2.ニ661-2.663続2.

669.671-2.674.673. 

909.卜 61-1.ホ 449. 

へ 1760-4.1760-3. 

ニ 1876.1877.1883 続 1.

1883 続 2.2516 第 1. 

ニ 1917 続 1.1911-1. 

1913-1.1915 続 1.1914.

ハ 53.ロ 300.300 内第 1.

ニ 980.へ 476.ニ 1959. 

1971.609.610.1362-2. 

1371.1362-2.1371. 

1368.1368-1.ハ 107-6. 

ニ 474.475.482.484. 

241 内 1.494.521. 

1667-1.1668.1688 続 1.

1679.1681.1852.1666. 

461 続 1.203.2520 内 1.

2535 内 1.1665. 

1660 続 1.1661 続 1. 

1661 続 2.1651.1657. 

1658.1660.1660 続 1. 

205.207.210.466.463. 

467.204.へ 1915-11. 

1915-2.1915-1.1915-4.

ホ 839-12.へ 747. 

ロ 139 内 2.140.へ 296.

19.ニ 569-1.692-2.708.

へ 530.531.13.13 内 1. 

13 内 2.13 内 4.13 内 3.

ニ 438-2.444.445.458. 

459.460.461.461 続 2. 

465.468-2.へ 1353-1. 

ロ 17.119.122.807-2. 

807-3.ニ 363-2.365. 

369.378 続 1.363 続 1. 

378.2399 内 1.1356. 

1357.へ 695-6. 

ニ 1357 続 1. 

ニ 1357 続 3.1610. 

へ 1493.1878-2. 

1879.1880.1881.1882. 

1883.1884.1884 続 1. 

2508 内 1.1367 内 1. 

1205.1205 内 1.1206. 

1208.1199.へ 781-4. 

1874.1411.ト 82.84. 

337.へ 1437 内第 2.338.

ニ 329. 512.ホ 513. 10.

167-1. 167-2.へ1437-2.

ト 84. ロ 344. 568. 

ニ 1-乙. 867.870.881. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－１ 

（井野） 

 

⑮795 林班い 14 を基点に

し、795 林班ろ 4、802 林班

い 4、802 林班に 9、794 林

班ろ8と基点を結んだ直線

で囲まれた区域の農地 

 

882.885. 371-2. 

1885.ホ 20-1. 919-4. 

卜 329.ニ 464. 1871. 

へ 890.897-1. 897-2. 

897-7.894.898-1. 

898-2.899-1.899-2.  

ハ 674-2.218-3.ロ 477. 

478.479.ハ 201-1. 

201-3.668-4.二 1842. 

1844.ホ 861-4.866-1. 

924-1.へ 461-3.1198-1.

1224-3.ハ 781-3.658-1.

658-4.659-3.ロ 635. 

636-3.636-4.603-3. 

ニ 597-2.へ 1195-1. 

ニ 33.72.ホ 11.12. 

12 内第 1.15.ニ 1608. 

1697.ホ 836-1.836-2. 

ハ 306-2.ニ 627-1. 

631-1.638-1.へ 1083-1.

1078-1.1080.口 261-3. 

へ 1187-1.1188. 

1189-3.ホ 920-4.921-2.

ロ 82.ハ 95内第 1.95-2.

ニ 2062-4.へ 1230-2. 

1330-1.1328-1. 

1325-12.1325-2. 

1236-3.1236-2.1236-1.

1235-1.1119-1. 

ホ 569-1.572.ハ 686-1.

ホ 705-2.ニ 243-4. 

ハ 97-1.98-2.73-1. 

728-3.727-3.ホ 705-2. 

ニ 497.ニ 1317.1313. 

1327.1328-1.1329-1. 

1238.123 内 1.1231-1. 

1225. 1224-2. 

1217-1.1218-1.1220-2.

1199-1.1613-1.1614-1.

1615-2.1622-3.1626-3.

1628-1.1596-3.1600-2.

1597-2.1603 続 1. 

1606-1.1608-1.1608-3.

1608-4.1608-5.1611-1.

1611-5.1611-6.1612-1.

1612-3.1572-1.ニ 1592.
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－１ 

（井野） 

  

1594-1.1595-1.1570. 

1318.1320-3.1317-1. 

1963 内 1.へ 1598-1. 

ニ 425-1.ロ 317-1. 

319-1.319-3.318-4. 

ニ 56.57.73-1.73-4. 

へ 1325-5.1270-2. 

321-2.ハ 678.676 第 1. 

95-2.102-3.96-1. 

102-3.へ 1186-2. 

ハ 142-2.ニ 1963-2. 

1320-3.1570.へ 1615-2.

1615 内 2.ニ 283.284. 

ト 14-2.ニ 425.422-1. 

419.423-2.420.ニ 211. 

196.189.190.184.186. 

182.180-1.169.170内 1.

169 続 1.171.413.520. 

531.532.ト 173-4. 

ハ 662-1.ニ 13 甲. 

へ 1253.ト 50-1. 

ニ 373-2.ニ 372.二 140.

ニ 146.ニ 138.ニ 144. 

ニ 141.二 732.ニ 1241. 

ロ 143 内 1.ハ 818. 

704-3.989-1.ハ 788. 

ハ 658-12.ニ 733-3. 

ニ 748-1.ニ 749-1. 

ニ 371-1.ニ 1169-1. 

ホ 964-2.へ 1218-6. 
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浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－２ 

（芦谷） 

 

芦谷の現況農用地 

 

①787林班ろ4を基点とし、

787 林班ろ 54、787 林班ろ

48、787 林班ろ 38、787 林

班ろ 22 と基点を結んだ直

線で囲まれた区域の農地 

 

②785 林班い 1 に接する県

道三隅井野長浜線を基点

とし、786 林班は 20、786

林班は 5、788 林班ろ 2、788

林班ろ 17、785 林班に 5を

結んだ直線と県道三隅井

野長浜線に囲まれた区域

の農地 

 

③788林班ろ74と接する県

道三隅井野長浜線を基点

とし、789 林班ほ 17、785

林班に 15、785 林班ろ 1ま

でを直線で結び県道三隅

井野長浜線で囲まれた区

域の農地 

 

④795 林班ろ 2 と接する県

道三隅井野長浜線を基点

とし、795 林班い 12、790

林班い 1、789 林班い 17、

下今明矢部農道にかかる

橋、796 林班い 60、796 林

班い8に接する県道三隅井

野長浜線を直線で結び県

道三隅井野長浜線で囲ま

れた区域の農地 

 

⑤794 林班に 22 を基点に

し、794 林班に 1、794 林班

は 7、794 林班は 10 から基

点を結んだ直線に囲まれ

た区域の農地 

 

⑥722 林班は 11 を基点と

し、785 林班い 10、789 林

班い 2、784 林班に 18 と基

点を結んだ直線で囲まれ

た区域の農地 

 

1339.2109.1511 内 1. 

1533.1511 内 1.163.55.

90 の 2.417.942.968. 

967-1.964.942 内 4. 

942 内 2.1408.1387. 

1388 の 1.1388.412. 

419 の 2.418 の 1. 

425 の 2.416.1044. 

2106.1111.1114.730-1.

1851.1849.1850.1858. 

1817.1816.1408.1387. 

1388-1.1823.722-2. 

722-4.722-5.721-4. 

1037-1.850.26.29. 

32 内 1.32 内 3.1112. 

1119.1119 内 1. 

1119 内 2.1119 内 3. 

1280.1283.1308.1309. 

1235-5.1241.1242. 

1607.1608.1609.1663. 

1664.574.1070.1071. 

1072.1073.418.1200. 

1201.56-2.57-1.58. 

920 内 2.920.920 内 1. 

921内 1.967-1.968.942.

942 内 2.942 内 4.964. 

1204.1203.1538 内 1. 

1539.1540.412.413内 2.

415.418.419-2.421-2. 

421-3.2305-5.730. 

974.974 内 1.824. 

2356-50.213.1680-1. 

1681.1681 内 1.1683. 

1687.1687 内 1. 

1953 内 2.1954 内 1. 

2164-1.1044.1043-1. 

1954 内 2.1685.1686. 

1691.1692.26.29. 

32 内 1.2160内 1.468-1.

495.496.497.496 内 1. 

482-2.503.504.459. 

460.470.471-1.483. 

485.498.499.501.502. 

471-2.484.603.604. 

498.604 内 1.609.610. 

610 内 2.610 内 3.612. 

612 内 1.621-1.1677. 

1678.1672.1684.864. 

942 内 1.942内 3.946-2.

943.943 内 1.944. 

943 内 2.944 内 1. 

944 内 2.944 内 3.945. 
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区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－２ 

（芦谷） 

 

⑦784林班ろ17に接する林

道芦谷竜雲寺線を基点と

し、784 林班い 38、784 林

班い 27、784 林班い 11 に

接する林道芦谷竜雲寺線

を結んだ直線と林道芦谷

竜雲寺線に囲まれた区域

の農地 

 

947.947 内 1.942. 

1893 内 2.939.1184-1. 

1452.148 内 1.151 内 1.

151-3.151-4.1528. 

1529.1530.1531.1628. 

1628 内 1.1646.1527. 

1648-1.1526-1. 

1526 内 2.1526-3. 

1643 内 3.1643 内 4. 

1643-5.1643-6.1644. 

1645.1647 内 1. 

2023 内 1.2023 内 2. 

1652 内 1.1652 内 2. 

1652 内 3.660.280.282.

1027.1028-2.1028-1. 

1028-3.205.206-1. 

1155 内第 1.1155-2. 

1155 内第 3.1156-2. 

1157.1158.125.123. 

1307.1308.631-4. 

601 内 1.597-3.594. 

1080 内 1.765-1.766-1.

766-6.766-3.759 内 1. 

766-4.759.758-6. 

758-5.754-1.715. 

717-1.1061-1.1062-1. 

1067-1.1067-2.1069-1.

2272-3.553-1.718-1. 

1070-1.1068-1.1069-1.

1071-1.1073-1.1074-1.

2268-1.1080-1.1369. 

903 

  

 



 

 161

浜田農業振興地域整備計画書／農用地利用計画 

 

区域の番号 区域の範囲 除外する土地 農用地区域に含める現況 
森林原野等の土地 備考 

 

Ｍｗ－３ 

（室谷） 

 

室谷の現況農用地 

 

①783林班ろ28と接する折

居川を基点に 779 林班ろ

11、779 林班い 48、779 林

班い 27、780 林班ろ 37、781

林班い 59 と接する県道一

の瀬折居線までを直線で

結び県道一の瀬折居線を

室谷農免農道の交点まで

下り、室谷農免農道両谷橋

より折居川右岸を基点ま

で結び囲まれた区域の農

地 

 

②室谷農免農道両谷橋を

基点として、県道一の瀬折

居線の交点から781林班い

59 と接する県道一の瀬折

居線まで結び 781 林班ろ

61、781 林班ろ 54、782 林

班ろ 29 と接する折居川ま

でを直線で結び折居川右

岸の両谷橋まで囲まれた

区域の農地 

 

216.218.217-1.652.23.

335.80.18.621-2.436. 

618.765.1255-3.994-1.

542.191-1.325.532. 

533.534.535.536.537. 

538.539 内 1.541. 

1215 内 1.912-1.840-5.

1321-1.1077内 1.963-3.

963-2.370.370 内 1. 

383-1.383-3.385.386. 

440.442.378.409 続 1. 

409 続 2.885-1.56-1. 

57-1.580.579.575-2. 

574-2.574-1.575-1. 

573-2.550.576.577-1. 

548-1.552.551-1. 

551-3.553-1.557-1. 

542.540.539.1217 内 1.

541.538.539 内 1.534. 

533.532-1.124.125. 

126.135.136.391-1. 

392.394.396-2.389-3. 

383-1.400.410.345. 

346.325-1.321.320. 

319.ト 366.ト 365. 

ト 367-1.ト 367.ト 335.

ト 368.ト 336-1.ト 334.

28.54-1.500-1.506-1. 

503-2.59.488.507.510.

513.511-1.517.812-2. 

817-1.818-1.819-1. 

820-1.821-1.894.897. 

898.899.900.903.901. 

907.906.845.837-6. 

939-1.933.1056-2. 

1056-1.1058-1.1047-1.

1049.1051-1.958.952. 

991-1.988.ト 44.ト 46.

ト 43.ト 40.ト 39. 

ト 32 続-1.ト 38. 

ト 34-3.ト 41.ト 22-1. 

ト 23.ト 20.ト 13-1. 

ト 9-1.ト 187-1. 

ト 189-1.ト 579-1. 

ト 579-3.580-1.581.582

381-1.380-5 
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  イ．現況森林、原野等に係る農用地区域 
    該当なし 
 
（３）用途区分 
  次の「区域の番号」に係る農用地区域内の農業上の用途は、「用途区分」欄に掲げるとお

りとする。 
 
区域の番号 用 途 区 分 備考 

Ｈａ－１ 

折居 

農地-------------全区域 

 

 

Ｈａ－２ 

西村 

農地-------------全区域 

 

 

Ｈａ－３ 

吉地 

農地-------------全区域  

Ｈａ－４ 

穂出・和田 

農地-------------全区域  

Ｈｂ－１ 

長浜・熱田 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－１ 

井野 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－２ 

鍋石 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－３ 

櫟田原 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－４ 

横山 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－５ 

田橋 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－６ 

内村 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------122 林班い 2･3･4･5･6･7･8･9･10 ろ 2･3･4･5 

 

Ｈｃ－７ 

内田 

農地-------------全区域  

Ｈｃ－８ 

中場 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－１ 

長見 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－２ 

三階 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－３ 

河内 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－４ 

野原 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－５ 

原井 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－６ 

高佐 

農地-------------全区域  

Ｈｄ－７ 

生湯 

農地-------------全区域  

Ｈｅ－１ 

後野 

農地-------------全区域 

 

 

Ｈｅ－２ 

佐野 

農地-------------全区域 
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Ｈｅ－３ 

宇津井 

農地-------------全区域  

Ｈｆ－１ 

上府 

農地-------------全区域  

Ｈｆ－２ 

下府 

農地-------------全区域  

Ｈｆ－３ 

国分 

農地-------------全区域  

Ｈｆ－４ 

久代町 

農地-------------全区域 

 

 

Ｈｇ－１ 

宇野 

農地-------------全区域  

Ｈｇ－２ 

下有福 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------41林班は1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･11･12･13･14･15･16･17･18･19･20 

 

Ｈｇ－３ 

大金 

農地-------------全区域 

 

 

Ｋｈ－１ 

久佐 

農地-------------全区域 

 
 

Ｋｈ－２ 

今福 

農地-------------農業施設用地及び採草放牧地とした以外の区域 

農用業施設用地---469 林班い 13.24.25、434 林班ろ 25を順次結んだ区域 

採草放牧地-------470 林班い 15. 16. ろ 9、434 林班ろ 25. 43. は 12、435 林班い 14. 15、 

469 林班い 12.24.25を順次結んだ区域 

 

Ｋｈ－３ 

美又 

農地-------------全区域 

 
 

Ｋｉ－１ 

上来原 

農地-------------全区域 

 
 

Ｋｉ－２ 

下来原 

農地-------------全区域 

 
 

Ｋｉ－３ 

七条 

農地-------------農業施設用地とした以外の区域 

農業用施設用地---七条イ 740-1,イ 741-1, イ 743,イ 985-28,イ 986-5,イ 986-10, 

イ 986-29,イ 986-42,イ 996-2,イ 996-10, イ 998-4 

 

Ｋｊ－１ 

若生 

農地-------------全区域 
 

Ｋｊ－２ 

波佐 

農地-------------混牧林地とした以外の区域 

混牧林地---------527 林班い 30、40、47、55 を順次結んだ区域 
 

Ｋｊ－３ 

小国 

農地-------------全区域 
 

Ａｋ－１ 

八ツ木 
農地-------------全区域 

 

Ａｋ－２ 

坂本 
農地-------------全区域 

 

Ａｋ－３ 

今市 
農地-------------全区域 

 

Ａｋ－４ 

丸原 
農地-------------全区域 

 

Ａｌ－１ 

木田 

農地-------------農業施設用地とした以外の区域 

農業用施設用地---236 林班○い6 を基点に、236 林班○い8.10.21. 25.27.24.20.16 を基

点と結ぶ線に囲まれた区域内にある現況農業用施設用地 

 

Ａｌ－２ 

山ノ内 

農地-------------全区域 

混牧林地---------251 林班○ろ46 を基点に、251 林班○ろ30.23.19.18. 24.32.38.49 を

基点と結ぶ線に囲まれた区域内にある現況混牧林地 

 

Ａｍ－１ 

和田 
農地-------------全区域 

 

Ａｍ－２ 

重富 
農地-------------全区域 

 

Ａｍ－３ 

本郷 

農地-------------混牧林地とした以外の区域 

混牧林地---------262 林班○は42 を基点に、262 林班○は68.56.37 を基点と結ぶ線に囲

まれた区域内にある現況混牧林地 
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Ａｎ－１ 

都川上 
農地-------------全区域 

 

Ａｎ－２ 

都川下 
農地-------------全区域 

 

Ａｏ－１ 

来尾 
農地-------------全区域 

 

Ａｏ－２ 

市木 
農地-------------全区域 

 

Ｙｐ－１ 

長安本郷 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------646 林班い 45.49.51.57.59.60.61.63～72 の区域 

         23.24.25-1～5.28.29-1～3.53.54.56 

 

Ｙｐ－２ 

三里 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------660 林班の一部、ﾛ 53～55.ﾛ 58-1.ﾛ 59.ﾛ 60.ﾛ 62-2. 

 

Ｙｐ－３ 

程原 

農地-------------全区域  

Ｙｐ－４ 

大坪 

農地-------------混牧林地、採草放牧地及び農業施設用地とした以外の区域 

混牧林地---------670 林班い 5,10 の一部 

採草放牧地-------670 林班い 19.21.24.25.28.32.33.35.37.39.41 の区域 

農業用施設用地---9-7 

 

Ｙｐ－５ 

稲代 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------213-1、222-1.223-1.223-2.178-2.178-1.179-2.209.672 林班は 19

に囲まれた区域 

 

Ｙｐ－６ 

高内 

農地-------------採草放牧地及び農業施設用地とした以外の区域 

採草放牧地-------638 林班は 10.7.8.4.639 林班い 27 に囲まれた区域 

農業用施設用地---ｲ 11．ｲ 11－1．ｲ 11－2．ｲ 11－3．ｲ 12－1．ｲ 15．ｲ 16．ｲ 337-2． 

         ｲ 337-7．ｲ 337-8．ｲ 337-6（一部） 

         ｲ 5-1.ｲ 16.ｲ 333-1. ｲ 337-2.ｲ 337-3. ｲ 337-4. ｲ 337-7.337-8. 

         ｲ 337-62.ﾛ 14.ﾛ 17-2.ﾛ 18.ﾛ 19.ﾛ 15-3.ﾛ 15-4 

 

Ｙｐ－７ 

門田 

農地-------------全区域 

 

 

Ｙｐ－８ 

小坂 

農地-------------全区域 

 

 

Ｙｐ－９ 

栃木 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------634 林班ろ 1.5.8.11.12.39 の区域 

 

Ｙｑ－１ 

木都賀 

農地-------------採草放牧地とした以外の区域 

採草放牧地-------619 林班に 11 の区域 

 

Ｙｑ－２ 

野坂 

農地-------------全区域 

 

 

Ｙｑ－３ 

田野原 

農地-------------全区域  

Ｍr－１ 

岡見 
農地-------------全区域 

 

Ｍs－１ 

古市場 
農地-------------全区域 

 

Ｍs－２ 

西河内 
農地-------------全区域 

 

Ｍt－１ 

白砂 
農地-------------全区域 

 

Ｍu－１ 

三隅 

農地-------------農業用施設用地とした以外の区域 

農業用施設用地---723 林班い 1を基点とし、721 林班い 10、721 林班い 16、723 林班 

         い 9 と基点を結んだ直線に囲まれた区域の農業用施設用地 

 

Ｍu－２ 

向野田 
農地-------------全区域 

 

Ｍu－３ 

河内 
農地-------------全区域 

 

Ｍu－４ 

矢原 
農地-------------全区域 
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Ｍv－１ 

上古和 
農地-------------全区域 

 

Ｍv－２ 

下古和 
農地-------------全区域 

 

Ｍv－３ 

黒沢 
農地-------------全区域 

 

 

 

 

 

Ｍw－１ 

井野 

 

農地-------------採草放牧地及び農業施設用地とした以外の区域 

採草放牧地-------806 林班は 10 を基点とし、806 林班は 24、806 林班は 21、 

         806 林班は 16 と基点を結んだ直線に囲まれた区域の採草放牧地 

採草放牧地-------804 林班ろ 1を基点とし、804 林班ろ 12、803 林班ろ 25、803 林班 

         ろ 6 と基点を結んだ直線に囲まれた区域の採草放牧地 

採草放牧地-------804 林班は 24 を基点とし、805 林班ろ 28、805 林班ろ 32、 

         805 林班ろ 34 と基点を結んだ直線で囲まれた区域の採草放牧地 

採草放牧地-------796 林班ろ 16 を基点とし、下今明柿原宅、796 林班ろ 1、796 林班 

         ろ 8 と基点を結んだ直線に囲まれた区域の採草放牧地 

農業用施設用地---801 林班い 5と接する下今明農道より東 120ｍ、801 林班い 10 と接 

         する下今明農道より北 120ｍに囲まれた区域の農業用施設用地 

 

Ｍw－２ 

芦谷 
農地-------------全区域 

 

Ｍw－３ 

室谷 
農地-------------全区域 
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第１ 地域の概況 

 
１ 立地条件 
 
（１）地域の位置 
 
平成１７年１０月、島根県の西部に位置する浜田市及び那賀郡４町村（金城町、旭町、弥栄

村、三隅町）の合併により、新しい浜田市が誕生した。 
 
市の本庁舎は松江市から１３０km、隣県広島市からは約１１０km、北緯３４°５３′８″
東経１３２°０４′４８″の地点に位置する。市域の東部で邑南町と、東北部では江津市と接

し、南部では広島県と接する。また、市の西部では益田市と接し、北部には日本海が広がる。

本市の総面積は６８９．４４k㎡で、島根県総面積の約１割を占める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）自然条件 
 
①気候 
本市の気候は、浜田地区で平成１３年から１７年の平均気温が１５．８度と、県下では比較

的温暖であるが、弥栄地区では同期間中の平均気温が１２．６度と浜田地区に比べ３．２度低

い。また、同期間中の降水量は、浜田地区、三隅地区に比べ、金城地区、弥栄地区で多く、最

深積雪についても、標高の高い弥栄地区では３２．６ｃｍと浜田地区に比べて多く、市内でも

地区により気候に差がみられる。 
 

市の位置 

浜田市 

江津市 
邑南町 

益田市 
広島県 

日本海 
島根県 

山口県 

鳥取県 松江市 
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（気候） 
各年平均 

観測地点  
平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

平成 13～17 年 

平均 

平均気温（℃） 15.6 16.0 15.5 16.3 15.6 15.8

年降水量（mm） 1784.5 1326.5 2039.5 1757.5 1226.5 1626.9浜田 

最深積雪（ｃｍ） 1.0 0.0 5.0 4.0 4.0 2.8

平均気温（℃） － － － － － － 

年降水量（mm） 2386.0 1715.0 2442.0 2569.0 2375.0 2297.4金城 

最深積雪（ｃｍ） － － － － － － 

平均気温（℃） 12.3 12.7 12.5 13.1 12.4 12.6

年降水量（mm） 2259.0 1728.0 2476.0 2444.0 2053.0 2192.0弥栄 

最深積雪（ｃｍ） 34 18 28 34 49 32.6

平均気温（℃） － － － － － － 

年降水量（mm） 1838.0 1266.0 1807.0 1738.0 1316.0 1593.0三隅 

最深積雪（ｃｍ） － － － － － － 

 
②地勢 
市域の大部分は丘陵地や山地であり、下流域には平地を形成しているものの、林野率が 82％
を占め、まとまった平地は少ない。天狗石山、三ツ石山、大佐山といった 1,000m 級の中国山
地の山岳が、広島県との県境に連なり、山に降り注いだ雨が小さな沢や河川を通じ、下府川、

浜田川、三隅川等の主要河川を経て日本海に注ぎ込んでいる。また、本市農地の大部分をこう

した河川沿いの水田が占め、狭小な農地も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（主要河川） 

河川名 上流端 下流端 河川延長 

①下府川 金城町 日本海 22.1 

②浜田川 〃 〃 19.5 

③周布川 〃 〃 44.6 

④三隅川 弥栄町 〃 40.9 

⑤井川川 三隅町 三隅川 14.4 

⑥家古屋川 旭町 八戸川 14.5 

（主要山岳） 
名称 所在地 標高 

⑦天狗石山 旭町 1,192 

⑧三ツ石山 〃 1,163 

⑨大佐山 金城町 1,069 

⑩丸瀬山 旭町 1,021 

 

日本海 

広島県 
益田市 

③ 

① 

⑥ 
② 

⑤ 

④ 
⑧ ⑦ 

⑩ 

⑨ 
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（３）交通条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出雲 
空港 

萩・石見

空港 

浜田 

広島市 

 
田 
自 
動 
車

道 

浜

本市から県都松江市に向けては、島根県

を縦断する山陰本線が海沿いを通り、これ

と並行して国道９号が東西に通じている。

高速自動車道やバイパスが一部の区間し

か整備されていないため、国道９号に自動

車の通行が集中する状況にある。 
 
広島県に向けては、国道１８６号が通じ

ており、平成３年に中国横断自動車道広島

浜田線が全線開通して以後、広島方面への

アクセスは大きく向上した。この結果、浜

田・広島間の高速バスが運行されているな

ど、本市は山陰と山陽を結ぶ交通の起点と

なっており、県都松江市よりも、広島市へ

のアクセスが良好な状況にある。 
 
 

186 

９ 

松江市 

千代田 JCT 
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２ 人口及び産業経済の動向及び見通し 
 
（１）総人口、世帯数及び産業別就業人口の動向及び見通し 

 
市の人口は平成８年以後、一貫した減少傾向にあり、この１０年間で６８，１０３人から、

６３，０４３人へと５，０６０人の減少がみられた。一方世帯数は、この１０年間で約７００

世帯の増加がみられ、一世帯当たりの人数は、平成７年の２．８人から平成１７年には２．５

人へと減少の傾向にあり、核家族化が進んでいることが分かる。 
 
また、本市における農業の位置付けをみると、総人口に占める農家人口の割合が平成１２年

の１３．５％から、平成１７年には１０．８％まで、２．７％の減少となり、世帯についても

農家世帯の割合が、１４．８％から１３．２％へと１．６％の減少となっている。 
 
産業別就業人口では、第１次産業と第２次産業で、総就業人口に占める割合、就業人口が共

に減少する傾向にあり、就業人口では平成７年から平成１２年までの５年間において、第１次

産業では約１，０００人、第２次産業では約１，７００人の減少となっている。また、農業就

業人口では、平成７年の３，３４５人から平成１２年には２,６００人へと７４５人の減少とな
った。一方、同期間中の第３次産業は、総就業人口に占める割合、就業人口が共に増加する傾

向にあり、就業人口では約２００人の増加がみられた。地区別の特徴をみると、金城、旭、弥

栄の 3地区では総就業人口に占める第 1次産業の割合が２割台～３割台、第１次産業に占める
農業就業者数の割合も９割台となっており、第１次産業及び農業への就業者数の割合が高い。 
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（単位：人、世帯） 
産業別就業人口 

総人口 総世帯 
  

 

年度 

  
うち農家 

人  口 
  

うち農家

世  帯

総就業 

人 口 
第１次 

う ち 

農 業 

第２次 第３次 

平成７年 68,103 14,788 24,328 4,090 36,409 4,326 3,345 11,167 20,915

平成１２年 65,463 8,823 24,724 3,650 33,936 3,360 2,600 9,483 21,093

現在 

平成１７年 
63,043 6,822 25,035 3,307 31,686 2,589 2,005 7,990 21,107

平成２２年 

見通し 
59,978 5,194 25,200 3,055 29,231 1,954 1,514 6,593 20,684

浜 
 

田 
 

市 

平成２７年 

見通し 
56,913 3,944 25,408 2,320 26,894 1,459 1,132 5,382 20,053

平成７年 48,515 4,834 17,441 1,249 25,174 1,850 1,072 7,184 16,140浜
田
地
区 平成１２年 47,187 4,099 18,155 1,083 24,123 1,340 749 6,443 16,340

平成７年 5,508 3,464 1,691 907 3,260 808 754 1,010 1,442金
城
地
区 平成１２年 5,216 3,186 1,663 858 3,062 736 703 909 1,417

平成７年 3,354 2,319 1,177 715 1,966 599 565 544 823旭
地
区 平成１２年 3,198 2,096 1,170 657 1,766 494 473 472 800

平成７年 1,845 1,336 695 406 1,154 424 411 312 418弥
栄
地
区 平成１２年 1,789 1,181 708 367 1,040 349 316 288 403

平成７年 8,881 2,835 3,324 813 4,855 645 543 2,117 2,092三
隅
地
区 平成１２年 8,073 2,328 3,028 685 3,945 441 359 1,371 2,133

※出典：国勢調査結果、農林業センサス 
※注意：浜田市の平成７年、平成１２年の数値は合併前の旧市町村の合計数値である。 
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（２）産業別生産額の動向及び見通し 
（単位：百万円） 

 産業別生産額 

  

 

 
総生産額 第１次 

うち農業 
第２次 第３次 

平成７年 222,257 7,298 2,706 62,838 152,121

平成１２年 264,663 5,404 2,835 59,997 199,262

現在 

平成１７年 
254,114 4,165 2,186 50,553 199,396

平成２２年 

見通し 
240,251 3,143 1,651 41,713 195,395

浜 

田 

市 

平成２７年 

見通し 
225,833 2,347 1,234 34,052 189,434

平成７年 165,897 4,728 806 42,652 118,517浜
田
地
区 平成１２年 160,934 2,749 734 42,333 115,852

平成７年 17,588 1,015 711 5,340 11,233金
城
地
区 平成１２年 18,558 798 552 6,161 11,599

平成７年 9,215 648 539 2,681 5,886旭
地
区 平成１２年 9,944 528 426 2,458 6,958

平成７年 4,956 414 273 965 3,577弥
栄
地
区 平成１２年 5,139 1,003 892 777 3,359

平成７年 24,601 493 377 11,200 12,908三
隅
地
区 平成１２年 70,088 326 231 8,268 61,494

※出典：島根県市町村民経済計算 

※注意：平成１７年は推計 
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３ 地域の開発構想 
 
本市は、中国横断自動車道広島浜田線の全線開通以後、山陰と山陽を結ぶ島根県西部の交通

の要衝としてその役割を果たし、浜田港、三隅港、島根県立大学、医療、福祉機関など、島根

県西部の中心的な都市にふさわしい都市環境と農山漁村の自然、固有の歴史文化といったふる

さとの環境が共存する地域である。こうした特長とともに地域の課題を踏まえて作成された、

新市建設計画の基本理念、「青い海・緑の大地 人が輝き文化のかおるまち」に基づき、「安心

して、すこやかに、楽しく住める一体的なまちづくり」、「地域の個性を活かしたまちづくり」

の２点を基本とする新しいまちづくりを推進している。 

 
まちづくりの基礎的な基盤となる道路では、山陰自動車道の早期建設の促進や市内の拠点を

結ぶ基幹道路の早期整備をめざすとともに、都市基盤では浜田駅北地区の整備など利便性の高

いまちづくりを推進する方針にある。また、雇用の場の確保に向けては、浜田港・三隅港を活

用した経済交流や旭拠点工業団地を中心とした企業の誘致などを推進する方針にある。そして、

旭拠点工業団地には、矯正施設（島根あさひ社会復帰促進センター）の誘致も決まり、今後、

地域産業との連携を図りながらまちづくりを進める方針にある。 
 
同時に、農業の振興に向けては、生産基盤の整備や有害鳥獣対策など基礎的な生産条件の整

備とともに、産地化や所得の向上のための生産指導などを充実し、農業後継者や新規就農者の

確保、並びに、集落営農等の促進を図る方針にある。こうした取組により、新市建設計画にお

いて市の将来像の一つに位置付けられる、「地域の資源・個性を活かし、将来の発展を支える産

業を創造するまち」の一翼を担うよう農業の振興を図る必要がある。 
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４ 農業関係法令に基づく各種農業振興計画の概要 
 
 

計画等名 
地域指定・ 

計画策定年度 
指定地域等の範囲 内容 

肉用牛生産近代化計画 平成１７年度 浜田市全域 肉用牛の生産振興 

農業経営基盤強化促進基本

構想 
平成１８年度 浜田市全域 

担い手の農業経営の指標 

支援措置のあり方 

 
 

浜
田
市 

水田農業ビジョン 平成１８年度 浜田市全域 作物生産・販売戦略・水田の利活用等の方針

果樹広域濃密生産団地 

形成計画 
昭和 58 年度 浜田全域 果樹（ぶどう・かき・くり）の生産団地形成 浜

田
地
区 中山間地域農業振興 

ビジョン 
平成 10 年度 浜田全域 中山間地域の農業振興 

農林業等活性化基盤 

整備計画 
平成 7年度 金城全域 農林業の振興 

金
城
地
区 

新山村振興計画 平成 6年度 金城全域 地域振興の方策 

農林業等活性化基盤 

整備計画 
平成 16 年度 旭全域 農林業の振興 

旭

地

区 新山村振興計画 平成 16 年度 旭全域 地域振興の方策 

農林業等活性化基盤 

整備計画 
平成 12 年度 弥栄全域 農林業の振興 弥

栄
地
区 新山村振興計画 平成 12 年度 弥栄全域 地域振興の方策 

農林業等活性化基盤 

整備計画 
平成 6年度 三隅全域 農林業の振興 三

隅
地
区 新山村振興計画 平成 6年度 三隅全域 地域振興の方策 
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５ 農業関係以外の法令に基づく地域等の指定状況 
 
 

地域等の名称 指定等年月日 根拠法令 

浜田都市計画区域 昭和 9年 都市計画法 

重要港湾浜田港 昭和 32 年 港湾法 

特定第３種浜田漁港 昭和 44 年 漁港法 

海岸保全区域 昭和 36 年 海岸法 

地すべり防止区域 昭和 35 年 地すべり等防止法 

浜田市森林整備計画 平成 17 年～平成 27 年 森林法 

浜田 

地区 

江の川下流地域森林計画 平成 17 年 森林法 

金城町森林整備計画 平成 17 年～平成 27 年 森林法 
金城 

地区 
江の川下流地域森林計画 平成 17 年 森林法 

旭都市計画区域 昭和 50 年 都市計画法 

過疎地域自立促進計画 平成 12 年～平成 16 年 過疎地域自立促進法 

地すべり防止区域 平成 14 年 地すべり等防止法 

旭町森林整備計画 平成 17 年～平成 27 年 森林法 

旭 

地区 

江の川下流地域森林計画 平成 17 年 森林法 

地すべり防止区域 平成 11 年 地すべり等防止法 

弥栄村森林整備計画 平成 17 年～平成 27 年 森林法 

過疎地域自立促進計画 平成 16 年 過疎地域自立促進法 

弥栄 

地区 

江の川下流地域森林計画 平成 17 年 森林法 

過疎地域 昭和 55 年 過疎地域自立促進法 

三隅都市計画区域 昭和 44 年 都市計画法 

重要港湾三隅港 昭和 57 年 港湾法 

海岸保全区域 昭和 48 年 海岸法 

地すべり防止区域 昭和 56 年 地すべり等防止法 

三隅町森林整備計画 平成 17 年～平成 27 年 森林法 

三隅 

地区 

江の川下流地域森林計画 平成 17 年 森林法 
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第２ 土地利用の動向等 

 
１ 農業振興地域の土地利用の動向 
 

（単位：ha） 

農用地 農業用   
 

総面積 
農地 採草放牧地 計 施設用地

森林原野 
混牧林地 

その他

52,826 3,462 493 3,955 12 38,570 36 10,253
平成７年 

100.0% 6.6% 0.9% 7.5% 0.0% 73.0% 0.1% 19.4%

52,776 3,427 285 3,712 13 38,525 36 10,490
平成１２年 

100.0% 6.5% 0.5% 7.0% 0.0% 73.0% 0.1% 19.9%

52,473 3,510 141 3,651 13 38,506 6 10,303

浜
田
市 

平成１８年 
100.0% 6.7% 0.3% 7.0% 0.0% 73.4% 0.0% 19.6%

14,109 1,238 37 1,275 0 9,890 0 2,944
平成７年 

100.0% 8.8% 0.3% 9.0% 0.0% 70.1% 0.0% 20.9%

14,109 1,230 37 1,267 0 9,890 0 2,952

浜
田
地
区 平成１２年 

100.0% 8.7% 0.3% 9.0% 0.0% 70.1% 0.0% 20.9%

10,930 712 347 1,059 2 8,459 3 1,407
平成７年 

100.0% 6.5% 3.2% 9.7% 0.0% 77.4% 0.0% 12.9%

10,930 710 139 849 2 8,459 3 1,617

金
城
地
区 平成１２年 

100.0% 6.5% 1.3% 7.8% 0.0% 77.4% 0.0% 14.8%

8,499 588 1 589 3 6,420 0 1,487
平成７年 

100.0% 6.9% 0.0% 6.9% 0.0% 75.5% 0.0% 17.5%

8,449 585 1 586 3 6,370 0 1,490

旭
地
区 

平成１２年 
100.0% 6.9% 0.0% 6.9% 0.0% 75.4% 0.0% 17.6%

6,480 444 3 447 6 5,083 4 940
平成７年 

100.0% 6.9% 0.0% 6.9% 0.1% 78.4% 0.1% 14.5%

6,480 438 3 441 6 5,081 4 948

弥
栄
地
区 平成１２年 

100.0% 6.8% 0.0% 6.8% 0.1% 78.4% 0.1% 14.6%

12,808 480 105 585 1 8,718 29 3,475
平成７年 

100.0% 3.7% 0.8% 4.6% 0.0% 68.1% 0.2% 27.1%

12,808 464 105 569 2 8,725 29 3,483

三
隅
地
区 平成１２年 

100.0% 3.6% 0.8% 4.4% 0.0% 68.1% 0.2% 27.2%

※出典：農業振興地域整備計画総覧 

※注意：「農用地」は遊休農地、耕作放棄地等を含んだ数値である。したがって、農業センサスの耕地面積とは異なる。 
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２ 森林の混牧林地としての利用の可能性 
（単位：ha） 

 
  

現況混牧林地面積 

（平成 18 年） 
左以外の森林の混牧林地としての利用可能性 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域（案）） 
７ 0 

浜
田
市 

その他 － － 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域（案）） 
0 0 

浜
田
地
区 

その他 － － 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域（案）） 
3 0 

金
城
地
区 

その他 － － 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域案） 
2 0 

旭
地
区 

その他 － － 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域（案）） 
2 0 

弥
栄
地
区 

その他 － － 

市町村行政区域 － － 

農業振興地域 

（農用地区域（案）） 
0 0 

三
隅
地
区 

その他 － － 

※出典：農業振興地域整備計画総覧 
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第３ 農業生産の現状と今後の方向 

 
１ 重点作物の概要 
 
（１）米 
 
市の全域で生産され、弥栄地区では有機栽培や減農薬特別栽培による付加価値の高い米づく

りが行われている。また、弥栄地区を中心に、集落などで営農組織を設立し、機械の共同保有

やオペレーター方式による米づくりに取り組まれているが、こうした集落営農組織による米づ

くりは、弥栄地区以外では一部の集落にとどまる。浜田地区、金城地区、旭地区及び三隅地区

では、農家個人単位の米づくりが中心であるが、金城地区では比較的規模の拡大が進む状況に

ある。また、三隅地区では市、農業協同組合及び三隅地区農家の出資による第３セクター組織

（農業支援センター）が設立され、この組織による作業受託に取り組まれている。 
 
（２）雑穀・豆類 
 
大豆、いんげんが市内各地で生産され、小豆、そばは主に弥栄地区で生産されている。大豆

は大規模な水田農家や一部の集落営農組織が共同生産に取り組んでおり、収量の拡大に向けた

不耕起栽培の研究も行われている。また、味噌などの大豆加工品の生産にも取り組まれている。 
 
（３）野菜 
 
市の全域で生産され、露地野菜ではキャベツ、なす、ねぎなどが主に出荷用に生産されてい

る。生産者は小規模な農家が中心であり、高齢化も進む状況から、市場への出荷量が飛躍的に

増加する傾向にはないが、市内の直売施設では販売額が増加する状況もみられる。施設野菜で

はホウレンソウなどの葉菜類、トマトなどの果菜類が生産され、数名の新規就農者が生産を開

始したことなどにより、比較的年齢の若い専業農家が中心的な生産者となっている。また、近

年、有機農作物を生産する農家の自主グループが育ち、軟弱野菜を中心とした高品質な施設野

菜の生産に取り組まれ、量販店等との契約的取引により販売されている。 
 
（４）花卉 
 
花卉ではきく、蓮、ストック、バラ、シクラメン、苗物など、施設、露地を利用し栽培され

ている。きく、蓮、ストックは生産者の高齢化が進み、栽培面積は減少傾向にある。バラ、シ

クラメンなど他の花卉では比較的年齢の若い農家が生産し、バラは県内一位の生産量を誇るが、

価格低迷の中で生産費が高騰するといった厳しい状況にある。 
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（５）果樹 
 
果樹では柿、ぶどう、なし、イチジクが主に生産されている。柿、イチジクは主に浜田地区

と三隅地区で、なしは旭地区を中心に生産されている。また、ぶどうは浜田地区、金城地区及

び三隅地区を中心に市の全域で生産され、金城地区ではピオーネが、他の地区ではデラウェア

が中心となっている。 
 
なしは旭地区の生産団地において２つの農業生産法人と農家の組合により生産され、幼木か

ら成木へと木が生長をとげる中で、出荷量が拡大する傾向にある。ぶどうは生産量、作付面積

が減少傾向にあるが、金城地区のピオーネは県内 1 位の作付面積であり、今後、木の成長に伴
い出荷量が拡大する傾向にある。また、柿は生産者の高齢化から管理が困難になりつつあり、

出荷量が減少傾向にある。 
 
（６）菌床椎茸 
 

旭地区を中心に生産されている。近年、定年帰農者を中心に、新規に生産者が増加傾向にあ

り、今後出荷量の拡大が予測される。 

 
（７）畜産 
 

和牛は、市場が高値で推移していることから、好況を呈しているが、農家数は、高齢化と後

継者不足によって減少傾向にある。しかし、弥栄地区においては、新規就農によって繁殖に取り

組む予定があり、若干の明るい材料となっている。 
養豚は、浜田、金城、旭地区において行われており、品質の良さから生産量も増加傾向にあ

り、また、レストラン経営・ハム製造による付加価値化も良好で、市の畜産における重要な位置

を占めている。 
一方、養鶏の飼養羽数は横ばい状況にあるが、高病原性鳥インフルエンザによる被害が全国

各地でみられるとおり、大きな打撃となることから、この防止対策が最大の要件となる。 
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２ 農業生産の動向と目標 
【浜田地区】 

平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 平成２２年見通し 平成２７年見通し

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作 目 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円

ｈａ

頭

ｔ 

千本
千万円 ％

ｈａ

頭

ｔ 

千本
％ 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本
％

米 336 1,560 45 287 1,410 36 236 1,120 28 100.0% 224 1,064 95.0% 213 1,011 90.0%

豆  類 19 － 1 16 － 1 14 － 0 － 13 － － 13 － －

（大豆） 13 18 0 11 14 0 10 11 × 100.0% 10 10 95.0% 9 10 95.0%

（小豆） 5 5 0 4 4 0 3 2 × 100.0% 3 2 95.0% 3 2 95.0%

（いんげん） 1 － × 1 － × 1 － × － 1 － － 1 0 －

野  菜 122 × 27 119 × 27 118 × 29 × 112 × × 106 × ×

（キャベツ） 7 155 1 7 191 1 7 156 1 100.0% 7 148 95.0% 6 141 95.0%

（ほうれんそう） 6 75 3 7 86 3 7 86 3 100.0% 7 82 95.0% 6 78 95.0%

（ねぎ） 4 50 1 4 53 2 4 47 2 100.0% 4 45 95.0% 4 42 95.0%

（なす） 6 103 2 6 95 2 6 91 2 100.0% 6 86 95.0% 5 82 95.0%

（トマト） 3 78 2 3 80 2 3 76 2 100.0% 3 72 95.0% 3 69 95.0%

（いちご） 2 20 2 2 18 2 1 11 1 100.0% 1 10 95.0% 1 10 95.0%

（メロン） 1 21 1 1 21 1 1 11 × 100.0% 1 10 95.0% 1 10 95.0%

果 樹・果 実 92 × 15 81 × 11 64 × 8 × 61 × × 58 × ×

（ぶどう） 16 83 7 13 83 6 7 44 3 100.0% 7 42 95.0% 6 40 95.0%

（かき） 61 206 6 53 198 3 44 139 4 100.0% 42 132 95.0% 40 125 95.0%

（なし） 1 4 0 1 3 0 × × × × × × × × × ×

（いちじく） × × × × × × × × × × × × × × × ×

そば 1 1 × 1 － × 1 0 × － 1 0 － 1 0 －

花  き － × 2 － × 1 － × 2 － － 0 － － 0 －

（きく）出荷量 1 197 1 1 190 1 1 190 1 100.0% 1 181 95.0% 1 171 95.0%

（ばら）出荷量 － － － － － － － － － － － － － － － －

工芸農作物 19 － 8 18 － 8 16 － 8 － 15 － － 14 － －

（椎茸） － － － － － － － － － － － － － － － －

牛 × × × × × × × × × × × × × × × ×

豚 × × × × × × × × × × × × × × × ×

鶏 × × × × × × × × × × × × × × × ×

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 ※注意：「－」は未調査、「×」は非公表 
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【金城地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 平成２２年見通し 平成２７年見通し

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 作 目 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円

ｈａ

頭

ｔ 

千本
千万円 ％

ｈａ

頭

ｔ 

千本
％ 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本
％

米 459 2,340 67 395 2,130 52 402 2,050 50 100.0% 402 2,050 100.0% 402 2,050 100.0%

豆  類 19 － 1 31 － 2 31 － 1 － 19 － － 19 － －

（大豆） 12 17 0 21 27 1 26 28 1 100.0% 50 28 100.0% 50 28 100.0%

（小豆） 6 6 0 10 9 1 5 4 × 100.0% 5 4 100.0% 5 4 100.0%

（いんげん） 1 － × 0 － × 0 － × － 1 － － 1 － －

野  菜 26 × 7 31 × 9 34 × 8 × 34 × × 34 × ×

（キャベツ） 1 28 0 4 72 1 4 70 × 100.0% 4 70 100.0% 4 70 100.0%

（ほうれんそう） 0 5 0 1 15 1 1 18 1 100.0% 1 18 100.0% 1 18 100.0%

（ねぎ） 1 10 0 1 10 0 1 13 1 100.0% 1 13 100.0% 1 13 100.0%

（なす） 2 45 1 3 68 1 3 58 1 100.0% 1 58 100.0% 1 58 100.0%

（トマト） 1 46 1 1 31 1 1 32 1 100.0% 1 32 100.0% 1 32 100.0%

（いちご） 0 3 0 0 2 0 0 1 × 100.0% 0 1 100.0% 0 1 100.0%

（メロン） 0 6 0 1 14 0 1 9 × 100.0% 1 9 100.0% 1 9 100.0%

果 樹・果 実 52 × 1 39 × 1 34 × 1 × 34 × × 34 × ×

（ぶどう） 0 0 0 0 1 0 × × × × 4.4 36 × 5 75 208.3%

（かき） 2 7 0 2 7 0 2 6 × 100.0% 2 6 100.0% 2 6 100.0%

（なし） － － － － － － － － － － － － － － － －

（いちじく） × × × × × × × × × × × × × × × ×

そば 3 4 × 5 － × 3 1 × － 3 1 100.0% 3 1 100.0%

花  き － × 6 － × 5 － × 4 × － × × － × ×

（きく）出荷量 1 208 1 0 45 0 0 43 × 100.0% 0 43 100.0% 0 43 100.0%

（ばら）出荷量 － － － － － － － － － － － － － － － －

工芸農作物 25 － 4 19 － 3 17 － 1 － 17 － － 17 － －

（椎茸） － － － － － － － － － － － － － － － －

牛 × × × × × × × × × × × × × × × ×

豚 × × × × × × × × × × × × × × × ×

鶏 × × × × × × × × × × × × × × × ×

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

【旭地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 平成２２年見通し 平成２７年見通し

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 作 目 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円

ｈａ

頭

ｔ 

千本
千万円 ％

ｈａ

頭

ｔ 

千本
％ 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本
％

米 355 1,750 50 277 1,450 35 270 1,330 32 100.0% 314 1,569 118.0% 314 1,569 100.0%

豆  類 13 － 1 17 － 1 10 － 0 － 10 － － 10 － －

（大豆） 7 10 0 9 12 0 5 5 × 100.0% 2.5 － － 3 － －

（小豆） 5 5 0 7 7 1 5 4 × 100.0% 5 4 100.0% 5 4 100.0%

（いんげん） 1 － × 1 － × 0 － × － － － － － － －

野  菜 18 × 4 19 × 4 21 × 5 × 21 × × 21 × ×

（キャベツ） 2 33 0 1 35 0 3 57 × 100.0% 3 57 100.0% 3 57 100.0%

（ほうれんそう） 0 4 0 0 4 0 0 4 × 100.0% 0 4 100.0% 0 4 100.0%

（ねぎ） 0 3 0 0 3 0 0 5 × 100.0% 0 5 100.0% 0 5 100.0%

（なす） 2 38 1 2 41 1 2 37 1 100.0% 2 24 64.9% 2 24 100.0%

（トマト） 1 29 1 1 29 1 1 28 1 100.0% 1 28 100.0% 1 28 100.0%

（いちご） 0 1 0 0 1 0 0 0 × 0.0% 0 0 － 0 0 －

（メロン） － － － 0 1 0 － － － － － － － － － －

果 樹・果 実 33 × 7 50 × 11 45 × 12 × 45 × × 45 × ×

（ぶどう） － － － － － － － － － － － － － － － －

（かき） 3 9 0 3 9 0 1 4 × 100.0% 1 4 100.0% 1 4 100.0%

（なし） 12 128 6 30 314 10 30 358 12 100.0% 30 900 251.4% 30 1,000 111.1%

（いちじく） × × × × × × × × × × × × × × × ×

そば 1 1 × 1 － × 1 0 × － 1 0 － 1 0 －

花  き － × 2 － × 8 － × 8 × － × × － × ×

（きく）出荷量 1 185 1 1 183 1 1 90 × 100.0% 1.2 265 294.4% 1.2 265 100.0%

（ばら）出荷量 × × × 1 783 7 × × 7 × 1 855 × 1 855 100.0%

工芸農作物 8 － 3 8 － 2 5 － 1 － 5 － － 5 － －

（椎茸） － － － － － － － － － － － 75 － － 75 100.0%

牛 × × × × × × × × × × × × × × × ×

豚 × × × × × × × × × × × × × × × ×

鶏 × × × × × × × × × × × × × × × ×

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

【弥栄地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 平成２２年見通し 平成２７年見通し

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 作 目 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円

ｈａ

頭

ｔ 

千本
千万円 ％

ｈａ

頭

ｔ 

千本 
％ 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本
％

米 249 1,200 34 196 1,010 26 207 1,010 24 100.0% 211 1,038 102.8% 211 1,038 102.8%

豆  類 16 － 1 42 － 0 22 － 1 － 27.95 32.7 － 28.45 32.7 100.0%

（大豆） 10 14 0 35 47 1 17 17 1 100.0% 20 19.2 112.9% 20 19.2 112.9%

（小豆） 6 6 0 7 6 1 5 4 × 100.0% 7.5 11.25 281.3% 8 11.25 281.3%

（いんげん） 0 － × 0 － × 0 － × － 045 2.25 － 045 2.25 －

野  菜 18 × 4 19 × 4 19 × 6 × 5.95 × × 5.95 × ×

（キャベツ） 1 35 0 2 38 0 2 49 × 100.0% 1.7 59.5 121.4% 1.7 59.5 121.4%

（ほうれんそう） 1 12 1 1 13 1 2 30 1 100.0% 3.1 59 196.7% 3.1 59 196.7%

（ねぎ） 0 7 0 0 6 0 1 7 × 100.0% 015 1.2 17.1% 015 1.2 17.1%

（なす） 2 35 1 2 39 1 2 35 1 100.0% 0.7 10 28.6% 0.7 10 28.6%

（トマト） 2 44 1 2 41 1 2 39 1 100.0% 0.2 3 7.7% 0.2 3 7.7%

（いちご） 0 0 × 0 0 × 0 0 × － － － － － － －

（メロン） － － － － － － 0 2 × － － － － － － －

果 樹・果 実 7 × 0 7 × 0 4 × 0 × － － × － － ×

（ぶどう） － － － － － － － － － － － － － － － －

（かき） 2 6 0 2 6 0 1 4 × 100.0% － － － － － －

（なし） － － － － － － - - - － － － － － － －

（いちじく） × × × × × × × × × × × × × × × ×

そば 2 2 × 6 － × 4 1 × － 5.6 5.6 560.0% 5.6 5.6 560.0%

花  き － × 0 － × 0 － × × × 1.0 － × 1.0 － ×

（きく）出荷量 0 10 0 × × 0 － － － － － － － － － －

（ばら）出荷量 － － － － － － － － － － － － － － － －

工芸農作物 9 － 2 6 － 1 3 － 1 － 3 － － 3 － －

（椎茸） － － － － － － － － － － － － － － － －

牛 × × × × × × × × × × × × × × × ×

豚 × × × × × × × × × × × × × × × ×

鶏 × × × × × × × × × × × × × × × ×

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

【三隅地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 平成２２年見通し 平成２７年見通し

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

粗
生
産
額 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 

作
付
面
積 

（
飼
養
頭
羽
数
） 

生
産
量 

生
産
量
伸
び
率 作 目 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本 
千万円

ｈａ

頭

ｔ 

千本
千万円 ％

ｈａ

頭

ｔ 

千本
％ 

ｈａ 

頭 

ｔ 

千本
％

米 270 1,250 36 222 1,100 28 183 866 21 100.0% 180 860 99.3% 180 860 99.3%

豆  類 18 － 1 19 － 1 14 － 1 － 14 － － 14 － －

（大豆） 12 17 0 12 16 0 9 10 × 100.0% 12 13 130.0% 15 15 150.0%

（小豆） 5 5 0 6 6 1 4 3 × 100.0% 4 3 100.0% 4 3 100.0%

（いんげん） 1 － × 1 － × 1 － × － 0.2 2 － 0.2 2 －

野  菜 28 × 7 27 × 7 29 × 7 × 29 × × 29 × ×

（キャベツ） 1 34 0 5 133 1 6 129 1 100.0% 2 100 77.5% 3 120 93.0%

（ほうれんそう） 1 9 0 1 6 0 1 8 × 100.0% 1 8 100.0% 1 8 100.0%

（ねぎ） 0 3 0 0 3 0 1 7 × 100.0% 1 7 100.0% 1 7 100.0%

（なす） 1 29 1 1 28 1 1 26 × 100.0% 1 25 96.2% 1 25 96.2%

（トマト） 1 16 0 1 16 0 1 15 × 100.0% 1 15 100.0% 1 15 100.0%

（いちご） 1 12 1 1 13 1 1 9 1 100.0% 1 9 100.0% 1 9 100.0%

（メロン） 1 10 0 1 21 1 1 17 1 100.0% 1 16 94.1% 1 16 94.1%

果 樹・果 実 67 × 7 70 × 4 65 × 5 × 65 × × 65 × ×

（ぶどう） 1 7 1 1 6 1 1 4 0 100.0% 1 4 100.0% 1 4 100.0%

（かき） 56 202 6 57 215 3 55 166 4 100.0% 56 150 90.4% 56 150 90.4%

（なし） － － － － － － － － － － － － － － － －

（いちじく） × × × × × × × × × × × × × × × ×

そば 0 0 × 1 － × 0 0 × － 1 2 － 2 4 －

花  き － × 1 － × 1 － × 0 × － × × － × ×

（きく）出荷量 0 70 0 0 105 1 0 69 × 100.0% 1 20 29.0% 1 20 29.0%

（ばら）出荷量 － － － － － － － － － － － － － － － －

工芸農作物 10 － 3 9 － 2 7 － 2 － 7 － － 7 － －

（椎茸） － － － － － － － － － － － － － － － －

牛 × × × × × × × × × × × × × × × ×

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

３ 集出荷販売計画 
 
（１）農産物の出荷量及び出荷率の動向 
【浜田地区】 

平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 

作 目 生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量

(Ａ) 

出荷量

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

米 1,560 706 45.3% 1,410 231 16.4% 1,120 399 35.6%

豆  類 － － － － － － － － －

（大豆） 18 － － 14 － － 11 － －

（小豆） 5 － － 4 － － 2 － －

（いんげん） － － － － － － － － －

野  菜 × × － × × － × × －

（キャベツ） 155 92 59.4% 191 148 77.5% 156 118 75.6%

（ほうれんそう） 75 35 46.7% 86 50 58.1% 86 50 58.1%

（ねぎ） 50 32 64.0% 53 35 66.0% 47 26 55.3%

（なす） 103 70 68.0% 95 50 52.6% 91 37 40.7%

（トマト） 78 41 52.6% 80 38 47.5% 76 30 39.5%

（いちご） 20 19 95.0% 18 16 88.9% 11 9 81.8%

（メロン） 21 20 95.2% 21 18 85.7% 11 9 81.8%

果 樹・果 実 × × － × × － × × －

（ぶどう） 83 76 91.6% 83 76 91.6% 44 37 84.1%

（かき） 206 170 82.5% 198 178 89.9% 139 107 77.0%

（なし） 4 3 75.0% 3 2 66.7% × × －

（いちじく） × × － × × － × × －

そば 1 － － － － － 0 － －

花  き － × － － × － － × －

（きく） － 197 － － 190 － － 190 －

（ばら） － － － － － － － － －

工芸農作物 － － － － － － － － －

（椎茸） － － － － － － － － －

牛 × × － × × － × × －

豚 × × － × × － × × －

鶏 × × － × × － × × －

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 ※注意：「－」は未調査、「×」は非公表 ※米出荷量：ＪＡ取扱量のみ 
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

【金城地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 

作 目 生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量

(Ａ) 

出荷量

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

米 2,340 1,572 67.1% 2,130 517 24.3% 2,050 1130 55.1%

豆  類 － － － － － － － － －

（大豆） 17 － － 27 － － 28 － －

（小豆） 6 － － 9 － － 4 － －

（いんげん） － － － － － － － － －

野  菜 × × － × × － × × －

（キャベツ） 28 4 14.3% 72 45 62.5% 70 44 62.9%

（ほうれんそう） 5 2 40.0% 15 13 86.7% 18 15 83.3%

（ねぎ） 10 2 20.0% 10 1 10.0% 13 4 30.8%

（なす） 45 18 40.0% 68 57 83.8% 58 40 69.0%

（トマト） 46 41 89.1% 31 26 83.9% 32 24 75.0%

（いちご） 3 2 66.7% 2 2 100.0% 1 0 0.0%

（メロン） 6 6 100.0% 14 12 85.7% 9 5 55.6%

果 樹・果 実 × × － × × － × × －

（ぶどう） 0 0 － 1 1 100.0% × × －

（かき） 7 2 28.6% 7 0 0.0% 6 0 0.0%

（なし） － － － － － － － － －

（いちじく） × × － × × － × × －

そば 4 － － － － － 1 － －

花  き － × － － × － － × －

（きく） － 208 － － 45 － － 43 －

（ばら） － － － － － － － － －

工芸農作物 － － － － － － － － －

（椎茸） － － － － － － － － －

牛 × × － × × － × × －

豚 × × － × × － × × －

鶏 × × － × × － × × －

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表  

※米出荷量：ＪＡ取扱量のみ 
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浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

【旭地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 

作 目 生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量

(Ａ) 

出荷量

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

米 1,750 1141 65.2% 1,450 337 23.2% 1,330 702 52.8%

豆  類 － － － － － － － － －

（大豆） 10 － － 12 － － 5 － －

（小豆） 5 － － 7 － － 4 － －

（いんげん） － － － － － － － － －

野  菜 × × － × × － × × －

（キャベツ） 33 6 18.2% 35 11 31.4% 57 27 47.4%

（ほうれんそう） 4 1 25.0% 4 1 25.0% 4 1 25.0%

（ねぎ） 3 0 0.0% 3 0 0.0% 5 2 40.0%

（なす） 38 25 65.8% 41 26 63.4% 37 20 54.1%

（トマト） 29 22 75.9% 29 23 79.3% 28 17 60.7%

（いちご） 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 －

（メロン） － － － 1 1 100.0% － － －

果 樹・果 実 × × － × × － × × －

（ぶどう） － － － － － － － － －

（かき） 9 2 22.2% 9 0 0.0% 4 0 0.0%

（なし） 128 126 98.4% 314 279 88.9% 358 334 93.3%

（いちじく） × × － × × － × × －

そば 1 － － － － － 0 － －

花  き － × － － × － － × －

（きく）  － 185 － － 183 － － 90 －

（ばら） － × － － 783 － － × －

工芸農作物 － － － － － － － － －

（椎茸） － － － － － － － － －

牛 × × － × × － × × －

豚 × × － × × － × × －

鶏 × × － × × － × × －

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表 

※米出荷量：ＪＡ取扱量のみ 
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【弥栄地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 

作 目 生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量

(Ａ) 

出荷量

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

米 1,200 841 70.1% 1,010 203 20.1% 1,010 510 50.5%

豆  類 － － － － － － － － －

（大豆） 14 － － 47 － － 17 － －

（小豆） 6 － － 6 － － 4 － －

（いんげん） － － － － － － － － －

野  菜 × × － × × － × × －

（キャベツ） 35 5 14.3% 38 17 44.7% 49 34 69.4%

（ほうれんそう） 12 4 33.3% 13 11 84.6% 30 27 90.0%

（ねぎ） 7 3 42.9% 6 3 50.0% 7 3 42.9%

（なす） 35 25 71.4% 39 24 61.5% 35 17 48.6%

（トマト） 44 41 93.2% 41 33 80.5% 39 31 79.5%

（いちご） 0 0 － 0 0 － 0 0 －

（メロン） － － － 1 1 100.0% 2 1 50.0%

果 樹・果 実 × × － × × － × × －

（ぶどう） － － － － － － － － －

（かき） 6 0 0.0% 6 0 0.0% 4 0 0.0%

（なし） － － － － － － － - －

（いちじく） × × － × × － × × －

そば 2 － － － － － 1 － －

花  き － × － － × － － × －

（きく） － 10 － － × － － - －

（ばら） － － － － － － － - －

工芸農作物 － － － － － － － － －

（椎茸） － － － － － － － － －

牛 × × － × × － × × －

豚 × × － × × － × × －

鶏 × × － × × － × × －

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表 

※米出荷量：ＪＡ取扱量のみ 
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【三隅地区】 
平成７年 平成１２年 現在(平成１６年) 

作 目 生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量

(Ａ) 

出荷量

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

生産量 

(Ａ) 

出荷量 

(Ｂ) 

出荷率

(Ｂ/Ａ) 

米 1,250 642 51.4% 1,100 167 15..2% 866 383 44..2%

豆  類 － － － － － － － － －

（大豆） 17 － － 16 － － 10 － －

（小豆） 5 － － 6 － － 3 － －

（いんげん） － － － － － － － － －

野  菜 × × － × × － × × －

（キャベツ） 34 2 5.9% 133 74 55.6% 129 94 72.9%

（ほうれんそう） 9 6 66.7% 6 4 66.7% 8 6 75.0%

（ねぎ） 3 0 0.0% 3 0 0.0% 7 2 28.6%

（なす） 29 19 65.5% 28 14 50.0% 26 11 42.3%

（トマト） 16 6 37.5% 16 4 25.0% 15 3 20.0%

（いちご） 12 12 100.0% 13 10 76.9% 9 6 66.7%

（メロン） 10 10 100.0% 21 19 90.5% 17 8 47.1%

果 樹・果 実 × × － × × － × × －

（ぶどう） 7 5 71.4% 6 5 83.3% 4 4 100.0%

（かき） 202 173 85.6% 215 170 79.1% 166 126 75.9%

（なし） － － － － － － － － －

（いちじく） × × － × × － × × －

そば 0 － － － － － 0 － －

花  き － × － － × － － × －

（きく） － 70 － － 105 － － 69 －

（ばら） － － － － － － － － －

工芸農作物 － － － － － － － － －

（椎茸） － － － － － － － － －

牛 × × － × × － × × －

※出典：浜田・江津・那賀地域農業類型統計 

※注意：「－」は未調査、「×」は非公表 

※米出荷量：ＪＡ取扱量のみ 
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（２）集出荷販売の現状及び改善目標 
 
本市の農作物の集出荷販売は、農業協同組合の共同販売を中心としているが、有機野菜を

生産するグループやなしの生産者及び弥栄地区内を中心とした集落営農組織の一部など、意

欲的な専業農家や組織では、市場以外の販路を構築している。 
 
こうした状況の中、調査の結果からは農業協同組合に有利販売を求める農家が多いことか

ら、金城地区のピオーネにおける展開のように農業協同組合と農家の協調のもと、付加価値

の高い販路の開拓をめざすことが必要である。一方で、今後の販売について、農家が自ら販

路を開拓する方向もみられ、こうした意欲的な農家への対応が求められるが、国や県の補助

においても、農家個人への支援は利子補給や特定品目への価格安定など側面的な支援が中心

であり、個人単位の販路構築を支援することは困難であることが通例である。 
 
このため、全国では意欲的な生産者の連携や組織化を図り、選果場などの施設やブランド

化、販路開拓に向けての PRなどを支援する例がみられ、本市でも、弥栄地区において米の
ブランド化に向けた協議会や施設野菜の組合に対してのブランド化に向けた研究活動の支

援が行っている。こうした事例を踏まえ、意欲的な農家の連携をはかり、販路構築に向けた

共通的な課題への支援方策について、国や県の補助・交付金の利用を視野に入れた検討が求

められる。 
 
（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

今後の流通・販売について農家が自ら販路を構築しようとする意向がみられ、既に

地区では有機野菜の生産グループ等による契約的取引にも取り組まれている。こう

した状況を踏まえ、販路構築に意欲的な専業農家同志の連携を図り、販路開拓にお

いての支援方策などを検討する必要がある。 
金城地区 農家個人単位での独自販路の構築とともに、集落営農の取組として米の販売や都市

住民への農作物等の供給を視野に入れた取組を期待する農家が多い。一方、農業協

同組合を可能な限り活かすべきとの見解も見られ、こうした意向を営農振興室が調

整し、ピオーネの贈答用販売に取り組まれている経緯もある。このため農業協同組

合などの関係機関を含め、意欲的な農家や集落の販路開拓の支援方策を検討してい

く必要がある。また、地区ではピオーネを原料とした加工品の開発に取り組まれて

いる。今後、商品の開発とともに、交流施設を訪れる都市住民に供給することで、

生食ピオーネのブランド化とともに、注文販売等における産品として活用するな

ど、商品化の支援や活用方策についての検討が求められる。 
旭地区 農家個人単位での独自販路の構築とともに、集落営農の取組として米の販売を視野

に入れた取組を期待する農家が多い。このため、意欲的な農家の連携・組織化とと

もに、集落営農組織を含め、販路構築の方策を検討していく必要がある。 
弥栄地区 米のブランド化に向けた協議会や施設野菜の組合により、ブランド化と販路開拓に

向けた協議が行われているため、この組織における協議とともに、ブランド化や独

自の販路開拓に向けた取組への支援方策を検討する必要がある。 
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三隅地区 農業支援センターにより、農作業受託に取り組まれているが、本組織が農業生産法

人格を有していないことから、米の販売を含めた取組が困難な状況にある。今後、

農業支援センターが地区の米づくりの中心を担う組織と位置付けられると予測さ

れるため、本組織の農業生産法人化とともに、米の販路開拓に取り組むなど、生産

から販売まで一貫して担う組織への転換を検討する必要がある。また、地区では棚

田を活用した都市住民との交流イベントに取り組まれているため、こうしたイベン

トの強化とともに、イベントに参加する都市住民を対象とした棚田オーナー制や農

作物の販売、地区特産を活かした柿の加工など、地区資源を軸に所得向上をめざし

た連携を促進する必要がある。 
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４ 農業生産技術の改善目標 
 
（１）生産指導の充実 
 
本市では、農業協同組合による共同販売を中心に農作物が出荷されているため、農作物の生

産指導は農業協同組合と西部農林振興センターの連携により、共同販売品目を中心に行われて

いる。こうした生産指導については、引き続き、農業協同組合、西部農林振興センター及び市

の連携のもと、品質の向上や収量の拡大に向けた生産技術の指導に取り組む必要があるととも

に、低コスト生産や高齢化を踏まえた少力化生産についての技術の研究や指導に取り組む必要

がある。 

 

一方、本市は、浜田地区を中心に非農家が多いことから、消費者を対象にした地産地消を充

実していくことが課題となる。これまでも直売施設の設置や学校給食への食材供給に取り組ん

できたが、今後、さらに地産地消を充実することで生産振興を図るためは、少量多品目生産を

実現するための生産技術や作付け体系を指導するなど、地産地消の拡大に向けた条件を整備す

る必要がある。 

 

（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

自給的な農家が多く、畑地の耕作放棄地拡大も懸念されるため、自給的な農家の生

産意欲・技術とともに、畑地の利用と所得の向上を図ることを目的に、少量多品目

生産を実現するための生産指導を充実する必要がある。 
金城地区 複合的な販路として直売施設への出荷をめざす農家が存在するため、こうした意欲

的農家を対象とし、畑地利用と所得の向上を図ることを目的に、少量多品目生産を

実現するための生産指導を充実する必要がある。 
旭地区 矯正施設の整備により刑務官やその家族といった消費者人口の拡大が見込まれる

状況を踏まえて地域市場への供給量の拡大をめざす必要があるが、小規模な畑作農

家が中心である状況を踏まえた展開が必要となる。このため、現在取り組まれてい

る学校給食への供給品目の増加に計画的に取り組むための指導の充実や、矯正施設

の整備を契機とした直売の展開に向け、少量多品目生産の実現に向けた指導の充実

を図ることが必要である。 
弥栄地区 既存の直売施設出荷農家など、地産地消に意欲的な農家に対し、少量多品目生産に

向けての生産指導を充実する他、浜田地区付近など消費者の多い直売施設へ作物を

運搬するための組織化を図るなど、多くの農家が小規模な畑地を活かしながら所得

の向上をめざすことのできる条件整備が求められる。 
三隅地区 直売施設への出荷に意欲的な農家に対し、少量多品目生産の充実に向けた生産指導

や直売施設から遠方にある地域で、運搬組織の設立をめざすなど、直売施設を販路

とした生産拡大のための条件整備が求められる。 
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（２）農用地利用規程と連動した生産条件の整備 
 
これまで水田を中心に生産基盤を整備してきた結果、水田では弥栄地区、金城地区、旭地区

を中心に生産環境が向上しつつあるが、山間部を中心に未整備な農地も残されている。このた

め、引き続き生産基盤などの条件整備を推進することが求められるが、高齢化により労働力が

低下する中、整備された農地においても山間部を中心に耕作放棄地の拡大が懸念される状況に

ある。 
こうした中、今後の生産条件の整備に向けては農用地利用規程の推進とあわせ、効率的土地

利用についての合意が形成され、農地の保全や活用に意欲的な集落への基盤整備や有害鳥獣対

策を検討するなど、投資と効果を見据えて生産環境の向上対策を推進することが求められる。 
また、生産条件を整備していく上では、国の品目横断的経営安定対策を視野に入れ、本市で

振興作物と位置付けられる大豆の生産拡大に向けた排水対策や、振興作物の生産に必要となる

機械の貸与システムなど、振興作物の生産条件の整備を国や県の補助・交付金の有効活用を図

りながら推進することを検討することが必要である。 
（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

設立が計画されている農業支援センターへの効率的な作業委託や集落営農の組織

化についての合意が得られた集落に対し、軽微な生産基盤の整備を検討するなど、

農用地利用規程の推進とあわせた生産環境の向上についての検討が求められる。 
金城地区 基盤整備への要望が高い中、農用地利用規程の推進にあわせ、設立が計画されてい

る農業支援センターへの作業委託や集落営農の組織化などについての合意が得ら

れた集落について、生産環境の向上を目的とした生産基盤の整備を検討する必要が

ある。また、集団転作や都市住民への食材供給など米以外の集落営農の取組に意欲

を持つ農家が多いため、米をベースとした組織化を進めながら段階的に米＋その他

の作物の集落営農を実現するための生産基盤や機械などの条件整備の支援を検討

する必要がある。 
旭地区 暗渠排水への要望が高く、大豆の生産振興がめざされていることからも、実現に向

けた排水対策が重要となる。また、早くから基盤整備に取り組まれたため、整備済

み農地においても畦畔の劣化等の課題を残す状況にある。このため、農用地利用規

程の推進にあわせ、規模拡大農家への作業委託や集落営農の組織化の合意が得られ

た集落に対し、基盤整備や転作に向けた条件の整備を検討する必要がある。 
弥栄地区 多くの集落で基盤が整備され、暗渠排水の整備も進みつつあるが、数集落で未整備

な農地が存在する。このため農用地利用規程の推進と併せ、集落営農の組織化につ

いての合意や、他の集落営農組織への委託について合意が得られた集落に対し、生

産基盤の整備を検討していく必要がある。 
三隅地区 農道への整備要望が高いため、生産意欲の高い地域を中心に農道整備を検討してい

く必要がある。また、農業支援センターが受託運営する育苗センター及びライスセ

ンターが老朽化しているため、財源の確保と農業支援センターの位置付けを含めた

整備方針の検討が必要である。 
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第４ 農業生産基盤の現状 

 
１ 農地の整備率 

（単位：％） 

   現在(平成１６年度) 目標(平成２７年度) 

田 79.0 81.3 

畑 4.5 4.7 
浜
田
市 

樹園地 － － 

田 55.6 60.0 

畑 12.1 15.0 

浜
田
地
区 樹園地 － － 

田 91.8 95.0 

畑 15.3 15.3 

金
城
地
区 樹園地 － － 

田 82.4 85.0 

畑 77.6 77.6 
旭
地
区 

樹園地 － － 

田 86.7 86.7 

畑 5.0 5.0 

弥
栄
地
区 樹園地 － － 

田 70.3 70.3 

畑 6.3 6.3 

三
隅
地
区 樹園地 － － 

※出典：島根県農村整備課「水田・畑の整備状況」 

 

 
２ 水田における排水の現状 

                            （単位：ha） 

水田の排水の現状 
地  区 

４時間排除 日排除 排水不良 
市水田面積 

農業振興地域 

内水田面積 

農用地区域 

内水田面積 

浜田市 
79％ 

1,956 

13％

330

8％

203
－ 2,490 2,409

浜田地区 
70％ 

490 

15％

105

15％

105
－ 701 674

金城地区 
98％ 

581 

1％

6

1％

6
－ 593 581

旭地区 
80％ 

373 

20％

93

0％

0
－ 466 437

弥栄地区 
70％ 

272 

15％

58

15％

58
－ 388 385

三隅地区 
70％ 

240 

20％

68

10％

34
－ 342 332

※出典：農業振興地域整備計画総覧 
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３ 農業生産基盤の整備開発に係る各種事業の実施状況 
 
【浜田地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ) 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

団体営ほ場整備 

(一般) 
後野 250,000 区画 暗排 26.0ha 

浜田市 

土地改良区 
S52～S56 Ｈｅ○1

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
後野 23,193 区画 暗排 3.0ha 

浜田市 

土地改良区 
S54～S55 He○2

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
下有福 16,992 区画 暗排 2.8ha 

浜田市 

土地改良区 
S56～S56 Hg○3

県単ほ場整備事業 力石 59,670 区画 暗排 3.8ha 
浜田市 

土地改良区 
S56～S57 Ha○4

団体営ほ場整備 

(一般) 
佐野 262,800 区画 暗排 25.9 ha 

浜田市 

土地改良区 
S58～H1 He○5

団体営土地改良総合整備 

(小規模排水) 
下有福 120,000 区画 暗排 6.5ha 

浜田市 

土地改良区 
S58～S59 Hg○6

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
長見 18,100 区画 暗排 2.4ha 

浜田市 

土地改良区 
S58～S59 Hd○7

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
宇津井 30,000 区画 暗排 3.4ha 

浜田市 

土地改良区 
S59～S60 He○8

団体営土地改良総合整備 

(一般) 
洗川 311,500 

農道 1,180m  

区画 5.7ha 

暗排 1.9ha 

浜田市 

土地改良区 
S59～H3 He○9

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
櫟田原 30,000 区画 暗排 2.5ha 

浜田市 

土地改良区 
S60～S61 Hc○10

県単ほ場整備事業 宇津井 26,858 区画 暗排 3.5ha 
浜田市 

土地改良区 
S60～S61 He○11

団体営土地改良総合整備 

(区画) 
宇野 296,000 区画 暗排 18.4 ha 

浜田市 

土地改良区 
S61～H4 Hg○12

団体営土地改良総合整備 

(一般) 
唐鐘 287,585 

農道 2,029m 

用水 ポンプ一式 

造成 2.6ha 

浜田市 

土地改良区 
S61～H5 Hf○13

集落振興特別対策事業 

(新島根) 
松羽 18,000 区画 1.9ha 

浜田市 

土地改良区 
S61～S61 Hc○14

県営ほ場整備 

(一般) 
美川西 1,082,900 区画 暗排 50.4 ha 島根県 H1～H13 Hc○15

新農業構造改善事業 

(農用地造成) 
横山第 1 20,000 農地造成 2.3ha 浜田市 H1～H1 Hc○16

新農業構造改善事業 

(農用地造成) 
内村 20,450 農地造成 2.3ha 浜田市 H3～H3 Hd○17

新農業構造改善事業 

(農用地造成) 
西村 30,000 農地造成 2.2ha 浜田市 H4～H4 Ha○18

新農業構造改善事業 

(農用地造成) 
横山第 2 30,000 農地造成 1.9ha 浜田市 H5～H5 Ha○19

団体営基盤整備促進事業 

(一般) 
美川北 619,900 

農道 1,070m 

区画 5.6ha 

暗排 3.0ha 

浜田市 

土地改良区 
H13～H18 Hc○20

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業（1～3 期） 
三階 1,502,002 農道 5,079m 5.00m 島根県 S50～H1 Hd○21

広域営農団地農道整備事業 那賀東部 
6,218,517

(1,892,169)

農道 22,525m 7.00m 

旧市延長 6,819m 
島根県 S51～H7 Hg○22

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業 
大金 381,000 農道 2,138m 5.00m 島根県 S57～S61 Hg○23

団体営農道整備 

(一般) 
後野 60,300 農道 1,198m 4.00m 

浜田市 

土地改良区 
S61～H1 He○24

団体営農道整備 

(一般) 
田原 87,000 農道 757m 4.00m 

浜田市 

土地改良区 
H2～H5 He○25

新農業構造改善事業 

(連絡農道) 
一の瀬 11,450 農道 267m 3.00m 浜田市 H2～H2 Hc○26

新農業構造改善事業 

(連絡農道) 
松本 51,498 農道 773m 4.00m 浜田市 H3～H4 Hc○27

団体営農道整備 

(軽微改良) 
下両間 7,200 農道舗装 330m 4.00m 

浜田市 

土地改良区 
H5～H5 He○28
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新農業構造改善事業 

(連絡農道) 
中場 31,000 農道 341m 3.50m 浜田市 H5～H5 Hc○29

新農業構造改善事業 

(連絡農道) 
折居 34,000 農道 220m 3.00m 浜田市 H5～H5 Ha○30

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業 
小山１期 596,600 農道 1,570m 5.00m 島根県 H8～H16 He○31

団体営基盤整備促進事業 

(交通安全) 
那賀東部 10,000 舗装改良ほか 一式 浜田市 H12～H12 Hg○32

農林漁業用揮発油税財源 

身替農道整備事業 
小山２期 845,100 農道 3,632m 5.00m 島根県 

H13～H19 

予定 
He○33

県営ふるさと農道整備 佐野 171,690 農道 734m 5.00m 島根県 H15～H17 He○34

新農業構造改善事業 

(かんがい排水) 
一の瀬 5,520 かんがい排水 排水溝 625m 浜田市 H2～H2 Hc○35

新農業構造改善事業 

(かんがい排水) 
内田 30,000 かんがい排水 排水溝 625m 浜田市 H5～H5 Hc○36

 
【金城地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

山村地域農林漁業 

特別対策事業 

大谷 

9.0 
67,300 ほ場整備 金城町 ～S58 Ki-1○1

山村地域農林漁業 

特別対策事業 

真菰 

3.5 
26,300 ほ場整備 金城町 S53～S58 ｋｉ-1○2

土地改良総合整備事業 
追原宇栗 

8.6 
121,075 ほ場整備 金城町 S52～S57 Kh-3○3

土地改良総合整備事業 
山根廻 

5.3 
126,000 ほ場整備 金城町 S54～S61 Kh-1○4

農村基盤総合整備事業 
今福 

21.1 
188,200 ほ場整備 金城町 S52～S58 Kh-2○5

団体営ほ場整備事業 
上来原 

57.0 
400,800 ほ場整備 金城町 S49～S56 ｋｉ-1○6

団体営ほ場整備事業 小国 

16.2 
118,982 ほ場整備 金城町 S52～S59 ｋｊ-3○7

団体営ほ場整備事業 小国 

28.8 
219,218 ほ場整備 金城町 S53～S61 ｋｊ-3○8

団体営ほ場整備事業 美又 

23.5 
210,540 ほ場整備 金城町 S53～S61 Kh-3○9

団体営ほ場整備事業 美又 

9.4 
70,460 ほ場整備 金城町 S54～S60 Kh-2○10

団体営ほ場整備事業 波佐 

21.7 
224,027 ほ場整備 金城町 S56～H1 ｋｊ-2○11

団体営ほ場整備事業 波佐 

18.9 
210,673 ほ場整備 金城町 S55～H1 ｋｊ-2○12

団体営ほ場整備事業 長田 

40.4 
473,600 ほ場整備 金城町 S56～H1 ｋｊ-2○13

農村総合整備事業 
金城 

4.0 
53,787 ほ場整備 金城町 S58～H1 Kh-3○14

農村総合整備事業 金城 

7.8 
82,661 ほ場整備 金城町 S58～H1 Kh-1○15

農村総合整備事業 金城 

2.6 
35,147 ほ場整備 金城町 S61～H2 ｋｉ-3○16

農村総合整備事業 金城 

4.5 
55,020 ほ場整備 金城町 S58～H2 ｋｊ-2○17

農村総合整備事業 金城 

3.1 
46,385 ほ場整備 金城町 S57～S62 ｋｊ-2○18

県営ほ場整備事業 久佐 845,000 ほ場整備 島根県 ～S62 Kh-1○19

県営ほ場整備事業 雲城 1,915,498 ほ場整備 島根県 ～H2 ｋｉ-2○20

広域営農団地 

農道整備事業 

那賀西部 

2 期 4,670 
3,231,000 農道整備 5,050m 島根県 H6～H15 Kh-1○21

広域営農団地 

農道整備事業 

那賀西部 

3 期 4,670 
900,083 農道整備 5,480m 島根県 H7～H17 ｋｉ-1○22
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一般農道整備事業 
美又 

160.0 
514,700 農道整備 1,170m 島根県 H4～H11 Kh-3○23

農林漁業用揮発油税 

財源身替農道整備事業 

来原 

205.0 
352,100 農道整備 1,800m 島根県 H4～H14 ｋｉ-2○24

ふるさと農道整備事業 
来原東 

128.0 
792,000 農道整備 2,300m 島根県 H10～H14 Kh-2○25

広域営農団地農道整備事業 那賀東部 －農道整備 島根県 － Kh-1○26

 
【旭地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

基盤整備 

農村総合整備モデル 

旭 

12,823.0 
1,742,000 ほ場整備、農道整備、他 旭町 S52～H4 

Ak～

Ao○1
基盤整備 

中山間地域総合整備事業 

（一般型） 

旭豊の里 

170.3 
1,430,000 ほ場整備、農道整備、他 島根県 H9～H13 

Ak ～

Ao○2

基盤整備 

県営農地開発事業 

山ノ内 

42.0 
2,651,400 農地造成 島根県 S60～H12 Al○3

基盤整備 

団体営農道整備事業 

美又 

22.0 
18,000 L=166m W=5.0m 旭町 H2～H2 Ak○4

基盤整備 

団体営ふるさと農道 

緊急整備事業 

今市 

10.0 
110,530 L=572m W=5.0m 旭町 H5～H7 Ak○5

基盤整備 

団体営ふるさと農道 

緊急整備事業 

貝崎 

11.0 
189,000 L=539m W=5.0m 旭町 H6～H8 Ao○6

基盤整備 

基盤整備促進事業 

小場田 

23.0 
31,000 農道整備（L=1,000m W=5.0m） 旭町 H11～H14 Ak○7

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

対策事業 

小谷城 

2.1 
－区画整理、暗渠排水 旭町 S62～S63 Ak○8

ほ場整備 

島根農業振興対策 

特別事業 

大畑迫 

3.9 
－区画整理、暗渠排水 旭町 S54～S55 An○9

ほ場整備 

島根農業振興対策 

特別事業 

貝崎 

1.7 
－区画整理、暗渠排水 旭町 S57 Ao○10

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

特別対策事業 

岩畳 

2 
－区画整理、暗渠排水 旭町 H3 An○11

ほ場整備 

農業農村活性化 

農業構造改善事業 

旭 

10.2 
－暗渠排水 旭町 H5 Am ○12

ほ場整備 

農業農村活性化 

農業構造改善事業 

旭 

4.2 
－暗渠排水 旭町 H6 Am ○13

農道整備 

地区再編農業構造 

改善事業 

越木 

13.4 
－
区画整理 

L=377m W=4.0 
旭町 S58～S59 Ao○14

農道整備 

第三期山村振興農林漁業 

特別対策事業 

日南四戸 

5.8 
－ L=75.8m W=3.0m 旭町 S61 Ak○15

農道整備 

第三期山村振興農林漁業 

特別対策事業 

下和田 

4.2 
－ L=408m W=4.0m 旭町 H1～H2 Am○16

農道整備 

第三期山村振興農林漁業 

特別対策事業 

後谷 

2.5 
－ L=247m W=4.0m 旭町 H3～H4 Ak ○17

農道整備 

農業農村活性化 

農業構造改善事業 

旭 － L=567m W=7.0m 旭町 H3～H5 Ak ○18

農道整備 

山村振興等農林漁業 

特別対策事業 

和田 － L=510m W=4m 旭町 H8～H9 Am○19
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農道整備 

地区再編農業構造 

改善事業 

山ノ内 

6 
2,650,000 農地造成（なし園） 旭町 S60～S62 Al○20

基盤整備 

広域営農団地農道整備事業 

那賀西部 

4,670.0 
3,141,000 L=4,280m W=7.00m 

島根県 

 
H6～(H15) Ak○21

基盤整備 

一般農道整備事業 

美又 

160.0 
580,000 L=854m W=5.0m 島根県 H4～(H19) Ak○22

基盤整備 

広域営農団地農道整備事業 
那賀東部 －農道整備 島根県 － Ak○23

基盤整備 

県営土地改良総合整備事業 
市木 －ほ場整備 島根県 S55～S62 Ao○24

 
【弥栄地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

山村振興農林漁業 

特別対策事業 

小坂 

24.0 
250,000 改良  畑 1,220m 弥栄 H10～H11 Yp○1

基盤整備 

中山間地域総合整備事業 

（一般型） 

やさかの里

172.0 
1,256,000 暗渠排水、用排水路、他 島根県 H12～H17 YpYq○2

ほ場整備 

農村地域農業構造 

改善事業 

笹目原 

6.1 
61,183 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S55～S56 Yp○3

ほ場整備 

農村地域農業構造 

改善事業 

田野原 

9.7 
102,005 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S55～S57 Yq○4

ほ場整備 

山村地域農林漁業 

特別対策事業 

田野原 

2.9 
 42,366 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S55～S56 Yq○5

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

対策事業 

沖ノ原 

1.5 
32,905 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S58～S59 Yp○6

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

対策事業 

大井谷 

2.1 
15,000 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S59～S60 Yp○7

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

対策事業 

山賀 

1.6 
25,940 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S60～S61 Yp○8

ほ場整備 

第三期山村振興農林漁業 

対策事業 

西畑 

4.2 
83,142 区画整理、暗渠排水 弥栄村 S61～S63 Yp○9

ほ場整備 

経営基盤確立 

農業構造改善事業 

弥栄 

12 
25,500 暗渠排水 弥栄村 H6～H7 Yp○10

基盤整備 

農村総合整備事業 

（市区町村型） 

弥栄 

6,947.0 
1,802,000 ほ場整備、農道整備、他 弥栄村 S59～H8 Yp○11

団体営農道 
西の郷 

20.0 
59,700 農道整備 635m 弥栄村 H3～H4 Yq○12

団体営農道 
栃原谷 

12.0 
16,000 農道整備 7m 弥栄村 H4 Yp○13

団体営農道 
小角 

90.0 
90,900 農道整備 4,900m 弥栄村 S63～H1 Yp○14

土地改良総合整備事業 
東畑 

5.1 
54,000

区画整理 4ha 

暗渠工 3ha 
弥栄村 S63～H1 Yp○15

土地改良総合整備事業 
猪遊 

2.9 
30,000

区画整理 2ha 

暗渠工 2ha 
弥栄村 S63～H1 Yp○16

土地改良総合整備事業 
横谷 

7.1 
77,000

区画整理 5ha 

暗渠工 3ha 
弥栄村 S63～H1 Yp○17

土地改良総合整備事業 
小角 

5.6 
51,000

区画整理 6ha 

その他 
弥栄村 H1 Yp○18

ほ場整備事業 
杵束 

60.3 
886,100

区画整理 60.3ha 

暗渠工 60.1ha 
島根県 S56～H5 Yq○19

ほ場整備事業 
安城 

128.4 
1,703,300

区画整理 128.4ha 

暗渠工 124.2ha 
島根県 S53～H1 Yp○20
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一般農道整備事業 
木都賀 

235.0 
348,447 農道整備 L=3,100m W=5.0m 島根県 S55～H2 Yq○21

一般農道整備事業 
木都賀 2期 

270.0 
73,900 農道整備 L=666m 島根県 S57～S62 Yq○22

一般農道整備事業 
山賀 

80.0 
578.440 農道整備 L=2,140m W=5.0m 島根県 S59～H7 Yp○23

ふるさと農道 

整備事業 

笹目原 

32.0 
1,220,258 農道整備 L=1,940m W=7.0m 島根県 H5～H9 Yp○24

ふるさと農道 

整備事業 

小坂 

39.0 
8,001 農道整備 L=1,145m  弥栄村 H11 Yp○25

ふるさと農道 

整備事業 

畑 

10.0 
8,001 農道整備 L=508m  弥栄村 H5～H8 Yp○26

県営ふるさと農道 

整備事業 

松ヶ谷 

37.0 
1,365,400 L=1,600m W=7.0m 島根県 H10～H15 Yp○27

基盤整備促進 
日高西 

12.0 
28,500 農道整備 8m 弥栄村 H7 Yp○28

基盤整備促進 
野坂 

28.0 
388,500 農道整備 1,725m 弥栄村 H7～H10 Yq○29

 
【三隅地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

ほ場整備事業 
井野 

72.9 
921,200

区画整理 72.9ha 

暗渠工 306ha 
島根県 S55～H1 Mw○1

ほ場整備 

土地総（特別型） 

諸谷 

3.0 
－区画整理 三隅町 S63～H1 Mw○2

農村総合整備事業 
三隅 

576.0 
1,598,000

農道整備 2,770m 

農村公園他 
三隅町 H2～H12 Mw○3

農林業用揮発油税 

財源身替農道整備事業 

室谷 

308.0 
1,054,000 農道整備 1,492m 島根県 H2～H8 Mt○4

農林業用揮発油税 

財源身替農道整備事業 

室谷２期 

308.0 
392,000 農道整備 2,736m 三隅町 H6～H14 Mt○5

基盤整備 

農免農道整備事業 

室谷３期

308.0 
1,229,400 L=2,000m W=7.0m 島根県 H13～(H19) Mt○6

基盤整備 

地域等緊急保全対策事業 

室谷 

28.0 
200,000 ほ場整備、農道整備、他 島根県 H10～H12 Mw○7

基盤整備促進事業 
三隅第５ 

36.0 
18,000 農道路面改良 1,573m 三隅町 H8 Mw○8

団体営農道整備事業 
井野 

10.0 
7,000 農道路面改良 755m 三隅町 H6 Mw○9

中山間地域総合整備事業 
井野 

158.0 
646,000

農道整備 856m 

その他 
三隅町 H5～H9 Mw○10

基盤整備 

基盤整備促進事業（一般型） 

井野 

73.0 
30,480 農道整備 2,060m 三隅町 H12 Mw○11

基盤整備 

基盤整備促進事業（一般型） 

岡見 

30.9 
38,608 農道整備 三隅町 H13 Mr○12

ほ場整備 

農村地域農業構造 

改善事業 

平原 

3.4 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S58 Mt○13

ほ場整備 

農村地域農業構造 

改善事業 

谷 

6.2 

－
区画整理、暗渠排水 三隅町 S61～S63 Ms○14

ほ場整備 

地区再編農業構造 

改善事業 

笹ヶ谷 

1.9 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S57 Mw○15

ほ場整備 

地区再編農業構造 

改善事業 

河頭 

2.2 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S57 Mw○16

ほ場整備 

山村地域農林漁業 

特別対策事業 

黒沢郷 

5.0 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S54～S55 Mv○17

ほ場整備 

特定農山村振興 

特別対策事業 

西ノ谷 

4.8 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S53～S55 Mr○18
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ほ場整備 

特定農山村振興 

特別対策事業 

下今明 

2.2 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S54～S55 Mw○19

ほ場整備 

地域農政整備事業 

下古和 

1.5 
－区画整理、暗渠排水 三隅町 S55 Mv○20

基盤整備促進事業 

西の谷 

5.3 6,000 用水路 305ｍ 三隅町 H17 Mr○21

基盤整備促進事業 
下河内 

9.8 11,000 用水路 510ｍ 三隅町 H17 Mu○22

 
【付図１号 農業生産基盤整備状況図参照】 
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第５ 農用地等の保全及び利用の現状 

 
１ 農家戸数の動向及び見通し 

（単位：戸） 

 専業別内訳 経営耕地規模別内訳 

   総戸数 
専業 

第１種

兼 業

第２種

兼 業

０．５ｈａ

未 満

０．５～

１．０ｈａ

１．０～

１．５ｈａ

１．５～ 

２．０ｈａ 

２．０～ 

３．０ｈａ 
３．０ｈａ

以 上

平成７年 4,090 707 374 3,009 959 1,292 348 116 45 29

平成１２年 2,405 454 171 1,780 833 1,115 290 91 43 33

現在 

平成１７年 
1,943 471 172 1,300 706 897 228 58 50 34

平成２２年 

見通し 
1,570 476 169 925 594 717 178 37 58 35

浜
田
市 

平成２７年 

見通し 
1,268 468 161 640 496 568 138 23 66 35

平成７年 1,249 178 103 968 310 229 48 12 4 3

平成１２年 489 77 27 385 254 182 25 18 5 5

浜
田
地
区 現在 

平成１７年 
413 93 32 288 233 146 27 9 8 6

平成７年 907 118 70 719 195 407 102 34 13 5

平成１２年 709 103 47 559 194 370 101 22 13 9

金
城
地
区 現在 

平成１７年 
593 118 37 438 22 316 67 16 16 11

平成７年 715 158 70 487 162 302 77 31 9 4

平成１２年 525 132 50 343 170 249 76 18 7 5
旭
地
区 

現在 

平成１７年 
418 127 43 248 139 195 60 12 9 5

平成７年 406 77 63 266 76 142 77 27 14 14

平成１２年 291 57 30 204 72 115 64 18 12 10

弥
栄
地
区 現在 

平成１７年 
235 51 39 145 57 93 50 14 13 9

平成７年 813 176 68 569 216 212 44 12 5 3

平成１２年 391 85 17 289 143 199 24 15 6 4

三
隅
地
区 現在 

平成１７年 
284 82 21 181 105 147 24 7 4 3

※出典：農林業センサス 
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２ 耕地の拡張及びかい廃 
（単位：ha） 

   

   

 

  

拡張 かい廃
自然災害

人為 

かい廃
非農林業

用途への

転用 

農林道等 

植林 
耕作放棄 その他

平成３年～平成７年 0 87.95 － 87.95 17.22 4.23 － 1.29

平成８年～平成１２年 0 224.64 － 224.64 9.16 212 － 0.2

平成１３年～現在平成１７年 3.5 54.07 － 54.07 18.22 3.77 － 0.42

平成１８年～平成２２年見通し － － － － － － － －

浜
田
市 

平成２３年～平成２７年見通し － － － － － － － －

平成３年～平成７年 － － － － － － － －

平成８年～平成１２年 － － － － － － － －

浜
田
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 2.9 6.1 － 6.1 5.7 0.4 － －

平成３年～平成７年 － 7.21 － 7.21 2.12 3.80 － 1.29

平成８年～平成１２年 － 211.82 － 211.82 1.87 209.75 － 0.20

金
城
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 － 11.50 － 11.50 8.7 2.38 － 0.42

平成３年～平成７年 － 65.21 － 65.21 － － － －

平成８年～平成１２年 － 3.28 － 3.28 － － － －
旭
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 － 31.66 － 31.66 － － － －

平成３年～平成７年 － 4.6 － 4.6 4.6 － － －

平成８年～平成１２年 － 2.8 － 2.8 2.8 － － －

弥
栄
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 0.6 0.7 － 0.7 0.7 － － －

平成３年～平成７年 － 10.93 － 10.93 10.5 0.43 － －

平成８年～平成１２年 － 6.74 － 6.74 4.49 2.25 － －

三
隅
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 － 4.11 － 4.11 3.12 0.99 － －

※出典：農業委員会資料 

 
３ 農用地等の保全整備に係る各種事業の実施状況 
 
【浜田地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

地すべり対策事業 高野１期 112,734 排水路ほか 2,000m 島根県 S46～S54 Hb□1

地すべり対策事業 高野２期 235,000 排水ボ－リング 排水 B 3,855m 島根県 S62～H14 Hb□2

地すべり対策事業 浜田２期 916,000 排水ボ－リング 排水 B 8,559m 島根県 H10～H23 Hc□3

団体営ため池等整備事業 

(土砂崩壊防止事業) 
ゆふた 6,500 排水路 201m 

浜田市 

土地改良区 
H2～H2 Hg□4

団体営ため池等整備事業 

(危険ため池緊急整備) 
往還 40,000 ため池 堤体工 52m 

浜田市 

土地改良区 
H10 Hb□5
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事業種目 
地区名 

（集落名） 

受益面積 

（㎡） 
有効期間 

参加農家

数（人） 
内容 

対図

番号

中山間地域等 

直接支払制度 
三階町６ ２９，２８９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
1 

中山間地域等 

直接支払制度 
長見町１ ５４，５４０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １２ 

中山間地域の 

農地保全 
2 

中山間地域等 

直接支払制度 
長見町２ ５５，６７５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １６ 

中山間地域の 

農地保全 
3 

中山間地域等 

直接支払制度 
佐野町上 １７６，２９３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２９ 

中山間地域の 

農地保全 
4 

中山間地域等 

直接支払制度 
佐野町町 ７２，４０７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
5 

中山間地域等 

直接支払制度 
佐野町田原 ６６，０６２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
6 

中山間地域等 

直接支払制度 
宇津井町宇津井 ９０，１９０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
7 

中山間地域等 

直接支払制度 
宇津井町千谷 ３７，５３２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
8 

中山間地域等 

直接支払制度 
櫟田原町 ６２，３０７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
9 

中山間地域等 

直接支払制度 
内村町一の瀬 ３４，５０２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
10

中山間地域等 

直接支払制度 
内村町羽田 ２３，９０５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
11

中山間地域等 

直接支払制度 
内田町上 ２２，１５４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
12

中山間地域等 

直接支払制度 
内田町奥猪伏 １２，０２０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
13

中山間地域等 

直接支払制度 
田橋町上 １３５，８７８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １９ 

中山間地域の 

農地保全 
14

中山間地域等 

直接支払制度 
田橋町中 １７１，５５２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２０ 

中山間地域の 

農地保全 
15

中山間地域等 

直接支払制度 
田橋町下 １５１，７０６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２９ 

中山間地域の 

農地保全 
16

中山間地域等 

直接支払制度 
横山町上 ８４，８０２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
17

中山間地域等 

直接支払制度 
横山町西 ５９，０９０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
18

中山間地域等 

直接支払制度 
横山町下 １３４，１０５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２５ 

中山間地域の 

農地保全 
19

中山間地域等 

直接支払制度 
佐野町下 ４６，６２２ Ｈ１８～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
20

中山間地域等 

直接支払制度 
鍋石町東１ ５４，２７８ Ｈ１８～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
21

 
【金城地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

ため池整備事業 
新堤 

11.0 
60,000 ため池整備 1 箇所 金城町 S58～S62 ｋｉ-3□1

 

事業種目 
地区名 

（集落） 

受益面積 

（㎡） 
有効期間 

参加農家

数（人） 
内容 

対図

番号

中山間地域等 

直接支払制度 
宇栗 ９８，６２８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １４ 

中山間地域の 

農地保全 
22

中山間地域等 

直接支払制度 
元谷 １２２，７０６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
23

中山間地域等 

直接支払制度 
久佐川 ６３，４４９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
24

中山間地域等 

直接支払制度 
皆合 ８８，４４６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １７ 

中山間地域の 

農地保全 
25

中山間地域等 

直接支払制度 
追原郷 ２７，０９９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
26
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中山間地域等 

直接支払制度 
大元 ９１，３５１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １９ 

中山間地域の 

農地保全 
27

中山間地域等 

直接支払制度 
植松 ４６，０２１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
28

中山間地域等 

直接支払制度 
新原 ３５，３０３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
29

中山間地域等 

直接支払制度 
入野 ７１，５４９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
30

中山間地域等 

直接支払制度 
東 ２０２，７９８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １７ 

中山間地域の 

農地保全 
31

中山間地域等 

直接支払制度 
西 ８４，８６７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
32

中山間地域等 

直接支払制度 
若林 ２１４，７６５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２４ 

中山間地域の 

農地保全 
33

中山間地域等 

直接支払制度 
深笹上 ４５，５４６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
34

中山間地域等 

直接支払制度 
東谷上 ５６，５０３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
35

中山間地域等 

直接支払制度 
東谷下 ４２，８５６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
36

中山間地域等 

直接支払制度 
大井谷 １４０，９２１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２０ 

中山間地域の 

農地保全 
37

中山間地域等 

直接支払制度 
長田郷 １２０，５５５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２０ 

中山間地域の 

農地保全 
38

中山間地域等 

直接支払制度 
柚根 １６２，６２０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２５ 

中山間地域の 

農地保全 
39

中山間地域等 

直接支払制度 
徳田上 ５７，５８８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
40

中山間地域等 

直接支払制度 
徳田中 ５７，４１５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
41

中山間地域等 

直接支払制度 
田ノ原 ５２，９９９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
42

中山間地域等 

直接支払制度 
山根原 ４７，６８７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
43

中山間地域等 

直接支払制度 
下久佐 １４５，４６６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １７ 

中山間地域の 

農地保全 
44

中山間地域等 

直接支払制度 
上長屋 ２１５，２７７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３０ 

中山間地域の 

農地保全 
45

中山間地域等 

直接支払制度 
大谷 ６１，５７３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
46

中山間地域等 

直接支払制度 
西（２組） ８５，０８５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １２ 

中山間地域の 

農地保全 
47

中山間地域等 

直接支払制度 
下の原 ５２，０８０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
48

中山間地域等 

直接支払制度 
下の原（みのり） ３２，９９３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
49

中山間地域等 

直接支払制度 
金田 ９９，７２８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １６ 

中山間地域の 

農地保全 
50

中山間地域等 

直接支払制度 
新開 ９８，４００ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
51

中山間地域等 

直接支払制度 
伊木 １７２，６７０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２４ 

中山間地域の 

農地保全 
52

中山間地域等 

直接支払制度 
三栄 ８３，１０１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １７ 

中山間地域の 

農地保全 
53

中山間地域等 

直接支払制度 
後山 ２９，９０４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
54

中山間地域等 

直接支払制度 
徳田上 ５４，３１８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
55

中山間地域等 

直接支払制度 
東下久佐 １００，２１５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １４ 

中山間地域の 

農地保全 
56

中山間地域等 

直接支払制度 
小瀬原 ５３，１４０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
57

中山間地域等 

直接支払制度 
吉冨 ９５，４７３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １６ 

中山間地域の 

農地保全 
58

中山間地域等 

直接支払制度 
ひやころう波佐かみ ３７５，６７８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５１ 

中山間地域の 

農地保全 
59
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中山間地域等 

直接支払制度 
上組 ９６，３００ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １９ 

中山間地域の 

農地保全 
60

中山間地域等 

直接支払制度 
小国郷 ９４，１８５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２０ 

中山間地域の 

農地保全 
61

中山間地域等 

直接支払制度 
今田 ２２４，６９１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２０ 

中山間地域の 

農地保全 
62

中山間地域等 

直接支払制度 
青原 １６２，４０８ Ｈ１８～Ｈ２１年度 ３７ 

中山間地域の 

農地保全 
156

中山間地域等 

直接支払制度 
登り谷 ８７，６９１ Ｈ１８～Ｈ２１年度 １７ 

中山間地域の 

農地保全 
157

 
【旭地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

県営中山間地域 

総合整備事業 

曽根田 

15.0 
49,100 農地防災事業（ため池） 島根県 H12～H13 Al□1

県営中山間地域 

総合整備事業 

益田 

8.5 
37,900 農地防災事業（ため池） 島根県 H12～H13 Al□2

県営中山間地域 

総合整備事業 

大暮梨 

21.1 
80,000 農地防災事業（ため池） 島根県 H12～H13 Am□3

 

事業種目 
地区名 

（集落） 

受益面積 

（㎡） 
有効期間 

参加農家

数（人） 
内容 

対図

番号

中山間地域等 

直接支払制度 
八ツ木 ３３，１５５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
63

中山間地域等 

直接支払制度 
四ノ戸下 ２９，６８７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３ 

中山間地域の 

農地保全 
64

中山間地域等 

直接支払制度 
四ノ戸西 ２８，９３０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３ 

中山間地域の 

農地保全 
65

中山間地域等 

直接支払制度 
四ノ戸東 ４６，０６１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
66

中山間地域等 

直接支払制度 
上ノ谷上 ５４，２７８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
67

中山間地域等 

直接支払制度 
上ノ谷中 ３７，７５３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
68

中山間地域等 

直接支払制度 
上ノ谷下 ４４，０５０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
69

中山間地域等 

直接支払制度 
日南 ８１，３６０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
70

中山間地域等 

直接支払制度 
神代屋１ ２１，７４７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
71

中山間地域等 

直接支払制度 
神代屋２ ２９，０２８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
72

中山間地域等 

直接支払制度 
森谷 ９３，９３２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １８ 

中山間地域の 

農地保全 
73

中山間地域等 

直接支払制度 
栄 ３０，８３３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
74

中山間地域等 

直接支払制度 
ヤナギ ２４，８１４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
75

中山間地域等 

直接支払制度 
小場田 １０，８６６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２ 

中山間地域の 

農地保全 
76

中山間地域等 

直接支払制度 
丸町 ４６，２１２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
77

中山間地域等 

直接支払制度 
上城ＡＢ ４３，１３２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
78

中山間地域等 

直接支払制度 
上城Ｃ ３５，１８３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
79

中山間地域等 

直接支払制度 
後谷 ４０，４２２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
80

中山間地域等 

直接支払制度 
岩地谷Ｂ ２８，２８６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
81

中山間地域等 

直接支払制度 
木田１上山 １５，４０７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２ 

中山間地域の 

農地保全 
82
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中山間地域等 

直接支払制度 
木田２ ２１，１５４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
83

中山間地域等 

直接支払制度 
木田３前 １８，７８６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
84

中山間地域等 

直接支払制度 
木田６ ２７，０８０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
85

中山間地域等 

直接支払制度 
木田７ １９，４７４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
86

中山間地域等 

直接支払制度 
木田８ ４５，７９６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １０ 

中山間地域の 

農地保全 
87

中山間地域等 

直接支払制度 
山ノ内上 ５５，６１３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
88

中山間地域等 

直接支払制度 
細野谷 ２７，７９２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
89

中山間地域等 

直接支払制度 
天津谷 ９３，８６５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
90

中山間地域等 

直接支払制度 
土居谷 ６２，３２７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
91

中山間地域等 

直接支払制度 
枝田谷 ５８，１１８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
92

中山間地域等 

直接支払制度 
上重富 １３９，９４５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２６ 

中山間地域の 

農地保全 
93

中山間地域等 

直接支払制度 
下重富 １１５，７０９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２１ 

中山間地域の 

農地保全 
94

中山間地域等 

直接支払制度 
本郷 ２７９，５２５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４９ 

中山間地域の 

農地保全 
95

中山間地域等 

直接支払制度 
戸川 ９６，７８１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２３ 

中山間地域の 

農地保全 
96

中山間地域等 

直接支払制度 
都川１ ２５，０６９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
97

中山間地域等 

直接支払制度 
中垰 ５１，１９８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
98

中山間地域等 

直接支払制度 
都川２Ａ ５３，２６２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
99

中山間地域等 

直接支払制度 
都川戸地谷 ２６，９９８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
100

中山間地域等 

直接支払制度 
都川恩谷 ４７，６３４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
101

中山間地域等 

直接支払制度 
都川５ ３０，９５３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
102

中山間地域等 

直接支払制度 
都川７ ７６，３４４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
103

中山間地域等 

直接支払制度 
上来尾 ７１，０６９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
104

中山間地域等 

直接支払制度 
中来尾 ４２，３８２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
105

中山間地域等 

直接支払制度 
中郡 １２６，０２９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２２ 

中山間地域の 

農地保全 
106

中山間地域等 

直接支払制度 
早水 ８２，８５４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
107

中山間地域等 

直接支払制度 
早水青葉 ３５，１８２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
108

中山間地域等 

直接支払制度 
内ヶ原 ９４，６１０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １４ 

中山間地域の 

農地保全 
109

中山間地域等 

直接支払制度 
貝崎１班 ２５，６６２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ９ 

中山間地域の 

農地保全 
110

中山間地域等 

直接支払制度 
中倉 ２２，９５１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３ 

中山間地域の 

農地保全 
111

中山間地域等 

直接支払制度 
越木 ５２，５２７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
112

 
【弥栄地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号
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ため池整備事業 
小坂 

20.0 
192,380 ため池整備 1 箇所 島根県 H7～H11 Yp□1

地すべり対策事業 
野坂 

33.3 
72,000 排水ボーリング 島根県 H13～H19 Yq□2

県営中山間地域 

総合整備事業 

西の郷 

23.0 
222,595 ため池整備 1 箇所 島根県 H15～H16 Yq□3

県営中山間地域 

総合整備事業 

仲山 

0.8 
44,578 ため池整備 1 箇所 島根県 H17 Yq□4

県営中山間地域 

総合整備事業 

藤井 

4.0 
57,891 ため池整備 1 箇所 島根県 H16 Yp□5

 

事業種目 
地区名 

（集落） 

受益面積 

（㎡） 
有効期間 

参加農家

数（人） 
内容 

対図

番号

中山間地域等 

直接支払制度 
本郷下 １１５，９９３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
113

中山間地域等 

直接支払制度 
小角 ４５，００８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
114

中山間地域等 

直接支払制度 
程原 １３，１１４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２ 

中山間地域の 

農地保全 
115

中山間地域等 

直接支払制度 
程原上 ３９，４７５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
116

中山間地域等 

直接支払制度 
横谷 １３７，１１９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １４ 

中山間地域の 

農地保全 
117

中山間地域等 

直接支払制度 
大坪 １５５，１４２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １９ 

中山間地域の 

農地保全 
118

中山間地域等 

直接支払制度 
稲代上 １０７，７６０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １２ 

中山間地域の 

農地保全 
119

中山間地域等 

直接支払制度 
稲代下 ７２，３４６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １２ 

中山間地域の 

農地保全 
120

中山間地域等 

直接支払制度 
日高 １６２，８５４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １６ 

中山間地域の 

農地保全 
121

中山間地域等 

直接支払制度 
西河内 １３２，７８６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
122

中山間地域等 

直接支払制度 
門田 ２８２，８４７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３ 

中山間地域の 

農地保全 
123

中山間地域等 

直接支払制度 
小坂 ３０３，４８３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３０ 

中山間地域の 

農地保全 
124

中山間地域等 

直接支払制度 
高坂谷 ９５，２６６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
125

中山間地域等 

直接支払制度 
金岡 １２６，９９３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １４ 

中山間地域の 

農地保全 
126

中山間地域等 

直接支払制度 
六歩谷 １１０，０１０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １９ 

中山間地域の 

農地保全 
127

中山間地域等 

直接支払制度 
山賀 ２５，１２２ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
128

中山間地域等 

直接支払制度 
大斉 １４６，２１７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２１ 

中山間地域の 

農地保全 
129

中山間地域等 

直接支払制度 
野坂 ２８１，１２８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３４ 

中山間地域の 

農地保全 
130

中山間地域等 

直接支払制度 
西の郷 ３２０，５９９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２３ 

中山間地域の 

農地保全 
131

中山間地域等 

直接支払制度 
仲三 ８８，２５４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２２ 

中山間地域の 

農地保全 
132

中山間地域等 

直接支払制度 
下田野原 １５，５６７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２ 

中山間地域の 

農地保全 
133

中山間地域等 

直接支払制度 
畑 ８５，６６４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
134

 
【三隅地区】 

事業種目 
受益面積 

（地区・ｈａ） 

事業費 

(千円) 
主要工事の名称及び事業量 事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

ため池等整備事業 
上今明 

20.6 
105,000 ため池整備 1 箇所 島根県 S55～S63 Mw□1
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地すべり対策事業 
諸谷 2期 

65.5 
297,930 抑止工 4,315m 島根県 S59～H7 Mw□2

地すべり対策事業 
中今明 

65.2 
212,200

抑止工 4,315 本 

その他 
島根県 S60～H8 Mw□3

地すべり対策事業 
中芦谷 

52.7 
195,130

排除工 776 m 

その他 
島根県 S89～H7 Mw□4

地すべり対策事業 
下今明 

63.5 
157,630

排除工 1,459 m 

その他 
島根県 S57～H3 Mw□5

地すべり対策事業 
上今明 

63.5 
134.920

排除工 1,299 m 

その他 
島根県 S58～H3 Mw□6

地すべり対策事業 
本谷 

84.5 
279,610

排除工 2,550 m 

その他 
島根県 S49～S62 Mw□7

地すべり対策事業 
平原上 

84.5 
20,574

排除工 1,390 m 

その他 
島根県 H9～H20 Mt□8

地すべり対策事業 
平原中 

22.4 
51,326

排除工 360 m 

その他 
島根県 H8～H19 Mt□9

地すべり対策事業 
平原下 

31.1 
260,360

排除工 1,963 m 

その他 
島根県 S61～H15 Mt□10

地すべり対策事業 
藤が瀬 

51.6 
210,965

排除工 970 m 

その他 
島根県 S62～H13 Mw□11

地すべり対策事業 
西中芦谷 

65.9 
195,733

排除工 1,387 m 

その他 
島根県 H1～H14 Mw□12

地すべり対策事業 
西今明 

27.0 
156,242

排除工 677 m 

その他 
島根県 H2～H15 Mw□13

地すべり対策事業 
下芦谷 

31.9 
148,160

排除工 1,583 m 

その他 
島根県 H5～H18 Mw□14

地すべり対策事業 
本谷 2期 

84.5 
1,180 水抜ボーリング工 3 箇所 島根県 H10～H12 Mw□15

地すべり関連事業 
本谷 

38.0 
187,000 農道整備 1,382m 三隅町 H2～H8 Mw□16

棚田地域等緊急 

保全対策事業 

室谷 

28.0 
200,000

水路工 700m 

その他 
島根県 H10～H12 Mw□17

 

事業種目 
地区名 

（集落） 

受益面積 

（㎡） 
有効期間 

参加農家

数（人） 
内容 

対図

番号

中山間地域等 

直接支払制度 
周布地 ２３０，８０４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２９ 

中山間地域の 

農地保全 
135

中山間地域等 

直接支払制度 
大谷 ２６０，６８３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３８ 

中山間地域の 

農地保全 
136

中山間地域等 

直接支払制度 
石浦 ７４，１４１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
137

中山間地域等 

直接支払制度 
市場 ２８，４２４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
138

中山間地域等 

直接支払制度 
笹ヶ谷 ３６，１４３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ８ 

中山間地域の 

農地保全 
139

中山間地域等 

直接支払制度 
大口 １６，５８４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
140

中山間地域等 

直接支払制度 
たたら河内 １５，５２４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
141

中山間地域等 

直接支払制度 
下今明 ３３４，１６０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５１ 

中山間地域の 

農地保全 
142

中山間地域等 

直接支払制度 
諸谷 １０４，９０７ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １５ 

中山間地域の 

農地保全 
143

中山間地域等 

直接支払制度 
上室谷 １７５，５４８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ２１ 

中山間地域の 

農地保全 
144

中山間地域等 

直接支払制度 
下室谷 １１４，９２６ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １３ 

中山間地域の 

農地保全 
145

中山間地域等 

直接支払制度 
本谷 ８４，３７４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
146

中山間地域等 

直接支払制度 
東中芦谷 ５０，４１０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ７ 

中山間地域の 

農地保全 
147

中山間地域等 

直接支払制度 
下芦谷 ２４，８１９ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
148

中山間地域等 

直接支払制度 
畑岡浴 １２，４８５ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ４ 

中山間地域の 

農地保全 
149
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中山間地域等 

直接支払制度 
西の谷西 ２０，５０８ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
150

中山間地域等 

直接支払制度 
西の谷東 ２９，９３４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １１ 

中山間地域の 

農地保全 
151

中山間地域等 

直接支払制度 
今浦 １６，００４ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ５ 

中山間地域の 

農地保全 
152

中山間地域等 

直接支払制度 
東平原上 ２１１，８５３ Ｈ１７～Ｈ２１年度 １８ 

中山間地域の 

農地保全 
153

中山間地域等 

直接支払制度 
上今明 ２４３，８４０ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ３６ 

中山間地域の 

農地保全 
154

中山間地域等 

直接支払制度 
西中芦谷 ３９，７６１ Ｈ１７～Ｈ２１年度 ６ 

中山間地域の 

農地保全 
155

※中山間地域等直接支払制度資料：平成 18年 9月 30日現在 

【付図２号 農用地等保全整備状況図参照】 
 
 
４ 農用地の流動化の現状 
 
（１）権利移動の動向 
 
 売買 贈与 賃貸権設定 使用賃貸権設定 その他 合計 

 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

 

  

件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 

平成１５年 46 5.1 15 7.2 408 63.7 138 22.4 2 0.1 622 98.4 

平成１６年 27 5.5 13 4.3 203 59.3 227 19.6 0 0.0 469 88.7 

平成１７年 28 4.4 3 2.3 443 95.6 127 27.3 0 0.0 601 129.6 

浜
田
市 

計 101 15.0 31 13.8 1,054 224.6 492 69.3 2 0.1 1,692 322.7 

平成１５年 22 2.1 9 3.5 40 7.7 20 5.2 2 0.1 93 18.6

平成１６年 10 1.1 9 2.1 35 6.5 17 3.2 0 0 71 12.9

平成１７年 14 1.9 1 0.1 138 43.2 58 21.4 0 0 211 66.6

浜
田
地
区 

計 46 5.1 19 5,7 213 57.4 95 29.8 2 0.1 375 98.1

平成１５年 2 0.47 － － 210 27.5 78 11.3 － － 310 39.27

平成１６年 2 2.20 － － 78 26.3 198 14.3 － － 278 42.8

平成１７年 6 1.2 1 1.1 231 36.2 20 2.4 － － 258 40.9

金
城
地
区 

計 10 3.87 1 1.1 519 96.0 296 28.0 － － 846 128.97

平成１５年 7 0.98 3 1.76 40 8.50 7 2.9 － － 50 14.14

平成１６年 10 0.52 3 1.34 31 7.27 － － － － 44 9.13

平成１７年 3 0.50 1 1.10 － － － － － － 4 1.60

旭
地
区 

計 20 2.00 7 4.20 71 15.77 7 2.9 － － 98 24.87

平成１５年       1 0.3 － － 24 13.0 2 0.5 － － 27 13.8

平成１６年       1 1.3 1 0.9 38 17.2 3 1.3 － － 42 20.7

平成１７年 － － － － 21 8.3 3 0.3 － － 24 8.6

弥
栄
地
区 

計       2 1.6 1 0.9 83 38.5 8 2.1 － － 93 43.1
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平成１５年 14 1.23 3 1.90 94 7.0 31 2.5 － － 142 12.63

平成１６年 4 0.40 － － 21 2.0 9 0.8 － － 34 3.20

平成１７年 5 0.76 － － 53 7.9 46 3.2 － － 104 11.86

三
隅
地
区 

計 23 2.39 3 1.90 168 16.9 86 6.5 － － 280 27.69

※出典：農業委員会資料 

 
 

 

農地価格 

(自作地耕作目的) 

標準 

小作料 

 

  

千円/１０ａ 円/１０ａ 

平成１５年 －
田（1）10,000 円、田（2）8,000 円、田（3）6,000 円

畑（1）5,000 円、畑（2）3,000 円、畑（3）2,000 円

平成１６年 －
田（1）10,000 円、田（2）8,000 円、田（3）6,000 円

畑（1）5,000 円、畑（2）3,000 円、畑（3）2,000 円

浜
田
地
区 

平成１７年 －
田（1）10,000 円、田（2）8,000 円、田（3）6,000 円

畑 3,000 円

平成１５年 － 田（上）14,000 円、田（中）10,000 円、田（下）6,000 円

平成１６年 － 田（上）14,000 円、田（中）10,000 円、田（下）6,000 円

金
城
地
区 

平成１７年 － 田（上）13,000 円、田（中）10,000 円、田（下）5,000 円

平成１５年 400 田（上）13,000 円、田（中）10,000 円、田（下）6,000 円

平成１６年 400 田（上）13,000 円、田（中）10,000 円、田（下）6,000 円
旭
地
区 

平成１７年 400 田（上）12,000 円、田（中）8,000 円、田（下）4,000 円

平成１５年 田 350     畑 80 田（上）12,000 円、田（中）9,000 円、田（下）5,000 円

平成１６年 田 350     畑 80 田（上）12,000 円、田（中）9,000 円、田（下）5,000 円

弥
栄
地
区 

平成１７年 田 350     畑 80 田（上）12,000 円、田（中）9,000 円、田（下）5,000 円

平成１５年 － 田（上）18,000 円、田（中）16,000 円、田（下）9,000 円

平成１６年 － 田（上）18,000 円、田（中）16,000 円、田（下）9,000 円

三
隅
地
区 

平成１７年 － 田（上）9,000 円、田（中）5,000 円、田（下）3,000 円

※出典：農業委員会資料 
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（２）権利移動の動向－農用地等の流動化諸方策別 
 
 農地移動適正化あっせん事業 農用地利用増進事業 農地保有合理化促進事業 

 売買 賃借 所有権移転 利用権設定 売買 賃借 
その他 

 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

 

  

件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ 件 ｈａ

平成１５年 22 2.1 0 0 0 0 60 12.9 0 0 1 0.4 11 3.6

平成１６年 9 1 0 0 0 0 51 9.6 1 0.1 3 27.2 9 2.1

現在 

平成１７年 
14 1.9 0 0 0 0 196 64.6 0 0 0 0 1 0.1

浜
田
市 

計 45 5 0 0 0 0 307 87.1 1 0.1 4 27.6 21 5.8

平成１５年 22 2.1 0 0 0 0 60 12.9 0 0 0 0 11 3.6

平成１６年 9 1 0 0 0 0 51 9.6 1 0.1 1 0.1 9 2.1

現在 

平成１７年 
14 1.9 0 0 0 0 196 64.6 0 0 0 0 1 0.1

浜
田
地
区 

計 45 5 0 0 0 0 307 87.1 1 0.1 1 0.1 21 5.8

平成１５年 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0

平成１６年 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 27.1 0 0.0

現在 

平成１７年 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

金
城
地
区 

計 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 27.5 0 0.0

平成１５年 － － － － － － － － － － － － － －

平成１６年 － － － － － － － － － － － － － －

現在 

平成１７年 
－ － － － － － － － － － － － － －

旭
地
区 

計 － － － － － － － － － － － － － －

平成１５年 － － － － － － － － － － － － － －

平成１６年 － － － － － － － － － － － － － －

現在 

平成１７年 
－ － － － － － － － － － － － － －

弥
栄
地
区 

計 － － － － － － － － － － － － － －

平成１５年 － － － － － － － － － － － － － －

平成１６年 － － － － － － － － － － － － － －

現在 

平成１７年 
－ － － － － － － － － － － － － －

三
隅
地
区 

計 － － － － － － － － － － － － － －

※出典：農業委員会資料 
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５ 農作業の受委託及び共同化、地力の維持増進、耕地利用率、裏作導入等の現状 
  
 農作業の受委託 農作業の共同化 耕地利用率 裏作導入 

 
  

戸 ｈａ 組織 戸 ％ ｈａ 

平成７年 － － 6 160 96.1 －

平成１２年 525 231.2 105 － 93.9  －
浜
田
市 

平成１７年 518 237.4 73 － － －

平成７年 － － － － － －

平成１２年 － － － － － －

浜
田
地
区 

平成１７年 5 1.3 － － － －

平成７年 － － 3 75 － －

平成１２年 493 216.2 3 75 － －

金
城
地
区 

平成１７年 493 216.2 3 75 － －

平成７年 － － － － － －

平成１２年 5 10.7 83 延べ 583 － －
旭
地
区 

平成１７年 2 17.2 50 延べ 461 － －

平成７年 － － － － 96.1 －

平成１２年 15 0.7 16 － 93.9 －

弥
栄
地
区 

平成１７年 9 0.4 17 423 － －

平成７年 － － 3 85 － －

平成１２年 12 3.6 3 85 － －

三
隅
地
区 

平成１７年 9 2.3 3 80 － －

※出典：農業委員会資料 
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６ 地域農業集団及び農業生産組織等の組織化の現状 
 
 組織名 設立年度 組織構成員数 活動内容 地区名 

有福農作業受託組合 H5 26 名 
機械の共同利用 

オペレーターによる作業受託 
下有福 

佐野上集落営農組織 H14 27 名 
機械の共同利用 

オペレーターによる作業受託 
佐野 

浜田 

地区 

美川西農機具利用組合 H5 28 名 
機械の共同利用 

オペレーターによる作業受託 
田橋・横山 

金城 

地区 
ひやころう波佐かみ H17 62 世帯 

水稲の共同生産、都市との交流、 

農作物の販売等 
波佐上 

下重富営農組合 S50 20 名 機械の共同利用、農作業受託 重富 
旭 

地区 
重富営農組合 H16 16 名 農作業受託、共同作業 重富 

本郷下生産組合 H14 19 名 機械の共同利用、農作業受託 長安本郷 

横谷農業生産組合 H7 17 名 農作業受託、共同作業 三里 

大坪農業生産組合 H9 15 名 機械の共同利用、農作業受託 大坪 

日高農業生産組合 H2 17 名 農作業受託、共同作業 高内 

西河内農業生産組合 H11 13 名 機械の共同利用、農作業受託 高内 

（農）ビゴル門田 H11 25 名 
水稲の共同生産、都市との交流、 

農作物の販売等 
門田 

小坂農業生産組合 H6 26 名 農作業受託、共同作業 小坂 

畑農業生産組合 H11 9 名 共同作業 小坂 

栃木農業生産組合 H5 30 名 機械の共同利用、農作業受託 栃木 

大斉農業生産組合 S57 12 名 機械の共同利用、農作業受託 木都賀 

野坂農業生産組合 S60 22 名 農作業受託、共同作業 野坂 

弥栄 

地区 

西の郷協業組合 H1 28 名 農作業受託、共同作業 木都賀 

しろやま営農組合 S61 14 名 機械の共同利用、農作業受託 河内 

周布地営農組合 S62 29 名 機械の共同利用、農作業受託 井野 

営農集団八幡の郷  H12 37 名 機械の共同利用、農作業受託 井野 

三隅 

地区 

東平原上営農組合 H13 11 名 西条柿の共同作業 東平原上 
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７ 農用地に関する規模拡大等希望戸数及び面積 
 

規模拡大の希望 規模縮小の希望 

水田 畑 水田 畑 

 

見通し期間 

戸数(戸) 
面積 

（ａ） 
戸数(戸)

面積 

（ａ） 
戸数(戸)

面積 

（ａ） 
戸数(戸) 

面積 

（ａ） 

浜田市 5 年 75 6,266 13 297 273 29,924 134 20,618

浜田 

地区 5 年 21 802 5 164 105 10,664 103 11,572

金城 

地区 5 年 21 969 6 133 55 6,471 34 2,261

旭 

地区 5 年 14 2,574 2 0 44 5,450 39 1,508

弥栄 

地区 5 年 7 962 0 0 28 3,106 18 1,132

三隅 

地区 5 年 12 959 0 0 41 4,233 40 4,145

※農家アンケート調査結果より推計 

 

８ 農用地等の保全及び利用に向けた課題 
 
基盤が未整備な農地で耕作放棄地が拡大するとともに、ほ場整備など事業を導入した農地に

おいても山間部を中心に耕作放棄地の拡大が懸念されている。こうした中、調査・検討の結果

から、全ての農地を守ることが困難との見解がみられ、規模の拡大や集落営農の推進、また、

農業支援センターなどの作業受託農地など、農業生産として活用できる農地を限定せざるを得

ない。一方、市内には、地籍調査が完了していないため、場所が不明確な農地も多く、現時点

では、全ての農用地区域を対象に、どこまでを守るかの検討を行うことも困難な状況にある。

このため、地籍調査の推進とともに、農地管理システム（GIS）の利用により、農家の農地に
対する意向を踏まえ、段階的に守る農地を明確にするとともに、農用地区域の見直しについて

の検討を行うこととし、農用地の保全及び利用に向けた課題を次に示す。 
 
（１）効率的土地利用に向けた集落の合意形成 

 
効率的な土地利用により農用地の保全・利用を図るため、本市の農用地の大部分を占める水

田の効率的な利用を図る必要がある。実現に向け、規模拡大を希望する農家への利用集積とと

もに、基盤や担い手の状況から集落営農の組織化が見込まれる地域では可能な限り集落営農の

設立をめざす必要がある。しかしながら、集落内に規模拡大農家や集落営農の組織化に向けて

の受託希望者が存在する集落は限られるため、近隣集落と共同での集落営農の組織化や集落外

の規模拡大農家、作業受託組織への集積など、集落を越えた調整が求められる。このため、農

用地利用規程の推進等により、集落単位で農用地の効率的な利用に向けての前提条件を整備す

べく、合意形成に努める必要がある。 
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（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

農業支援センターの設立が計画されているため、本組織における作業受託の効率化

に向けた条件整備、また、可能な集落では複数集落での集落営農の組織化に向け、

効率的な土地利用についての合意形成を農用地利用規程の推進等により進めるこ

とが必要である。 
金城地区 担い手個人の規模拡大意欲、集落営農への意欲が市内で最も高く、同時に、将来的

に農業支援センターの設立も計画されているため、農用地利用規程の推進等によ

り、集落の状況に応じて、「①近隣集落を含めた集落営農組織の設立」、「②担い手

個人の規模拡大」、「③農業支援センターへの委託」の方向性の明確化と実現に向け

た合意形成を図る必要ある。 
旭地区 多くの集落で集落営農における作業の受託希望者と委託希望者が両立せず、集落単

位での組織化が困難な一方、少数ながら水田の大規模農家や規模拡大をめざす農家

が存在するため、こうした農家への効率的な利用集積とともに、近隣集落を含めた

集落営農組織の設立をめざす条件として、農用地利用規程の推進等による合意形成

を図る必要がある。 
弥栄地区 弥栄地区２７集落のうち、１４集落で集落営農組織が設立され、最も効率的な土地

利用が図られている。今後は、担い手や基盤の状況から集落営農組織の設立が見込

まれる地区では、農地保全に向けての意識の醸成や集落営農組織の設立を目的とし

て農用地利用規程の推進等により土地利用の効率化や集落営農の組織化に向けて

の合意形成を図るとともに、担い手条件から集落単位での組織化が見込めない地区

では他の集落営農組織を特定農業団体、特定農業法人と位置付けることを目的に、

特定農用地利用規程を推進していく必要がある。 
三隅地区 農業支援センターによる作業受託に取り組まれ、本組織が土地の保全・活用に向け

ての中心的組織と位置付けられることが予測されるため、本組織の作業受託効率の

向上を目的に、土地利用の合意形成を図る必要がある。 
 
（２）土地利用に向けた組織的体制の整備 

 
農用地利用規程等の推進による土地の効率的な利用に向けた合意形成とともに、土地を耕作

する組織的体制を整備することが求められる。実現に向け、隣接する複数集落での組織化も視

野に入れ、集落営農組織の設立を推進する必要があるが、集落営農についての理解の遅れから、

短期間で確立された組織の設立をめざすことが困難な状況にある。 
 
同時に、集落営農の推進を図る上では、その集落の面積や反収等の収入条件に応じ、機械の

減価償却費やオペレーター料金等の費用を試算するなどの収支シミュレーションや、集落営農

組織の機能に応じた役員構成などを地域が理解して検討できる条件を整備することが必要とな

る。 
このため、中山間地域等直接支払制度で取り組まれている共同作業など、経験のある作業を

基盤に、段階的に共同作業の増加や経理の一元化をめざすなど、地域の理解を深めながら、最

終的には品目横断的経営安定対策の対象となる集落営農組織をめざせるよう支援体制の整備が



 

 50

浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

必要である。 
 
一方で、集落営農への取組意欲には地区により差が見られるとともに、三隅地区では農業支

援センターによる受託体制が整備されつつあるほか、今後も農業支援センターの整備が計画さ

れる地区もあるなど、土地利用のための組織資源も地区により異なる。このため、地区の特徴

を鑑み、集落営農の組織化以外にも土地利用に向けた組織体制の整備を検討していく必要があ

る。 
 
（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

農業支援センターの整備が計画されているため、集落営農組織の設立が見込めない

地区の広域的作業受託体制の整備を目的に、農業支援センターの設立及び組織化方

策についての検討が必要である。 
金城地区 農業支援センターの整備が計画されているため、集落営農組織の設立が見込めない

集落への対応として、規模拡大をめざす農家の登用も視野に入れた農業支援センタ

ーの組織化方策の検討とともに、本組織により作業受託希望者を、委託を希望する

集落に派遣する広域的調整に取り組むことを検討するなど、農業支援センターの機

能及び設立時期についての検討が求められる。 
旭地区 米を中心とした専業農家や規模拡大をめざす農家を旭地区全体で活かすべく、こう

した農家を中心とした広域的作業受託組織の設立とともに、集落を越えて作業受託

希望者を、委託を希望する集落に派遣するための調整に取り組むことを検討する必

要がある。 
弥栄地区 作業の受け手が不在なために集落内での組織化が困難な場合、特定農用地利用規定

を活用し、既存集落営農組織への集団的な委託を検討する。また、既存集落営農組

織の作業受託者が高齢化する中、既存集落営農組合の連携による法人化の可能性や

必要性を検討するための場づくりが求められる。 
三隅地区 既存の農業支援センターの農業生産法人化とあわせ、農業支援センターの組織力を

強化し、土地利用の中心的役割を担う組織としての位置付けを検討していく必要が

ある。 
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第６ 農業近代化施設整備の現状 

 
【浜田地区】 

施設の概要 
事業種目 

受益面積 

（地区・ｈａ） 

受益 

戸数 

事業費

(千円) 名称 数・規模 

事業 

主体 

工事の着工 

完了(予定)年度

対図

番号

農村地域農業構造 

改善事業 
70.0 300 73,765

育苗施設 

硬化ハウス 

1 棟 464.87 ㎡ 

1 棟（連投式） 2880.64 ㎡

浜田市 

農業協同組合 
S63 Hc○1

担い手育成支援事業 
美川 

40.0 
69 21,649

稲作共同栽培 

管理施設 

農機具保管庫 

1 棟 50 ㎡ 

トラクター外 

機械一式 

美川西 

農機具利用 

共同組合 

H10 Hc○2

ふるさと農業 

活性化事業 

佐野 

50.0 
91 －

稲作共同栽培 

管理施設 

農機具保管庫 

1 棟 50 ㎡ 

トラクター外 

機械一式 

佐野 

営農組合 
H14 He○3

生
産
関
係
施
設 

ふるさと農業 

活性化事業 

下有福 

20.0 
64 －

稲作共同栽培 

管理施設 

農機具保管庫 

1 棟 50 ㎡ 

トラクター外 

機械一式 

下有福 

営農組合 
－ Hg○4

水田農業確立対策 

推進事業 
4.5 34 16,322

味噌、豆腐、そば 

加工処理施設機械

1棟 138 ㎡ 

1 式 

佐野 

生産組合 
H2 He○5

流
通
加
工
関
係

施
設 農村地域農業構造 

改善事業 
美川 － －農産物集出荷貯蔵施設

1棟 665 ㎡・ 

200ｔ 

浜田市 

農業協同組合 
H4 

Hc○6
 

 
【金城地区】 

施設の概要 
事業種目 

受益面積 

（地区・ｈａ） 

受益 

戸数 

事業費

(千円) 名称 数・規模 

事業 

主体 

工事の着工 

完了(予定)年度

対図

番号

新農業構造 

改善事業 

久佐 

150 
345 259,746

穀類乾燥 

調製施設 
1 棟 1341 ㎡ 農業協同組合 S57 

ｋｈ

-2○1
新農業構造 

改善事業 

久佐 

100 
219 98,128 育苗施設 1 棟 745 ㎡ 農業協同組合 S56 

ｋｈ

-2○2
経営基盤確立 

農業構造改善事業 
七条 － 776,669

食の健康 

拠点施設 
1 棟 1939 ㎡ 金城町 H8～H9 ｋｉ-2○3

生
産
関
係
施
設 

地域アグリビジネス 

支援事業 

久佐･今福 

下来原･小

国 

－ 41,483
ハウス施設 

(ピオーネ) 
20 棟 16,257 ㎡ 

金城町ぶどう

生産者協議会 
H15～H16 

Kh-1⑦

Kh-2⑦

Ki-2⑦

Ki-3⑦

Kj-2⑦

Kj-3⑦

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
久佐 － 89,000

地域資源総合 

管理施設 
1 棟 677 ㎡ 金城町 H5～H6 

ｋｈ

-1○4
農業農村活性化 

農業構造改善事業 
久佐 － 103,000

農林漁業 

体験実習館 
1 棟 390 ㎡ 金城町 H5 

ｋｈ

-1○4

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
久佐 － 148,200

農林漁業 

体験実習館 
1 棟 825 ㎡ 金城町 H5 

ｋｈ

-1○4

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
久佐 － 93,000

農林漁業 

体験実習館 
1 棟 1325 ㎡ 金城町 H5 

ｋｈ

-1○4
農業農村活性化 

農業構造改善事業 

久佐 

1,021 
956 145,466

農畜産物 

加工施設 
1 棟 414 ㎡ 金城町 H6 

ｋｈ

-2○5

流
通
加
工
関
係
施
設 

新農業構造 

改善事業 
久佐 － 13,240

農産物 

集出荷施設 
1 棟 108 ㎡ 農業協同組合 S56 

ｋｈ

-2○6

 
【旭地区】 

施設の概要 
事業種目 

受益面積 

（地区・ｈａ） 

受益 

戸数 

事業費

(千円) 名称 数・規模 

事業 

主体 

工事の着工 

完了(予定)年度

対図

番号

地域再編農業 

構造改善事業 
山ノ内 4 13,400 管理休養施設 156 ㎡ 

旭三水 

生産組合 
S62 Al○1

生
産
関
係
施
設 

地域特産物生産流通 

団地育成事業 
山ノ内 4 41,870 果樹棚 3.9ha 

旭三水 

生産組合 
S62 Al○2
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地域特産物生産流通 

団地育成事業 
山ノ内 15 38,100 地力増進施設 156 ㎡ 

山之内 

営農組合 
H1 Al○3

新いきいき産地 

づくり事業 
山ノ内 4 5,192 選果場 85 ㎡ 

旭三水 

生産組合 
H2 Al○4

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
山ノ内 

2 法人 

4 戸 
77,860 管理休養施設 240 ㎡ 旭町 H2 Al○5

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
山ノ内 

1 法人 

5 戸 
87,026 果樹棚 7.4ha 農業協同組合 H2～H5 Al○6

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
丸原 510 253,582 乾燥調整施設 1,022 ㎡ 農業協同組合 H3～H4 Ak○7

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
丸原 510 182,193 育苗施設 674 ㎡ 農業協同組合 H5 Ak○8

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
山ノ内 

2 法人 

7 戸 
44,000 管理休養施設 168 ㎡ 旭町 H5 Al○9

経営基盤確立 

農業構造改善事業 
山ノ内 

2 法人 

3 戸 
213,628 果樹棚 16.6ha 農業協同組合 H7～H9 Al○10

 

がんばる島根県 

農林総合事業 
市木 9 23,511

菌床椎茸 

製造施設 

一式 

52,892 菌床 

菌床椎茸 

生産部会 
H11・H16 Ao○11

農業農村活性化 

農業構造改善事業 
山ノ内 

2 法人 

9 戸 
162,253 集出荷施設 1,030 ㎡ 農業協同組合 

 

H5 

 

Ak○12
流
通
加
工
関
係
施
設 

農業生産基盤体制強化 

総合推進事業 
山ノ内 

2 法人 

10 戸 
200,371 集出荷施設 727 ㎡ 旭町 

 

H10 

 

Ak○13

 

【弥栄地区】 

施設の概要 
事業種目 

受益面積 

（地区・ｈａ） 

受益 

戸数 

事業費

(千円) 名称 数・規模 

事業 

主体 

工事の着工 

完了(予定)年度

対図

番号

第三期山村振興 

農林漁業対策事業 
安城 － 67,619

育苗施設 

水稲 
10 棟 3,996 ㎡ 弥栄村 H3 Yp○1

農村地域農業構造 

改善事業 
弥栄 － 135,477 乾燥調製施設 

1 棟 411 ㎡ 

225ｔ 
弥栄村 S61 Yp○2

構造政策推進モデル 

集落整備事業 
西の郷 － 47,019 乾燥調製施設 

1 棟 288 ㎡ 

101ｔ 
弥栄村 H2 Yq○3

冷害地域 

緊急整備対策事業 
弥栄 － 64,707 乾燥調製施設 

1 棟 250 ㎡ 

408ｔ 
弥栄村 H5 Yp○4

公社営畜産基地 

建設事業 
大坪 － 415,356

家畜施設 

肉用牛（肥育） 

9 棟 3,086 ㎡ 

150 頭 
弥栄村 H5～H8 Yp○5

－ － 35,994 パイプハウス 14 棟 
弥栄村 

施設野菜組合 
H15 Yp○6

－ － 37,852 パイプハウス 16 棟 
弥栄村 

施設野菜組合 
H16 Yp○7経営構造対策事業 

－ － 38,400 パイプハウス 16 棟 
弥栄村 

施設野菜組合 
H17 

Yp○6
Yp○7

がんばる島根 

農林総合事業 
－ － 7,560 パイプハウス 3 棟 

（有）やさか 

共同農場 
H14 Yp○8

産地のこだわり米生産・ 

販売拡大支援事業 
－ － 3,038

精米作業所 

予冷庫 

精米機等 

1 式 
ビゴル 

門田 
H16 Yp○9

冷害地域緊急 

整備対策事業 
－ － 60,000

穀物等乾燥調製 

貯蔵施設 
1 棟 30ｔ 弥栄村 － Yp○10

弥栄 200 58,748
精米倉庫及び精米

プラント施設 

1 棟 224 ㎡ 

1 式 
高橋米穀店 H17 Yp○11

生
産
関
係
施
設 

立ち上がる産地 

育成支援事業 
木都賀 39 38,000

遠赤外線乾燥施設

及び色彩選別設備施設
1式 

西の郷 

協業組合 
H17 Yq○12

農村地域農業 

構造改善事業 
高内 － 13,230

農産物集出荷施設

（大豆） 
1 棟 145 ㎡ 弥栄村 S55 Yp○13流

通
加
工
関

係
施
設 第三期山村振興 

農林漁業特別対策事業 
長安本郷 － 76,207

農畜産物 

処理加工施設 

（トマト） 

1 棟 335 ㎡ 弥栄村 H4 Yp○14
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新山村振興等 

農林漁業特別対策事業 
弥栄 － 329,046

農林水産物 

処理加工施設 

（大豆） 

1 棟 936 ㎡ 

37ｔ 
弥栄村 H13～H14 Yp○15

 

がんばる島根 

農林総合事業 
－ － 1,551 野菜市場 1 棟 

仲三 

集落 
H13 Yq○16

 
【三隅地区】 

施設の概要 
事業種目 

受益面積 

（地区・ｈａ） 

受益 

戸数 

事業費

(千円) 名称 数・規模 

事業 

主体 

工事の着工 

完了(予定)年度

対図

番号

農用地利用 

増進促進対策事業 
－ － －

育苗施設 

（水稲） 
1 棟 303 ㎡ 農業協同組合 S50 Mu○1

地域農政整備事業 － － 36,668
育苗施設 

（水稲） 
1 棟 154 ㎡ 農業協同組合 S55 Mw○2

地区再編農業構造 

改善事業 
－ 210 150,287

乾燥調製施設 

（水稲） 

1 棟 744 ㎡ 

431ｔ 
農業協同組合 S63 Mw○3

生
産
関
係
施
設 

がんばる島根県 

農林総合事業 
30 － 189,66

農業倉庫 

農作業機械 

1 棟 198 ㎡ 

トラクター他 3台 

農業協同組合 

（農業支援セン

ターみらい） 

H16 Mw○4

農村地域 

農業構造改善事業 
50 200 58,334

農産物 

集出荷施設 

（西条柿） 

1 棟 155 ㎡ 

200ｔ 
三隅町 S63 Mu○5

かがやく女性実践事業 － 48 8,034
農産加工場 

（野菜、菓子製造）
１棟 200 ㎡ 生産組合 H8 Mw○6

流
通
加
工
関
係
施
設 21 世紀いきいき 

産地づくり事業 
－ 4 2,224

予冷施設 

（野菜類出荷調整）
1 棟 30 ㎡ 生産組合 H8 Mw○7

 
【付図３号 農業近代化施設整備状況図参照】 
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第７ 農業就業者育成・確保の現状 

 
１ 新規就農者の動向及び見通し 

（単位：人） 

   

   

  

新規就農者 新規学卒 

就農者(Ａ) 
離職就農者

３９歳以下(Ｂ) ４０歳以上 

新規青年就農

者 

(Ａ＋Ｂ) 

平成３年～平成７年 10 4 6 6 0 10 

平成８年～平成１２年 5 2 3 3 0 5 

平成１３年～現在平成１７年 11 5 6 5 1 11 

平成１８年～平成２２年 

見通し 
19 9 10 10 0 19 

浜
田
市 

平成２３年～平成２７年 

見通し 
20 10 10 10 0 20 

平成３年～平成７年 3 2 1 1 － 3 

平成８年～平成１２年 － － － － － － 

浜
田
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 － － － － － － 

平成３年～平成７年 2 1 1 1 － 2 

平成８年～平成１２年 2 1 1 1 － 2 

金
城
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 5 5 － － － 5 

平成３年～平成７年 3 － 3 3 － 3 

平成８年～平成１２年 4 1 3 0 3 1 
旭
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 2 0 2 1 １ 2 

平成３年～平成７年 － － － － － － 

平成８年～平成１２年 1 － 1 1 － 1 

弥
栄
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 4 － 4 4 － 4 

平成３年～平成７年 2 1 1 1 － 2 

平成８年～平成１２年 － － － － － － 

三
隅
地
区 

平成１３年～現在平成１７年 － － － － － － 

※出典：就農者調査（県資料） 



 

 55

浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

２ 農業就業者育成・確保施設の状況 
 

 農作業体験施設 就農支援施設 情報通信施設 福祉施設 医療施設 住宅 その他 

浜田 

地区 
－ － － － － － － 

金城 

地区 
－ － － － － － － 

旭 

地区 
－ － － － － － － 

弥栄 

地区 
－ － － － － 研修生滞在施設 

4 棟 Yp□1  － 

三隅 

地区 
－ － － － － － － 

【付図４号 農業就業者育成・確保施設整備状況図参照】 
 
３ 農業就業者の育成・確保に向けた課題 
 
中山間地域に位置する本市は、米を中心とした専業農家は限られ、多くの専業農家は野菜

や果樹など米以外の作物を経営の柱とする。このため、水田の規模拡大を推進することで土

地の有効利用を図りつつ育成できる専業農家は限られ、土地の有効利用や保全対策とは一線

を画した専業農家の育成・確保方策が必要となる。 
 
本市では、農業生産法人等による新規就農のための研修生の受け入れの取り組みによって、

新規就農と専業農家の確保を実現しており、研修のシステムは整備されつつあるが、就農に

向けての農地や住居の確保に課題を残すとともに、就農後の経営が不安定にある新規就農者

もみられる。こうした中、今後は、研修修了者の就農に向けた農地等の確保や経営不安定期

における支援方策についての検討が求められている。同時に、金城地区の新開団地には、市

内の若手専業農家が就農し、意欲的な専業農家の生産拠点として位置付けるとともに、入植

時の土地やハウスなど初期投資を支援することで実現性が高まるとの見解も見られる。こう

した中、入植者の連携とともに、国や県の補助・交付金の利用を視野に入れた支援策の検討

が求められる。 
 
また、２００７年以後、団塊の世代が定年退職を迎える中、こうした人材を集落営農組織

や農業支援センターのオペレーターとして登用する仕組みの整備や、地産地消の推進ととも

に小規模な畑地の利用を促進するなど、引退後の人生を農業生産へと導くことが求められる。

同時に、非農家人口の多い特徴を活かし、浜田地区を中心として、農業に興味を持つ市民を

研修し、全市の意欲的農家の労働力として登用する仕組みを整備するなど、非農家を対象と

した労働力の確保方策の検討が必要である。 
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（地区別の現状と課題） 

浜田地区 
 

有機農作物を生産する農業生産法人など地区に販路を構築した法人が存在し、法人

が研修生を受けいれる仕組みが整備されている。こうした既存の仕組みを活かした

新規就農者の育成・確保に向けて、法人との連携方策を検討する必要がある。また、

既存の農家でも３０～４０歳代を中心に生産団地への入植の可能性を示す農家が

多く、生産条件が確保されれば農業経営を拡大することも予測され、実現に向けて

の検討が求められる。 
また、非農家人口が多い地区特性を活かし、市民労働力の確保・研修など、市民労

働力の活用に向けた取組を検討する必要がある。同時に、米を中心とした専業農家

は限られるため、集落営農の組織化が見込まれる集落では、２種兼業農家や定年帰

農者をオペレーター等として登用していくことが求められる。 
金城地区 新開団地への入植の可能性を示す農家は市内でもっとも多く、リース方式の土地や

ハウスなどの条件整備を求める意見もあり、担い手育成に向けての支援方針の明確

化と支援の検討が求められる。同時に、新開団地により、農作業の労働力需要が高

まることも予測されるため、新開団地入植者への市民労働力の供給を検討する必要

がある。 
また、集落営農の組織化や広域的な作業受委託の調整に向けては２種兼業農家や定

年帰農者をオペレーターとして登用するなど、専業農家以外の人材確保が求められ

る。 
旭地区 主要農家ヒアリング結果からは新規就農を希望する人材がいることと、就農に向け

て土地やハウスなど初期投資に対する軽減措置が求められていることが上げられ、

実現に向けての検討が求められる。 
また、集落営農の組織化や広域的な作業受委託の調整に向けては２種兼業農家や定

年帰農者をオペレーターとして登用するなど、専業農家以外の人材確保を図る必要

がある。 
弥栄地区 集落営農組織が地区の中心的担い手として役割を果たすが、オペレーターが高齢化

する状況から、新規就農者の確保が急務な状況にある。しかしながら、研修の受け

入れ農家が不足するとともに、就農のための農地や住居の確保も問題となってい

る。このため、市内他地区の研修受け入れ農家と連携した研修とともに、集落で農

地や住居を新規就農者に提供するための受け入れ体制を構築する必要がある。 
三隅地区 農業支援センターの法人化及び組織力の強化とともに、2種兼業農家や定年帰農者

などを含めたオペレーターの確保を検討する必要がある。 
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第８ 就業機会の現状 

 
１ 農業従事者の他産業就業の現状 

（単位：人） 

区分 従業地 

市町村内 市町村外 合計 
Ⅰ Ⅱ 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

農業 1 1 2 0 0 0 1 1 2

林業 8 0 8 1 0 1 9 0 9

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 106 5 111 7 0 7 113 5 118

製造業 75 11 86 5 0 5 80 11 91

電気・ガス・水道業 13 0 13 1 0 1 14 0 14

情報通信業 2 0 2 0 0 0 2 0 2

運輸業 32 1 33 2 0 2 34 1 35

卸売・小売業 31 0 31 2 0 2 33 0 33

不動産業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

金融・保険業 5 0 5 0 0 0 5 0 5

飲食店・宿泊業 2 1 3 0 0 0 2 1 3

医療・福祉 7 9 16 0 0 0 7 9 16

教育・学習支援業 2 0 2 0 0 0 2 0 2

複合サービス業 12 0 12 1 0 1 13 0 13

サービス業 49 6 55 3 0 3 52 6 58

公務 83 5 88 5 0 5 88 5 93

恒常的 

勤務 

その他 26 0 26 2 0 2 28 0 28

計 456 39 495 29 0 29 485 39 524

農業 19 0 19 1 0 1 20 0 20

林業 11 0 11 1 0 1 12 0 12

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 65 0 65 4 0 4 69 0 69

製造業 12 2 14 1 0 1 13 2 15

電気・ガス・水道業 6 0 6 0 0 0 6 0 6

情報通信業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

運輸業 13 0 13 1 0 1 14 0 14

卸売・小売業 2 1 3 0 0 0 2 1 3

不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金融・保険業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

飲食店・宿泊業 0 1 1 0 0 0 0 1 1

医療・福祉 5 4 9 0 0 0 5 4 9

教育・学習支援業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

複合サービス業 2 0 2 0 0 0 2 0 2

サービス業 13 1 14 1 0 1 14 1 15

公務 11 0 11 1 0 1 12 0 12

日雇い・臨時雇用 

その他 30 0 30 2 0 2 32 0 32

計 192 9 201 12 0 12 204 9 213

農業 38 6 44 3 0 3 41 6 47

林業 14 1 15 1 0 1 15 1 16

漁業 4 2 6 0 0 0 4 2 6

自営業 

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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建設業 58 0 58 4 0 4 62 0 62

製造業 13 0 13 1 0 1 14 0 14

電気・ガス・水道業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

情報通信業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

運輸業 8 0 8 1 0 1 9 0 9

卸売・小売業 19 4 23 1 0 1 20 4 24

不動産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金融・保険業 4 0 4 0 0 0 4 0 4

飲食店・宿泊業 7 1 8 0 0 0 7 1 8

医療・福祉 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教育・学習支援業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

複合サービス業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

サービス業 11 4 15 1 0 1 12 4 16

公務 1 0 1 0 0 0 1 0 1

 

その他 23 4 27 2 0 2 25 4 29

計 204 22 226 14 0 14 218 22 240

農業 15 2 17 1 0 1 16 2 18

林業 4 0 4 0 0 0 4 0 4

漁業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 8 0 8 1 0 1 9 0 9

製造業 4 0 4 0 0 0 4 0 4

電気・ガス・水道業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

情報通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運輸業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

卸売・小売業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

不動産業 1 0 1 0 0 0 1 0 1

金融・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飲食店・宿泊業 0 1 1 0 0 0 0 1 1

医療・福祉 1 4 5 0 0 0 1 4 5

教育・学習支援業 4 0 4 0 0 0 4 0 4

複合サービス業 2 0 2 0 0 0 2 0 2

サービス業 4 1 5 0 0 0 4 1 5

公務 12 0 12 1 0 1 13 0 13

その他 

その他 113 20 133 7 0 7 120 20 140

計 171 28 199 10 0 10 181 28 209

総計 1,023 98 1,121 65 0 65 1,088 98 1,186

※農家アンケート結果より推計 

※小数点以下は四捨五入しているため、合計とその内訳が一致しない場合がある 
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２ 農工法等に基づく開発計画の概要 
〈農工法等に基づく開発計画の概要〉参考様式例参照 
   

   地区名 企業数 
工場用地面積

(㎡) 

出荷額 

(百万円) 

雇用従業員数

(Ａ) うち農業 

従事者(Ｂ)

Ｂ/Ａ(％) 主な業種 

計画 － － － － － － － － 浜
田
地
区 実績 － － － － － － － － 

計画 下来原 1 35,147 100,000 200 160 80.0 鉄鋼 金
城
地
区 実績 下来原 2 35,147 330 82 － － 鉄鋼・その他

計画 丸原 2 206,000 － － － － リサイクル旭
地
区 実績 丸原 1 206,000 － 6 2 33.3 リサイクル

計画 － － － － － － － － 弥
栄
地
区 実績 － － － － － － － － 

計画 白砂 3 － － － － － 

芯金 

オイルシール

縫製 

三
隅
地
区 実績 白砂 2 13.623 7,880 64 21 32.8 

芯金 

オイルシール

 

 
３ 農業従事者に対する就業相談活動の現状 
 
 時期 推進主体 対象者及び参加人員 内容 

浜田

地区 
－ － － － 

金城

地区 
－ － － － 

旭 

地区 
－ － － － 

弥栄

地区 
－ － － － 

三隅

地区 
－ － － － 
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４ 企業誘致及び企業誘致活動の現状 
 
 時期 推進者 対象企業名 内容 

Ｓ43 旧浜田市 
協和木工（株） 

浜田工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ1 旧浜田市 
（株）日本ケーブル・ 

システム島根 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ1 旧浜田市 （株）シンカー 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ3 旧浜田市 浜田ワシントンホテルプラザ － 

Ｈ5 旧浜田市 
パストラル 

コンピュータシステム 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ16 旧浜田市 浜田工業（株） 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ17 旧浜田市 ニューソニック（株） 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ17 旧浜田市 
島根県合板協同組合 

浜田針葉樹工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

浜田

地区 

Ｈ17 旧浜田市 若女食品（株） 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｓ56 旧金城町 （株）ニノミヤファンドリー
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 金城

地区 
Ｈ10 旧金城町 

島根物産商事（株） 

金城工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ15 旧旭町 （有）寺本建設 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 旭 

地区 
Ｈ20 

浜田市旭支所 

島根県 
旭町社会復帰促進センター － 

弥栄

地区 
Ｓ45 旧弥栄村 

村上被服（株） 

弥栄工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｓ44 旧三隅町 
キーパー（株） 

三隅工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｓ63 旧三隅町 
キーパー（株） 

白砂工場 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

Ｈ17 旧三隅町 
キーパー（株） 

三隅工場増設 

島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 

三隅

地区 

Ｈ17 旧三隅町 （株）今井 
島根県企業立地促進条例に基づく 

立地計画認定企業 
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第９ 農村生活環境の現状 

 
１ 農村生活環境整備事業等の実施状況 
 
【浜田地区】 

事業種目 
受益 

地区 

受益 

戸数 

(戸) 

事業費 

(千円) 

主要工事又は 

主要施設名 
事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

集落振興特別事業 下有福 93 12,315
多目的集会施設 

1 棟 99.4 ㎡ 
下有福 S57 Hg○1

集落振興特別事業 力石 53 9,718
多目的集会施設 

1 棟 89.3 ㎡ 
力石 S57 Ha○2

集落振興特別事業 力石 53 2,378
多目的広場 

1,046 ㎡ 
力石 S57 Ha○3

集落振興特別事業 長見 26 4,007
多目的集会施設 

1 棟 31.4 ㎡ 
長見 S59 Hd○4

集落振興特別事業 松羽 7 11,970 給水施設 松羽 S60 Hc○5

手づくりの村整備事業 宇野 150 1,605 多目的広場 宇野 S58 Hg○6

農村地域農業 

構造改善事業 
浜田 1,046 113,590 構造改善センター 浜田市 H1～H2 Hc○7

農村地域農業 

構造改善事業 
内村 1,046 180,000

農村広場 

12,000 ㎡ 
浜田市 H5 Hc○8

団体営農業集落 

排水整備事業 
美川 － 1,513,663

下水道 管路 14.5 ㎞ 

処理場１ケ所 

圧送 P29 ケ所 

浜田市 H13～H17 Hc○9

 
【金城地区】 

事業種目 
受益 

地区 

受益 

戸数 

(戸) 

事業費 

(千円) 

主要工事又は 

主要施設名 
事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

新農業構造改善事業 七条 － 115,653
総合運動公園 

 27,000 ㎡ 
金城町 S62～S63 Ki-2○1

農村総合整備モデル事業 久佐 － 17,438
農村公園 

700 ㎡ 
金城町 H7 Kh-1○2

農村総合整備モデル事業 美又 － 6,150
農村公園 

700 ㎡ 
金城町 H7 Kh-3○3

農村総合整備モデル事業 上来原 － 11,373
農村公園 

2,400 ㎡ 
金城町 H3 Ki-1○4

農村総合整備モデル事業 七条 － 6,697
農村公園 

600 ㎡ 
金城町 H6 Ki-3○5

農村総合整備モデル事業 波佐 － 28,928
農村公園 

3,600 ㎡ 
金城町 H7 Kj-2○6

 
【旭地区】 

事業種目 
受益 

地区 

受益 

戸数 

(戸) 

事業費 

(千円) 

主要工事又は 

主要施設名 
事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

県営中山間地域 

総合整備事業 

早水 

戸川 
－ －

農村公園 

2,000 ㎡ 
旭町 H11 AmAo○1

ふるさと水と土 

保全対策事業 
都川 － 3,500

棚田（熊ケ谷） 

休憩所整備 100 ㎡ 
島根県 H16 An○2

定住促進生活 

環境整備事業 
丸原 5 11,600

集落道整備 

L=740m W=4.0m 
旭町 H5 Ak○3

農業集落排水資源循環 

統合補助事業 

市木 

都川 
301 660,100

集落排水 

処理場一式 
旭町 ～H20 An○4
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農業農村活性化 

農業構造改善事業 
坂本 59 70,000

構造改善センター 

１棟 296 ㎡ 
旭町 H5 Ak○5

山村振興等農林業 

対策事業 
都川 1,252 40,000

簡易宿泊施設 

木造平屋 2棟 
旭町 H7～H8 An○6

山村振興等農林業 

対策事業 
都川 1,252 134,500

高齢者活動促進施設 

鉄骨平屋 1等 491.8 ㎡ 
旭町 H6～H7 An○7

高齢者・女性等生きがい 

発揮促進事業 
丸原 1,168 142,800

女性・若者等 

活動促進施設 

鉄骨平屋 1棟 498.0 ㎡ 

旭町 H14 Ak○8

 
【弥栄地区】 

事業種目 
受益 

地区 

受益 

戸数 

(戸) 

事業費 

(千円) 

主要工事又は 

主要施設名 
事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

県道（黒沢安城浜田線） 弥栄 － 25,000
県道（黒沢安城浜田線） 

景観対策 L=60m 
島根県 H12～H13 Yq○1

中山間地域総合整備事業 弥栄 299 330,159

中山間地域総合整備事業

施設間連絡道 L=970m 

農村公園 1 ヵ所 

島根県 H15～H17 Yp○2

消防施設整備事業 弥栄 － 19,200

消防施設整備事業 

消防倉庫整備 2 棟 

小型ポンプ軽積載車 2 台

弥栄村 H10～H13 Yp○3

防災無線更新整備事業 弥栄 725 216,000
防災無線更新整備事業 

全戸 
弥栄村 H１７ Yp○4

農山村広場・公園 弥栄 121 100,000
農山村広場・公園 

広場整備 1.0ha 
弥栄村 H8 Yp○5

農業集落排水事業 安城 83 467,000
農業集落排水 

処理戸数 83 戸 
弥栄村 H4～H6 Yp○6

農業集落排水事業 木都賀 75 176,000
農業集落排水 

処理戸数 75 戸 
弥栄村 S56～S61 Yq○7

集落排水事業 杵束 213 800,000
農業集落排水 

処理戸数 213 戸 
弥栄村 H8～H11 Yq○8

 
【三隅地区】 

事業種目 
受益 

地区 

受益 

戸数 

(戸) 

事業費 

(千円) 

主要工事又は 

主要施設名 
事業主体 

工事の着工 

完了(予定)年度 

対図

番号

中山間地域農業活性化 

総合整備事業 
井野 105 61,521

農村活性化施設 

集会、交流、集荷・施設 

1 棟 378 ㎡ 1,200 ㎡ 

三隅町 H7 Mw○1

地区再編農業構造改善事業 井野 242 65,130
研修集会施設 

394 ㎡ 
三隅町 S59 Mw○2

農村地域農業構造改善事業 三隅西 1,429 306,600
研修集会施設 

1,617 ㎡ 
三隅町 S60～S61 Mu○3

活性化農業構造改善総合 

施設整備事業 
三隅町 916 145,892

特産品展示販売センター 

370 ㎡ 
三隅町 H5 Mt○4

農業集落排水事業 － 297 1,720,026 農業集落排水施設 三隅町 H4～H8 Mu○5

 
【付図５号 農村生活環境整備状況図参照】 
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２ 農村生活環境整備の問題点 
 
（１）安全性 

 
歴史的に見ても、集中豪雨による土地や家屋の消失を経験してきた地域である。森林の保

水機能の向上を図ると共に、危険箇所を明確にした上での治山・治水事業の推進により災害

を未然に防ぐための対策を講じると共に、防災マニュアルの充実や地区防災体制の充実を図

る等、防災対策を推進していくことが求められている。交通安全については、道路環境の向

上に伴い、交通安全上の危険性は改良されつつあるが、平成１５年度の交通事故発生件数は

２８６件と、県全体の８．８％を占める。また、犯罪の発生件数は、６５５件であり、県全

体の犯罪発生件数の７．１％を占める状況にある。犯罪が多様化、凶悪化する中で、こうし

た犯罪の弱者となりやすい子どもや高齢者への対策を関係機関と共に推進していくととも

に、住民の交通安全意識の醸成や危険箇所への交通安全施設の整備充実を図ることによる交

通安全対策が求められている。 
 
（２）保健性 

 
全ての市民が健康に暮らせる環境の整備に向け、全国を上回るペースで高齢化が進む本市

では、介護保険制度の改正を踏まえた介護予防事業の充実を図り、高齢者の健康づくりを支

えるとともに、保健・医療・福祉の連携などを進め、全ての住民の自主的な健康づくりと、

健康管理を徹底する必要がある。今後は、介護保険サービスの充実とともに、本市高齢者の

疾病や介護要因に基づき、介護予防事業の充実や健康審査の徹底により、高齢者の健康管理

を促進する必要がある。同時に、各地区の保健福祉センターなどを拠点とする保健、福祉の

ネットワーク化や医療との連携を図り、全ての住民が生涯を通じて元気で健康に暮らせるま

ちをめざす必要がある。生活環境については、ごみ・し尿の処理に広域的体制で取組、経費

の節減・合理化を図りながら充実に努めてきた。また、上下水道の整備も進みつつあるが、

未普及地域も存在するため、地域の状況に応じた整備が求められている。 
 
（３）利便性 

 
道路環境の充実や情報通信網の整備により、住民の利便性は高まりつつある。今後は本市

の拠点地域を有機的に結ぶ、国道や主要地方道を中心とした幹線道路と、全域を結ぶ地域内

道路を整備し、住民生活の利便性の向上を図るとともに、地域格差の是正を図るために、地

域住民の生活に直結する生活道についても条件整備を行う必要がある。また、本市と広島市

を結ぶ中国横断自動車道広島浜田線を核に、山陰自動車道の早期整備を促進することで、本

市の高速交通ネットワークの充実を図る。同時に、テレビやラジオなどの基礎的な情報通信

環境や高速情報通信基盤の整備により地域間の情報格差の是正を図る必要がある。 
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（４）快適性 
 
本市には各地区に多目的広場や農村公園、文化施設などの施設が整備され、住民の交流や

憩の場として利用されている。今後も、こうした施設を地域住民の交流の場として利用する

とともに、農家と都市住民の交流の場としての利用や、高齢者や女性など全ての住民が互い

に交流し、活き活きと生活できるよう、多面的な利用を図ることが必要である。また、次代

を担う子どもたちの育成に向け、幼稚園や保育施設の充実とともに、子育て支援センターや

ファミリーサポートセンターの相談及び情報提供体制の充実を図るなど、地域における子育

て支援の取組を充実することが求められる。 
 
（５）文化性 

 
本市には石見神楽を始めとした農村に起源をもつ伝統芸能が受け継がれている。こうした

伝統芸能の保存・活用するため、神楽を映像として保存する取組や、交流イベントとしての

活用などに取り組まれている。今後ともこうした貴重な資源の保存と活用に努め、住民の郷

土意識の醸成を図る必要がある。また、生涯を通じた健康づくり、生きがいづくを勧めるた

めには、地域で誰もがスポーツ活動や趣味・文化についての活動に参加可能な環境が求めら

れる。このため、活動拠点となる施設の有効利用を図りながら、スポーツや教養についての

指導者・リーダーの育成とともに、活動組織を育成していくことが求められる。
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第 10 森林の整備その他林業の振興との関連に関する現状 

 
１ 林業の概況 
 
森林は本市域の７割を構成する貴重な資源である。そして、木材生産の他、水源かん養や山

地災害防止など、様々な公益的機能を有し、近年は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの吸

収源としての森林への期待が高まっている。しかしながら、長引く木材価格の低迷による採算

性の悪化から森林・林業・木材産業は厳しく、間伐など本来手入れを必要とする森林がそのま

ま放置され、その荒廃が懸念される状況にある。こうした状況に対し、本市を含む江の川流域

市町及び林業関係者で構成される「江の川下流流域林業活性化センター」は、多面的機能の高

度な発揮に向けた森林整備とともに、地域材の生産から消費までの流通・加工システムの確立

による木材産業の振興に取り組まれている。また、平成１５年４月には森林組合、素材生産業

者及び製材業者等が協同組合を設立し、木質バイオマスを熱源とした燻煙熱処理により材質の

均一化された原木や製材品の供給などに取り組まれている。 
 
２ 農業振興と林業振興との関連に関する現状と問題点 
 

本市の森林は民有林が９割以上を占め、人工林率は３割未満と県平均を下回る。人工林の齢

級配置をみると、３～７齢級（１１～４０年生）の間伐を必要とする森林も多く、これら育成

途上にある森林に対する効率的・効果的な整備が重要である。また、農業と林業の複合により

所得を得る住民は２．５％に過ぎないが、中山間地域に位置する本市は、森林に接する農地が

多く、土地利用の面からは森林と農業の結びつきは深い。こうした中、松くい虫の被害抑制や

間伐など森林を適切に管理するとともに、有害鳥獣の対策を推進し、生産環境を保持していく

ことが課題となっている。 
 
３ 林業の振興に関する諸計画の概要 
 
計画名 概要 

森林整備計画 
森林が持っている多面的な機能の持続的な発揮に向けて、森林の特性

を踏まえたゾーニングと管理方針などを示した計画。 

江の川下流地域森林計画 
江の川下流域市町村における計画的な林道の整備、効率的な林業

経営の展開、森林の適正な維持管理及び山村の生活環境の整備等

に関する計画。 

森林整備保全事業計画 
山地に起因する災害の防止、水資源のかん養、生活環境の保全・

形成等を図ることを目的とした森林の整備方針に関する計画。 
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第 11 地域の諸問題の解決を図るための各種の協定・申合せ等の実施状況 

 
１ 協定制度の実施状況 
 
 

名称 
地区名 

（集落数） 
締結時期 有効期間 参加者（人） 内容 

浜田

地区 

中山間地域 

直接支払制度 

浜田 

（21 集落） 

（2 個別） 

Ｈ17 

（Ｈ18 含む） 
Ｈ21 283 

中山間地域の 

農地保全 

金城

地区 

中山間地域 

直接支払制度 

金城 

（43 集落） 

（1 個別） 

Ｈ17 Ｈ21 664 
中山間地域の 

農地保全 

旭 

地区 

中山間地域 

直接支払制度 

旭 

（50 集落） 

（3 個別） 

Ｈ17 Ｈ21 461 
中山間地域の 

農地保全 

中山間地域 

直接支払制度 

弥栄 

（24 集落） 

（5 個別） 

Ｈ17 Ｈ21 309 
中山間地域の 

農地保全 
弥栄

地区 
特定法人貸付事業に

係る協定 
弥栄地区 Ｈ17 － 1 組織 耕作放棄地の防止

三隅

地区 

中山間地域 

直接支払制度 

三隅 

（21 集落） 
Ｈ17 Ｈ21 292 

中山間地域の 

農地保全 

【付図２号 農用地等保全整備状況図参照】 

 
２ 交換分合 
 
（１）実施状況 
 
 地区名 実施時期 事業主体 対象面積 参加者 備考 

浜田 

地区 
－ － － － － － 

金城 

地区 
－ － － － － － 

旭 

地区 
－ － － － － － 

弥栄 

地区 
－ － － － － － 

三隅 

地区 
－ － － － － － 

 
（２）今後の見通し    
  特になし 
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第 12 農業及び農村の振興及び整備のための推進体制等 

 
１ 推進体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ＷＧ：ワーキンググループ 
 
農業振興に向けた推進体制については、市の農業政策を基本に、農業協同組合、島根県西

部農林振興センターとの調整・連携により、農業振興施策や農家への生産指導などが展開さ

れてきた。こうした体制に加え、平成１８年２月には、島根県西部農林振興センター、農業

協同組合、農業委員会といった農業関係機関と本市により、「浜田市農業担い手育成総合支

援協議会」が設立され、今後、新規就農者や認定農業者の確保・育成、集落営農の組織化支

援などに取り組む方針にある。 
 
また、旧弥栄村、旧金城町には行政の農業振興施策の検討及び意思決定を支援する機関と

して、農林業振興協議会が組織化され、金城地区では、この検討及び意思決定に基づく、農

業振興を支援する機能として営農振興室が大きな役割を果たしている。この結果、営農振興

室が農家と農業協同組合の調整を行い、ピオーネの贈答用販売を実現している他、営農振興

室が中心となった集落への普及により、集落営農の組織化が実現したといった効果を創出し

ている。そして、こうしたことを実現してきた背景には、農林業振興協議会において首長、

農業協同組合、農家代表などの関係者の調整に基づき、営農振興室の指導方針が地区で明確

かつ合意が形成されていたことが大きい。 
 

島根県西部 
農林振興センター 

 
浜田市農林課 

 
 
 
 

金城支所産業課 旭支所産業課 弥栄支所産業課 三隅支所産業課 

営農振興室 

農業委員会 

農  家 

いわみ中央 
農業協同組合 

浜田市農業担い手育成総合支援協議会

○新規就農（農外企業参入含む）WG 
○認定農業者WG 
○集落営農WG 
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ここまで、本市農業の課題を整理してきたように、農業の振興に向けて地区農家の普及啓発や

ブランド化に向けた販路の構築、地産地消の推進に向けての生産指導など、今後取り組むべき課

題は多い。こうした中、本市における農業振興に向けた体制を確立していくためには、新たに設

立された「浜田市農業担い手育成総合支援協議会」の活動との連携も踏まえ、市の農業振興施策・

意思決定に基づき、独立して農業を行う担い手も対象に、農業の現場で指導・調整にあたる支援

組織が不可欠となる。なお、調査の結果より、想定される支援組織の機能は次の通りであり、支

所の特性に応じた指導の充実が求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援組織の主な機能 
○新規就農者を育成する法人との調整・連携による有機農作物など研修作物の生産指導の支援 
 
○集落営農の組織化に向けた座談会の実施 
 
○農業支援センターの効率的作業受託の展開に向けた集落の合意形成 
 
○地産地消の推進に向けた生産指導（指導会の開催支援等） 
 
○農作物のブランド化、販路構築に向けた協議等の支援 

 
 

浜田市 市農業振興施策の検討及び 
意思決定の支援機関 

島根県西部農林振興センター 
いわみ中央農業協同組合 
農家代表 他 

参加 
指導方針 

農家 
指導、支援 

各支所の支援組織 



 

 69

浜田農業振興地域整備計画書／基礎資料 

２ 市町村の財政状況 
（単位：千円） 

  平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 

歳出合計(Ａ) 16,949,371 17,511,137 16,921,059 17,704,998 19,125,368

農業関係費(Ｂ) 265,455 308,344 322,380 314,001 288,319

  農業関係事業市町村負担金 － － － － －

Ｂ/Ａ（％） 1.6 1.8 1.9 1.8 1.5

財政力指数 0.50 0.52 0.53 0.54 0.57

実質収支比率（％） 0.4 0.9 1.1 1.5 1.2

公債費比率（％） 21.0 21.6 21.5 22.2 21.7

浜
田
地
区 

経常収支比率（％） 86.7 91.7 93.9 98.6 101.3

歳出合計(Ａ) 4,783,353 5,143,030 5,004,656 4,885,149 4,473,132

農業関係費(Ｂ) 799,849 463,025 481,599 543,087 544,257

  農業関係事業市町村負担金 － － － － －

Ｂ/Ａ（％） 16.7 9.0 9.6 11.1 12.2

財政力指数 0.177 0.186 0.195 0.189 0.215

実質収支比率（％） 4.5 3.5 0.6 1.2 0.9

公債費比率（％） 17.8 19.4 19.0 24.1 26.2

金
城
地
区 

経常収支比率（％） 81.1 86.6 87.9 90.2 97.0

歳出合計(Ａ) 4,168,780 3,570,390 3,794,689 3,445,111 3,718,906

農業関係費(Ｂ) 390,988 420,049 484,001 329,592 372,578

  農業関係事業市町村負担金 562 － － － 0

Ｂ/Ａ（％） 9.4 11.8 12.8 9.6 10.0

財政力指数 0.141 0.144 0.150 0.148 0.163

実質収支比率（％） 1.8 1.3 1.5 1.9 0.4

公債費比率（％） 16.1 17.1 19.9 20.8 19.7

旭
地
区 

経常収支比率（％） 83.1 86.2 89.9 91.1 91.5

歳出合計(Ａ) 2,543,842 2,381,520 2,931,462 3,030,996 2,108,263

農業関係費(Ｂ) 339,658 360,882 670,054 493,511 386,501

  農業関係事業市町村負担金 － － － － －

Ｂ/Ａ（％） 13.4 15.2 22.9 16.3 18.3

財政力指数 0.129 0.138 0.136 0.142 0.172

実質収支比率（％） 3.5 3.5 3.3 4.7 3.9

公債費比率（％） 15.1 16.7 17.3 16.1 17.9

弥
栄
地
区 

経常収支比率（％） 72.3 77.6 80.6 83.4 92.9

歳出合計(Ａ) 6,286,684 6,825,087 5,854,061 6,380,639 6,610,187

農業関係費(Ｂ) 499,211 337,257 322,163 301,169 646,995

  農業関係事業市町村負担金 － － － － －

Ｂ/Ａ（％） 7.9 4.9 5.5 4.7 9.8

財政力指数 0.776 0.738 0.729 0.680 0.651

実質収支比率（％） 0.8 1.8 1.5 1.5 13.1

公債費比率（％） 14.3 14.4 15.7 16.7 17.5

三
隅
地
区 

経常収支比率（％） 72.0 74.6 80.8 82.9 85.8

※出典：総務省市町村決算カード、決算状況資料 

 
３ その他参考となる事項 

 
特になし 

 


